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平成２７年上富良野町予算特別委員会会議録（第１号） 

 

平成２７年３月１２日（木曜日） 午前９時００分開会  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第 １号 平成２７年度上富良野町一般会計予算 

議案第 ２号 平成２７年度上富良野町国民健康保険特別会計予算 

議案第 ３号 平成２７年度上富良野町後期高齢者医療特別会計予算 

議案第 ４号 平成２７年度上富良野町介護保険特別会計予算 

議案第 ５号 平成２７年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算 

議案第 ６号 平成２７年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算 

議案第 ７号 平成２７年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算 

議案第 ８号 平成２７年度上富良野町水道事業会計予算 

議案第 ９号 平成２７年度上富良野町病院事業会計予算 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１３名） 

   委 員 長       長谷川 徳 行 君   副 委 員 長       岡 本 康 裕 君          

   委 員       佐 川 典 子 君            委 員        小 野  忠 君         

   委 員       村 上 和 子 君            委 員        米 沢 義 英 君         

   委 員       金 子 益 三 君            委 員        徳 武 良 弘 君         

   委 員       中 村 有 秀 君            委 員        谷   忠 君         

   委 員       岩 崎 治 男 君            委 員        中 澤 良 隆 君         

   委 員        今 村 辰 義 君         

   （議長 西村昭教君 （オブザーバー）     ） 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町 長         向 山 富 夫 君     副 町 長         田 中 利 幸 君 

 教 育 長         服 部 久 和 君     会 計 管 理 者         菊 池 哲 雄 君          

 総 務 課 長         北 川 和 宏 君     産業振興課長         辻     剛 君 

 保健福祉課長         石 田 昭 彦 君              子ども･子育て担当課長         吉 岡 雅 彦 君 

 町民生活課長         林   敬 永 君     建設水道課長         佐 藤   清 君 

 農業委員会事務局長         北 越 克 彦 君     教育振興課長         野 﨑 孝 信 君 

 ラベンダーハイツ所長         大 石 輝 男 君     町立病院事務長  山 川   護 君 

 関係する主幹・担当職員 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長         藤 田 敏 明 君     次 長         佐 藤 雅 喜 君          

 主 事         新 井 沙 季 君 
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午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １３名） 

─────────────────── 

○事務局長（藤田敏明君） 予算特別委員会に先立

ち、議長並びに町長から御挨拶をいただきます。 

 初めに、議長からお願いいたします。 

○議長（西村昭教君） おはようございます。 

 予算特別委員会の開催に当たりまして、一言御挨

拶を申し上げます。 

 ４日間という長丁場になりますけれども、ひとつ

よろしくお願い申し上げます。それぞれ継続事業、

あるいは新規の事業と多々ありますけれども、それ

ぞれ重要な事業でありますので、ひとつ内容につい

ても十分把握をいただいた中で御審議をいただけれ

ばありがたいかなと。大変何といいますか、疲れる

といいますか、頭を使うことが多いのでひとつよろ

しくお願いを申し上げて、また、委員長にはスムー

ズな進行をお願い申し上げまして、一言御挨拶にか

えさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局長（藤田敏明君） 次に、町長、お願いい

たします。 

○町長（向山富夫君） 皆さん、おはようございま

す。 

 本日から４日間にわたりまして予算特別委員会を

お開きいただくことになりまして、大変感謝申し上

げる次第でございます。 

 ただいま議長からも御挨拶ございましたように、

平成２７年度の町の予算を皆さん方とともども御審

議賜りまして、町民の皆さん方に十分なサービス提

供ができるような条件を整えさせていただきたいと

いうふうに思っているところでございます。 

 大変、今、自立する地域をみんなが目指そうとい

うことで努力をしているところでございます。そう

いった思いをこの予算の中でも反映させてきたつも

りでございます。どうか十分御審議いただきまし

て、名実ともに議会と私どもとが一体となってまち

づくりをしていこうという思いを、町民の皆さん方

にぜひお知らせできればと願っているところでござ

います。 

 どうか、この４日間大変長丁場でございますが、

よろしく御審議を賜りまして、御議決を賜りますよ

う願い申し上げまして、御挨拶とさせていただきた

いと思います。 

 何とぞ、よろしくどうぞお願いいたします。 

○事務局長（藤田敏明君） 正副委員長の選出でご

ざいますが、３月４日の定例会において、議長を除

く１３名の委員をもって予算特別委員会を構成して

おりますので、正副委員長の選出につきましては、

議長からお諮りお願いいたしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 正副委員長の選出について

お諮りいたします。 

 議会運営に関する先例により、委員長に副議長、

副委員長に総務産建常任委員長を選出することに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本予算特別委員会の委員長には長谷川徳

行君、副委員長には岡本康裕君と決しました。 

○事務局長（藤田敏明君） それでは、長谷川委員

長、委員長席へお願いいたします。 

 それでは、長谷川委員長から御挨拶をいただきま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 皆さん、おはようござ

います。 

 一言、御挨拶申し上げます。 

 平成２７年第１回定例町議会において上程されま

した、議案第１号から議案第９号までの平成２７年

度の予算案が、さらなる審議が必要と予算特別委員

会が設置され、各予算案が予算委員会に付託されま

した。 

 先例によりまして委員長に就任いたしました。よ

ろしくお願いいたします。 

 本予算は、ことしの町を運営し、また町民の生活

に大きな影響を与える重要な予算であります。町民

の福祉の増進とＱＯＬの向上、そして我が町の発展

に十分寄与できる予算になっているのか、過不足は

ないのか、きちっと私たちとして、委員会として見

きわめる必要があると思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 また、１万１,２３９名からの代表として、わず

か１３名の委員でございますが、二元代表制で選ば

れた負託された責務を果たす立場で、十分な質疑、

そして十分な議論を皆様に求めるところでございま

す。 

 ４日間にわたる委員会でございますが、円滑な運

営に努めたいと思いますので、理事者、説明員、ま

た予算委員各委員の皆様方の協力をお願いいたしま

して挨拶といたします。よろしくお願いいたしま

す。 

 ただいまの出席委員は１３名であり、定足数に達

しておりますので、これより予算特別委員会を開会

します。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本委員会の審査日程等について、事務局長から説

明させます。 

 事務局長。 

○事務局長（藤田敏明君） 平成２７年第１回定例



― 3 ― 

会において本委員会に付託された案件は、議案第１

号平成２７年度上富良野町一般会計予算、議案第２

号平成２７年度上富良野町国民健康保険特別会計予

算、議案第３号平成２７年度上富良野町後期高齢者

医療特別会計予算、議案第４号平成２７年度上富良

野町介護保険特別会計予算、議案第５号平成２７年

度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算、

議案第６号平成２７年度上富良野町簡易水道事業特

別会計予算、議案第７号平成２７年度上富良野町公

共下水道事業特別会計予算、議案第８号平成２７年

度上富良野町水道事業会計予算、議案第９号平成２

７年度上富良野町病院事業会計予算の９件でありま

す。 

 本委員会の審査日程につきましては、お手元の日

程のとおり、会期は本日より３月１７日までの６日

間とし、審査は４日間とします。 

 なお、事前の要求資料及び第５次上富良野町総合

計画実施計画書については、３月１０日配付したと

ころであり、予算審査に十分反映されますようお願

い申し上げます。 

 本委員会の説明員は、町長を初め理事者、関係す

る課長、主幹並びに担当職員となっております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） お諮りいたします。 

 本委員会の議事日程については、ただいまの説明

のとおりといたしたいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、本委員会の議事日程は、ただいまの説明

のとおりと決しました。 

 なお、本委員会は公開とし、傍聴人の取り扱いは

委員長の許可とします。 

 分科会の設置及び各分科長の選出についてお諮り

いたします。 

 分科会は、会議規則第７０条の規定により設置

し、その構成は、第１分科会が議席番号１番から６

番まで、第２分科会が議席番号７番から１２番まで

で、各６名の委員としたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議がありませんの

で、各会計予算の審査のため分科会を設置します。 

 分科長は、委員長の指名により選出したいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議がございません

ので、委員長において、第１分科会の分科長に米沢

義英君、第２分科会の分科長に中村有秀君を指名い

たします。 

 これより、議案第１号平成２７年度上富良野町一

般会計予算を審査します。 

 初めに、既に配付しました附属資料、第５次上富

良野町総合計画実施計画書について説明の申し出が

ありますので、これを許可します。 

 総務課長。 

○総務課長（北川和宏君） 予算特別委員会の事前

配付資料につきまして、簡単に御説明申し上げま

す。 

 まず、第５次上富良野町総合計画の実施計画でご

ざいます。 

 これまでと同様に、３カ年間の実施計画としてま

とめたものでありまして、毎年、ローリング方式に

より、その内容を見直しながら取り進めてまいりま

す。 

 １ページから２ページは実施計画の総括表で、現

時点における総合計画１０カ年間の全体事業費にお

けます平成２７年度から平成２９年度までの３カ年

分の予算事業費と、その財源内訳を掲載したもので

あります。 

 ３ページから５ページは、３カ年間の予定事業費

を想定した年度別の収支見込みを資金計画として示

したものであります。 

 ６ページは、平成２０年度からの本町の代表的な

財政指標の推移と資金計画に基づき、平成２９年度

までの将来推計を示したものであります。 

 平成２７年度におきましては、景気の上向きによ

る地方税収入の大きな伸び等が見込めない一方で、

一般財源の中で大きな比率を占める地方交付税にお

いては、一定の減額が避けられない見込みでありま

す。昨年度は、クリーンセンターや国営しろがね地

区土地改良事業の公債費償還が終了することもあ

り、財政指標につきましては改善したところであり

ますが、平成２７年度は償還額が減少するものの、

一般財源の減少によりまして、公債費負担比率など

のポイントが上がると予想されるところでありま

す。今後においても上富良野小学校、町営住宅など

の大型事業の償還が始まることから、徐々にポイン

トが上がると予測されるところでございます。 

 ８ページ以降が３カ年間の予定事業の内容となっ

ておりますので、御参照お願いしたいと思います。 

 そのほか、予算特別委員会の要求資料につきまし

ても配付をいたしましたので、委員会の審議の参考

としていただきたいと思います。 

 以上で、このたびの予算特別委員会におきまし

て、審議の参考としていただく資料内容につきまし

て御説明申し上げました。 
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○委員長（長谷川徳行君） 以上で、資料の説明を

終わります。 

 お諮りいたします。 

 本委員会の質疑は、一問一答としたいと思いま

す。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、本委員会の質疑は、一問一答とすること

に決しました。 

 委員並びに説明員に、あらかじめお願い申し上げ

ます。 

 質疑、答弁は要点を明確にし、簡潔に自席で発言

願います。 

 質疑は１問ごと、予算書の款別に行いますので、

十分に納得が得られるようお願い申し上げるととも

に、聞き漏らしなどのないよう御留意ください。 

 質疑のある場合は挙手の上、自席番号を告げ、委

員長の許可を得た後に自席で起立し、発言されるよ

うお願い申し上げます。また、説明員は挙手の上、

職名を告げ、委員長の許可を得た後に説明員席で起

立の上、説明願います。 

 これより、附属資料の説明に対する質疑を行いま

す。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 今、説明いただきました１

３ページ、１４ページの快適で楽しく、潤いのある

暮らしのところのコード３２番、Ｂ＆Ｇ海洋セン

ター整備事業、事業年度が２７年から２８年度とあ

りまして３,７９４万９,０００円、ところが２７年

度がゼロで、２８年度がゼロで、２９年度に３,３

４７万２,０００円と計上されておりますが、これ

はどのように理解してよろしいのでしょうか、

ちょっとお尋ねします。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ３番村上委員のた

だいまのＢ＆Ｇプールの関係でございますが、これ

につきましては設置後年数がたっているということ

で、ここに書いてありますように、２９年度に上屋

シートの改修ですとか、タイルの交換、そして鉄骨

の整備と塗装等を行う予定ということで、年次計画

の中で２９年度に事業を予定しているものでござい

ます。 

 ２９ということで、御訂正をお願い（発言する者

あり）、事業年度は２９ということで（発言する者

あり）、御訂正ください。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、実施年

度は２９年でいいの。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ただいまの事業の

内容というより、事業の年度については、表記上、

２７、２８とありますが、２７から２９ということ

で御理解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員、よろし

いですか。 

 ほかにございませんか。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） １点お尋ねしたいと思いま

す。ページ数は１４ページ、コード番号は２５、農

村災害対策整備事業ということで、２８年度からと

いうことで、５地区の排水路整備ということで、５

地区というのは、日の出の２本とあとほかに３本と

思うのですけれども、その点、確認をしたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ７番、中村委員の御

質問にお答えいたします。 

 委員おっしゃるとおり、５地区のうちの二つにつ

いては、先日もお話させていただきました日の出排

水路と西１線日の出排水路、あとほかに今、整備が

必要だというふうに作業を進めている路線が旭日川

の排水路と草分地区に１カ所と富原地区に１カ所と

いうことで、それの合計５地区ということで表記を

させていただいております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、附属資料の

質疑を終了いたします。 

 ここで説明員が交代しますので、少々お待ちくだ

さい。 

 これより、議案第１号平成２７年度上富良野町一

般会計予算の１ページから７ページまでの質疑を行

います。 

 質疑の際は、ページ数と質疑の案件を告げて発言

願います。 

 ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、一般会計予

算の１ページから７ページまでの質疑を終了いたし

ます。 

 次に、一般会計歳入歳出予算事項別明細書の歳

入、１款町税の３４ページから１１款交通安全対策

特別交付金の４１ページまでの質疑に入ります。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １款１項１目の町民税のと

ころですが、ページ数は３７ページ。町民税のとこ
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ろですけれども、昨年より１.１％増、９億８,１４

７万９,０００円、金額で１,０８４万円増で見込ん

でおります。予算になっております。 

 それでいただいた事前資料、けさちょうだいしま

したけれども、事前資料２９番、これに基づいて調

べさせてもらったのですけれども、いただいた資料

２９を見ますと、これに出ていますけれども、それ

を見ますと、そんなにふえる要素を見受けられませ

ん。納税義務者も減っておりますし、確かに軽自動

車税なんかは税率が変わりますので、増額は見込め

ると思うのですけれども、けさ資料をいただきまし

た。それで、たばこ税にしましても約３００万円

増、３.３％を見込んでおります。それで、たばこ

は健康指向でやめておられる方もたくさん出てきて

おりますし、もう少し固く予算のほうを見込んだほ

うがよろしいのではないかと、昨年の実績に基づい

てこのような予算を立てられたと思うのですけれど

も、後で増額補正予算ということもできますので、

もう少し固く見込んでの予算のほうがいいと思うの

ですが、予算の組み方についてどのように、けさい

ただいたものですから、資料、もうちょっと早くい

ただいておけばと思いますけれども、お考えについ

てよろしくお願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 税務班主幹、答弁。 

○税務班主幹（斉藤 繁君） ３番村上委員の御質

問にお答えいたします。 

 町民税のふえた要因につきましては、町税です

ね、まず町民税に関しましては、国家公務員の給与

削除が７.８％、３月までございましたが、この分

が４月から解除になりまして、この分が増額になり

ますために町民税はプラスになっております。法人

税につきましても、昨今アベノミクスのおかげなの

かどうかわかりませんが、企業の収益が昨年、一昨

年とかなり高くなっておりまして、この辺につきま

してもプラスで積算させてもらっております。固定

資産税につきましては、２７年評価替えですので、

マイナスになっております。諸税に行きまして、先

ほど御質問にありましたたばこ税なのですが、村上

委員の御指摘のとおりプラスには見えるのですが、

前年からの予算を比較するとプラスに見えますが、

実績はほぼ横ばいで若干下がっていまして、今回２

７年度予算につきましては、過去の実績に基づいて

積算させてもらいましたところ、プラス２,８００

円という数字となりましたが、実際には決算ベース

で見ると、そんなに伸びていないということをお答

えしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） たばこ税も２年前は６,８

００万円ぐらいで、ちょっと下がっていますし、た

だいま町民税については国家公務員が給与改正に

なったのだと。法人税、アベノミクスの効果は、こ

れちょっとそんなに期待、地域実態には実感として

とらえることができないような状況ですし、少し見

込みの取り方、たばこ税にしても、もうちょっと固

く増で見込むというのは、期待してのこれだけ入る

だろうと見込んでおられると思うのですけれども、

私はもうちょっと固く。昨年実績に、後でまた増額

予算補正できるわけですから、そういった取り方の

ほうが、この法人税も今アベノミクスの効果とおっ

しゃいましたけれども、ちょっとそういうようなと

らえ方でどうなのかなと、そういう考えいたしてい

るものですから、もう少し厳しく予算組んだほうが

いいのではないかと思いますけれども、いかがです

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ３番村上委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 それぞれ町税につきましては、その時々の決算と

また景気動向を見きわめながら積算をさせていただ

いております。委員のおっしゃる地方に、まだまだ

そういう景気、上向きかげんというのはない部分は

感じるところかもしれませんが、結果それぞれの事

業者においては営業努力等で収益を上げているもの

もございますので、予算書として提案をさせていた

だきたいと思いますので、お願いしたいと思いま

す。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 法人税等において伸びた、

いわゆる業種等予想されるかというふうに思います

が、どういった業種が比較的上富良野町においても

法人税等の収益の改善に結びついているのかわかれ

ば。わからなければよろしいですが、わかればお聞

きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 税務班主幹、答弁。 

○税務班主幹（斉藤 繁君） 大変申しわけござい

ません。４番米沢委員の御質問にお答えしたいと思

います。 

 業種別の資料をただいま持ち合わせておりません

ので、後ほどということでお願いしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 個人町民税で、国家公務員

等については、比較的収入が安定しているかという

ふうに思いますが、この資料等を見ても２００万円

以下の世帯のいただいた資料の中では、やはりふえ
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るか、あるいはふえてきて横ばいという形になって

おります。そうしますと、町の財政としてはこう

いった町民税等は自主財源という形になりますか

ら、そういった所得、いわゆる働く階層の所得階層

を見た場合に、やはり所得の少ない人がふえるとい

う要因も一方で生まれてきて、なかなか安定的な税

収を見込むという点でも大変な状況にも一方で見受

けられるというふうに思いますが、今後、景気が改

善すれば、その部分も改善して所得も上向いていく

とは思いますが、現行の中でこの見通した中ではど

のように押さえているのか、税収の確保という点で

お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 税務班主幹、答弁。 

○税務班主幹（斉藤 繁君） ４番米沢委員の御質

問にお答えいたします。 

 給与所得につきましては、２００万円以下の世帯

があるというのは、これまた事実でございまして、

この辺につきましてはなかなか景気がよくならない

と、上向きにならないのかなと考えております。そ

の中でやっぱり税収が伸びた要因といたしまして

は、やはり国家公務員の占める割合が非常に本町の

場合多くて、給料のアップにつきましては確実に税

収に反映するだろうということで、今回、町民税に

つきましては積算させていただきました。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） 米沢委員、よろしいで

すか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） この間、町政執行方針など

でもお伺いしたとおり、いわゆる町民税にかかわる

ところで、やはり今言う国家公務員の給与ベース

アップで確実に見込めるというところもさることな

がら、先ほど答弁や説明の中でもアベノミクスのあ

らわれというのが、地方ではなかなか実感が伴わな

いのですよね。そういう時こそ中央での景気のよさ

を、今、ふるさと納税という形で地方にもある程度

恩恵がこうむる仕組みというのも国でつくっており

ますので、この間、町長考え方の中で競争の激化を

あおったり、一定程度この地域で税金を納める方

等々の乖離をするということで、なかなか非常に思

い悩まれているところはあるとは思いますけれど

も、ぜひ地域のイニシアチブを生かすというか、優

位性を出すようなことももってして、ぜひこういっ

た厳しい時代であって、なおかつ中央が今非常に景

気が上がっているときこそ、攻めの姿勢でふるさと

納税のような形をとるべきと考えますけれども、そ

の辺はいかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ５番金子委員のふるさ

と納税に関する御質問にお答えしたいと思います。 

 ふるさと納税の考え方につきましては、以前から

も申し上げているとおり、やはりふるさと納税の本

来の趣旨というのは、これまでも何回も説明をして

御理解をいただいているのではないかと思いますけ

れども、やはりその趣旨から見て、現にふるさとに

対して、自分の思いを寄せていただくというものを

中心に私たちは考えておりまして、いわゆるいろい

ろな特産品等を贈るなどする。いろいろとそのこと

についても問題化はされていますけれども、本来の

目的は都市から地方への税の移譲でありますけれど

も、今現在、そのようなことがどんどんどんどん過

剰になっていきますと、地方と地方のやりとりでし

かないということでもありますので、やはりその部

分につきましては、本来の趣旨である中央から地方

へのその部分を皆さんに理解していただくように、

私どもも、ふるさと会であるとか、多方面にわたっ

て御支援いただくようにお願いもしているところで

ありますので、その中で今後とも進めていきたいと

今考えておりますので、御理解いただきたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） この間、町長は、例えば東

京上富良野会であったりとか、札幌上富良野会で

あったりとか、本当に上富良野にゆかりのある方た

ちに、精力的にそういった寄附を求めるという言い

方ちょっとおかしいですけれども、上富良野に思い

をはせていただくという行為をこの間取り続けるこ

とも重々私も理解するのですけれども、やはりもっ

と大きなパイを取りに行くという言い方、ちょっと

語弊がありますけれども、可能性として求めるとこ

とは、やってみてもいいのではないかなというふう

に考えますけれども、これはずっとやらないつもり

でいらっしゃるのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ５番金子委員のふるさ

と納税の再質問にお答えしますが、現状の中では今

のスタイルというか、今の形で取り進めていきたい

という考え方であります。 

 また、この制度も控除の部分であるとか、税制改

正も行われてきていますし、今後も国のほうでもや

はりこういうような大きく特産品等のやりとりと

か、そういうのも問題視されているところあります

ので、またいろいろな中身でこの部分も見直し等も

されてくると思います。その中で、私たちもどのよ

うに対応したらいいかということを検討していくべ

きだなと考えてございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 
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○副町長（田中利幸君） ５番金子委員の御質問

に、私の立場から少し御答弁させていただきたいと

思います。 

 この間、議場においてもふるさと納税の考え方に

ついては、議論をさせていただいておりますし、ま

た、上富良野町の今現在のスタンスもお話ししてき

たところであります。決して、これから先、絶対に

やっていかないのだということを宣言しているわけ

ではなく、賛否両論あるのも委員、御承知かと思い

ます。 

 いわゆる報奨品部分を皆さんから集めた浄財の税

で、これを報奨品として提供することが果たして公

平なのかどうなのか、そういう論点で賛否両論があ

ることは、御承知のとおりかと思います。いわゆる

これからそういう報奨品も税で、いわゆる税で賄っ

てでも自主財源を確保すべきだというような意見が

大勢であるならば、当然、考えていく必要もあるか

と思います。 

 今現在の上富良野町のスタンスが、今、総務課長

からもお話しした現在のスタンスだということで御

理解をいただきたいというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 １番佐川委員。 

○１番（佐川典子君） 今の関連になりますけれど

も、趣旨だとかスタンスというのは、過去において

も一般質問等でもさせていただきましたし、答弁も

いただいておりましてわかるのですけれども、３７

ページの町民税のことになりますけれども、テレ

ビ・雑誌等でもふるさと納税について、たくさんＰ

Ｒとかされている自治体がございます。 

 その中で、町税を上回るようなふるさと納税が、

収入として上がったという自治体もございますし、

町の予算の町税の中に、町外にふるさと納税を納め

たいという人が、多分いらっしゃるはずなのです。

私の知っている方でも今度やってみると、本当に実

際にやってみるぞというような感じで言っている方

もいらっしゃいますし、本当に興味を持たれている

方がたくさんふえてきています。 

 この中で、今年度の予算の中でふるさと納税に町

外に出されるというか、納税する方の見込み件数と

いうのは考えていらっしゃるのかどうか。それと、

もしわかれば今年度、２６年度でふるさと納税を納

めた方の数字が少しでもいいのですけれども、わか

る範囲で、わかれば教えていただきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 税務班主幹、答弁。 

○税務班主幹（斉藤 繁君） １番佐川委員の御質

問にお答えいたします。 

 歳入の町民税の中にふるさと納税、町民が他の市

町村にふるさと納税を行って、その分控除を受けた

という、または受けるだろうというそういう積算

は、３６ページの町民税の中には入ってございませ

ん。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） １番佐川委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 ちょっと回答漏れが、申しわけございません。町

民の方が、ほかの町にふるさと納税した件数という

のはつかんでございません。わからないという実態

でございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 課長、それはつかみき

れないのですか、それとも、だって減税するので

しょう。対象なるのでしょう、控除の、そこまでわ

からないのですか。 

 税務班主幹、答弁。 

○税務班主幹（斉藤 繁君） 他の市町村にふるさ

と納税された方は、上富良野町民の方であれば申告

の際に控除を受けられます。そのような申告を近年

受けた記憶がないので、件数があったとしても数件

かと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １番佐川委員、よろし

いですか、答弁。そこまで把握していないというこ

とですね。 

 ほかにございませんか。 

 １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 入湯税についてちょっと

確認したいのですけれども、御存じのように、十勝

岳の警戒レベルの１から２に上がって、また解除を

されております。前年度と本年度の入湯税について

はほぼ横ばいというか、ちょっと上がっていますよ

ね。だからそういった十勝岳警戒レベルのことを当

然考慮してやったと思いますので、まだ２６年度の

完全な実績というのはわからないと思うのですけれ

ども、ある程度実績に基づいて２７年度も概算した

と思いますので、警戒レベルが上がった間、どうい

うふうに利用者が増減したのか、あるいは解除をさ

れてからどうなったのか、わかる範囲で教えていた

だきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） １１番今村委員の御

質問にお答えさせていただきますが、レベル２に引

き上げになったときに、早速、十勝岳温泉地区の宿

泊施設等にお客さんの増減について調査をお願いし

たところでございまして、現在もレベル１に下がっ

た状態でもちょっと雪が解けるまではしようという

ことで、今、実施している最中なんですけれども、
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１２月についてはそれほど落ち込んだというような

感じがなくて、多少、白銀荘ですね、白銀荘のほう

については日帰り客は逆にふえていて、宿泊客数が

少し減ったというようなちょっとしたそういう減少

の傾向というのが見られたのですけれども、特に１

月、２月につきましてはバックカントリーをするお

客さんが、ほとんど外国人なのですけれども、かな

り上の２軒の温泉施設に宿泊をされているというこ

とで、最終的な数字の集約には至っていないのです

けれども、それほど落ち込んでいたというようなそ

ういうような影響はなかったというふうに認識して

おります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） わかりました。産業振興

課長の答弁ということで。当然、連携してやってお

られるということで認識したいと思うのですけれど

も、あと考えられるのは、雪が解けてからのレベル

２になったときの風評というのですかね、それがど

れだけ影響するのかというのも考えなければいけな

いと思うのですけれども、そういったものを考えて

２７年度の入湯税というのは組まれたという認識で

よろしいのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） １１番今村委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 入湯税の見込み２７年度予算につきましては、２

６年度の毎月毎月上がってきますそれぞれの申告に

基づいて、その状態で予算措置をさせていただいて

います。よって、今、言われております影響による

ものというふうな形ではなくて、それぞれの事業者

から申告していただけるものについて、昨年と比べ

比較して推計を立てさせていただいているところで

あります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ４０ページの地方交付税な

のですが、今回の３,９００万円、減額になってお

ります。今後の３年間の推移見ましても、交付税等

が下がるという状況になってきています。その分、

基金の積み立てを取り崩すなどをして公共事業、そ

の他に充てるという形になっておりますが、これは

減税補填分として臨時財政対策債という形の一定部

分の確保がされるかというふうに思いますが、今

後、今回の資料を見ましてもなかなか名目上は確保

されたように見えますが、今回は約９,８００万円

ほど減額要素という形になっておりますが、こうい

うものの減額のカバーできるものというのは、国の

ほうから何らか補填というのはあるのかどうなの

か、新たに。恐らくないのかなというふうに思いま

すが、重要な地方財政を維持する上で財源なので、

この点ひとつお伺いしていきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹、答

弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） ４番米沢委員か

らありました地方交付税の変動要因とそれに対する

財政支援という関係の御質問かなというふうに思っ

ております。 

 まず普通交付税につきましては、今回３,９００

万円の予算対比の減というふうにさせていただいて

おります。もとになっておりますのは、国の２７年

度地方財政計画に基づいて試算をさせていただいて

おりますが、そのうち大きな概要としましては、

リーマンショックの特別加算額というのが総額とし

まして約３割カットされておりますので、これに伴

う影響額ということで当町では概数ですが、３,９

００万円程度落ちるなというふうに見込んでおりま

す。それに伴いまして、地方創生の関係のいわゆ

る、まち・ひとづくりの関係の費用に振替るという

分もありますので、その分で変動予想として１,０

００万円というふうに見込んで、実際にはまだ細か

い計算しておりますが、それを差し引きすると、普

通交付税で約２,９００万円の減になるのではない

のかなということで見ております。 

 あと、特別交付税のほうにつきましても実際にど

のぐらい見込めるかというのは、これまでの収入も

ありますので、最低限見込むということで今回は１

億８,０００万円ということで計上させていただき

まして、合わせて３,９００万円の予算対比で最低

限、これは間違いないだろうということで計上させ

ていただいたところであります。 

 それと、これに伴います財政支援の関係なのです

が、国でいっております地方財政計画につきまして

は、総枠としまして前年度プラスということでやっ

ておりますが、中身としましてはいわゆる地方交付

税で地方にあげる分については、総枠としてはマイ

ナス５％というふうに、交付税としてあげるのは減

りますよと。ただし、景気が、全体的には景気が上

向いているので、その分、地方税がふえますよとい

うことで、足すとプラスというふうになっておりま

すので、これまでも町長のほうからの執行方針等に

もありましたが、いわゆる大きな企業等がない私た

ちのような町では、交付税は減ります。本来は税収

がふえるはずなのですが、ここに書いてあるように

国が見込んでいるよりは、税収はふえないという中

で組み立てをしております。 
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 ただ、交付税につきまして、いわゆるそういう収

入の多いところ、少ないところの財源調整という機

能を持っておりますので、私どもとしては財源調整

部分で税収が少ないところには、より今までより厚

く配分がされるのではないのかなというふうに見込

んでおりますが、それが幾らというのはちょっと今

の時点でわかりませんので、あくまでも固い数字で

計上させていただいているところです。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ４０ページの民生費負担

で、広域入所負担金という形で組まれております。

これは大体１名か２名ぐらい想定しているかという

ふうに思います。それで他の地域に入所した場合、

保育料の支払い等は上富良野基準でできるのかどう

なのかというところでは、どうなのでしょうか。他

の高い自治体に仮に行った場合、８割減額という形

に、今、上富良野設定されようとしていますが、そ

うしますと、他の自治体で高い保育料設定した場

合、その負担というのは上富良野基準に該当するの

かどうなのか、この点をお伺いしたい。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ４番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 広域入所の負担金、予算の計上につきましては、

今、既に予定されている、昨年度から広域入所を利

用されているお子さんがいまして、その方につきま

しては新しい年度においても、そのような予定が組

まれていることは想定されましたことから、その方

お一人分についてはまず計上してございます。 

 それと合わせて、そういう方がもう一人いた場合

ということで、予備の方の分も平均的な対応分とし

て、２名分の歳入については予算を計上しておりま

すが、行かれた先の市町村の保育料が、その方がお

支払いする保育料になると思いますので、上富良野

町の保育料の対象ではないというふうに理解をして

おります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） そうしますと、そういった

部分のやはり上富良野の納税して矛盾あるのです

が、地方の施設を利用するということで、負担を求

められるのは当然だというふうに思いますが、納税

して、上富良野ではその恩恵が上富良野に、仕事上

ですからやむを得ないとしても軽減措置という形

で、何らかこういった方に対しても負担の補助だと

か軽減措置をとって、入所費の負担軽減というのも

あってはいいのではないかというふうに思います

が、この点はどうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ４番米沢委員の御

質問にお答えいたしますが、うちの町からよその町

の保育所を、例えば親御さんの仕事上の関係でよそ

の町の保育所を御利用される方という方もおります

し、逆にそのような関係でよその町からうちの町の

保育所を御利用されるお子さんもいらっしゃいます

ので、今、言ったようなことが一概にどうするのか

ということになると思いますけれども、今、町のほ

うでは委員がおっしゃられたような対応について

は、今のところ考え方は持ち合わせていないところ

であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） こういった声が子育てのそ

ういったアンケートの中にもありまして、やはり負

担軽減してほしいという声も実際上がってきており

ます。読ませていただいたら。やはりそういった意

味では、確かに入所先の負担が求められますけれど

も、働いてこちらのほうで納税したりだとかしてい

るということになれば、一定部分その納税部分の恩

恵が何らかの形で、ほかにもありますよと言えばそ

れまでになりますけれども、この部分だけを見れ

ば、そういった対策をとって軽減、隣町と比べて上

富良野のほうが、隣町のほうが高ければ差額を補助

するだとかいろいろ、クーポンで提供するだとかと

いうのもあってもいいのではないかと思いますが、

もう一度確認しておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） 貴重な御意見とし

て検討させていただきます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

      （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、歳入、１款

町税から１１款交通安全対策特別交付金までの質疑

を終了いたします。 

 次に、１２款分担金及び負担金の４０ページから

１３款使用料及び手数料の４５ページまでの質疑に

入ります。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ４２ページの土木使用料と

いう形で住宅使用料、町営住宅の使用料なのです

が、今回はこれは大体何世帯分という形で見込まれ

ているのか、この点わかればお答えいただきたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ４番米沢委員の御

質問にお答えさせていただきます。 
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 町営住宅の現年分の使用料につきましては、３４

１戸分を予定してございます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 使用料という形で今年度か

ら、昨年度新しい住宅が建ちまして、入居された方

がおります。今後、建てかえ等によって今まで安価

に、当然、安い住宅料で入居されていた方が、建て

かえによってコストもかかりますから、コストも高

くなりますので、当然、住宅料に賦課されるという

状況になるのが今回の制度かというふうに思いま

す。 

 今回の資料の中では見ましても、いただいた資料

の中でも、圧倒的多くの方が所得の少ない階層の人

が、現行で言えば入居しているという状況が見受け

られます。そうしますと、年金の３万円、あるいは

４万円ぐらい、５万円ぐらいもらっていたとして

も、新しい住宅の中では恐らく１万８,０００円と

か、そういう形になっていくのだというふうに思い

ます。入居されている方については、当然、そうし

ますと、その中から１万８,０００円の公営住宅の

入居料をお支払いすると、そのほかに光熱費、食料

費、介護負担だとかいろいろあります。そうします

と、なかなか入居の金額が高くて、新しい公営住宅

には入居できないという問題も起きてくるかという

ふうに思います。 

 やはり今、町では住環境整備という形の中で公営

住宅の整備、あるいは民間等の家賃補助を使った他

の自治体では、いろいろな制度もされてきているか

というふうに思います。それで、私の聞きたいの

は、そういうものも含めて今後そういう現状をどの

ようにお考えなのか、お伺いしておきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ４番米沢委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 今、確かに町営住宅、新しくなれば、それに対す

る家賃が反映されるということは、これは事実でご

ざいます。そうした中で、今、現に泉町南団地等々

にお入りいただいている方の中で、所得階層の少な

い方たちがほとんどでございますけれども、一つの

基準の中で当てはめたときには、委員が言われてい

る年金の少ない方が、家賃の高いところに云々とい

う部分はあるかと思いますけれども、環境改善がな

されるという部分、そういうものに対して応分の負

担をいただくということは、やはり必要だというふ

うに認識してございます。 

 今後につきましては、今の現状、そういう現状も

確かに私どもとしては理解しておりますが、どうし

てもやはりルールに従った取り扱いを今もそうです

けれども、これからもそういう形をとらさせていた

だきたいと思いますので、御理解を賜ればと思いま

す。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 自治体で限度、当然あるか

というふうに思います。やはりこういった部分につ

いては、国、あるいは道に対してそういう実情も踏

まえた社会資本整備交付金等、あるいはこういった

部分のやっぱり減額、そういう所得の少ない方でも

安心して入居できるようなそういった対策というの

は、絶対社会資本の整備からいっても住環境整備か

らいっても必要だと思いますので、この点強く関係

する省庁にぜひ行って進言していただければと思い

ますが、この点お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ４番米沢委員の公営住宅

の使用料についての御質問にお答えをさせていただ

きます。 

 委員も御承知かと思いますが、町営住宅の目的に

ついては、住宅に困難な特に低所得者の方々を中心

に、住宅に困難な方々を行政の配慮のもと住環境を

提供する目的になっております。ただ、全ての低所

得者の方を例えば家賃は非常に少なくて結構ですよ

ということではありませんので、所得に応じて８区

分に応じて使用料が成り立っております。 

 したがいまして、入るときも所得制限がございま

すし、入った後も一定の所得を超えた場合には、退

去をしていただくという制度になってございます。

したがいまして、生活するにはさまざまな費用がか

かりますから、その一部として住環境の住宅の使用

料が成り立っているという点であります。 

 委員の御指摘にあります住環境を整備するための

国からの支援策については、機会を見ながら引き続

き要望活動をしてまいりたいというふうに考えてお

ります。家賃の設定については、一定の国の基準も

ありますし、新しいか古いかに応じて定数も定まっ

ておりますことから、そのような設定をさせていた

だいていることも御理解をいただきたいというふう

に思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 米沢委員、よろしいで

すか。 

 ４番米沢委員の先ほどの広域保育所使用料の答弁

が間違っていましたので、再答弁をさせていただき

ます。 

 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ４番米沢委員から

先ほどいただきました広域入所の関係の親御さんが
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お支払いする保育料の関係、私、間違って答弁をさ

せていただきました。大変申しわけありません。 

 保育料につきましては、上富良野町のお子様であ

れば、上富良野町の基準に基づいた保育料を相手先

の保育所にお支払いする、差額が町の負担になると

いうことになってございますので、私、先ほど答弁

したことと反対のことになっております。大変申し

わけございません。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか、米沢

委員。 

 ほかにございませんか。 

      （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、１２款分担

金及び負担金から１３款使用料及び手数料までの質

疑を終了いたします。 

 次に、１４款国庫支出金の４４ページから１５款

道支出金の５３ページまでの質疑を行います。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ４７ページ、ここの児童福

祉費、国庫補助金のところの保育緊急確保事業国庫

補助のところでございますが、５４３万円ですか。

これは上富良野には、西、中央、わかば、三つの保

育所がございまして、ここについては４月から特定

保育で新制度のもとで臨むのだと。 

 今回、一般質問させていただいたのですけれど

も、そうすると、緊急確保事業と申しますと、これ

ら三つの保育園に通っていないお子さんが、もし何

か緊急に保育が必要になったときに、国庫補助この

事業の予算、こういったものが使えるということに

なるのでしょうか、そこのところをお尋ねしたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 子ども・子育て担当課

長、答弁。 

○子ども・子育て担当課長（吉岡雅彦君） ３番村

上委員の御質問にお答えいたします。 

 ここは実は大変わかりにくいのですが、昨年度は

子育て支援対策事業補助という名称で入ってござい

ました。それで道補助で１,０４１万３,０００円と

いうのがあったのですが、そのメニューがほぼそっ

くり、今年度は保育緊急確保事業という形で名称が

変わってございます。メニューはほとんど同じなの

ですが、昨年は国から道に入ったお金が道で一括し

て交付される。これが今回からは国は国、道は道で

それぞれ入っているという形なのですよね。 

 ですから、そこに入っているということではなく

て、例えば、この中にメニューに入っているもので

言いますと、地域子育て支援拠点事業、これは子ど

もセンターの事業でございます。それから、一時預

かり事業、これは保育所、今回新たに幼稚園の預か

りも入ってございます。それから、乳児家庭全戸訪

問事業、これは助産師による全戸訪問をやっており

ます。また、養育支援訪問事業、子育て短期支援事

業、子どもを守る地域ネットワーク強化事業と、こ

れら多数のものが一個のメニューとして、今回名称

が保育緊急確保事業という形になってございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 昨年は保育所運営費という

ことで予算、国庫補助ありました。ことしはそう

いったことで新制度のもとで特定保育、これ１９０

人ぐらいでしたか、新しく全体で入るわけですけれ

ども、認定を受けておりますし、今お聞きします

と、子どもセンターとか、一時預かりとか、そう

いったものにも提供できるという、こういうことで

よろしいのですね。もう１回確認させて。 

○委員長（長谷川徳行君） 子ども・子育て担当課

長、答弁。 

○子ども・子育て担当課長（吉岡雅彦君） ３番村

上委員の御質問でございますが、本当にこの分は昨

年とほぼ同じメニューで今年度もやると。ただし、

ちょっと名称が変わったり、道一括が国・道それぞ

れから補助入るという形に変わったということで、

昨年とほとんど同じでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、１４款国庫

支出金から１５款道支出金までの質疑を終了いたし

ます。 

 次に、１６款財産収入の５２ページから２１款町

債、６１ページまでの質疑に入ります。 

 ございませんか。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） ５５ページ、財産収入の不

動産売払収入の関係でございますけれども、立木売

払収入ということで８８万４,０００円が計上され

ています。それで先般、全員協議会の中で墓地の関

係の伐採ということであれして、それは幾らかかる

のかということで７０万円か７５万円、売払代金は

７５万円というふうな答弁がありましたので、この

８８万４,０００円の中に入っているのか。それか

ら、もう一つは、入っているのであれば、その他の

やつはどこの部分になるのか、もしわかれば教えて

ください。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ７番中村委員の町

有林の伐採売却の部分でございますけれども、町民
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生活課のほうで扱っております墓地のところの町有

林の伐採の部分については、この中には含んでござ

いません。ここには入れてございません。 

 今現在、その金額等固まっておりませんので、見

込みでございますので、予算書上には入れていない

ところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） さっき、そういう形で答弁

があったから、実質的に工事する部分はこれだけで

すよと、それではその売り払いはどうなのだと言っ

たら、そういう答弁があったけれども、工事費が

あって、こっちがないというのはおかしいので、ど

こに入っている。雑収入の資源売り払いかといった

ら、実際はここしか入る項目はないのですね。です

から、その点ちょっと答弁願います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ７番中村委員の町

有墓地のほうの関係の町有林の伐採でございますけ

れども、当初、雑入のほうで見ようというふうに

思ってございましたので、委員の言われる部分で新

年度予算当初に計上すべきだったかなというふうに

は思ってございますが、現状の中では入れないで、

雑入の後ほどの実際の出たときの金額を入れるとい

うふうに、受けるというふうに考えてございました

ので、御理解をいただければと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 我々の全員協議会では、そ

ういう説明をされていたから、それではどこにのっ

ているかと調べたと。現実に、それであれば予算に

算入しなかったということなのですね、それで改め

てもし補正等も含めて現地調査をして、立木の立米

当たりが計算されてあれすれば、やっぱりこの町有

林の伐採売り払いで、雑入でなくてここに計上すべ

きだと思うのです。その点確認したいです。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ７番中村委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 委員の言われている部分について、今後、そうい

う部分で見込みを立てさせていただきたいと思いま

すので、よろしく願いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、一般会計歳

入歳出予算事項別明細書の歳入の件に対する質疑を

終了いたします。 

 ここで説明員が交代しますので、少々お待ちくだ

さい。 

 次に、歳入歳出予算事項別明細書の歳出、１款議

会費の６２ページから２款総務費の９９ページまで

の質疑に入ります。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ７１ページ、庁舎施設等管

理費の委託料のところでございます。 

 ＰＣＢ廃棄物の処理がない分４００万円ぐらい、

１,３１２万円の予算となっておりますけれども、

たしか昨年５月に改正されたということで、ＰＣＢ

廃棄物を処理しなければいけないということで５４

６万円予算とったかと思うのですけれども、ことし

はそれがないということはどうなのでしょうか。こ

れは何年に１回かでよろしいのでしょうか、ちょっ

とそこのところをお尋ねいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ３番村上委員のＰＣＢ

に関する御質問に答えます。 

 ＰＣＢの廃棄物について、去年、町のほうで保有

しているものは全て処理が終わったということで、

今年度は予算計上されておりませんということでご

ざいます。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） それでは、そういうふうに

一応ためておいて一度にやるということですか。も

う全然、今後はＰＣＢの処理は要らないというこ

と。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（北川和宏君） ３番村上委員のＰＣＢ

に関する質問でありますが、ＰＣＢの廃棄物につき

ましては、以前から町のほうでは保管をしておりま

して、それにつきましては上川総合振興局のほうに

毎年、年１回６月末で現在の状況を報告していると

いうことでありまして、その処理に当たっては、室

蘭の処理施設で実施しているところでありまして、

以前はその処理施設が九州、大阪のほうであって、

北海道のほうで室蘭にできたのが平成２０年ごろ、

前後だったと思いますが、それからそれぞれの事業

所で抱えているＰＣＢを年次的に処理することで、

上川管内の処理についても平成２３年か４年ころか

らということで、当町においても事前申し込みをし

て、保管していたものを処理してきたとことろであ

ります。 

 その後、その当初は大きなコンデンサー類の処理

でございましたが、安定器などの小さい物について

は、まだ処理ができないという状況で保管をずっと

しておりましたが、室蘭工場のほうで安定器の処理

もできるということで、保管している物を全てやる

ということで行っております。 

 今回、その部分では全部終えたわけですが、外灯

等また古い安定器等があって、ＰＣＢが含有してい
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るものがあれば、その都度、予算化をして直ちに処

理をしていくという考え方ではあります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員、よろし

いですか。 

 ６番徳武委員。 

○６番（徳武良弘君） ８７ページ、地域防災推進

員２０９万１,０００円なのですけれども、この事

業、去年で終わっていると思うのですけれども、こ

としは何をやられるのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ６番徳武委員の地域防

災推進員の予算の関係でありますが、これにつきま

しては、今、防災担当をしている防災担当職員につ

きまして、再任用職員で対応させていただいている

ところであります。その再任用職員も任期満了によ

り退職しますことから、現在、防災業務を担う職員

についての予算化をさせていただいたというところ

でございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番徳武委員。 

○６番（徳武良弘君） ことしで終わりということ

ですか、今年度予算で終わりということですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ６番徳武委員の地域防

災推進員の関係でございますが、これまでもまず以

前は防災アドバイザーということで、その任期に退

職によりまして、今回、再任用職員で防災担当を担

わせておりましたが、うちの町としては当然防災を

担う人材は必要でありますので、今後とも担う職員

のことしは地域防災推進員ということで、人を探し

たいということで考えておりますが、将来に向かっ

てプロパー職員の配置であるとか、いろいろなこと

も想定されますので、今現在の形としてはことし限

りというよりは、今後ともこういう形は進めたいと

思いますが、将来に向かって今回の十勝岳噴火レベ

ルの引き上げ等もありますので、やはり防災には対

応する必要があるということで、将来に向かっては

プロパー職員の配置も視野に入れながら、検討はし

ていきたいと考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） 関連で、金子委員、ど

うぞ。 

○５番（金子益三君） 今の防災士にかかわること

で関連なのですけれども、２６年度までにおいて３

カ年計画において、各全町にそれぞれ地域防災担当

の防災士を町のほうで配置をするというか、その受

講の補助金というのは出していたと思うのですけれ

ども、実際この中において５０名の予定の防災士を

それぞれの地域に置いているわけでありますが、そ

の後の地域での立場の明確さというのが、なかなか

温度差がある住民会が多いと思うのですよね。 

 やはり自助・公助・共助の考え方からいっても地

域防災士というのは、かなりこれからにおいてもい

ろいろなことで重要な立場になっていくと思うので

すが、そのざっくばらんな話、手当というか、そう

いったものは今、住民会からの負担になっていたり

とか、いわゆる町からのお願いをして各住民会に配

置してくださいと言っておいて、その後の手当とい

うのが何もされていないのですけれども、今、言う

地域防災推進員を課長、今後においてはプロパー職

員の考え方もあるというふうに、防災に対する意識

というのは非常に高いとするならば、やはり各地域

にいる防災士の立場というのも明確にする意味にお

いて、そういった部分予算化する必要があると考え

ますけれども、その辺はどうなのでしょう。この間

なかったのですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ５番金子委員の防災士

の手当に関するも含めての御質問だと思いますけれ

ども、各住民会、それから自主防災組織からもいろ

いろな要望、意見等も取りまとめさせていただいて

いるところがあります。地域によっては、それこそ

温度差がありますが、活動状況にもそれぞれ積極的

に動いているところと、まだそこまで動けてないと

ころそれぞれありますが、その部分については町の

防災担当する職員が地域に入って、それぞれの活動

について支援するなどの体制の中で、防災士さんの

活動についてもいろいろと指導というわけではない

ですけれども、防災士さん、町が一堂に防災士さん

を集めて教育等も、教育というか、学習会等もさせ

ていただいておりますので、その中で地域で活動し

ていただくということでお願いをしておりますが、

その中にあって自主防災組織なり住民会から、防災

士さんの手当は何とか町のほうからの支援もいただ

けないのかという御意見もいただいております。 

 逆に、いや、そこの必要はないという住民会もあ

りますので、いろいろと今言いました温度差という

のもありますので、今後地域の活動、逆に単純に防

災士さんだから手当をやるので、それについて住民

会で払っているから支援してほしいとか、全く無報

酬なのだよという住民会もあるので、そういうとこ

ろもどうするかということも検討しなければならな

いですし、逆にこういう活動をするのに必要だとい

う経費の中で、見出すという方法もあるのかなと思

いますので、ちょっとそこの部分についてはそれぞ

れの防災組織、本当に我々にとって心強いのは自主

的に防災訓練なり、防災講話なりもやっていただい

ている防災士さんもたくさんいらっしゃいますの
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で、そういう活動がしやすい環境づくりというの

は、今後何かを検討していかなければならないかな

と思っていますので、その部分も含めて検討させて

いただきたいなと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ぜひ検討してください。少

なからず防災というか、災害に強い、災害弱者をき

ちっと生まないというか、そういった手当てをする

ために活火山十勝岳もありますし、近年の集中的な

局所のゲリラ豪雨等々もあって、そういったところ

から住民の生命と財産を守ろうというところを、い

わゆる共助で担うところを町の政策としてお願いし

ているところがあるので、ここは温度差は別として

も、きちっとした立場の地位というものを確立して

あげないと、なった人も何をやっていいかわからな

いという現況もあるわけですよ。 

 ですから、今の防災アドバイザーの人も、もう少

し現地に入りながらしっかりと地域の実情、例えば

災害が非常に起こりやすい地域の防災士の方と、あ

る意味において十勝岳噴火は全く関係ないよという

地域の方もいらっしゃいますし、ゲリラ豪雨はどこ

で起きるかわからないのですけれども、そういうも

のもせっかく町でそういった防災アドバイザーとい

うのを数年に及んで配置しておりますので、この

間、啓蒙活動なり自主防をつくっていこう、それか

ら自主防をきちっとした形に改めていこうという活

動をしてきたのは重々理解しますけれども、やはり

そこで生まれたものをきちっとより生きた組織にす

るためにも、そういう立場というのは一刻も早くや

るべきだと考えますので、その点はもう一度確認い

たします。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ５番金子委員の御質問

にお答えします。 

 本当に今、各住民会自主防災組織の御協力により

まして、ようやく住民の安全・安心のための基盤づ

くりが、やっと整い始めたのかなという段階であり

ます。その中で、うちでも抱えていました防災アド

バイザー等が地域に入りましてそれぞれお願いし

て、皆さんのそれに応えていただいた成果だなと思

います。その部分について、今後の自主防災組織等

に対する支援策については、今後も検討しなければ

ならないと思いますし、今、予算化しております自

主防災組織の育成事業ということで事業の予算化も

しております。その部分を大いに利用していただく

ことで、その活用も含めて検討していただければい

いのかなと。 

 ただ、この制度自体は、より使いやすく改正する

ことも可能だと考えておりますので、この中で皆さ

んが理解できる、やっぱりそれぞれ差があっては困

りますので、みんなが理解できるような制度に変え

ていければいいなというふうに思っていますので、

この制度についてもまだまだ皆さんとともに見直す

余地はあると考えておりますので、その中で検討で

きればなと考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 防災という大きな関連

で、２７年度画期的だと思うのですけれども、備蓄

品ですか、２７年度から段階的に備蓄していくとい

うことで、非常によかったなと。単純にそう思って

いるのですけれども、資料９にもあるのですけれど

も、よその町のこういう備蓄品とか備蓄計画等を見

ると、更新というものもやっぱり考えているところ

もありますよね。我が町の資料の中では、例えば食

料品だとかこういったものは更新が必要ですよね、

この更新というものについてまだうたわれておられ

ませんが、それはどのように考えておられるのか、

お聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） １１番今村委員の防災

備蓄品にかかわります御質問ですが、今、委員おっ

しゃるとおり食料品類につきましては、当然、期限

がございます。そういう期限がある物につきまして

は、今回の整備、当初５年で整備したいという考え

方でありましたが、何とか３年で整備したいと。た

だ、食料品等については一遍に買ってしまうと、一

遍に更新しなければならないということがあります

ので、この部分については期限のある物については

３年で順次整備して、期限が切れていった順番にま

た同じ量を更新していくというような考え方。例え

ば５年消費期限があるとすれば、今回３年でそろえ

れば、次の５年後か４年後にはその準備にかかると

いうことで、総体の備蓄数量には変更のないように

していきたいと。ただ、しからば使わなかった食料

品なんかはどうするのかということであれば、防災

訓練等で使用できていければなということでも考え

ておりますので、御理解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） わかりました。今、口頭

でお聞きしました。ただ、組織というのは異動があ

りますので、人がかわるとか、あるいは定年等も迎

える方もおられると思いますので、書類がそのうち

ひとり歩きするということも考えられますので、や

はりせっかくつくっていただいた上富良野町防災備

蓄品整備計画（予定）、これについてやっぱり明確

に更新というものも、私は入れなければいけないと

いうふうに思っていますので、ぜひ更新という項目
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を横項目に一つ設けて入れていけばいいと思うので

すけれども、ぜひお願いしたいと思うのですが、ど

うですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） １１番今村委員の御質

問にお答えします。 

 ただいま３年と言いましたけれども、５年の誤り

でしたのでまず訂正させていただきますが、この計

画表につきましては、今、計画でありますので今後

いろいろとこの表も、当然のことながら見直しをか

けていかなければならないと思いますし、今、言っ

たように更新計画もこの中に含めていかなければな

らないと考えておりますので、御理解をいただきた

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） あと、ちょっと細部の品

目になってきて、考えているよということもあろう

かと思いますけれども、例えば、お年寄りで歯の弱

い方におかゆなんかも必要ですよね、おかゆを備蓄

として備えている町もありますよね。 

 それとか、あと発電機を用意しているのは非常に

いいですね、装備品としてですね。発電機を装備し

ていただくのは非常にいいと思うのですけれども、

あちこちに区切りができて、それぞれ避難して世帯

が住みますよね。そこに引っ張っていくコードとい

うのが、絶対必要になってくると思うのですね、そ

ういうコードなんかも、私は入れたらいいのかなと

いうふうに思っています。 

 また、毛布に関しては３,０００人を予定してい

まして、３,０００枚を目標にしますよね。冬でも

一人１枚でいいのかなというようなところがあるの

ですが、そこら辺について、装備品という概念での

一つの質問ということでお答え願いたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） 今村委員の備蓄品に係

る質問にお答えします。 

 今言ったように、発電機にかかわる延長コード類

というのも必要があると思いますが、その部分につ

きましては今後整備していく段階で、これも必要

だ、あれも必要だということが出てきますので、そ

の予算の中でしっかりと組み立てた中で備えていき

たいなと。毛布につきましても、今、委員申し上げ

たとおり、一人２枚必要だという計算であります

が、今、十勝岳災害においては６,０００人の避難

者がいるだろうと。そのうちの３,０００人につき

ましては、自分で非常持ち出しができるだろうと、

それの持ち出しできない人の半数、１,５００人分

の何とか備蓄をしたいという考え方であります。

１,５００人掛ける１人２枚というようなことで３,

０００枚ということでは算定しておりますが、今後

の整備計画においていろいろと不足するとか、増量

しなければならないというのは先ほど申し上げたと

おり、計画をする計画書を見直す中でさらに検討を

していきたいなと考えておりますので、御理解いた

だきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） ６,０００予定して３,０

００名と、その中で例えば食べる物については、流

通備蓄を１,５００人予定して残りは１,５００人と

いうことになっていますけれども、避難して来られ

る方は３,０００名と予定しておられるのですか

ら、冬期なんかもありますので、ちょっと足りない

のかなと、毛布の保管は、そう思っていますのでよ

ろしくお願いします。 

 また、先般、何年ぶりかで夜間の避難訓練やりま

したよね。非常に住民の方々の意見も「よかった

な」という意見がありますけれども、私も避難して

いる中で、やっぱりいろいろな意見があるのです

ね。例えば避難所も、町が指定している避難所でな

くて、おれの家から近いところに行くよとか。そう

なってしまうと、その地区地区に予定する備品とか

も、人によって動かさなければならないようになっ

てきますよね。だから、しっかりと避難所を今度ハ

ザードマップ等を配布して指定すると言っています

が、この避難所というのは基本的に、「あなたの地

区はここなのだよ」というふうに指定しなければい

けないと思います。 

 また、どこかに買い物に行っているときに来た場

合は、その近くの避難所に行くというのは当たり前

の話ですから、基本的な避難所というのは、「あな

たここです」というのを徹底してほしいと思うので

すけれども、よろしくお願いしたいと思います。ど

うですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） １１番今村委員の避難

所にかかわる御質問でありますが、委員おっしゃる

とおり、やはり「あなたの避難所はここですよ」と

いうことは、十分に周知していきたいと。そういう

考え方もありますので、今回の防災マップの更新に

つきましても、よりわかりやすいものにしていきた

いというふうに考えておりますので御理解いただき

たいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 暫時休憩いたします。 

 再開時間を１０時５５分といたします。 

────────────────── 

午前１０時３８分 休憩 

午前１０時５５分 再開 
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────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、会

議を再開いたします。 

 質疑の前に、済みません。先ほど、４番米沢委員

から歳入について、法人町民税についての答弁漏れ

がありましたので、答弁をいたさせます。 

 税務班主幹、答弁。 

○税務班主幹（斉藤 繁君） 先ほど歳入のところ

で、４番米沢委員の法人税の業種ということで御質

問をいただきましたことについて回答いたしたいと

思います。 

 近年、法人町民税が非常に好調に推移していまし

て、その要因といたしまして、平成２５年の確定し

たものなのですが、大きく所得割が１００万円以上

納めていて、法人町民税の総額に対する割合が非常

に大きいもの。１００万円以上のものといたしまし

て、１次産業が７社、２次産業が４社、３次産業が

４社となっております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 米沢委員、よろしいで

すか。 

 次に、予算特別委員会要求資料の訂正をさせてい

ただきます。 

 基地調整室長。 

○基地調整室長（眞鍋一洋君） 提出してあります

資料の訂正があります。 

 番号７番、防災士の住民会一覧及び住民会での具

体的な活動状況ということで、防災士活動状況調べ

２５年度の自主事業ナンバー１８番、２ページ目に

なります。そこの住民会のところが２０名と入って

おりますけれども、そこは旭野が入ります。訂正し

ていただきたいと思います。ページ数は１７ページ

になります。 

 よろしくお願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 それでは、先ほどの質疑をお受けいたします。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 関連で。８７ページの２款

１項１１目１１節の関係の需用費、消耗品費８１２

万９,０００円ということになっております。それ

で補足説明の資料では、備蓄消耗品８０９万６,０

００円ということになっています。したがって、３

万３,０００円というのはどういうことかというこ

となのですけれども、ただ、要求資料の１９ページ

を見ますと、食品、避難所用品、衛生用品と分かれ

ています。したがって、平成２７年度の金額を足し

ていってもどれが消耗品で、それからどれが備品か

と。 

 言うなれば５年、５年、５年というのが消耗品な

のか、それとも下のマット等も含めてこれが備品な

のか、その点、１９ページの表に従って８０９万

６,０００円、それから備品の関係の金額がわかる

ように、あくまで計画案ということだけれども、予

算に出した以上は、これと合致しないと不適切と思

うので、その点、明確に答弁願います。 

○委員長（長谷川徳行君） 基地調整室長、答弁。 

○基地調整室長（眞鍋一洋君） ７番中村委員の質

問にお答えさせていただきます。 

 １１節需用費８１２万９,０００円ですけれど

も、この防災資機材の８０９万６,０００円との差

額３万３,０００円につきましては、防災訓練、い

わゆる十勝岳防災訓練用の消耗品ということで３万

２,４００円計上しているところでございます。 

 また、今回、防災資機材の総額１,０００万円と

いうことで、そのうち備蓄消耗品８０９万６,００

０円を計上しているところですが、総体１,０００

万円のうち消耗品につきましては、いわゆる食料

品、毛布、マット、タオル、ハンドメガホン、携帯

ラジオ、あと衛生用品、こういったたぐいのものが

消耗品として計上しております。 

 また、逆に備品としてカウントしておりますの

は、ポータブル発電機、担架、簡易トイレ、こう

いったものを備蓄品ということで計上しているとこ

ろです。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） それで消耗品の８１２万

９,０００円と備品購入費の１９０万４,０００円の

ここに書いている数字が合うかどうか。私、一生懸

命トータルであれしたけれども、合わないのです

よ。ですから、備品がどれだということが明確でな

かったものだから、今、そういう質問をしたので

す。ですからもう一度、この表に従って言ってくだ

さい。 

○委員長（長谷川徳行君） 基地調整室長、答弁。 

○基地調整室長（眞鍋一洋君） お手元の防災備蓄

整備計画予定というふうに書いております資料の中

で御説明いたします。 

 まず、食品類ということで上から品目、アルファ

米、保存パン、補助食、飲料水、簡易食器セット、

これらは全て消耗品扱いとなります。また、毛布、

緊急マット、アルミロールマット、タオル、カセッ

トコンロ、ハンドメガホン、これも消耗品扱いとな

ります。続きまして、その下ずっと行きまして、懐

中電灯、携帯ラジオ、スコップ、避難所用品の下か

ら三つ、これらも消耗品扱いとなります。あと、衛

生用品、これも全て救急セット、紙おむつ、粉ミル

ク、防災用哺乳瓶、ホワイトボード、これらも全て
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消耗品扱いとなります。それ以外のものが、全て備

品扱いということに予定しております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） そうすると、金額的に８１

２万９,０００円と１９０万４,０００円は、これで

約１,０００万円ということで数字的に合うので

しょうか、私も一生懸命あれしたけれども。 

 それにもう一つ、先ほど同僚委員も言っていまし

たけれども、やっぱりこれに附随したものがまた要

るのですね。例えば、乾電池だとかというのも当然

それらに類してあれなのですけれども、あくまで計

画の初年度ということでございますけれども、でき

るだけきちっとリストアップをして、万が一の遺漏

のないような形に進めていただきたいと思います。 

 それから、次に、これらの消耗品・備品等はどこ

に保管をするのかということで、先ほど避難所が何

カ所かあるけれどもという意見等もありましたけれ

ども、基本的にはどこに保管をし、その管理体制は

どうされるのかということでお尋ねしたい。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ７番中村委員の備蓄品

の保管場所の関係でありますが、昨年、防災資機材

倉庫を上富良野小学校体育館前に設置をさせていた

だきました。そこに基本的には保管をしたいと考え

ているところでありますが、特に緊急避難時におい

ては、まず寒さとかということの対応が必要になり

ますので、マットであるとか毛布等が多くに避難す

る施設で、保管する場所が確保でき得れば、そこに

も保管をしたいということで、そこの地域の防災組

織なり住民会と、保管場所が確保できるのかどうな

のか確認しながら、例えば草分防災センター等にも

それぞれ物品庫がございますので、そういうところ

に保管ができるのかできないかの確認をしながら保

管をしていきたいと。一義的には、上富良野小学校

のときにつくりました防災資機材庫が中心にはなり

ますけれども、やはりいち早く機能を発揮するため

には、避難施設にも備えつけることも必要だと思い

ますので、その部分については保管が可能なところ

を確認しながら対応していきたいと考えています。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 現実に、今、上富良野小学

校につくられたあそこで、これらが全部格納できる

かどうかというちょっと心配もあります。 

 この前、３・１１の関係で札幌市の備品保管庫を

ちょっとテレビでやってたのですけれども、あそこ

は大都市ですからあれですけれども、現実に上富良

野小学校のあそこで収容しきれるのか、それから恐

らく毛布だとかいろいろなものは湿気が来ないよう

にちゃんとされているのが札幌市のあれだと。恐ら

くうちの場合もそういう形式になるだろうと思いま

すけれども、そういう温度とか湿気の関係、いろい

ろ食べ物もありますから、そういう面でどうなのか

なという気がしたもので、その点ちょっと確認をし

たいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ７番中村委員の御質問

にお答えします。 

 資機材庫の面積につきましては、今、お示しして

いる備蓄品の量から棚をつくって、そこに保管する

面積というのは、必要面積として算定をさせていた

だいておるところでありますので、あの面積では足

りると判断はしているところでありますけれども、

今申し上げたとおり、この備品の備蓄品の部分の購

入品目等につきましては、今言ったように避難所に

も保管可能なものにつきましてはしていきたいとい

う考えもありますので、ここに備蓄する部分として

の計画数量は、保管できるとしての算定はしており

ますけれども、そういうことで用意する備蓄計画は

若干ふえることも想定しております。 

 また、保管状況の関係でありますが、逐次、その

確認はしていかなければならないと思いますが、特

に湿気等の心配はございませんし、食料品について

も大丈夫だと判断していますが、水については冬期

の寒さでしばれることがあるなということが想定さ

れているものですから、上富良野小学校の物置のと

ころを一部お借りしまして、保管するという話も

整っておりますので、そういうふうに中に入ってい

る物の管理については、大丈夫であろうということ

で考えているところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 先ほど、防災士の活動状況

等も若干出ておりました。それで防災士の活動状況

で、平成２４年、２５年が出ています。いかに防災

士が４８名おられて、これらのいろいろな防災マッ

プの改定だとか、それから防災訓練立案計画、そう

いうことでなされているかということで、ちょっと

２４年、２５年について調べてみましたら、マップ

作成の参画というのは、本町が平成２５年４月、緑

町が２５年４月、作成ですよ。それから、マップの

改定に参画というのは、日新、草分、江幌が２回、

江花、旭野２回、富原２回と。そうすると、郡部の

住民会は１２のうち６住民会が実施を、マップ改定

に防災士が参加をしているということです。これ５

０％ですよ。それから、市街地のほうは緑町、大

町、旭町が２回、中町、丘町と、１３住民会のうち

の５住民会しかやっていない、これは３９％なので

す。 
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 したがって、私は、防災士が昨年の１２月に地域

防災計画に基づく避難行動要支援者名簿の関係とい

うことでも出ておりましたけれども、やはり防災士

等が防災マップの作成、それから改定に参画されて

いくことは、絶対必要な条件だと思います。 

 したがって、防災士の住民会への位置づけ、これ

はどういう形でされているかということで確認をし

たいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ７番中村委員の防災士

の住民会、自主防災組織の位置づけということであ

りますが、それぞれの住民会、自主防災組織の考え

方にもよると思いますけれども、町としてはやはり

要支援者の避難計画であるとか、そういうのは当然

のことながら中心となって動いていただきたい。 

 また、防災マップの作成、防災訓練の実施等につ

いても組織の中の中心的な人材として、持っている

知識等を生かしていただきたいというふうには考え

ておりますので、防災における防災士さんの位置づ

けというのは、非常に高いものであるというふうに

私のほうでは考えているところであります。そのた

めにも防災士さんが担う役割等につきましては、昨

年も防災士さんの講習等もやりたいということを計

画もして、たまたま十勝岳噴火レベルの警戒が上

がったということで流れたこともありますけれど

も、今後とも引き続きそのことを実施しながら防災

士さんのスキルアップにつながる、またやっていた

だきたいこと、やるべき役割というものを十分研修

を重ねてまいりたいと考えておりますので、御理解

をいただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） そういう、今さらというよ

うな、２４年から始まった防災士の育成ですから、

私どもは議会で大分県の別府へ行って、防災士の状

況を研修に行ってきました。ただ、あそこは市だか

らですけれども、毎年毎年３年間６万何ぼずつかけ

なくて、向こうは講師を呼んで、地域の対象者を別

府へ集めて、そしてやっているのですよ。 

 ですから、今さらそんなことを言ってもしょうが

ないのですけれども、我々が議会でそうやって研修

へ行って報告を出したものが、全然生かされていな

いということが事実なのですね。それで総務産建で

出した視察研修の報告書でも、やはり今後、町の行

政に生かしてほしいという結びの言葉に入っている

のですよ。ですから、我々は何で研修に行ってその

ことが生かされないかというのは、非常に残念な一

言なのですけれども、それで先般、平成２３年に上

富良野町が水害があったときに、富良野市も大沼地

区、大水害があった。そのとき誰がどこに入ってい

るか、それから要避難者がどうだかというのは全然

市では確認できなくて、大変な思いをしたというこ

とになったのです。今度は、要支援の名簿や何かも

義務づけられるような形にしていっていますけれど

も、改定された都度その町にそれぞれのマップがき

ちっと報告されているのかどうか、それからそれが

現行維持の状況になっているか、それを確認したい

のですよ。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ７番中村委員の御質問に

私のほうから少しお答えをさせていただきたいと思

います。 

 まず、防災士の養成の件でございますが、委員会

の報告等々、この防災士の養成にかかわらず委員会

の御報告につきましては、さまざまな行政運営に役

立てていきたいという部分につきましては、町長も

表明しているとおりであります。 

 この防災士の養成について、少し情報提供させて

いただきたいと思いますが、上富良野町が防災士の

養成を始めたのが平成２４年度から３カ年、今、実

施をしたところであります。その以前がどうであっ

たかというと、養成研修は東京でしかやっていませ

んでした。年１回ですね。それが北海道の札幌で開

催されるという情報を事前に受けて、それで実は、

これだったらやれそうだということで、組み立てを

した経過にあります。その後、防災士の養成講座が

余りにも大盛況だったということもあって、年１回

だった、５月だったと記憶していますが、それを年

２回、１１月開催をしてきたという経過にありま

す。 

 したがいまして、私どもの政策に結果として背中

を押されて、今日を迎えているという経過でありま

す。したがいまして、大分の状況はわかりません

が、そのような経過からすると、その講師を地方に

呼ぶという仕組みは少し、その当時からすると難し

かったという状況で、今、これから先がどうである

かというのは、引き続き見ていく必要があるかなと

いうふうに思います。 

 それと、避難者に対する避難行動要支援者という

言い方をしますが、マップができることで全てが解

決することではありませんので、昨年１２月に条例

を整備させていただきましたが、災対法が去年の５

月に改正をされ、この要支援者の名簿の作成が自治

体に位置づけられたところであります。上富良野町

は、全国でも珍しいと思いますが、いわゆる同意方

式を拒否した人は名簿に載せません。それ以外は手

を挙げたと見越して、避難者名簿を自主防も含め、

情報を提供させていただきますという条例を全国で

も珍しい条例をつくって、これからまさに防災士さ
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んを中心として自主防さんに、ぜひ御理解をいただ

いて、個別の支援計画というのを立てていくという

のは大きな課題であります。 

 したがいまして、相手がもちろんおられますし、

自主防がやるという前提に立たないと、そこの名簿

の活用は成り立ちませんので、しっかり時間をかけ

ながら、そういうものを望ましい姿に向かっていく

ように、これから体制づくりと自主防さんとの協議

をさらに進めていきたいという状況であります。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。（発

言する者あり） 

 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ７番中村委員の名簿の

関係でございますけれども、先ほど、法改正に伴う

名簿につきましては、町のほうで整えなければなら

ないということで、その部分につきましては、当

然、避難行動要支援者の方々の名簿が町で備えつけ

ると。自主防災組織のほうの要請がありましたら、

いわゆる私は載せないでくれ、公表しないでくれと

いう人の部分については、載っている名簿からその

部分を削除して情報は提供するといった中身で（発

言する者あり）町の名簿からですね、（「今までに

出ている名簿を更新するのか、そのまま更新されて

いるのか、現状のままなのか」と発言する者あり）

今現在は、現状のままだというふうに認識しており

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 現状のままという答弁の仕

方ないでしょう。そうしたら、自主防災の何住民会

の名簿は、いつからのやつがちゃんとありますよと

いうことが答弁すべきではないですか。 

 富良野市の例を出したのだけれども、そういうの

がなかった。それからもう一つは、現行維持されて

いないと、そういうことがあるのですよ。 

 ですから、今回の避難行動要支援者名簿の第４条

の３項に、町長が決めた事項ということも含めて、

町は避難行動要支援者名簿の使い事項については、

正確かつ最新の内容を保つように努めなければなら

ない。これは今までの反省の中から、こういうもの

が入ったと思うのだよ。ですから、私は、今、担当

のほうでどこどこの住民会のいつの部分があるか、

それとも細かく言えば２５住民会あるから、言わな

くてもいいけれども、できれでは何住民会の部分が

補完されておりませんというような答弁を私は求め

ていたのですよ。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） 答弁漏れがございまし

て、大変申しわけございません。改めて、私のほう

から御答弁させていただきます。 

 まず、避難者の総体の名簿については住民基本台

帳で、今、１万１,２００人の方々の名簿があっ

て、その災害に応じて例えば、富良野川が氾濫しま

しましたというような状況ですと、そのエリアを住

民基本台帳から瞬時に拾い出すことが可能です。 

 また、一方、いわゆる避難行動要支援者、瞬時に

移動することができない方々、いわゆるそういう名

簿を去年の５月だったと思いますが、各自治体で避

難者名簿をいわゆる直近の名簿を準備しなさいとい

う法律が初めて施行をされたところであります。そ

の名簿を私どもも今つくる準備をしておりますが、

ただ、そこの条例にも載っておりますが、まず７０

歳以上の独居の高齢者、あるいは老人世帯、これは

私どももう名簿として持っております。また、一

方、介護保険の４２０人余りの介護保険の要介護状

態になっている方の４２０人余りの名簿も私ども

持っております。また、障害者手帳を有している

方、精神保健手帳を有している方、養育手帳を有し

ている方の名簿も私ども持っております。 

 それらを合体することで、いわゆる要支援者名簿

の名簿がすぐでき上がります。ただ、最新かといい

ますと、きょう、元気だった高齢者の方が倒れて入

院するかもしれない。また、きょう、要介護状態に

なって認定を受けるかもしれない。きょう、きの

う、おとといのそれが最新な名簿が可能かといいま

すと、これは一方で難しい状況もあります。 

 私どもが努力して、最新のデータをそろえる努力

はもちろんしていきますが、ある日突然、札幌の息

子さんのところに転出するかもしれません。そうい

うことも含め、最新の状況で名簿を私どもがつくっ

て、それを自主防の方が個別支援計画を立てるとい

う前提でお出しすることは可能かというふうに思い

ますが、なかなか先ほど言いましたように、いつが

直近のデータなのかというのは非常に難しい状況も

ありますので、そこらも少し私どもも努力してまい

りますけれども、そういう名簿の管理というのは、

そういう状況もあるということでひとつ御理解もい

ただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 名簿の開示ということは、

あくまでも紙上のことでしょう。データが入ってい

るものについて、現実にやはり、今、副町長の言う

ように病院に入ったとか、息子のあっちへ行ったけ

れども、籍はそのまま置いてるか、いろいろなケー

スがあるのですよね。 

 ですから、私は最低年２回ぐらい、市街地のほう

なのですけれども、そういう改定作業を進めるよう

な努力をして、いかにマップの現行維持をきちっと

していかなければならないのかなと。そうすると、
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どういう方法でしていくのかということになってく

ると、やっぱり一つは、自主防災組織の会長さんに

来てもらったり、もしくは防災士に来てもらった

り、そういうような協議をして、できるだけ現行維

持に努める。変わったら、すぐ役場へ連絡するとい

うような方法にしていかないと、いかに現行維持を

保つかということが、僕は重要なポイントだと思う

のですね。 

 ですから、そのためには自主防災の会長会議か何

か、もしくは防災士の連絡協議会的なものをつくっ

て、大分はそうやっているのですね。そして、うち

の地区でやったら我々勉強しに行きますよ、もしく

は十勝岳の避難訓練のときは帽子か、防災士という

ような何か上着を着て参加をして勉強するというよ

うなことを含めて、やっぱり情報交換をしていくと

いう機会をつくっていかないと、せっかく避難行動

要支援者名簿、これは大分努めなければならないと

いうことになっているから、それをできるだけ現行

維持の形にするには、具体的にそういう行動が私は

必要でないかと。 

 それから、備蓄品についてもこうなんだからとい

うことも含めて、十分理解を求める方法と活動が活

発になるような方法を研修等も含めてやっていくべ

きだと思うのですけれども、その点いかがですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ７番中村委員の御質問に

お答えをさせていただきます。 

 委員、御発言のとおりだと思います。名簿の状態

の確認については、要介護認定、あるいは手帳のと

ころは、日々最新の情報で更新が可能です。それ以

外は、今、どうしているかというと、５月１日を基

準日にしております民生委員さんの６５歳以上の高

齢者の悉皆調査、このデータを見ながら蓄積をして

おりますので、その状態で虚弱な高齢者なのか、認

知が少し入っているのか、そういう方々の３,２０

０人余りの情報を仕入れて、それらを名簿化してい

るという状況であります。 

 これを先ほど、委員御発言のあるように年１回で

はなくて、さらに自主防の方々の御協力、御理解を

いただきながら、マップと個別支援計画とさらには

そういう直近の情報を仕入れれるように、そのため

の防災士を養成した狙いは、まさにそういうところ

にあるところであります。 

 これは一朝一夕でなかなか望む姿にというのは、

住民会も自主防もさまざまな仕事をしているわけで

すから、なかなか難しいところもありますが、引き

続きそういう私たちが理想としている、狙いとして

いるそういうところを引き続き研修、あるいは協議

会を通じてお願いも協力も願っていきたいというふ

うに思ってございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） わかりました。 

 あとは関連で、先ほど消耗品等は終わる年度から

５年のところ、１年、３年といろいろあるので、そ

れは防災訓練のときにある面で、期限切れ直前であ

れするということの話出たのですけれども、４施設

にあれした防災用の自家発電の設備の関係、自家発

電の。 

 それで、西小学校はＡ重油、これは既存タンク、

それから役場も既存タンク、Ａ重油、８,０００

リッター、それからかみんも既存タンク、１万５,

０００リッター、Ａ重油。それで公民館の新規タン

ク、軽油４９０リッターということで、ほかのやつ

はその施設と兼用でされているということで理解を

しますけれども、公民館の場合、単独でできている

ということになると、４９０を満タンに入れて、そ

していざということでなくて、ある面で期間を含め

て使わなければ、ほかに転用するか何かをしながら

新たなものを入れていくというような方法をしてい

かないと、だめでないかなという気がするものです

から、ほかは既存タンクを使うということですけれ

ども、公民館の関係については軽油の取り扱いをど

うされるのかということで確認をしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ７番中村委員の自家発

電機の燃料のかかわりですが、たまたま公民館が重

油の地下タンクがないということで、単独の燃料タ

ンクを設置して対応しているところでありまして、

その燃料が軽油でありますので、今、委員が懸念さ

れるのは、使わなければ５年、１０年たてば燃料の

精度というか、そういうものを懸念されているのか

なということでありますので、その部分につきまし

ては専門の方、燃料に関する専門の方の御意見を伺

いながら、対応をしたほうがいいのかなというふう

に今考えておりますので、御理解をいただきたいな

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） 同じように、８７ページ

の防災関係なのですが、ちょっと角度が変わるので

すが、十勝岳火山砂防の対策の進捗状況等につい

て、先日も道河川と国直轄河川というようなこと

で、美瑛のほうは結構進捗状況は進んでいる。ただ

し、うちのほうについては砂防施設が５６基は完了

しているけれども、大型のダム１基の予定があった

と思うのですが、そこら辺についての進捗状況等に
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ついてお聞かせいただければと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） １０番中澤委員の十勝

岳砂防施設に関する御質問でありますが、十勝岳の

砂防施設については美瑛側は国直轄、上富良野側は

道でやっているということで、美瑛側から見て上富

良野側の進捗状況が非常に遅いのではないかという

ことで、町のほうからも毎年のように直接及び期成

会等を通じて、要望を差し上げているところであり

ますが、道側のほうではいろいろと要望に対しての

回答といたしましても、やはり土石量の差というの

も結構あるようでありまして、向こうの量と比べる

と、こちらのほうの土石量が多いということで、ダ

ムの規模等によりまして、比較すると、それほどお

くれてはいないという表現はするのですけれども、

その事業量が非常に多いということで、鋭意その部

分については努力するということの回答は得ている

ところでありますので、この部分につきましても引

き続き早期整備がされるように、要請はしていきた

いと考えているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） 先ほど言いましたよう

に、砂防施設が大分前からやっていて、かなりの数

字で整備されていると。もうかさ上げや何かをしな

ければならない状況や何かも生まれてきているのか

なと、そんなふうに思うところです。 

 その状況と、それから先ほど大型の砂防ダムの整

備状況というか、整備見通しというのはどんなに

なっているのか、お尋ねをいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） １０番中澤委員のダム

の整備状況でありますけれども、今、言ったように

かさ上げとかという工事もしているかということで

聞いておりますが、今現在、どのダムどれだけやる

とかということでちょっと詳細について、私、情報

を得ておりませんので、申しわけありませんが、道

のほうでは計画に沿って進めているという説明を受

けているということで、御理解いただきたいなと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番中澤委員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 現在、北海道で２号堰堤のかさ上げが完了して、

３号の堰堤のかさ上げに着手しているはずです。そ

れで土砂のせきとめられる能力は、それで恐らくそ

れが完成しますと、７０％ぐらいまでいくと思いま

す。それから、洪水、水も含めた量でいきますと、

５割ぐらいなのかなと、それが完成した、そのぐら

い北海道といたしましても緊急性を感じてくれてお

りまして、現在もう着手されているはずです。二つ

目のかさ上げも。その下にも引き続き工事をすると

いうふうに、私は伺っておりますので、それなりに

危機感を持って対応してくれているというふうに理

解をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番金子委員、関連で。 

○５番（金子益三君） ただいまの防災の件で、本

年度、ハザードマップとハンドブックの作成という

ことになっております。さきに実施されました十勝

岳総合防災訓練、２０年ぶりに、先ほど同僚委員も

言っていました夜間の訓練、避難訓練とか住民会の

共同によります、行われたと聞いております。 

 その際に、各地区の防災士さん等々の御意見に

あったのですけれども、いわゆる過去につくった避

難地区、避難場所というのが現況の住民会との対応

に若干の股裂きのようになっていて、いわゆる同一

住民会内においてもさまざまな地域、避難場所に行

かなくてはいけないということで、なかなか一括の

避難後の把握が難しいという意見が出ておりまし

た。ぜひ２０年ぶりに実施されました実際の住民会

の避難した状況というのを、しっかりと現況踏まえ

て、それらの避難場所の見直しというのを図るかど

うか、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ５番金子委員のハザー

ドマップにかかわりまして、避難所の見直しという

ことであります。 

 避難所については、地域防災計画の中にも資料の

中でもうたっておりますので、本編のあれとは違い

ますけれども、その部分の見直しというのは当然必

要に応じてしていかなければならないと考えており

ますし、その実態等も今回明らかになったというの

もお伺いしております。 

 ただ、より近い施設に逃げていただくということ

が一番大事でありますし、先ほどの質問でも当然買

い物へ途中で災害に遭ったとか、そういうときは自

分の避難所が、例えばふじスーパーにいる、自分の

避難所が西小学校なのに、今、そこから逃げると

なったらセントラルプラザになるとか、そういう臨

時的な対応はあると思いますけれども、当然、一つ

の住民会、自主防災組織で二つの避難所ないし三つ

の避難所に逃げなければならないという事実もある

かと思います。それはより近いところに逃げていた

だくことが、一番大事だということで考えておりま

すので、そういう問題等も逆の言い方をすると、こ

こだよという指定は町でもしますけれども、我々は
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もうここで十分なのだという自主防災組織での一つ

の決めるということも可能だと思いますので、そう

いう対応も含めて、それに即した地域防災計画にな

らなければならないと思いますので、その部分は今

後検討していく余地はあるというふうに考えており

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ごめんなさい。ちょっと

今、答弁がよくわからないので、結局、今、同僚委

員も言っていましたけれども、とっさの時に、まず

自分の命を守るためにどこかに逃げる、これは当た

り前なのですよ。ではなくて私が言っているのは、

最終的にどこかでまとまらないと、さっき言った個

別の名簿ででも今言ったように要支援者の名簿とい

うのがうちの町は行政では把握しているけれども、

例えば自主防で名簿を取り行ったときに、例えば拒

否をされた人というのはわからないわけですよね。 

 だから最終的に、ではどこどこの誰々さんいない

ねというふうになったときに、それを把握できるの

は地域なのですよ。今言ったように、当然、近いと

ころに逃げるのは当たり前ですけれども、やっぱり

今の現状の避難地域でも例えば、宮町あたりにいて

も１、２は小学校に逃げなさいよと、３から６は中

学校に逃げなさいよというと、本当は縦で割るとこ

ろを横で割っていたりとかということで、現状に即

してなかったりするわけですよね。その辺の見直し

をどういうふうに計画をするかということを聞いて

いるので、そこを明確に答弁お願いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） 失礼いたしました。５

番金子委員の避難所のなかなか町名で示すことはで

きないと思いますので、名簿の中で、この人たちは

ここですよとかという見直し、地域と実態を把握し

ながら、その部分ははっきりさせていかなければな

らないと考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ここに関連にある質疑を。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 何点かお伺いいたします。 

 ハザードマップについてお伺いいたしますが、今

回、避難場所等、あるいは区域等の見直しがされる

という形で、従来のハザードマップ等においては避

難用具等の記載だとかありまして、あれは非常に何

を瞬時に持って逃げなければならないのかというと

ころが、非常にわかりやすくできているかというふ

うに思います。そういうものも含めて、予想されて

いるそういった記載される内容と、あるいは避難所

については順次変わるかというふうに思いますが、

想定している変わる記述の分についてどのようにな

るのか、わかれば、こういうところを変えていきた

いとかあればですよ。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ４番米沢委員のハザー

ドマップに関する御質問でありますが、今、例えば

十勝岳の火山ハザードマップにつきましては、以前

つくっていたような避難するときには、こういう持

ち物を持っていってくださいというようなイラスト

入りでつくっておりましたが、１８年の改定ではそ

れがなくなったということで、今回またそれを復活

させたいと。また、避難所の位置等も掲載していき

たいということで考えております。詳細について

は、まだ確定はしておりませんが、より皆さんにわ

かりやすいものにしていきたいというのが今回の目

的でありますので、その点については御理解をいた

だきたいなと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 防災機材の件についてお伺

いいたしますが、各避難所における備蓄について

は、これからという形の話でありました。恐らく提

示される時点で、あるいは防災計画そのものに、こ

ういう避難所については大体想定される避難者がお

りますから、何枚ぐらいは必要だとかというふうな

本来であればですよ。そういうのがあってしかるべ

きだったなというふうに思いますが、そういうもの

も含めて改善されるのだろうというふうに思いま

す。 

 そこでお伺いしたいのは、防災備品等が足りなけ

れば、当然、いろいろな地域との協定を結ばれて、

それを不足する分については搬送してもらう、条件

があればですよ。体制づくりというのはどういうふ

うになっていますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ４番米沢委員の御質問

でありますが、今、防災備蓄等につきましては、備

蓄する部分につきましては、発生以降３日分という

ことを想定しております。そのほかにつきまして

は、食料についてはコンビニとの協定でありますと

か、発電機であれば共成レンテムだったかな、から

の協定だとか、さまざまなところと協定を結んでお

りまして、３日間の備蓄を備えているということ

で、それ以降につきましては、その協定等に基づい

てそれぞれ支援等がされてくるということで、必要

な場所に必要な数量等を確認しながらの配置にはな

るかと思います。 

 また、避難後、一定程度長期にわたるということ

が想定される場合につきましては、避難所の安全が

確認できましたら、２次避難所としての施設に移動
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にもなると思いますので、そこの集中した対応にな

るのかなというふうには考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 次にお伺いしたいのは、要

支援者という形で、私自身も防災士で、立派なこと

はしておりません。実際。なかなかできない状況も

あります。最低やっているのは要支援者という形

で、保健福祉課のほうから名簿をいただいて、そう

いう方に対してどう地域で支援するのかということ

で、複数態勢でＡという人を支援しましょうという

形になっております。 

 そういう中で一番、では仕事に行っていていない

だとか、どうするのだという、そういうところが非

常に悩みで、責任持った以上やっぱり最後まで責任

をとらなければならないと、そういうことも考えて

います。そうすると、やっぱり地域の防災力を高め

るということで、本当に地域の人に協力してもらわ

ないと、だめな状況だというふうに私は考えており

ます。 

 そこでどうするのかということで、まず意識づけ

を、うちはおくれているほうですから、皆さん進ん

でいるところは、そこを通り越えてどんどんやって

いますから、意識づけして住民会の班長会議だとか

やるときに、ぜひこういう形でしたいので緊急時に

は連絡しますということで、少なくともそういう連

絡をとりながら地域の見守りできる範囲の中でしよ

うということで、そんな活動なんかも今しつつあり

ます。 

 今回の避難防災については要支援者を想定して、

２組という形で、車で元気な方なのですけれども、

西小に誘導したりだとかしました。そこで感じたの

は、やっぱり避難者というのは、今回ある程度想定

されますから、参加する人は名簿でいただいている

のですけれども、ただ、ああいうところであっても

名簿に載っていない人も来ます。そういうときに役

場の担当者と地域の方で、わかっている人がたくさ

んいますから、顔を。そういう人と話し合って、ど

こにこういう人が例えば知り合い、あるいは連絡す

るところがあるよというやっぱり地域力というの

は、ふだんから町内会だとかそういったところで顔

なじみになったりだとか、町内会活動のコミュニ

ティーがなければ、なかなか結びつかないのかなと

いうふうに思いまして、そういったところももっと

防災力アップに、うちの住民会あたりも欠けている

ので、今後、改善したいなということで思っていま

す。 

 そういう中で、役場のほうでも防災担当者おりま

すし、この間、前にも、前年度でしたか、いろいろ

と防災機材を使った避難の担架つくりだとか、そう

いったことも実践としてやらせていただきました

し、やっぱりそういった地味な活動が防災力を高め

る力になってくるということで、私自身考えており

ます。なかなか一緒くたに、前へ進みたいというの

はあるのですけれども、その地域の実情だとかいろ

いろありますし、そういうものも含めて即した支援

体制をお互い共有しながらやるというのが大事だと

思いますが、この点お伺いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ４番米沢委員の御質問

にお答えをします。 

 まさしく私どもが求めているのも、委員おっしゃ

るとおりだなと思っておりますので、地域の組織力

のアップには、行政のほうもできる限りの支援体制

を構築していきたいなと考えておりますので、御理

解をいただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 米沢委員、よろしいで

すか。 

 １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 防災という関連で、今年

度の十勝岳総合防災訓練、消防のところで見させて

もらっていて、机上訓練といいますか、図上訓練と

いいますか、大体定着してきたなというふうに思っ

ています。 

 改善する点等もあるとは思っていますけれども、

今回、初めて出てきたのは、十勝岳の兆候とかいろ

いろ出しているところで、活断層の地震の想定図が

出てきましたよね。あれも、私あの狙いはいろいろ

な風水害とか地震だとか、年に１回訓練やりなさい

というふうになっているけれども、なかなかできな

いというところで、あそこで取り入れていたのかな

という解釈をしているのですけれども、ああいった

ものをまた２７年度以降も取り入れていくのかどう

か、あるいは取り入れた狙いというのはどういうと

ころにあったのか、お聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） １１番今村委員の防災

訓練における図上訓練の質問かと思いますけれど

も、これにつきましては、３年、４年前からこの部

分やってきておりますが、常にあそこに出す例題は

十勝岳噴火にかかわることでありましたが、それ以

外に地震とか、当然、他の災害も考えられますこと

から、ちょっと目先を変える意味でも違う話題を提

供したというのも今回入っておりますが、今後にお

きましても今言いましたように、たびたびなかなか

防災訓練の実施が都度やっていけばいいのですけれ

ども、そういう機会を利用するということで、今後

もそういうのを取り入れていきたいということも考
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えておりますし、来年度というか、２７年度以降に

つきましては図上訓練のあり方についても、今まで

は町が提供していた事象による対応ということ、皆

さんにやってもらいましたけれども、例えば消防で

あるとか、自衛隊であるとかというところから事象

を出してもらって、それをまたやるというのも一つ

の訓練方法ではないかなということもありますの

で、関係機関とも十分協議しながら、また新たな防

災訓練に取り組んでまいりたいなと考えているとこ

ろであります。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 机上訓練のお話ですけれ

ども、あれは非常に私は大事なものだと思っていま

す。問題点が出てくれば、対策を講じれるし、ある

いは指揮官・規等の意図の徹底というのですか、町

長の考え方を徹底できる。あるいは各担当部長の考

え方を示して、異論があれば当然出てくるはずです

し、なければ回答された部長の考え方が認められた

だろうというふうには思って見ているのですけれど

も、十勝岳防災訓練は非常に大きな場面ですよね。

特に震度６弱だったか、７弱だったかな、この活断

層のやつを入れ、あれも物すごく大きな話ですよ

ね。だから、あの場面でぽんと入れるのも、もちろ

ん先ほど言った狙いがあるだろうと思って入れるの

はいいと思いますけれども、できれば図上訓練、時

間を飛ばしてやったほうが私いいのではないかとい

う単純な考えを持ちました。 

 十勝岳総合防災訓練という大きな訓練やっている

中に、震度７のあの大きな地震が来て、さあどうす

るのだと言われても面食らってしまうのではないか

と思うのですね。もう少し改善してほしいと思いま

す。 

 もう一つ、各部長が自分の今まで座っておられた

机のところから前に出ていかれまして、図ばんの周

りを囲んで棒立ちになっているのですね。何という

か、南極にいるペンギンのような感じがするのです

よね、町長の図ばんを見る目線も遮っているような

感じがしないでもない。だから、キャンパス椅子っ

て、私たちは思っていますけれども、例えば神社で

こうやって広げて座るやつがありますよね。ああ

いった簡単なやつを用意しておいて、座っていただ

いて、そうしたら姿勢も低くなりますし、そして

やっていったほうがいいのではないかなというふう

に本当に思っています。 

 立たせているのは失礼だなというところ、もちろ

んあるのですけれども、それぞれのお話のまた確認

できる目線が違ってくると思うのですよね。そう

いったところで、ぜひやってほしいというふうに

思っていますし、それに附随して言いますと何とい

うのですか、考え方を述べるだけなのですよね、考

え方述べるだけ。考えだけで、私の部は課はこうす

るよと言うだけなのですね。では、実際に言ったこ

とが実行の可能性があるかどうか、部下に対する指

示まで言わせてやればいいと思うのですね。そうす

れば、問題点がもっと発見できるというふうに私は

思っていますけれども、この考え方についてどうで

すか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） １１番今村委員の図上

訓練にかかわる質問でありますが、今、言われたこ

とは本当に大事なことだなということで受けとめま

して、改善できればいいのかなと。ふなれなところ

で、どういうふうにしていったらいいのかというの

も手探り状態というところから始まりまして、４年

目ぐらいを迎えましたけれども、今後、今言った御

意見も参考にしながら、新たな訓練の構築をしてい

きたいなと思いますので、御理解をいただきたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番今村委員の状況付与

訓練について、私、また総務課長と違う立場で、委

員から今お話いただきましたように、さまざまな担

当部長が意見を述べられました。それを一つの考え

に瞬時に集約して、瞬時に指示をするというのは、

私にかせられている責任でございますので、そうい

う部分で私自身もそういうときにさまざまな多種多

様な意見が出たときに、どういうふうに一つに集約

するかという訓練も、これもまた大事だということ

を今回学びましたので、お互いが共有できるような

練度を高めていきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。ありがとうございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 関連である人は、先にお伺いいたします。 

 今の防災のくくりで。 

 １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） ８７ページの活火山登山

啓発看板整備ということで４３万２,０００円とい

うことですか、これ新たに設置される看板を指すの

かどうかお伺いです。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） １２番岡本委員の御質

問にお答えします。 

 これにつきましては、新たに設置をしたいという

ことで考えております。国立公園内でありますの

で、景観等にも配慮しながらということで、美瑛町

でも設置する予定でありますので、今、言った景観

にも合うようにということで、同じような看板を、
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同じ仕様の看板を作成したいというふうに考えてお

ります。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） 何枚の予算になっていま

すでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 基地調整室長、答弁。 

○基地調整室長（眞鍋一洋君） この看板につきま

しては、一応、２基予定しております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） 登山者に対応するという

ことで、登山者の通る道というところですが、場所

的にはもう確定されているかどうかお伺いいたしま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） １２番岡本委員の設置

場所の関係でありますが、一応、登山口の入り口に

なります凌雲閣、それから白銀荘という２カ所予定

しております。 

○委員長（長谷川徳行君） 関連でほかにございま

せんか。 

 関連はもうないですね。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ７４、７５ページの財産管

理費にかかわるところで委託料、旧東中中学校並び

に旧江幌小学校施設保守ということで、金額的には

少しではありますが、考え方として、この跡地利用

をどのように考えているか。恐らく適化法等々の問

題等々、また教育施設ということでいろいろ縛りあ

ると思うのですけれども、近年、他市町村を見る

と、廃校跡の利用というのを非常に積極的に取り組

んでおりますが、上富良野町としてこのお二つの施

設の今後の運営状況、また利活用状況をどのように

考えているか教えてください。もし、計画があると

すれば、それも含めて教えていただきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ５番金子委員の御質問に

私のほうからお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

 東中については、以前から住民会からの要望をい

ただきましたが、なかなかそういう要望に応えるこ

とができない、ハードルが高いなということで、住

民会とも十分協議をしながら、他の転売も含めその

ような方策をとってきたところであります。まだ、

最終住民会にお答えをして、協議する時間がいっと

きありますが、近いうちに議会の皆さんに少し情報

提供をさせていただきたいというふうに思っており

ます。ちょっと含みを残して申しわけございません

が、順番を踏んで近いうち、ひょっとしたらこの議

会の開催中に、一定の情報提供もさせていただける

かもしれません。 

 あと、江幌は、住民会から少し研修施設等、ある

いはスポーツの活用をというお願いもありました

が、江幌についてもぜひ地域活性化等のコミュニ

ティーの維持、活力も含め何とか民間の活用ができ

ないものかということを具体に住民会ともこれか

ら、一度接触はしておりますが、そういう住民会の

思いと少し方向性を定めて、具体に江幌については

売りにするのか、それ以外の方法にするのか、少し

審議会とも具体の打ち合わせを開始したところであ

ります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） もし可能な範囲でわかれ

ば、もちろん手順でありますから、それは構わない

のですけれども、あわせてお聞きしたいのは、例え

ばもしそういう江幌小学校なりが民間でぜひ今後活

用したいといった場合に、近隣町村のある程度、町

で大幅な改修を見込んででもそういったところに町

として行くような考えであるのかも含めて、可能な

限りで結構なので教えてください。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ５番金子委員の御質問で

ございますが、まず大切な公共施設でありますの

で、相手方次第、私どもの行政が目指す地域発展に

寄与できるものであれば、一定程度補助金も返さな

ければならないケースもありますから、そういう町

の行政課題に、あるいは将来に向かって十分狙いに

かなう民間の企業がもしかおられた場合には、改造

等も含め、あるいは国の補助金の返還も含め、そう

いうところに便宜を図ることは可能かというふうに

思いますが、そのときにはもちろん執行者側の思い

だけではなくて、議会の皆さんと十分協議をしなが

ら、もちろん住民の皆さんにも当然ですが、そうい

う合意づくりをぜひすることも可能かなというふう

に思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 金子委員、よろしいで

すか。 

 昼食休憩といたしたいと思います。 

 再開時間を午後１時といたします。 

────────────────── 

午後 ０時０５分 休憩 

午後 １時００分 再開 

────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 昼食休憩前に引き続

き、会議を再開いたします。 

 歳出の１款会議費の６２ページから２款総務費の
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９９ページまでの質疑に入ります。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ７５ページ、十勝岳ジオ

パーク協議会の負担金３６０万円になっております

けれども、これにつきましては新しい取り組みで、

町長も大変力を入れておられると思いますけれど

も、ことし立ち上げたばかりなので、２７年度は３

６０万円の負担金、今度２８年度以降については負

担金とかどうなっていくのか、何年をめどと考えて

おられるのか。町長、少し具体的に構想をお持ちで

したら、聞かせていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ３番村上委員の十勝岳

ジオパークに関する御質問でありますが、まず予算

のほうは、この必要な経費と運営費、普及費、旅費

等含めまして７２０万円と、今、仮に見積もってい

るところでありますが、美瑛町と連携をしながらこ

の事業を進めるということで、両町２分の１ずつの

負担ということで３６０万円ということで、今回予

算を計上させていただいているところでありまし

て、日本ジオパーク協会の認定を受けるべく、これ

からさまざまな行動をとっていかなければならない

と考えているところでありまして、認定の目標年次

としましては、２８年の秋には認定を受けたいとい

うことで今、目標に掲げまして、これから美瑛町と

また関係各団体の参画をいただきながら、協議を進

めていきたいというふうに考えているところでござ

います。 

 今後の費用でありますが、今回は認定にかかわっ

ての必要となる講演会であるとか旅費、また認定申

請にかかわる委託費用などを含めての費用となって

おりますが、認定後におきましては、それぞれの日

本ジオパーク委員会の全国大会であるとか、そうい

う参画であるのも費用としてはありますが、具体的

に認定を受けることが目的ではなくて、その認定を

受けることによって十勝岳の恵みをいただいている

ところでありまして、山と共生する町、両町にとっ

ては山と共生しなければならない町でありますの

で、十勝岳を中心とした恵みで地域の活性化という

か、地域振興に生かしていきたいということで、そ

れにつながる事業としては、今後、それぞれの市町

村でも今後の計画によりましてうち立てることとな

りますが、協議会自体の負担金としては最小限の委

員会の年会費であるとか、大会等への参加経費等に

なるのかなと。 

 あとは、それぞれにおいて事業化されたものにつ

いて、必要な予算を組む形になるのかなと想定して

いるところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 町長の思い、ちょっと聞か

せていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ３番村上委員のジオパーク

についてのお尋ねにお答えさせていただきますが、

予算等の持ち方については、ただいま総務課長のほ

うからお話させていただいたとおりでございます。 

 あと、これから２８年度中に認定をいただけれ

ば、美瑛町さんと私どものほうとで協力して、新た

な事業を立ち上げるかどうかということは、まだそ

こまで煮詰まっている状況ではありません。 

 ただ、上富良野町としては、さきの一般質問の中

でもお答えをさせていただきましたように、十勝岳

を一つのキーワードに、現在、それぞれ個別のイベ

ントで行われておりますサイクルスポーツだとか、

フットパスだとか、あるいはきょう中澤委員からお

話ありました、私としてはまさしくこの自然を学ん

でいただくということは大きな要素ですので、例え

ば、砂防施設を一般の方にこれから広く見ていただ

いて、そういった十勝岳とどういうふうに共生して

いるかとか、そういうことを広くジオパークという

共通項の中で、町の振興を担っていくようにぜひ仕

掛けをしていきたいなというのが私の思いでおりま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 村上委員、よろしいで

すか。 

 ほかにございませんか。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 先般１０月２８日の道新

に、この関係の記事が載っておりまして、２月２７

日に開催されたと、その中で４６団体が参加をした

ということになっております。それで上富良野町は

どういう団体が参加されているかということを

ちょっと確認したい。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ７番中村委員のジオ

パークの参加団体ということで、先般ジオパークの

推進協議会の、これ仮称でありますが、この設立準

備会ということで、それぞれ関係する団体にお声か

けをさせていただいておるところでありますが、共

通する行政機関といたしましては、旭川開発建設部

であるとか、気象台、森林管理局、上川総合振興局

でありまして、当町におきましては、今、お声かけ

をさせていただいた団体につきましては、上富良野

町におきましては、建設業協会、校長会、商工会、

女性連絡協議会、青少年団体協議会、体育協会、文

化連盟、法人クラブ連合会、かみふらの十勝岳観光

協会、十勝岳山岳会、それから十勝岳観光旅館組

合、上富良野ライオンズクラブ、それからふらの農
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協の上富良野支所ということで、お声かけをさせて

いただいたところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 今、早口で言われたので、

上富良野町のそれぞれの４６団体のうちの上富良野

は、今、言われたけれども、メモが余り早すぎてと

れなかったので、とりあえず何団体かちょっと確認

したい。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ７番中村委員の団体数

では、１４団体でございます。行政機関のほうは、

除かせていただいております。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） ７７ページの自衛隊の基

地対策費になろうと思いますが、自衛官などの募集

について御質問いたします。 

 近年、少子化だとか、安保ですか、集団的自衛権

の行使だとかということで、間違った解釈などで、

自衛官の募集というのが非常に厳しいところがあり

ますよね。しかし、私も元自衛官ですが、この町に

は自衛隊がありますし、全国で一番自衛隊に協力し

ていると言われている上富良野町であります。 

 その上富良野町において、今、自衛隊の募集に対

して募集情報資料というのですか、そういったもの

の提供等どうなっているのか。あるいは昨年、滝川

市が来年度からやめましたよね、募集資料の情報、

その３日後に阿部知子さんという衆議院議員が意見

書を提出している。内容、省きますけれども、閣議

決定されて、住民基本台帳などには明確に規制され

ていないけれども、自衛隊法には明確に載っている

よということで、何ら問題はないというような閣議

決定がありました。 

 そういったことを踏まえて、今まで町はまずどう

だったのだろうか、あるいは今後そういったものを

踏まえて、町はどうしようとしているのか。また、

これに基づいて違ってくる、募集に関連してのもう

一つは、平成２２年からの少年工科学校が高等工科

学校になりましたよね。少年工科学校のときは自衛

官であったから、自衛官等の募集ということでやれ

たのですけれども、今、自衛官でなくなったわけで

す。自衛官でなくなった１８歳未満までの方です

か、それと情報提供等はどうなったのか、あるいは

今後どうしようとしているのか、募集に関してお聞

きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） １１番今村委員の

自衛官募集に関する情報提供ということで、例年、

募集事務所ですか、旭川地方連絡上富良野支所長さ

んのほうから、町のほうの住民基本台帳の閲覧に見

えております。今、委員の言われたお話は確かにご

ざいました。私ども法に定まっている取り扱いをそ

のまま遵守しているだけでございますので、その取

り扱いで今回も行わさせていただいているところで

あります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 従来も今後も閲覧に来た

のを見せるということしかやっていないと。要する

に閣議決定もされて、情報提供、要するに名簿です

よね、性別だとか年齢だとか住所だとか氏名とか、

この４項目については、提供できるというのは閣議

決定で明確になりましたよね。そういったことも、

今後も閲覧に来たら見せるという態度だけで終わる

ということでよろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） １１番今村委員の

今の御質問でございますが、ちょっと法律の部分、

私、今、手元に持ってきていなくて申しわけござい

ませんが、ルールに基づいた閲覧という形をこれか

らもとらさせていただくように思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） 暫時休憩いたします。 

────────────────── 

午後 １時１２分 休憩 

午後 １時１４分 再開 

────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 暫時休憩を解いて、質

疑を再開いたします。 

 総合窓口班主幹、答弁。 

○総合窓口班主幹（水谷つね君） １１番今村委員

の質問にお答えしたいと思います。 

 自衛官募集につきましては、今までどおり情報提

供しております。工科学校につきましては、情報提

供しておりましたが、法に基づくものは何もないと

いうことがわかりましたので、この後は閲覧で進め

ているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） いやそれはわかっている

わけです。だからね、ちょっと読みますか。 

 阿部知子さんの質問に対して、これ９月２９日な

のですよ。質問趣意書が衆議院に提出されて、閣議

で決定された答弁書というのは、「自衛官及び自衛

官候補生の募集に関し、必要な資料を市町村の長が

自衛隊地方協力本部に提出することは、自衛隊法第

９７条第１項及び同施行令第１２０条の規定に基づ
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いて遂行される適法な事務であり、住民基本台帳上

に明文の規定がないからといって特段の問題を生ず

るものではないと考える」と明記された。 

 だから、今まではこうやっていたということで、

こういうことになって何というか、そうしたら例え

ば地方協力本部のほうから、これから資料を提供し

てくれというようなまた違ったアプローチとかある

かもしれないのですね。そういったところはどうす

るのか、あるいはそれでも閲覧だけにとどめるの

か。 

 私は、自衛隊の町と言われている上富良野町にお

いて、今までも閲覧だけというのはちょっとわから

なかったのですけれども、当然、資料を名寄市だと

か、ほかの大きなところのように提供していると

思っていたのだけれども、どうやらそうでないみた

いですけれども、そういうふうになって、今後、そ

れでも基本的な方針は変えないのかどうか、そこを

お聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １１番今村委員の御質問

に、私のほうからお答えをさせていただきます。 

 委員、御発言のとおり、国会でいわゆる名簿提供

についてのやりとりがあってから以降、全国で、上

富良野町のそれまでの対応は、まず１８歳、高校卒

業する方の名簿、それと１５歳の中学校を卒業した

いわゆる工科学校の対象になる方々の名簿、紙ベー

スでの名簿提供を、これはしておりました。 

 これはいわゆる国の受託事務として、町に募集の

雑入に入っておりますが、募集のために事務委託金

をもらっているものでありますから、合法としてそ

ういう名簿提供をしていた。ただ、国会で去年の９

月に議論されてから以降、全国の中では情報提供を

しないというふうに決めたところもあるように聞い

ております。その当時というか、去年の秋ですが、

町のほうで、上富良野町でどういう対応が望ましい

のか、先ほど主幹が言いましたように、自衛隊法も

読み解きましたし、さまざまな個人情報の保護の観

点も読み解きましたが、まず、１８歳を迎えるいわ

ゆる就職・進学を迎える方々の名簿については、お

出しすることは今までどおり紙ベースでお出しする

ことは合法的だろうと。 

 ただ、先ほど委員の御発言にもありましたよう

に、これまでの工科学校、１５歳未満の、これらの

名簿について町が提供することは少しうまくないの

ではないかということもあって、１５歳未満の方の

名簿については、閲覧必要であれば閲覧をしていた

だく、そういう関連については協力本部とも、上富

良野町はこういう対応でさせていただくということ

も事前に協議をさせていただいた中身であります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 別に事を荒立てていると

かそんなのではなくて、確認という意味で質問して

いるわけでございますけれども、副町長の答弁と先

ほどそちら、ちょっと違うと思うのですね。閲覧に

とめているというのと、必要な名簿等については提

供していると、提供しているということで、町民生

活課のほうもよろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） １１番今村委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 先ほど、私の御説明が誤っておりましたので、

今、副町長、申したとおりでございますので、御理

解賜りたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） ６５ページ、２款１項１目

総務管理費の一般管理費の中の１節報酬がありま

す。その中に、特別職報酬審議会委員１０人、１０

万８,０００円というものが計上されております。

したがって、これを単純計算すると、３,６００円

掛ける１０人掛ける３回で１０万８,０００円なる

のですが、一応基本的に予算を持ったということ

で、特別報酬審議会を開催するということになろう

かと思いますけれども、一応、基本的に諮問事項は

どういう考えでやるのかということでお聞きをした

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ７番中村委員の特別職

の報酬審議会の関係の質問でありますが、これにつ

きましては、これまでも２年に１回は、その報酬が

適正であるかどうかということを審議いただくため

にやっていたところでありますが、２カ年間、開催

していないということで今回報酬審議会に現行の報

酬金額について、適正であるかどうかの審議をいた

だくということで開催を予定しているところであり

ます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 今、総務課長の言うよう

に、２年に１回はやらなければならないというの

は、今度３年に１回になるのでしょう。だから、特

別な何かが、諮問事項があるのかどうかということ

でお尋ねして、いうならそれによって適正かどうか

ということをあれするのか。 

 ただ、私は、今、道や何かも報酬の月に１回だと

か何とかというものをある面で日割りにやる、そう
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いうことの動きがあるものだから、そういうものも

含めてどうなのかということで、単なる２年に１回

やるのを今度は３年目を迎えたからやるというよう

な発想なのか、その点確認をしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ７番中村委員の質問に

お答えしたいと思います。 

 前回の報酬審議会におきましては、当時の審議結

果としては、支給額を据え置くという答申がなされ

たところでありますが、その場所において、社会経

済情勢の変化が激しい今日にあっては、変化に応じ

た見直しのためにも２年程度をめどに審議会の開催

の必要性があるというような御意見もいただいてい

るところであります。 

 ２年程度ということでありまして、今回につきま

しても３年目にはなりますけれども、そのことも踏

まえまして、御審議いただく場を設けたいというこ

とでございますので、御理解をいただきたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 今、道や札幌の動きのある

そういうことも含めて一応諮問をするということな

のでしょうか。それともあくまでも特別職というこ

とのあれなのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ７番中村委員の質問に

お答えします。 

 特別職の報酬の審議を御議論いただくということ

でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） それでは、それ開催はいつ

ごろを予定しているのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ７番中村委員の開催時

期でありますが、前回の開催につきましては、４月

の下旬から開催しているところでありますが、今、

開催時期については具体的な日にちは決めておりま

せんが、年度の早いうちに開催をしたいと考えてい

るところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ７７ページの定住・移住促

進費のところでございます。 

 ここは予算書の説明でいただきまして、ことし暮

らしのフェアを名古屋まで足を伸ばしていくという

ことでございまして、相談件数は確かに２５年度と

資料いただきました１のところに移住・定住の状況

が出ておりまして、相談件数は確かに４倍ぐらい、

２５年度は４０件でございましたので、それで件数

非常にふえてきておりまして、移住・定住の件数も

１０件、２５年度と比べると倍の１０件になってお

りますけれども、それにしましても乖離が多いのか

なと思うのですけれども、昨年も質問させてもらい

ましたときに、昨年は５０件でございましたけれど

も、４０件ですか、それでどういった相談内容多い

のですかと申し上げましたら、やっぱり若い方、３

０、４０代の方は雇用の場がないのだと。 

 働く場所、そういうことの答弁いただきまして、

どういった相談が内容多いのですかということで、

そういうことでございましたけれども、２６年度の

場合は１５８件、相談寄せられましたけれども、ど

ういった内容。今までと、２５年度までとは少し相

談内容が変わっているのかどうか、年代層はどう

いった年代層なのか。 

 この事業に取り組みまして７年目で、やっぱり少

しその兆しが見えてきているのかなと思うのですけ

れども、昨年の御答弁では、雇用の促進の場をハ

ローワークなんかに紹介したりしているのだけれど

も、何か企業を回って働く場も何とか見つけ出した

いと、このような答弁いただいていたのですけれど

も、ことし件数非常に伸びて１５８件ありますの

で、どういった内容のもので、相談内容の要望が若

い層は雇用の場なのでしょうか。 

 それと団塊の世代の方、こういった方はどういっ

た要望、どういうふうな内容になっているのか、

ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹、答

弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） ３番村上委員の

定住に関します相談の関係の質問でございますが、

資料１に提出させていただきました相談件数、２５

年、２６年、比較しますとかなり伸びているという

ことで、この内訳につきましては、２６年度、従

前、東京で行っておりました移住フェアに少しお金

をかけて関西方面にも行って、その声を聞こうとい

うことで行っておりまして、この１５８件中１１９

件につきましては、今言いました東京、大阪、名古

屋のアンケート数も加算をして、このように伸びて

いるというふうになっております。 

 相談の内容なのですけれども、全体的には今言わ

れましたように、雇用の関係の話も多かったところ

なのですが、ただ、行った職員の結果を聞きます

と、これまで行っておりました東京については雇用

の場、いわゆる若い人方の移住というものが結構多

かったのですけれども、関西方面の大阪、名古屋の

ほうに行きますと、ちょっと年が上がりまして、い

わゆる定年を迎えられて次の人生を北海道でという
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ようなほうが、関西のほうでは相談が多かったとい

うことで聞いておりますので、やはり地域性の中で

そういう違いも出てくるのかなというふうに思って

おります。 

 なお、２７年度につきましても今まで東京中心、

去年、初めて関西のほうにも行きましたので、新年

度につきましてもそのような形で、多くの方に上富

良野を売り込むような仕事を推し進めていきたいと

いうふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 私は前に団塊の世代、ある

程度お金も持っていらっしゃるし、そういった方を

呼び寄せたどうかということを質問したことがある

のですけれども、そうしますと、条件的に何か

ちょっとした家庭菜園なんかつくりたいと、そう

いったときに誰か教えてあげる人がいて、今、

ちょっと空き家というのですか、農家の方のお住ま

いなんかでも今、農業をやられていないという方も

いらっしゃるようでございますし、そういったとこ

ろの配慮をしてあげるとかということを申し上げた

ことがあるのですけれども、同僚委員が今回質問い

たしておりましたけれども、福祉の事業なんかを取

り込んで、そこに若い人の雇用を見つけてはどうか

と、こういうようなお話もございましたけれども、

拡大されて名古屋、大阪、関西方面も割合相談に

あったということで、そういった意味では少し、こ

ういったことは１０年ぐらいかかるのかなと思いま

すけれども、やっと兆しが少し見えてきたかなと感

じではいるのですけれども、やっぱり雇用の場を何

とかつくり出すということ、これにちょっと目を向

けていただきたいと思うのですけれども、いかがで

しょうかね。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹、答

弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） ３番村上委員か

らの質問ですが、雇用の場につきましては、定住促

進事業という部分で直接ということではございませ

んが、先ほどありましたいわゆる旧学校の施設の利

活用ですとか、あるいはそれ以外の部分で企業振興

を図りまして、いろいろな部分で上富に新しい雇用

の場ができることにつきましては、全体的に事業を

進めていく中で、結果、上富の定住者がふえるとい

うことを目指していきたいというふうに思っており

ます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 関連で御質問します。 

 この定住・移住促進について、私もさっきの執行

方針の中でも質問しましたけれども、数年前にたし

か労務費か何かで緊急雇用で冊子つくっていますよ

ね。あれを利活用して、このイベントに出て行くと

いうことなのですか、まず１点。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ５番金子委員の移住暮

らしフェアの参加については、北海道で組織してい

ます北海道定住促進協議会だったかな、に町も参画

しておりまして、そこが共同開催しているところに

町が参画させていただいているということで、今、

参加させていただいているところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） その下にも負担金の中で

入っていますから、それ主催のものに行くというの

はわかるのですけれども、私が聞きたいのは、今、

担当職員のほうからもありましたけれども、関東で

あれば比較的若い人をターゲットとしてやって、去

年度初めて関西、中部方面に行ってみると、実はそ

うではなくて第２の人生の人がいたということで

あったので、それぞれの住み分けで、今、同僚委員

も言いましたけれども、どこでどういう人を呼びた

いかという明確なこちら側のプランというのを持っ

てそういうものに参加しているのか、またはああい

うところに行くと、オール北海道でまず受け皿があ

るはずなのですよね。そこから、多分、引っ張り合

いになってくると思うものですけれども、そういう

ものには、ただブースに座って上富良野はこういう

ものですというだけでやっているのか、それとも中

へ呼び込みというか、上富良野のよさを前に出すの

は、どういうようなやり方を考えて出しているの

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹、答

弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） ５番金子委員の

移住フェアの態勢の関係なのですけれども、移住

フェアにつきましては、道内いろいろな団体から参

考をしまして、基本はブースごとに市町村がお金を

払ってエリアを確保するという形になっておりまし

て、これまでにつきましては、東京に１ブース、２

５年までは確保しておりましたが、昨年は東京は２

ブース、名古屋、大阪につきましてはそれぞれ１

ブースずつということでやっております。 

 なお、各市町村行きますので、いろいろなＰＲを

したいなというふうには思うのですけれども、一

応、会場の決まりとしまして、いわゆるブース以外

でのＰＲというのはしないということになっていま

すので、あくまでも基本は自分たちのブースの前に

通る人方を呼び込むという形になっております。 

 あとＰＲ素材ですが、先ほどもありました緊急雇
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用でつくりましたパンフレットのほかに、昨年度に

つきましては、いきいきふるさとづくり事業の補助

も受けましたので、それ用のチラシ、あるいは全国

的な移住専門誌があるのですけれども、移住相談に

来られる方というのは、そういうのをよく見ており

ますので、結構費用かかるのですが、そういうもの

にＰＲを掲載をする。 

 あと、昨年でいきますと、町の今、観光利用ＤＶ

Ｄをちょっと加工した短いようなパターンのものを

つくって、その相談を待っていただいている方に見

ていただいたりですとか、そういうような取り組み

をしているところですけれども、一応、与えられた

スペースの中でやれることをやっているというふう

に思っております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） イベントの開催時において

は、そのようなことで通る人ですね。もちろん最初

から移住・定住に興味ある人たち、たくさん会場に

来られていますから、そこで本当に引っ張り合いっ

こではないですけれども、ぜひ上富良野の魅力とい

うのをどんどんＰＲしてほしいのですけれども。 

 先日、報道番組を見ていますと、道内においても

北広島市においては、特別プロジェクトチームを組

んでホームページ等々を活用して、職員みずからが

非常に定住というより移住に対して札幌との距離の

近さであったりとか、空港からの近さであったりと

か、さまざまなものを職員みずからの手づくりに

よって、しかもきちっとしたコンサルタントを入れ

てやることによって、非常に大きな効果を出してい

るという例もありますが、昨年度、いきいきふるさ

との補助金等々で掲載をしたりとか、それからまた

別な形でつくった観光用のＤＶＤ、上富良野の魅力

を出しているＤＶＤたくさんありますので、そう

いったものを活用しているのはいいのですけれど

も、今年度においては、そういったものの制作で

あったりとか、新たな移住者に対してのアンテナを

広げていくやり方というのは、行わないということ

でよろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹、答

弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） ５番金子委員か

らの今年度の定住対策の事業内容ということなので

すが、一応予算、お配りしております２７年度予算

につきましては、限られた中で事業展開をするとい

う部分がありますので、予算ベースとしましては最

低限の部分でとりあえず組んできて、計上している

というふうになっております。 

 ただ、中身につきましては予算編成上、いわゆる

枠内での調整をしまして、これまで東京ということ

で当初上げておりましたが、２７年度につきまして

は関西方面２年目に行こうということで、今、大

阪、名古屋ということで中心に組み立てています。 

 ただ、先日、御説明をいたしました２６年度の補

正予算の事業の中で、今、先行型という部分の交付

金充当事業ということで、定住移住対策はまさにあ

りますので、そちらの組み替えの中でやっていく中

で、基本は２６年度と同規模の事業を今やりたいな

というふうに計画といいますか、準備をしておりま

すので、補正予算の中で、また御審議いただきたい

と思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番金子委員の御質問に、

私、そのフェアに何回か直接の現場に行っておりま

すので、ちょっとこの上富良野における実態、非常

に私も消化不良で帰ってくることがあるのですが、

実はそれぞれ町村によって戦略を持って参加してい

るところがございます。 

 概して多いのは、北海道で例えれば、今、北広の

話もありましたけれども、仕事の受け皿はあると、

十分。そこからわずか二、三十分で通勤できます

よ、うちは。ですから、定住の住んでいただく条件

整備に力を入れますというところが圧倒的に優位で

す。残念ながら、うちは、それを大々的に言える状

況でもございません。やはり風光明媚なこういう静

かなところで、ゆっくり暮らしてみませんかという

ことが唯一の、上富良野のような状況のところが圧

倒的に多いです。そういう仕事の心配はしなくて

も、周辺に働き場があるというところは、極々少数

ですけれども、ですけれども、実績としてはそうい

うところが上げています。 

 そういう非常に、上富良野の置かれた状況でジレ

ンマを抱えながら、少しでも移住者をふやすように

今、私もみずからＰＲしているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ６５ページです。臨時職員

等の賃金改定等が今年度行われたかというふうに思

いますが、現行変わって、どういう賃金体系になっ

たのか、経験年数等が付加、当然、あるかというふ

うに思いますが、その状況等についてお伺いしてお

きたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務班主幹、答弁。 

○総務班主幹（床鍋のぞみ君） ４番米沢委員の御
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質問にお答えいたします。 

 臨時職員の賃金体系につきましては、ラベンダー

ハイツ、町立病院に勤務する介護士につきまして

は、経験年数ゼロ年から２０年以上というふうに分

けさせていただいております。 

 そのほかにつきましては、看護師ですと経験が５

年未満か、５年以上１０年未満か、経験年数が１０

年以上であるか、３段階に分けております。准看護

師におきましても１０年未満、１０年以上。あと、

調理員におきましても経験年数によって分かれてお

りますが、あと一般事務職ですとか、その他の臨時

職員につきましては、経験年数による区分はとって

おりません。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 臨時職員等については、大

体同じという形の答弁かというふうに思いますが、

雇用の形態もいろいろありまして、有期雇用という

形になっている部分もあるかというふうに思いま

す。一定程度上がった部分としても、最低賃金等が

上がりましたから、それぐらいにちょっと上乗せし

た程度の話かなというふうに思います。恐らくそう

いった部分では、十分な生活できる環境にはないと

いうふうに思います。 

 例えば、ラベンダーハイツ、あるいは病院等の経

験年数を見ますと、２０年勤めてやっと千五、六百

円でしょうか、という形になっているかというふう

に思います。そうすると、こういう事例は恐らくな

いのだろうと思いますが、二十歳ぐらいで勤めて結

婚されて、２０年勤めても恐らく夜勤だとかしても

２８０万円か、それぐらいがぎりぎりなのだろうと

いうふうに思います。 

 そうすると、いろいろな資格取っても２０年で頭

打ちですから、それ以上上がらない。子どもさん

が、家族ができて生活せざるを得ないという形に

なった場合に、果たしてこの体系でいいのかとい

う、単純にそういう疑問が出るのですが、やはり改

善する必要あるというふうに思いますが、この点ど

うお考えですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ４番米沢委員の臨時職

員の賃金に係る御質問でありますが、これまでも介

護士等につきましては有能な人材確保ということか

ら、賃金について見直しを図り、今日に至っている

わけですけれども、これまでもさまざまな御意見も

いただいておりますが、町としましては同じ公設の

施設の介護職員との賃金とも比較させております

が、決して低い位置にはないということではありま

すけれども、人材の確保のためにさまざまな手法を

懲らしながら、今の賃金体系をつくり上げてきたと

いうこともありますので、今後とも必要な措置は考

えていかなければならないなというところでありま

すが、現行としては今とっている形で進みたいとい

うふうに考えておりますので、御理解をいただきた

いなと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ぜひそういった部分、検討

を加えていただきたいというふうに思います。 

 一般的に、確かに賃金体系は変わってきましたけ

れども、しかし、実態としてはまだ今の社会情勢か

ら見てもいろいろな資格取りながら臨時、あるいは

そういうだけで低く抑えられている部分がありまし

て、やっぱり家族持って生活するとなると、なかな

かできない。見ていますと、どうしてもやめざるを

得ない、次の職場に移っていくというような、人材

がどんどんどんどん一定の技術を身につけて、職場

で一定の介護の仕方もいろいろと考えてやったけれ

ども、結局、なかなか生活できないから移ってしま

うというのが実態だというふうに思いますので、こ

の点ぜひ改善していただきたいというふうに思いま

す。 

 次に、７５ページなのですけれども、中学校等、

あるいは江幌小学校等の問題であります。 

 近年、宿泊研修施設等、あるいは就労者との体験

施設等、あるいはそういった研修施設等が望まれ

て、長い月日がたちました。町のほうでは、いろい

ろと財政的な問題があって、なかなか自治体では抱

えることはできないということの話でされてきませ

んでしたけれども、やはり雇用の問題、定住、ある

いは人口をいかにふやすかということになれば、

やっぱりそういうノウハウ持った自治体であった

り、そういう施設をつくって呼び込む、やっぱりそ

ういう体制づくりをしなければならないのだという

ふうに思います。 

 地域見ましたら、いろいろ工夫して空き家を改築

しながら、今、上富良野にも移住・定住対策の体験

お試し住宅なんかありますけれども、そういうもの

を活用しながら上富良野のよさを知ってもらって、

定着してもらうということも含めた対策というのを

しっかりとして出す必要があるのだというふうに思

いますが、この点、二の足を踏んで出てこないとい

う状況あると思いますが、この点、もっと改善する

必要があると思いますが、伺います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ４番米沢委員の御質問に

私のほうからお答えをさせていただきます。 

 東中中学校の閉校に向けて、東中の住民の方々、

今、御発言のようないわゆる農業の担い手になるよ
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うな、労働力になるようなそういう宿泊施設をなら

ないものだろうかという御提案をいただいて、さま

ざま研究をさせていただきました。 

 特に、富良野市にそういう先進事例もありますこ

とから、ふらの農協に行って、その運営状況等もお

聞きしてまいりました。少し思いは米沢委員の思い

と同一の思いでありますが、今、そういう宿泊施

設、労働力になる得る宿泊施設を運営する側にあっ

ては、なかなか行政が直営ではできないことから、

農協を活用することができないかという方法を模索

しましたが、結局、農業形態、例えば富良野市の農

業形態は、ハウスを中心に園芸作物が冬の労働力を

求めている事例が相当数ある。一方、上富良野は

夏・秋の収穫物がほとんどであって、冬の労働力が

結局多く求められていないと、そういう農業形態に

もよります。 

 府県から、そういう思いで来た人が、通年通して

労働ができない状況というのも、もう一方ではある

と。そういうものを農業振興と合わせてうまくその

リンクをさせて、不足している農業労働力をそうい

う定住に、あるいは農業振興につなげられないだろ

うかという思いと、ぜひ将来に向かってそういう仕

組みをぜひしたいということからすると、今、委員

がおっしゃるような廃校跡を利用するというのも一

つの方法かというふうに思います。 

 そのタイミングタイミングがございますので、そ

ういう部分ではぜひそういう方策もひとつ念頭に置

いて考えていってみたいというふうに思います。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ぜひ、その点考えていただ

きたいと思います。 

 次に、７７ページの自衛隊の情報提供の問題であ

ります。 

 情報提供では、いろいろとされておりますけれど

も、ただ、個人のプライバシーがあるわけで、これ

を簡単に就職時期になるという形の中で提供するも

のはいかがなものかというふうな状況の中で、各自

治体の取り組みというのは大きく変わってきていま

す。本来、情報提供は可能だとはしているけれど

も、しかし、むやみやたらにそれは適用ならない

し、個人のプライバシーの問題等があるから、これ

はそういった点から見ても情報提供そのものをする

こと自体が、私は問題だというふうに思いますが、

この点どのようにお考えなのかお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ４番米沢委員の御質問に

私のほうからお答えをさせていただきます。 

 先ほどの今村委員の御質問にお答えをさせていた

だきましたが、国会等の審議の後に、具体に協力本

部のほうから上富良野町の対応はどのようになりま

すかという確認も含め、さまざまな法律を照合した

結果であります。今、法律の文言を全て覚えている

わけではございませんが、いわゆる自衛隊法では、

それぞれ国の事務に市町村自治体が協力することと

いうふうに定められております。 

 そのようなことから、情報提供の仕方、情報提供

することは法律に明記がされておりますから、それ

を閲覧をさせるのか、紙ベースで情報をやるのか、

データベースで渡すのか、それはそれぞれ市町村に

よって、その対応は違うというふうに解釈をしてお

ります。 

 上富良野町は、いずれにしろ自衛隊と共有・共

存・共栄をしてきた歴史的な背景がありますから、

まず１８歳以上については、これまでと同様に情報

提供を、うちは紙ベースでやっていた経過にありま

すから、そこは紙ですると。あと、先ほど言いまし

た工科学校の学生は当時自衛官でしたから、今度は

自衛官の位置づけではありませんので、一般の高校

と同じものだということから、その情報提供はこち

らから紙ベースですることはやめましょう。そのよ

うな対応を図ったところでありまして、いずれにい

たしましても違法性のないものだというのを確認し

た上で、対応を決定したところであります。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 台帳法の中には、閲覧は可

能だけれども、情報の提供等の明確の規定はないの

だというふうに思います。 

 それで自治体では、やっぱり個人のプライバシー

の問題も含めた場合に、これが本人の同意なくして

情報が当然、紙で行った場合、提供されるわけです

から、個人の保護法からいっても問題ではないです

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ４番米沢委員の御質問に

お答えをします。 

 個人の情報も大きくは二通りございまして、個人

の情報の４情報といわれる、性別・年齢・氏名・住

所、これは個人情報の４基本情報ということになり

ます。また、兄妹が何人いるのかとか、家族はどう

いう構成なのか、あるいはその手帳があるのかない

のか、寝たきりなのかそうではないのか、そういう

いわゆる濃密な個人情報、それはまた別問題であり

ます。 

 例えば、地域で敬老会を開くので７０歳以上の今

言った基本４情報をいただきたいということであれ

ば、いわゆる行政施策の推進に必要な情報の４情報
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はお出ししますというものと、基本は同じでありま

す。国の国防のための基本の情報を提供するという

ことが、まず法律上明記されておりますので、いわ

ゆる個人情報の一般的な濃密なプライバシーにかか

わる濃密な情報の提供というふうに我々は位置づけ

ておりません。 

 そのようなことで、法律に反するつもりはござい

ませんが、私どもの解釈は、そのような解釈で実施

をしているというふうに御理解をいただきたいと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） どちらにしても自衛隊法の

中にもこれは依頼であって、拒むことも十分できる

のだという解釈が成り立つので、ぜひこの点、紙で

の提供をぜひやめるべきだというふうに言っておき

たいというふうに思います。 

 次に、７７ページの自衛隊協力会の補助が今回出

ております。自衛隊の記念という形で補助が出てお

りますけれども、これはあくまでも自衛隊自身でお

金の確保をしていただいて、国ですから、その程度

のものは自治体が出す必要ない。ふだんから上富良

野町というのは、自衛隊できちっとやはりコンタク

ト、協力しながら支え合っている関係が成り立って

いるわけですから、それ以上のものについてはやめ

るべきだと思いますが、この点、なぜ出すように

なったのかお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ４番米沢委員の自衛隊

協力会の補助の関係でございますが、今回、上富良

野駐屯地が創立６０周年を迎えるということであり

まして、町、自衛隊協力本部として５０周年に実施

したとおり、市中のパレード等を実施していただき

たいということの要請もしているところでありまし

て、そういう観点から町としてもその部分につきま

しては支援をしていくという形で、今回予算化をし

たところでございますので、御理解をいただきたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 他のいろいろなお金出てき

ていますけれども、こういったときには速やかに出

して、一般の方がいろいろな補助という形になる

と、なかなか出にくいという部分も見受けられます

ので、ぜひ改めていただきたい。 

 この点で、演習場周辺地区補助整備という形で、

補助金という形で制度が見直しされました。３年ぐ

らいかなというふうに思います。一般的には５年ぐ

らいをいろいろ質問のやりとりの中では、基本とし

て制度を改正するというのが基本だったかというふ

うに思いますが、そのときの事情によっても変わる

場合もあるでしょう。しかし、今回の場合は道路の

整備だとか雑草の整備だとか屋根の補修だとか、い

ろいろと行政がやらなければならない部分をいとも

簡単に、住民から要望があったという形で補助率を

変えたりだとか、限度額を変えるというふうになっ

ているというふうに思いますが、なぜ今回この補助

枠だとか限度額を変えたのか、この点お伺いしま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ４番米沢委員の演習場

周辺地区の整備補助に関する質問でございますが、

２４年度からこの事業は実施させていただいている

ところでありまして、２４年度の予算のときにも御

説明申し上げましたが、これはいつまでやるのかと

いうことで期限を決めているものではなく、３カ年

間の実施の中でそれぞれまた修正・改正する事項等

があれば、今後の対応について協議していきたいと

いうことでのお話をしていたかと思いますが、２４

年、２５年、２６年、３カ年間、本事業については

実施してきたところでありまして、今回３年終えた

ことから、今度は新たな事業展開ということもあり

ますので、この事業の趣旨、目的というのは演習場

周辺地区の振興を図るということを目的に、地域の

住民の福祉向上等の改善のために、地域の活動に対

する補助ということで実施してきたところでありま

す。 

 この事業を進めるに当たりまして、地区でもそれ

ぞれ集会等、また集まる機会が非常にふえまして、

地域のコミュニティ活動も活性化なってきたところ

であります。そういうことからも、ある一定程度の

評価はしたところでありますが、また、この事業を

実施するに当たって、どうしてもこれを続けていく

となると、地元負担も多く伴ってくるということ

で、なかなか地域としても取り組みが難しいものも

あるなという要望も受けました。 

 特に、先ほど委員発言のとおり、町がやらなけれ

ばならない事業、例えば河川の立木の伐採等々あり

ますが、町でも年次計画を持って町内全体をやって

いく中で、なかなか手が回らない部分がある。そこ

でこの地域の方々が集まって、協議していくという

ことで、それならばみずからやりましょうというよ

うなそういうような地域からの盛り上がりもあった

ということで、その中で我々も当然こうやって自分

たちの地域の防災というか、災害の減災にも役立つ

し、自分たちに支障があるというそういうのをみず

から、町だけでなくてみずからもやるというような

考え方も醸成、自分たちのことは自分たちでやらな

ければならないのだという気持ちというか、そうい

う意識の醸成も図られてきているということに応え
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るべく、助成制度の拡充並びに新設等をして、さら

にその部分が活発化になるということを今回目的と

しまして、制度改正をして、新たにまた３カ年間こ

の状況の中で地域の活性化のために実施をしていき

たいなというふうに考えていますので、御理解をい

ただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） これは町長の肝いりで入っ

た中身で、際限なくこのまま行けば、この補助の上

限もどんどん上がること可能ですよ、これ。地域の

福祉に向上するという名目つくって、地域のコミュ

ニティーが図れるのだということになれば、どこま

でそれでは上限、上がるのかという話になってくる

でしょう。こんなのおかしい話ですよ、町長。 

 確かに今、あの地域の中では公園等は、みずから

地域の場所だから整備しましょうという形で、補助

もらってやっている感があります。しかし、今回の

この中身というのは、福祉の向上だから快適な生活

の改善のためにだからということで、町長の裁量で

どんどんどんどん限度額を引き上げるという、そん

な補助金のあり方、出した方というのは、おかしい

のだというふうに思いますが、町長、これやめるべ

きではないですか、今回。 

 もしもこれを使えない、自治省令だとかいろいろ

なのを使いながら、そういうことも可能だというふ

うに思いますし、やっぱり限度額は少なくても引き

上げ、やめるべきだというふうに思います。確認し

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ４番米沢委員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 演習場周辺の地域の皆さん方に対する対策でござ

いますが、ぜひ御理解いただきたいなというふうに

思います。ことし丸３年が経過いたしまして、さま

ざまこの事業を実施するまでの間、大なり小なり演

習場の周辺の地域の皆さん方と多少なりとも溝が、

あるいは思いの一致しない部分が内包しながら歩ん

できました。 

 この３年前から、この事業を皆さん方の御理解を

いただいて、スタートさせていただきました。この

３年間で、私、驚きました。一番演習場に接した地

域の皆さん方が、本来であれば行政が行政の責任に

おいて、例えば今回の雑木等においては、当初は演

習場が荒廃してくることによって保水力がなくなっ

て、一気に雨が降ると水が出てきて、私たちのとこ

ろに一番影響及ぶのだと言っていた地域が、こう

やって町と思いを共有する中で、そういう実態があ

るから我々みずから木を切って被害が出ないよう

に、私たちもみずから協力すると、それに町も応え

てほしいということで、これだけ私は溝が埋まっ

て、むしろ協調、同じ思いに向かって地域も協力し

てくれるような下地がしっかりできたということ

で、私は非常に地域の理解に感謝をしているところ

でございまして、この先どういうふうに事業量が、

ボリュームはどういうふうになっていくかというこ

とは、今、ここでまだ見通すことはできませんが、

そういう機運がしっかりと根づいたということは事

実でございますので、御理解をいただきたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） それは町長が思うことで、

地域のいろいろな方については、地域をよくしたい

というのは、これは当たり前のことだというふうに

思います。 

 一番の原因はどこにあるかと、いつも言うのです

けれども、やっぱり駐屯地、演習場そのものがやっ

ぱり騒音の問題になっているだとかするわけですか

ら、これを解決するためには演習場そのものを移し

てもらわなければならないという状況になるのだと

いうふうに思います。 

 今の現状では、なかなか力関係もありますから、

そうはいかないにしても、やっぱり私、これ以上の

地域の福祉だとか、相乗効果が上がっただとか、い

ろいろな理屈をつければ、理由をつければ、それは

何でもつけられる。それでどんどん改善される、引

き上げられて、補助も引き上げられるというのは、

たまったものではない、やめるべきだと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ４番米沢委員の御質問に

私のほうからお答えをさせていただきます。 

 駐屯地が駐屯してから、６０年をことし迎えると

ころであります。この間、上富良野町のまちづくり

の基本的な柱は、農業を中心とした農業の振興と商

工業の振興、さらには自衛隊との共存・共栄、これ

がこの６０年に及ぶ上富良野町のまちづくりの柱で

ありますから、今、委員おっしゃるような駐屯地、

あるいは演習場の撤退については、町の私どもの多

くの町民の思いではないというようなことも御理解

をいただきたいというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 米沢委員、よろしいで

すか。 

 ほかにございませんか。 

 １番佐川委員。 

○１番（佐川典子君） ページは８５ページになり

ます。十勝岳線のバスの委託料のところで伺いたい

と思います。先日の町の広報紙にも電話対応につい

て、好印象になるにはどうしたらいいかとかという

ことが書かれてあったと思います。 
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 十勝岳線というのは、観光シーズン時におきまし

ては、観光に来られる方が利用するということが想

定されまして、実は駅舎でボランティアをしており

ましたら、観光客の方々が、すごく無愛想であった

という連絡をいただいたり、仲間の方からもその対

応について、どうなのだというような意見を数々聞

いているところでございます。 

 この委託時において、大変難しいとは思うのです

けれども、運転中のことではあると思いますし、難

しいとは思うのですけれども、委託時におきまして

接客に対するマニュアル的な文章が載っているのか

どうか、その辺伺いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） １番佐川委員の十勝岳

線にかかわる御質問でございますが、委託にかかわ

ります部分につきまして、今、佐川委員がおっしゃ

るとおり、毎年、毎回、年に数回やっぱり苦情いた

だくことがあります。これが、委託業者の接客によ

るものであれば、直ちに委託業者のほうに連絡を取

り、改めるように指示もさせていただいております

し、また、町が改善しなければならないことにつき

ましては、即時、対応するようにしております。 

 また、委託にかかわっては、仕様の中に通常の運

行業務もそうですけれども、委託するときには、お

客様には不快な思いをさせないようにということ

で、常に会社を通じて指導しておりますので、今後

もその部分につきましては徹底をしてまいりたいと

思いますので、御理解をいただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） １番佐川委員。 

○１番（佐川典子君） もう何年にもなりまして、

これがなかなか本当にドライバーの方の性格等もあ

りますでしょうし、難しいとは思うのですよね。 

 やはり委託をするわけですから、それについて、

もうちょっときちっと明確に記載をするとか、それ

以外に勉強会を開いていただくとか、何か対応を、

今までどおりではなかなか改善されない部分があり

ますので、そこら辺もちょっと考えていただくとい

うことはできないでしょうか。ちょっとその辺も伺

いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） １番佐川委員のバスの

関係でありますけれども、当然、接客業であります

ので、その部分につきましては当然接遇にもかかわ

りますので、その部分については十分に指導等して

まいりたいと思いますので、御理解をいただきたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 先ほど、７８、７９ページ

の演習場周辺地区整備の補助のかかることで、

ちょっと提案というか、何というのでしょう、私な

りの考えなのですけれども、この３カ年において本

当に演習場に隣接している地域の皆さんの福祉です

とか、そういった生活基盤の向上のために整備した

補助ありますが、私、前にも言ったことがあると思

うのですけれども、その隣接している地域というの

は徐々に、例えば通過する車両であったりとかそう

いうこともあって、若干、市街化地区にも広がって

いる現況があるような気がしないでもないのです

ね、私として。 

 ですから、例えば２７年度において富原地区では

ないよと、２６年度においては日の出地区演習場周

辺の協議会がないよというようなところあるとすれ

ば、例えば、そこに隣接したもう少し違う地域のと

ころで、実はそういった悩みを抱えているような潜

在的なものがあるとすれば、その地区に限るもので

はなく、もう少しこうエリアを広げるような考えと

いうのは、持ち合わせているかどうかと合わせてお

聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ５番金子委員の演習場

の周辺地区整備補助に関する質問でありますけれど

も、この事業の２４年度から実施しているときにも

御説明申し上げたと思いますが、平成９年ころだっ

たと思いますが、それぞれ演習場周辺にいることに

よる問題等があるということで、それぞれ地区で協

議会を設置したのが平成９年ごろだということで

伺っているところであります。その中で、できた地

区がこの３地区ということで、今回、２４年度から

の補助事業を整備したところであります。 

 今、金子委員がおっしゃる、これ以外でもそれぞ

れ被害を受けているところはあるだろうということ

でありますが、その部分につきましては、その多く

が民生安定事業であり、障害防止事業であり、国の

事業において十分に地域住民の方は、その受益を受

けているということで判断しております。 

 ただ、今、言ったように、平成９年ごろに立ち上

がった地区協議会のほかに、やはりそういう民生安

定なり障害防止の受益以外にもこれだけの被害があ

るのだということが、もっと明確なものがあるので

あれば、以前も旭野地区はどうなのだという質問も

ありました。そこでも協議会は立ち上がっていない

と、演習場の周辺にもありますけれども、そういう

ことでそこが手挙げたら、すぐそこは対象になるの

かというような当時、質問もあったかと思いますけ

れども、そこでも本当に直接起因して、こういう被

害を受けているのだということ、明確なものという

ことが出てくれば、検討していく余地はあるだろう

ということで話ししたと思いますが、今回の部分に
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ついては、その周辺から離れた地域にもなってくる

のかなと思うので、その部分については本当に、先

ほどの繰り返しになりますけれども、民生安定事業

であり障害防止事業であり、多くの部分でその受益

を受けているということで、今は拡大ということは

考えていないということで、結論として。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） おっしゃる何というかな、

総体がわからないでもない。ただ、国の補助事業で

来る民生安定であったりとか、周辺整備というの

は、いわゆる国費であったりところで本当に、そこ

はわかります。そこはわかるから、私、あえて言い

ません。でも、これはそういうところではカバーで

きないけれども、その地域に住んでいらっしゃる方

が本当にさまざまな形で協力をしているのに、何も

そういう恩恵がないから、一財でこれはきちっと手

当てするのですよという意味でつけているではない

ですか。 

 だからこそ、本当に例えばハード的なものだけで

あったりとか、そういうものではなく、そこにお住

まいの地域の方の福祉の向上に資する事業にもき

ちっと補助手当てがなっているのであれば、例え

ば、そのエリアをのべつまくなし広げるとかという

のではなくて、例えば本当に隣接しているのだけれ

ども、たまたまうちは我慢はしていますよと。それ

も好意的に協力をしているから、我慢しているのだ

けれども、本当はできれば、こういうメニューにも

使わせてほしいなとかという声を拾うのであれば、

まずそういう門を開くべきではないかなという提案

なのですけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番金子委員の御質問に、

１点だけ私お答えをさせていただきますけれども、

実は総務課長から、民生安定事業等の過去の流れが

御説明させていただきましたけれども、実はこの周

辺地域の民生安定事業については、周辺地域の方だ

けが対象だったのですよ。それが、今、オール上富

良野全町エリアになったものですから、そこの地域

の人たちが今までその地域だけ固有の事業であった

ものが、どうして全町に広がってしまったのだとい

うような背景があって、そのギャップを埋めていく

ことが、町にとって重要だということの背景があっ

たということで、御理解をいただきたいのです。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 町長、それは思いは同じで

す。重々わかります。それによって、全町の全ての

何ですか、受益が非常によくなるということも十分

理解した上で、ですからもうちょっと幅を広げられ

るのが、可能ではないでしようかということを  

繰り返しますけれども、広げられませんというので

あれば、それは広げなくて結構なのですけれども、

執行部局の思いですから。 

 ただ、せっかくこういう町長の思いで、そこの隣

接しているところの３エリアではなく、もうちょっ

と幅が広げることはできないのかなということで聞

いているので、そういうことはどうでしょう。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ５番金子委員の御質問に

私のほうから少しお答えをさせていただきたいと思

います。 

 先ほど、委員の御発言の中にありました、自衛隊

に協力しているからこの事業が使えるという思い

は、私ども持っておりません。むしろ障害を軽減す

るために、地域が頑張っているところにいわゆるコ

ミュニティ活動を助長する補助を出します。平成９

年ですから、もう１７年も１８年も前から、いわゆ

る防じん、音、ほこり、交通障害、具体にそういう

障害、取りつけ道路で畑に入ったのだけれども、演

習に向かう車が頻繁に通って、畑から出るのに大変

だとか、例えば葉物を中心にあそこでは野菜の栽培

は粉じんがかかると、商品価値はなくなりますか

ら、そういう部分も含め、また、音の感じというの

は個人差があると思いますから、街に住んでいても

うるさいなというふうに思う方も、もちろんおられ

るでしょう。 

 少なくとも十数年も前から、そういう障害を何と

かならないのかという思いで協議会をつくって、毎

年、部隊の業務隊と役場の職員と最低１回は、この

十数年協議してきた経過にあります。 

 そういうことから、協力しているから少しエリア

を広げるとかということではなく、そういう障害が

どこに起こっているのかということを中心に、もし

か広げる必要があるのであれば、そういう観点であ

のエリアを見直すことは可能かというふうに思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） ７７ページの自衛隊の基

地対策費の件で、先般、町長に陳情等はやっていた

だいて、どういう成果があるのですかというお話の

中の一つで、演習場が拡張される可能性があるよと

いうふうな内容のお話もされました。 

 それで、この収入のほうのページ、４９ページの

委託金というところで、防衛施設の区域確保だとか

そういった予算もついていますけれども、それら合

わせて、ここでお聞きしたいのは、その予算は演習

場を獲得するための委託金としてあって調整に使う

のか、あるいはまだ何点か考えられますよね。そう

いったものでありますけれども、演習場の拡張とい
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う眼点であろうというふうに思いますので、差し支

えなければどういう地区を拡張したいと、あるいは

しようとしているのか、あるいは拡張するとすれば

その狙いは、狙いというか目的ですね。安全管理上

で、ちょっとエリアを広くしなければいけないと

か、射程を伸ばすために確保しなければいけないと

かいろいろありますよね。そういった狙い等がもし

説明できるのであれば、そこをまずお聞きしたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １１番今村委員の御質問

に私のほうから、知り得る限りの情報提供させてい

ただきたいと思いますが、まず、４９ページにあり

ます防衛施設区域の取得事務委託金、これらについ

ては広く上富良野町の演習場が拡張されるから、こ

の事務の委託金が来ているわけではなくて、ずっと

演習場のある地域に国のさまざまな事務委託をする

ための委託金として毎年いただいているところであ

ります。上富良野以外のところでもですね。 

 一方、演習場の拡張については、長い期間、上富

良野町基地対策協議会を中心に、演習場の拡張につ

いては要望活動をさせていただいたところでありま

す。 

 ちょっと何年前か定かではありませんが、四、五

年ほど前、いわゆる国有林の保安林のそれをいわゆ

るうちの演習場が特にそうですが、国有地を演習場

に国の中で所管がえをするというのが一般的に行わ

れてきております。四、五年前に、これは防衛省が

予算化をして、国の林野庁にその区域分をお金を払

わなければならないという制度が長らく続いており

ました。ただ、四、五年前に、国と国とのお金のや

りとりはやめて、いわゆる所管がえをするというこ

とができるようになりました。 

 したがいまして、少しずつですが、東側の十勝岳

に向かった保安林を防衛省にくらがえをしてきたと

いうことがまず一定程度あります。それが２７年度

に、少し大きな面積で獲得される予定だということ

は、情報としていただいております。 

 さらに、町としては、それだけでは足りないとい

うことも含め、富良野地区の協力会のメンバーと協

議をしながら、さらにそれ以外の拡張に向けて要望

を今、進めているところであります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 私、演習場拡張するのも

大事であろうと、我が国を守ると。自衛隊法第３条

に、直接関係侵略に対して我が国を守ることを主た

る任務とすると、あと国際貢献なんかも入ったと思

いますけれども、非常にそういった観点でも大事で

あろうし、先ほどの自衛官の募集の情報の話でも、

誰かが自衛官を担わなければいけない、誰かがなら

ないといけない。日本は徴兵制はとっていません

が、これは未来永劫に徴兵制にはなりませんが、で

は志願制であれば、そういった情報を提供して我が

国を守るという観点からも私は大事だと思います

し、先ほど町長言われたように、最初、演習場の話

に戻りますと、あの周辺地域というのは、あそこだ

けが手当てを受けていたわけですよね。それが消防

自動車だとかいろいろ、町全体の利益になろうと

いっていることで、向こうが今度また何というので

すか、おもしろくないというのですか、反対しだし

て、私は町長がそういったことを考えられて、町独

自の一般予算で、この手当てをしていただくという

のは、私はこれの件については賛成です。 

 なぜかというと、あの地域の民生が非常に安定し

て、あの中で訓練する、上富良野町の自衛官だけで

はなくて、全国の自衛官が安心・安全で訓練ができ

るだろうと。訓練がすることによって自衛隊が精強

になって、国を守れる、そういったいろいろな波及

効果が考えると、私はあの演習場も必要であろうと

いうふうに思っております。そういった観点を含め

て、演習場拡張にも努めていただきたいと思います

し、募集等にも頑張っていただきたい。 

 情報提供は先ほど言いました四つありましたね、

あれは情報提供できるのだから、氏名と年齢と性別

と住所はできる。あとは自分の家族構成だとかでき

ないかもしれませんけれども、そういったことを含

めて頑張ってほしいと思うのですけれども、質問に

なっているかどうかは知らないけれども、回答だけ

はほしいなと思いますけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １１番今村委員の御質問

にお答えをさせていただきます。 

 一昨年１２月に、向こう１０カ年の防衛大綱が閣

議決定をされて、北海道の演習場を中心としたいわ

ゆる精強な部隊をつくり上げるための北海道の演習

場を大きく見直されたところでありまして、基本的

に私どもそういう大綱を担う、もちろん国防のこと

ですから、私どもが望むとおりになるのかどうかは

別として、上富良野町の中規模の演習場が少し見直

しがされるのではないかという期待感を持っている

ところであります。 

 したがいまして、私ども地元としては、そういう

条件整備をしっかり支えていきたいというふうに思

うところであります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） ７５ページになります。
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７５ページで、旭川十勝道路整備促進期成会負担２

万６,０００円なのですが、今の現在の活動状況

と、旭川十勝道路の見通しというのをまずはお尋ね

したい。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） １０番中澤委員の旭川

十勝道路の整備に関する質問でありますが、これに

ついては今現在、関係する９市町村で促進期成会を

構成しておりまして、今、富良野側から言えば中富

良野の途中まで整備が進んできているところであり

まして、また、空港までの整備区間としては決定し

ているところでありますが、空港から富良野の間の

ところが、整備事業の調査区間にも今現在まだなっ

ていないというところでありまして、期成会を通じ

て毎年、旭川開発建設部、それから上川総合振興局

の旭川建設管理部、それから北海道開発局等に要望

活動をして、早期の調査の開始、完成を目指して整

備をしていただくように活動をしているところでご

ざいます。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） 旭川十勝道路の旭川から

多分占冠ぐらい、１２０キロぐらいだったかなと思

いますが、その間を整備すると。 

 それで特に私が聞きたいのは、富良野道路が今ト

ンネルも約２.９キロで、残り５００メートルぐら

いになったというようなことが報道されていまし

た。また、今、若干出ていたわけですが、富良野北

道路、学田３区から中富については建設促進や何か

が今進められている。一方、我が町の上富良野道

路、中富良野から美瑛間、これについてはまだルー

トも明確にはなっていなくて、なっていないと思う

のですが、確認とれましたら、してください。 

 その中で、上富良野道路というのをどのような、

この旭川十勝道路の促進期成会とは別に、富良野も

富良野道路は富良野で促進期成会をつくっていると

認識していますが、上富良野はこの間をどのように

していこうと今考えているのかをお伺いしたいと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） １０番中澤委員の旭川

十勝道路の関係でありますが、今、中澤委員おっ

しゃるとおり、中富良野から旭川空港の部分につい

ては、計画調査中となっておりまして、今、どのよ

うな形になっていくかということは、まだ不透明な

ところでございます。早期の整備をお願いしたいと

いうことで、先ほどもお答えしたとおり、関係する

９市町村で期成会をつくって要望活動を実施してい

るところでありますが、当然、この道路につきまし

ては、当町については十勝岳噴火によって国道が閉

鎖する、道道も閉鎖するなど迂回路というか、避難

路としても重要な路線になるだろうということも想

定されますので、その整備のためにも早期の調査開

始を要望していきたいということです。 

 地元期成会の立ち上げ等はどうするかのという質

問でございますが、それにつきましては、今後また

関係者と協議をしてまいりたいと思いますので、御

理解をいただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） 今、総務課長のほうから

お答えいただきましたが、確かに、我が町にとって

といいますか、富良野のほうから考えますと、今言

われた十勝岳の爆発、災害の避難路というか、迂回

道路というような位置づけがあると思います。そう

いう意味では、ぜひさっきのジオパークの関係もあ

りますし、できれば上富良野・中富良野・美瑛関係

するところで促進期成会等を立ち上げていただい

て、早急の実現に向かっていただきたいなと、そん

なことを思います。もう一度。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番中澤委員の旭川十勝

道路の状況について、お話できる範囲でお話させて

いただきたいと思いますが、私どもといたしまして

は、中富良野町の一部、それから美瑛まで含めて早

期の調査区間にしていただきたいということは、

常々申し上げております。 

 それから、中澤委員お話ありました民間の組織、

上富良野町の多分、私の記憶では商工会が中心に

なっているかと思うのですけれども、参画している

はずでございます。 

 今、国のほうは、特に調査区間になればどんどん

進めていきますけれども、そこまでなかなか情報を

出さないのですね。要するに用地買収や何かで思惑

や何かが入りますので、発表したらもうコンクリー

トみたいなぐらいに、非常に私どももいずいもので

すから言っているのですけれども、やはり今までそ

ういうことで非常に土地に絡んで、それがどんどん

どんどん用地代が高くなっていって、工事が進まな

いというような弊害があったというようなことも、

要望に行くたびに聞かされまして、なかなかオープ

ンにしてくれないというのが実態ですが、ぼつぼつ

こちら側へという状況を迎えていることだけは事実

でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） 今、ちょっと防災の関係

も言いましたが、やっぱり人口減少社会や何かで、

多分、旭川空港の近くからということがある程度想

定できるのかな。そうなると、うちのほうは西のほ

うに道路が多分持っていかれるのだ、災害のことを
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考えれば。そうなってくると、すごくうちの町に

とってのメリットも大きいと思います。ぜひここら

につきましては、力を入れての要望活動、促進運動

を展開していただきたいなということでお願いしま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ８３ページ、住民自治活動

推進交付金のところですが、８２３万４,０００

円、けさ資料をいただきまして、その前にもいただ

いておりました。３５資料でしたか、けさいただき

ましたのは、昨年対比が出ておりまして、この交付

金の算定の内訳見ますと、均等割、世帯割、それか

ら福祉活動対策として、高齢者、青少年、こういう

ような算定の割合になっております。 

 それで今、１９年ぐらいからこの交付金をやり始

めまして、ことしで約１０年近くなっているわけで

すけれども、福祉活動対策費のところの高齢者のと

ころ、これは少し見直してはどうかと、このように

思うのですけれども、一例挙げますと、高齢の方で

介護を受けている方でございますけれども、ちょっ

と温泉へ行きたいのだと。そうすると、ひとりでは

行けないので、誰か付き添ってほしいと、こういう

ような話で社会福祉協議会に電話入れました。 

 そうすると、社会福祉協議会では、いただいてお

りますね、資料２３まごころサービス、この実績が

出ておりますけれども、ここは有料でございますの

で、地域にまた戻しまして、地域で住民会でどなた

か、こういった方をちょっと見守ってあげてほしい

と。こうなりますと、ボランティア活動お願いして

付き添ってもらうわけなのですね。そうすると、

ちょっとした謝礼なんかも差し上げたいなと、こう

思うわけなのですけれども、そういったものはこの

交付金では対象外だと、該当にならないというこう

いうことでございまして、昨年と見ますと、２５住

民会ございますが、８カ所ぐらいの住民会が減って

おります。マイナスになっております。 

 それで、こういった介護認定までは受けないので

すけれども、見守りが必要といいますか、地域でそ

ういった超高齢化が進んでおりまして、どこの住民

会もそういうような状態、見えるかと思うのですけ

れども、そういった方。さっきも地域防災で、地域

で要支援の人をどうするのだと、避難させるのにど

うなのだというかなり地域の防災の話も出ておりま

したけれども、こういった地域におきまして高齢者

の方、認知の問題もちょっと今は出てきておりまし

て、こういった方を地域でどうするのか、放ってお

くわけにもいませんし、そうするとこの交付金です

ね、ここのところの福祉活動対策、高齢者一人につ

き幾ら、青少年一人につき幾らと、こういうふうに

して算定をして、住民会に交付金としてしているわ

けなのですけれども、そういったところを何とか約

１０年近くなりましたので、何か一括してやってい

たときよりもこうやって交付金にしたほうが、き

ちっとした今、地域にとっても大分こういった交付

金制度でやってきているよということでございます

けれども、そういったことをお考えにならないのか

どうか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 自治推進班主幹、答

弁。 

○自治推進班主幹（谷口裕二君） ３番村上委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 住民自治活動推進交付金の関係でございますが、

委員から御質問のありましたとおり、この交付金に

つきましては平成１９年度から、当時の補助金を統

合しまして、各住民会が使途を限定しない自由に使

える交付金という形で交付をさせていただいている

ところでございます。 

 それぞれ積算につきましては、均等割、世帯割、

そして今お話ありました高齢者対策、青少年対策と

いった区分をそれぞれ人口割などに基づいて積算を

させていただいているところでございまして、高齢

者対策につきましては、６５歳時の人口をもって積

算をさせていただいているということで、交付金の

総額を見ますと、微増といった状況でございますの

で、引き続きこの交付金をぜひ各住民会におきまし

ては、有効に活用いただきまして、地域内の取り組

みに生かしていただきたいというふうに考えている

ところでございます。 

 また、委員から御質問ありました福祉の関係の活

動などにつきましては、事業の拡充だとか、あと新

たな取り組みなどにつきましては、同じく住民自治

活動奨励補助金という部分も制度化しておりますの

で、各住民会のほうから御相談あった場合には、こ

のような制度もぜひ活用いただくということで、各

住民会の取り組みを推進してまいりたいと考えてお

りますので、御理解をよろしくお願いします。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 今、補助金で出ているもの

もあるということをおっしゃいましたけれども、資

料２３の社会福祉協議会でやっていらっしゃるまご

ころサービス、例えば町外のお買い物なんかです

と、７５０円かかるわけなのですね。それで地域で

住民会、地域での介護認定まで行かないけれども、

ひとりで生活するのはどうもちょっと見守りが必要

だと、こういう方になりますと、地域と社会福祉協

議会の狭間というのですか、そういった方が一般質
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問でも認知症早期発見して、なるべく認知症にかか

らないようにということを申し上げたのですけれど

も、介護認定を受けるまではという、まで行かない

けれども、そういう見守りが地域で誰か助けてあげ

ないと、誰か見守っていきませんと、そういう方

放っておくわけにもいきません。 

 それで、こういったところまでは地域で、こう

いったところについては社会福祉協議会というか、

何かちょっとした線引きというのでしょうか、その

狭間の方は、地域と社会福祉協議会の狭間の方はど

うするのだと。たまたまこの住民会の推進交付金

に、福祉活動対策、高齢者一人につき幾らと、こう

いうような感じで算定になっていますので、ここを

少しそういった部門も見直しをかけるという、それ

か線引きですね、こういったところでは地域であれ

するよと。それから、こういったところについては

社会福祉協議会、ホームヘルパーさんも範囲外ので

きないこともございますので、それと、まごころ

サービスは有料制になっていますから、そういった

こともありますので、そういった線引きというか、

そういうのも決めていただいたらと思うのですけれ

ども、いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ３番村上委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 交付金につきましては、先ほど担当主幹のほうか

ら御説明させていただいたとおり、交付金として、

それぞれの地域の特性に合った使い方ということで

お願いしているわけであります。 

 また、委員の言われました、その地域にいらっ

しゃる高齢者、なかなか活動が困難な部分について

は、まさにコミュニティーの形成でございますの

で、委員の御質問につきましては、貴重な御意見と

して賜って今後いきたいと思いますので、御理解を

賜りたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ３番村上委員の御

質問に、まごころサービスに関連して、自治活動の

御質問がありますので、私のほうからも若干お答え

をさせていただきたいと思います。 

 委員も御承知と思いますが、まごころサービスに

つきましては、社会福祉協議会のヘルパーステー

ションを利用されているお客さんが、実はヘルパー

サービスでは行き届かないサービスがありますの

で、そういう方が「実は神棚の掃除をちょっとお願

いしたいのだ、ヘルパーさん」というようなものに

対応する事業として、社会福祉協議会の独自の事業

でやっている事業であります。 

 思いは委員と同じように、私どもも同じような思

いを持っておりまして、今、町としては６期の介護

保険事業計画の中でもお示ししたように、新しい総

合事業、町としては２９年の４月からスタートをさ

せたいと、その時期に移行したいということで計画

を立てておりますので、今、社会福祉協議会が独自

でやっておられるまごころサービスのような事業

を、できれば社会福祉協議会のボランティアセン

ターなどが主管するような、そういうサービスに移

行することが望ましいことではないのかなというこ

とで、社会福祉協議会の事務局とも、そういうよう

な打ち合わせをさせていただいている最中でありま

すので、地域でそういう支え合いの仕組みを何とか

築き上げていきたいというのは、委員と同様の思い

であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） ７７ページの２款１項５目

の関係です。 

 今回、１１節需用費８２万７,０００円というこ

とで出ています。要求資料の中にナンバー８の中で

も、それが準備住宅の関係ということで出ておりま

すけれども、２３、２４、２５で８７６万円、それ

から２６、２７で約１５０万円が予算措置をされて

おります。したがって、これらは準備住宅１０戸

を、これらの消耗、燃料、光熱、修繕、原材料、工

事費、備品ということで、１０戸はこれで整備をさ

れているのかどうか、まず確認をしたい。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹、答

弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） ７番中村委員の

移住準備住宅に係る経費の１１節の御質問にお答え

をさせていただきたいというふうに思います。 

 この部分につきましては、御指摘のように、移住

準備住宅の消耗品関係等の必要数分を計上しており

ます。今年度ふえている分につきましては、年数が

少し経過しておりますので、維持補修等がよりかか

るということで、消耗品でいきますと、５万円をふ

やさせていただいております。あと、燃料費、光熱

水費のほうに関しましては、今年度の途中からお試

し暮らし住宅というのをするということでありまし

て、その分に係る光熱水費につきましては、全て町

で賄って御利用者さんから利用料をまとめていただ

くという形になっておりますので、その分の光熱費

等がふえておりまして、結果として昨年６４万円需

用費を見ておりましたが、今年度８２万７,０００

円計上させていただいているところです。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 
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○７番（中村有秀君） 今、主幹が言ったように、

現実の問題として、消耗品は前年度８万円が１３万

円ということで５万円ふえているし、それから燃料

費は１２万４,０００円が１６万７,０００円という

ことで、お試し住宅のその分は光熱費の関係もそう

ですけれども、ただ、光熱水費は１３万６,０００

円が１３万円と、６,０００円減額されたり、電気

料の値上げや何かの関係で一体どうなのかという、

それから修繕料は２６年度は３０万円が４０万円

と、１０万円増額されています。 

 したがって、私は、この１０戸をあれして、現実

に要求資料ナンバー８見ると、平均４戸なのです

ね、利用されているのは。ですから、できるだけお

試し住宅ということでやっていくという今年度の施

策は理解をしたいのですけれども、現実の問題とし

て、２４年は５.９２、２５年は３.０、２６年は４

ということで、最高で２６年は５戸が利用されてい

るという状況です。 

 したがって、非常にお試し住宅でなくて、準備住

宅としては利用率が低いし、せっかくお金がかけた

のになということで気がしますけれども、今、担当

主幹があれしたお試し住宅で、大きく利用させたい

ということで期待をしています。ただ、移住準備住

宅の利用者の中から、移住をしたというような関係

の件数はあるのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹、答

弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） ７番中村委員の

移住準備住宅からの実績の関係でございますが、申

しわけありません。今、移住準備住宅で出させてい

ただいている資料では、２月末で５件という方であ

ります。その方々は、２６年度から１年目の居住の

方々なのですけれども、その前にいた方々の移動先

につきましては、ちょっと今、手元に資料持ってき

ていませんので、お答えすることができません。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹、答

弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） 申しわけありま

せん。 

 移住準備住宅から住まわれていて、移動した先

は、後で御報告をさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 基本的に移住準備住宅に

入って、「ああここはいいとこだ」ということで、

できれば移住のほうに持っていくというのが本来の

目的なので、その数字もまだつかんでないというこ

とになると、ちょっと寂しいなという気がいたしま

す。 

 ただ、要求資料のナンバー１の中には、相談件数

等があったりしてあれですけれども、やはりどれだ

け財政効果があって、そしてということであれです

けれども、例えば黒松内町でもこういうことをやっ

ていて、とりあえず準備住宅に入る、そして北海道

を満喫する、そして帰るというケースもあります。

ですから、現実の問題で、その間もある面で経済効

果というかな、地元でいろいろな食材を買うという

ようなことの経過もありますけれども、基本的には

やっぱりそういう数字を押さえて、だからこうなの

だと。それで１０戸を含めて整備をするというよう

な話であれば、ある面で理解はできますけれども、

その点できれば２６年のケースでも具体的にわかれ

ばとは思ったのです。 

 それからもう１点、移住準備住宅に、最長さっき

１年以上という話もしていたけれども、最長と最短

はどういうケースがあるのか、ちょっと確認をした

いと思うのですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹、答

弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） ７番中村委員の

移住準備住宅の入居期間でございますが、移住準備

住宅につきましては、基本１年間で、最大２年間と

いうことになっております。移住準備住宅につきま

しては、あいている際にどなたでもということでは

なくて、あくまでも上富に移住を目的として来る方

で、仮住まいとして上富の移住先が見つかるまでの

間ということで御利用していただいておりますの

で、実績によりましては、１カ月、３カ月等で次の

町内のところで見つかる、あるいは事情があって転

出をされるという場合もありますし、最長ではその

かわり２年間まではお貸ししますが、２年以降はお

貸しできませんという最初の約束で移動していただ

いているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 自衛隊基地対策の関係での

演習場周辺地区の整備補助の関係、６８万円です。 

 これは私はずっと、平成２４年から２６年の３年

間を見てきたのですけれども、最初のころは、２４

年のを見ますと、高齢者と子どもたちの交流会、春

祭り、秋祭り、それから研修費、彫刻美術館等の施

設見学、講習会、環境保全講習会というようなこと

があって、そのうち今言うところは全部カットされ

ているのですね。ということは、それなりにあれで

すけれども、どっちかというと、２４、２５、２６

の状況を見ますと、ある面で町長の言う気持ちもわ

かりますけれども、ある面でこういう危機的な、こ

れがないか、あれがないかというような経過を見て
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いると、そんな感じもぬぐえません。 

 したがって、平成２６年、富原では健康器具、そ

れから倍本では会館改修で簡易トイレ、この完成は

いつの年月になっておりますか、確認したいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 基地調整室長、答弁。 

○基地調整室長（眞鍋一洋君） ７番中村委員の御

質問にお答えいたします。 

 まず、富原地区の健康器具購入の血圧計ですけれ

ども、これは正確な月日はちょっと記憶、実は今思

い出せないのですけれども、たしか１２月ころだっ

た記憶をしています。また、簡易水洗トイレにつき

ましても年前の１１月から１２月にかけてが実績報

告した、そのように記憶しております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 現実の問題、現地の人にど

ういう状況でどうかということを聞いたりいたしま

した。ただ、平成２５年の決算特別委員会での意見

書があります。歳出の関係で、演習場周辺地区整備

補助事業について、極力早期の事業実施を行い、効

果的な執行に努められたいと。 

 言うならば、２５年度もそうなのですけれども、

２６年度も同じこと繰り返しているでしょう。意見

書をどう見ているのか。私は、せっかく予算をした

のなら、できるだけ早く事業実施をして、地元の人

に「よかった」、そういうような環境整備をするの

が、あなた方の仕事ではないかと。地元の要望とい

うか、そういうあれでおくれたという答弁なれば、

それまでの話だけれども、決算特別委員会の意見書

を尊重するならば、やはり４月すぐとは言いません

けれども、やっぱり早い時期にやるのが地域住民が

期待をして、これをやってほしいということでしょ

う。ですから、それに沿うような形を担当者は進め

ていくべきでないかという気がするのですけれど

も、その点いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ７番中村委員の周辺地

区整備補助に関する質問でありますが、今年度につ

きましては今御指摘のとおり、年度は年内という整

備でありましたけれども、たまたまトイレのほうに

ついては地元負担も７万円になるということで、向

こうの予算の準備の都合もあるかと思いますけれど

も、こちらのほうからは事業は採択になっているか

ら、いつでもいいですよということは声かけしてい

ますけれども、その部分がまだまだ声かけが足りな

いということでありましたら、今、言ったように予

算化されれば、早期に事業効果があらわれるよう

に、地域とまた再度十分な連携をとりながら、早期

事業に向けて対応したいと思いますが、今年度につ

いてはたまたま血圧計のほうも、どちらかというと

冬場に集まる経過が多いということで、秋以降に動

き出したということもありますので、その部分につ

いてもいつが適期なのかということも十分に地元と

協議しながら、効果があらわれるように努めてまい

りたいと思いますので、御理解いただきたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 皆さん方が言っていること

とやっていることと違うのですよ。何を要求する

か、今度あれしようかということは早目にやって、

地域のコミュニケーションがとられているのだと、

そういう意味合いもあると言いながら、結論が出て

いないからののびのびになったということにはなら

ないと思うのですよ、予算上は出している以上。 

 ですから、そういう点では十分配慮しながら、２

７年度の実施に向けては、特に河川の立木の関係、

伐採はどうしても夏の間にやってしまわなければな

らない問題ですけれども、伐採作業の機械購入、員

数は７となっているのですけれども、これは何のこ

となのでしょうか。刈り払い機のことなのか、それ

ともチェンソーのことなのか。 

○委員長（長谷川徳行君） 基地調整室長、答弁。 

○基地調整室長（眞鍋一洋君） ７番中村委員の伐

採作業の機械購入の件の御質問ですけれども、伐採

作業の機材購入ということで、それぞれチェンソー

とのこぎりの台数を示しております。（発言する者

あり）チェンソーが２台、のこぎりが５台です。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） わかりました。 

 それで、あと、防犯灯の設置の関係なのですけれ

ども、当然、ＬＥＤ化の問題だろうと思うのですけ

れども、既存の設置している電柱をそのまま利用す

るということでいかないと、この単価になってこな

いのですけれども、そう理解してよろしいでしょう

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 基地調整室長、答弁。 

○基地調整室長（眞鍋一洋君） ７番中村委員の防

犯灯の設置の関係ですけれども、この３基につきま

しては全くの新設ということで考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 新設ということは、電柱も

含めてということですか。ＬＥＤの町内の関係見ま

すと、電柱は現在あるところにつけてこのぐらいの

値段なのですよ。だから、電柱を新設ということに

なると、今度は、これ以上になるのかなという気が
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するのですけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 基地調整室長、答弁。 

○基地調整室長（眞鍋一洋君） 現在、ちょっと見

積もりの段階では支柱も含めた中でこの金額、事業

費としましては４万円程度で考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 確認しますけれども、見積

もりでやったということで、これ以上ふえることは

ないということで理解してよろしいですね。 

○委員長（長谷川徳行君） 基地調整室長、答弁。 

○基地調整室長（眞鍋一洋君） いろいろなタイプ

がありまして、グレードによりますけれども、極力

この単価でおさまるように努力したいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

      （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、１款議会費

から２款総務費までの質疑を終了いたします。 

 ここで説明員が交代しますので、少々お待ちくだ

さい。 

 暫時休憩いたします。 

 再開時間を３時２５分といたします。 

────────────────── 

午後 ３時０８分 休憩 

午後 ３時２５分 再開 

────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、質

疑を再開いたします。 

 先ほど、定住・移住の質疑で答弁漏れと、演習場

周辺整備事業補助で電柱に対しての誤りの答弁があ

りましたので、訂正の答弁等いたさせます。 

 企画財政班主幹、答弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） 先ほど、７番中

村委員からありました移住準備住宅を利用された方

の移動先ということでございますが、直近の３件に

ついてのみ数字を申し上げますが、３件中２件の方

につきましては、町内の民間アパートに移動された

と、１件につきましては町外のほうに転出をされた

というふうになっております。 

 それ以前の累計でいきますと、数字は省略をさせ

ていただきますが、ほぼ半数の方は、移住準備住宅

から町内のほうに移動されると、残りの約半分の方

につきましては、町外のほうに移動されるというよ

うな傾向となっております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ７番中村委員の演習場

周辺の整備補助にかかわります防犯灯の設置で、先

ほど支柱に外灯ということで回答しておりますけれ

ども、既設柱につけるということで、取りつけ金具

の単価ということでありましたので、訂正を申し上

げたいと思います。（発言する者あり）失礼いたし

ました。既設柱につきましては、ＮＴＴ柱、もしく

は北電柱をお借りしてつけるということで、全くの

新設で設置をしたいということで考えているところ

であります。 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、３款民生費の１

００ページから１２３ページまでの質疑に入りま

す。 

 ございませんか。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 緊急通報システムという形

で、保守点検事業にかかわって今回緊急通報システ

ムの料金体系が変わったのかなというふうに思いま

すが、この点、ちょっとお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ４番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 緊急通報システムの利用料につきましては、この

３月定例会に議案の上程をさせていただいておりま

す。これまで介護保険のそれぞれ保険料の各階層ご

とに応じた応分の負担をということで条例制定させ

ていただいておりましたが、今回、御提案させてい

ただいている内容につきましては、生活保護世帯、

それと非課税の世帯と課税の世帯の３区分での利用

料の設定にさせていただきたいということで、条例

を上程させていただいております。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 改正ということだというふ

うに思いますが、それに合わせて除雪ですね、近年

身の回りについては道路も敷地内については、それ

ぞれ所得に応じてという形になっておりますけれど

も、屋根の雪等については、ボランティア等につい

てはされている部分もありますが、しかし、近年み

ずから一般の雪のおろすそういった委託事業者に頼

んで雪おろしをする、そういう家庭もふえてきてお

ります。 

 北海道は特にそういった季節、冬場になりますと

とても深刻な問題で、こういった部分については高

額な実費負担ということになりますので、こういう

部分に対する負担の軽減策というのも当然あってし

かるべきだというふうに思いますが、この点、なか

なか行政として出してこないのですが、やはり今回

のこういう予算の中にもきっちり位置づけるべきだ

と思いますけれども、この点についてお伺いいたし

ます。 
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○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） 除雪サービスに伴

いましての御質問にお答えしたいと思います。 

 今、在宅福祉事業で行われております除雪サービ

スにつきましては、委員御承知のとおり、雪が降っ

たときと通路部分を確保するという仕組みの除雪

サービスになっております。 

 昨年度のこの議論の中でも委員のほうから、家の

前の除雪だけではなく、屋根から落ちてくる雪や何

かのそういうサービスもできないのかというような

御質問もいただいたところであります。 

 ちょうど夏の間に、なるべく冬を迎える間にどの

ようなことの見直しができるのか含めて、今現在、

事業自体は社会福祉協議会に委託しておりますの

で、実際はそこから実際担っていただいております

のは高齢者事業団が、過去は１００％高齢者事業団

が請け負っていただいておりましたが、高齢者事業

団もだんだん会員もちょっと少なくなってきている

ような状況もありまして、高齢者事業団でもなかな

か担いきれない部分もあって、町内の民間事業者や

あと福祉事業者も一部事業を担っていただいている

という中で、それぞれ社会福祉協議会、それから高

齢者事業団と夏の間に少し打ち合わせをさせていた

だきました。 

 現実を言いますと、除雪に困っておられる体の不

自由な方や高齢者の方、実際に除雪を担っていただ

いているのも高齢者という実態がありまして、雪が

降るときはくまなく一緒に降りますので、例えば、

除雪をしたいと、助けてあげたいと思っても、周り

の人も一生懸命除雪をしている。業者さんも当然、

道路や歩道の除雪に当たっているということで、そ

のようなことでなかなか担いきれない部分もあるの

も打ち合わせの中で現実でありました。 

 そのようなことから、当初、高齢者事業団のほう

ではなかなか賄いきれないというようなことがあり

ましたけれども、何とかルール上は、本来は玄関先

から町道までの通路を確保するサービスになってい

るのですけれども、これまでの長年の慣習の中で一

定程度、ある程度広いスペースを高齢者事業団の

方々、困っておられる方々の除雪をしていただいて

いたことで、何とかそういうことは確保したいとい

うような中で、この冬においても同様の形を進めさ

せていただきました。 

 また、夏の間には、地域自治活動の関係で、町民

生活課のほうが担っておりますけれども、町民生活

課のほうでは地域の助け合いの仕組みを除雪につい

ても組み立てることができないのかということで、

そういうものを少し研究をしていきたいということ

で、私たちも若干打ち合わせをさせていただきまし

たが、この冬にはそれを一定程度のプランにまとめ

上げることはできませんでしたけれども、何とか次

期プランにはそういうものもできるようなことにな

れば、理想かなというふうに思っておりますので、

いましばらくお時間をいただきたいというふうに考

えております。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ぜひ検討していただきたい

と思います。 

 次に、これにかかわって、生活支援事業のまごこ

ろサービス、非常に今回利用実績等見ましても数は

少ないのですが、実費負担という形で、相当台所整

備でいけば、二人で９,０００円になっておりま

す。ごみ処理についても７５０円とかと、じゅうた

んの引きかえについても１,５００円だとか、こう

いった部分で恐らく利用される方というのは、どう

いう方が利用されているのか、まずこの点お伺いし

たいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） ただいまの４

番米沢委員のまごころサービスの利用の状況につい

てお答えしたいと思います。 

 まごころサービスにつきましては、先ほども

ちょっと課長のほうから答弁あったと思いますが、

社会福祉協議会が実施している訪問介護事業所の対

象者の方で、訪問介護サービスの適用以外のサービ

スについての事業について実施しているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） そうなのですよね。それで

私が言いたいのは、こういった部分というのは恐ら

く高いですよね、やはり全額負担ならざるを得な

い。介護を受けていれば何とか、だけれども、これ

以外についてはなかなか実費負担という形になりま

すので、言いたいのは、要するに軽減してください

ということで、こういった部分に対する補助制度も

あって、そういったときに身の回りのごみ出しだと

か、ちょっと手の届かないところを清掃するだと

か、非常にこれからの利用する方がふえてくるので

はないかなというふうに思っています。 

 そういったときに、やはり高いのは少しでも軽減

してもらう、あるいはクーポン出して、この部分軽

減してもらうだとか、いろいろな対策があるのだと

いうふうに思いますので、こういった部分の見直し

をされるべきだというふうに思いますし、こういっ

た社会福祉協議会に対する補助政策としても軽減策

の一環として、負担を軽減するような対策必要だと
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思いますので、この点お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ４番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 先ほども若干答弁と重なるかもしれませんけれど

も、まごころサービスについては、今、主幹がお答

えしたように、ヘルパーステーションを利用されて

いるお客さんが、そのヘルパーさんがヘルパー事業

以外の部分でのお手伝いをしている部分でありま

す。当然、事業を実施している社会福祉協議会にお

いては、そのヘルパーさん雇っておりますので、そ

れ以外の部分でヘルパーさんにお仕事をしていただ

いた部分については、ヘルパーさんにその分の手当

を出さないとなりませんので、その部分を利用者か

ら一定程度いただいているということで、おおむね

事業自体が３０分７５０円ぐらいの料金設定になっ

ているのは、全ての事業がそのようになっていると

いうふうに思います。 

 委員おっしゃるように、今、言ったように例えば

ごみ出しのようなちょっとしたお手伝いみたいなこ

とであれば、本当に御近所の方が自分のごみを出す

ときに、隣にそういう足の悪い高齢者がいれば、お

じいちゃん一緒に出してきてあげるよという声かけ

で物事が足りるものも当然ありますので、今、社会

福祉協議会がやっておられるまごころサービスを先

ほども言いましたように、例えば町の社会福祉協議

会が運営していただいているボランティアセンター

が主管するような形で、地域全体にこういうサービ

スが広がるような仕組みを目指すのが、今回、国が

求めているなるべく介護度の低い人については、多

様な主体が多様なサービスを担えるような仕組みを

していくことで、経費の節減も図っていくようなこ

とを目指していることだと思っていますので、そう

いうことを目指していきたいというふうに考えてい

るところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 地域支援事業の延長線の中

で、これどうするかという話なのですよね、要する

に。そういうこともあるでしょうけれども、やはり

これからの町の実態見ますと、確かにそういったで

きる方もいるのだろうというふうに思いますし、や

はり高齢化という形の中でできない部分も当然ある

わけで、出てくるわけですから、そういうことも含

めて、そのかかわり方をどうするかというところが

求められてきているというふうに思います。 

 こういう形で、そういったボランティアに町のほ

うでは、恐らく地域支援事業の中の位置づけかどう

かわかりませんけれども、こういったところに全部

シフトしながら、負担を軽減するという方向に出て

くるのだろうと思いますけれども、やはり現行制度

の中できちっとそういう人であったとしても、やっ

ぱりヘルパーさんの時間数が減ったりだとかして、

こういった部分のやっぱり自由に、例えば洗濯だと

か掃除をしてあげたいと思っても前回は時間数が一

定あって、それはできたけれども、今度、時間数も

減ったりだとかして、なかなかできないという形の

中のゆがんだ形の中で、こういう問題が発生してき

ているのだと、僕は見ているのです。 

 そういうことを考えたときに、やはりヘルパーさ

んはしっかりとして、僕の置かれている状況を見な

がら、身体、体の状況を見ながら、掃除だとか、ご

み出しだとかいうのが基本で、そういったものを全

部ボランティアに委託、全部出してしまうというの

は、どうも納得できない部分だというふうに思いま

す。要支援含めて、ちょっと話題がずれてしまいま

すけれども、そういうことです。 

 ですから、行政としてもやっぱりこういった部分

に対しては、全てボランティアという部分もあるで

しょうけれども、制度としてきちんとこういうもの

を確立するということが必要だと思います。軽減世

帯、軽減する対策というのは、この点伺っていきた

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） お答えいたしま

す。 

 これまでも、一般質問等の中でのやりとりの中で

もお答えさせていただいておりますけれども、町に

おいては訪問介護や通所介護、専門的なサービスが

必要なそういうサービスを地域支援事業に移行する

ことで、サービスが低減させるようなことは、それ

はあってはならないというのは町長の意向でありま

すので、引き続き必要な訪問の訪問介護、通所介護

等については、専門的なサービスが必要な方につい

ては、しっかりと専門的なサービスを確保していき

たいというふうに思っておりますし、今、私どもの

ほうで申し上げておりますのは、先ほど委員のほう

からも御発言ありましたように、例えば本当に

ちょっとしたごみ出しであったり、電球の取りかえ

で、高いところに手が届かないというようなこと

は、それはヘルパーさんでなくてもできるサービス

だとすれば、そういうものは地域にある多様な機能

で、多様なサービスを賄っていくようなそういう仕

組みを何とか築き上げていくことが、今、私たちに

求められていることだというふうに理解しておりま

すので、そのようなことで御理解をいただきたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 関連で。 

 ５番金子委員。 
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○５番（金子益三君） 大分前の関連に戻るのです

けれども、緊急通報システムの事業保守のところ

で、料金改定というのは今回聞いたと思うのですけ

れども、たまたま私も個人的に緊急通報システムの

受益者であったことから、現況を見ると、実は緊急

通報システムは設置はされてはいるのですけれど

も、例えば、これにつながる電源が傷んであったり

とか、多種多様な公共料金の不払い等々によって、

そのシステムがきちっとしたところに稼働に行かな

いとかというケースがあるように聞いております。

その現況というのは、今、行政のほうでは現状その

悉皆はとられておりますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） ただいま５番

金子委員の緊急通報システムの関係の御質問だと思

いますが、まず電池切れ等々になりますと、自動的

にセンター装置のある消防署のほうに通知が来ます

ので、それによりまして消防から私どものほうに連

絡来まして、そこで個別訪問等しまして、対応させ

ていただいているところでございます。 

 その他、電話料金の未納なんかによって通じない

という場合も、あわせてこれも連絡来るようになっ

ていますので、これについてはまた御本人と調整し

て対応していただいているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） たまたま私もそういった状

況にあったことがあるものですから、それで業者の

人に外していただくときに、こういうケースという

のはまれなのでしょうかということをたまたま伺っ

たところ、実は結構、独居老人においては非常に不

衛生な状態であったりとか、緊急通報システムに附

属するパーツがあるものがもらっていないとかとい

う、若干認知が入っていたりですとか、さまざまな

ケースが実際いろいろな発生しているというふうに

なっているのです。 

 ですから、どこかの段階で、民生委員さんの協力

が必要なのか、地域のそういうものがまた別に必要

なのか別として、やはり全体の現状というものは一

度調査するべきかなというふうに考えますと、都

度、例えば今言ったように電池切れであったりと

か、何らかの不都合によってないというケースで起

きてくるのは、起きた事例ではなると思うのですけ

れども、例えば町内に面倒見てくれるような人がい

らっしゃるようなケースというのは、個別で行って

対応してくださいということでもいいと思うのです

けれども、本当に老々介護であったりとか、身寄り

のない人とかの状況で、それらを解決する施策がわ

からないようなもしもそういう家庭がいらっしゃっ

たとすれば、せっかくのすばらしいシステムですの

で、そういったものを一度全体の調査をすることが

必要ではないかなと思いますけれども、いかがで

しょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） ただいまの金

子委員の御質問です。 

 全体的にそういうようなケアをするような体制を

つくったらどうかというような御質問だと思うので

すけれども、基本的には年に１回、全戸に対して専

門業者による保守点検を行っております。そのとき

によって、器械それぞれのふぐあいがあったら直し

ていただきますし、もし仮にいろいろな困りごとが

あったら、業者を通じてこちらのほうに連絡してい

ただけることになっておりますので、今現在ではそ

のような対応で、全戸に対して保守しているような

状況でございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １０１ページ、社会福祉協

議会の補助等ありますけれども、社会福祉協議会で

はボランティアセンター、ボランティア関係をやっ

ておられまして、かみんの２階にボランティアセン

ターと称しておりますけれども、あそこは私もボラ

ンティア、同僚委員もボランティアやっております

けれども、介護認定の場所に使ったり、それから手

話サークルですとか、いろいろな団体が多岐にわ

たって使用されているのですけれども、今、ここの

ボランティアが１,０００名以上登録されておりま

すし、そういった方、やっぱり居場所づくり、かみ

んの中にボランティアセンターなるものが必要では

ないかなと、そういうふうに考えるのですけれど

も、そういった話し合いとか、そういったことをお

考えいただけないかと思うのですけれども、いかが

です。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ３番村上委員の御

質問にお答えいたします。 

 どのような御希望なのか、ちょっと今、御質問の

意味がちょっとわからない部分あるのですけれど

も、ボランティアセンターは社会福祉協議会内に設

置をされておりまして、一応、２階にボランティア

室ということで、保健福祉総合センターがございま

すので、保健福祉総合センター、ほかにもいろいろ

と会議等できるお部屋がありますので、多くの例え

ばボランティアさんの集まりや何かで大きな部屋が
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必要なときには、別の部屋を使っていただくことも

全然それは申し込みの中で構いませんし、ボラン

ティア団体につきましては、保健福祉総合セン

ター、それからほかの施設等もたしか無料で使える

ようになっていると、保健センター無料で使えます

し、ほかの公民館やそういうところも無料で使える

ような、そういう条例の規定になっていると思いま

すので、そのようなことでいろいろな施設を御利用

いただければなというふうに思っています。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ２階にありますよ、ボラン

ティアセンターとは書いてありますよ。そういうの

でなくて、保健福祉センターを、場所使ってもらっ

ていいとおっしゃいましたけれども、１カ所、そう

いうボランティアの方がコミュニケーション図った

りするセンターをあの場所のどこか、スペースを見

つけていただいて、つくっていただけないかなと、

こういうふうに思うわけなのですけれども、どうで

すか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） お答えいたします

が、ボランティア室、狭いお部屋ですけれども、一

応、基本的にはボランティアさんの専用で使えるよ

うなお部屋になってございますけれども、それ以上

のボランティアセンターといいますか、ボランティ

アのお部屋という部屋をつくるだけの余力といいま

すか、そういうものは、今、町にはそういう力も持

ち合わせていないというふうに理解しております。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） いろいろなボランティアを

登録したりやっている方が、そういった居場所づく

り、ボランティアセンターというのがあればいいね

ということで、いろいろな要望が出ておりますの

で、そういった要望もあるのだということをちょっ

と、どこか頭の隅に入れておいていただきたいと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） 大変ありがたいお

話だというふうに理解いたしたいと思います。保健

福祉総合センター、建って１０年目のまだ立派な施

設ですので、ボランティア室以外の広いお部屋もあ

りますので、そういうところをぜひ必要なときにお

声をかけていただければ、どんどん活用していただ

きたいなというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 社会福祉協議会の関係でご

ざいますけれども、この要求資料のナンバー２５、

小規模多機能型居宅介護事業所ふくしんの利用状況

ということです。 

 福祉協議会は、約款を改正して収益事業もやると

いうようなことになって、ふくしんを立ち上げてお

ります。それで実際は非常に運営の赤字といいます

か、従来の別な形での基金積立金の中から幾らか、

それぞれ役員会、評議員会の議決を得て出しており

ますけれども、その金額は何年度何ぼ、何年度何ぼ

ということで、承知をしていれば教えていただきた

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ７番中村委員の御

質問にお答えいたします。 

 私も評議員会や理事会のときにお呼ばれをして、

来賓ではない、どういう立場だったかな、オブザ

バーみたいなような形で、町のほうにもお声をかけ

られますので、出席をさせておりまして、議案を見

ての数字しか理解しておりませんけれども、今、幾

ら基金をおろしてどうだったかということは、記憶

にとどめておりませんので、お答えすることはでき

ません。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 当初、建設のときに、あれ

も足りない、これも足りないと、私もそのときの評

議員会に出たら５００万円出しているのですね、積

立金の中から。その後の評議員会、私は出てないけ

れども、資料を見ると４００万円出しているはずな

のですけれども、それは後ほどちょっと確認して報

告お願いしたいと思う。 

 現実の問題、介護保険だとかいろいろな形で町か

ら事業を請け負って、その中で出た益金を積み立て

て、そこから言うなれば予算替えをして、ふくしん

のほうの予算に入れているのが実態なのですね。そ

の金額が非常に多いので、このまま状況でいいの

か、今、利用状況を見ると、まあまあだなという気

がするけれども、最終的に２５ありますけれども、

１７か１８でとめておくということや、直接関係な

いからあれだけれども、どういう情報は得ているか

ということをちょっと確認したいのですが。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） 基金からの活用等

の中身につきましては、これは私どもと違う別法人

のお話でありますので、それらの数字の御報告、私

どもで御報告させてもらっていいのかどうか、

ちょっと私もわかりませんけれども、予算特別委員

長のほうの求めに応じて、社会福祉協議会に確認し

ていただきたい、町のほうで確認していただきたい

ということであれば、確認をさせていただいて、１

７日まで予算委員会ありますので、その日付の中で

社会福祉協議会のほうから情報提供をいただけれ

ば、御報告できることが可能かなというふうに思い
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ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 中村委員、どういう目

的、予算に直接、あっちの法人のことですので。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 現実の問題として、収益事

業をやるということで、言うなら福祉協議会は、町

やそれから町民がみんなある面で寄附を出したり、

基金を出したりと、それから寄附金等も出して、そ

ういうものを積み立てているものだから、町民から

言われると、ああやって５００万円を４００万円っ

て組み替えしていっていいのかと、本来の目的に使

うべきだと。これは収益事業ということで約款まで

改正してやっているのに、どうなのだという御意見

があるものだから、それはまた後ほど委員長のほう

で検討されて、委員長と副委員長で検討されてまた

お願いをいたしたいと思う。 

 ただ、今の２５に入るあれが十七、八人かい、

我々が、設立の最初のころは、何とかこれは２０以

上に早い時期に持っていきたいのだという説明を受

けてありますけれども、現実としてそれはどうなの

かなという気がするものだから、１７、１８でいい

ような話もしているのですけれども、その点ちょっ

と確認を、情報としてわかれば教えていただきたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、わかる

のですか。（「私ども、この提出した資料以上のこ

とはわかりません」と発言する者あり）あっちの法

人のことですからね。答弁します。 

 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ７番中村委員の御

質問にお答えいたします。 

 私たちのほうでも、事前の要求資料がありました

ので、社会福祉協議会のほうに、こういう資料の要

求があるので御協力いただけますかということで、

利用状況等の資料をいただきましたので、私たち自

身もこの資料以上のことは掌握はしているところで

はありません。 

 委員おっしゃるように、登録定員が２５名になっ

ておりますので、その中で利用定員と宿泊の定員に

なりますので、今現在は登録が、この利用状況が大

体１７名程度で推移しているのが、そういう状況だ

ということは私たちもこの資料以上のことは、承知

をしていないところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） 先ほどのやつは、副委

員長と相談して。 

 ほかにございませんか。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ちょっと小さなことですけ

れども、ＡＥＤの借り上げで、１０５ページでは老

人福祉費の中で７万７,０００円となっています

が、一方で５万７,０００円という形になっている

かと思いますが、５万９,０００円ですね、１２１

ページのＡＥＤ借り上げで５万９,０００円なので

すが、これは中の機種が違うのか、借入先からの料

金設定が違うのかなというふうに思いますけれど

も、そこら辺はどうなのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ４番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 大変申しわけないと思っておりますが、このＡＥ

Ｄの借上料につきましては、２６年度においてそれ

ぞれの施設で、ちょうどかみんもＡＥＤが更新の時

期でありました。２６年度にあと、子どもセン

ター、東西の児童館、教育振興課でも何カ所かの、

たしか５カ所か６カ所一遍に入札をさせていただい

て契約をしました。そのようなことで、５年間の長

期継続契約の中でＡＥＤの借り上げを２６年度から

開始してございます。 

 これは本当に大変申しわけないお話ですが、私の

予算のチェック、最終の確認のミスということでお

許しをいただきたいというふうに思いますが、過去

の保健福祉総合センターのＡＥＤの借上料につきま

しては、２５年度までの借上料をそのまま計上して

おりますので、実際の借上額は他の施設と同じ５万

９,０００円になっておりますので、どこかの時点

で減額補正等させていただきたいというふうに思っ

ております。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ぜひその点、いろいろと取

り込み中の仕事もあるかもしれないけれども、厳重

にチェックしていただきたいというふうに思いま

す。 

 次にお伺いしたいのは、１１１ページの療育指導

員の報酬という形で何回も取り上げてきました。や

はりこれは働く人たちの収入、あるいは世帯によっ

て、それ以上仕事の報酬を上げてほしくないとい

う、いろいろな状況があるのかというふうに思いま

すが、やはり状況を見ましたら発達支援センター事

業という形の中で、それ相当の仕事の資格を持ちな

がら仕事に従事されているという形になっておりま

す。 

 非常にこういった部分に対しては、なかなか報酬

という形で引き上がらないという状況になっている

かというふうに思いますが、こういった部分の報酬

は正職にするだとか、やっぱりもっと改善すべき内

容があるかというふうに思います。 

 答弁の中で、それ以上引き上げてほしくないとい

う答弁は要りませんので、その点、きっちりとした



― 50 ― 

対価に合った報酬体系をもって、それにふさわしい

報酬、あるいは正職にするというような対策をとる

べきだというふうに思いますが、この点お伺いいた

します。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ４番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 発達支援センターの療育指導員につきましては、

町の非常勤、嘱託職員のルールに基づいた報酬にさ

せていただいておりまして、正職員の４分の３の勤

務ということで、他のいろいろな嘱託職員と同様の

ルールの中で雇用させていただいているということ

で、御理解をいただきたいというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） いろいろとルールはわかっ

ています。わかっていた上で質問しているのです。

こういうことをやったらだめだと、手厚く支援する

だとかいって民間委託しながら、こちらに、確かに

保育士の方を異動させたりだとかして、それを手厚

くしたとよく言うのだけれども、実際にやっている

中身見たら、もっと正職として扱って、同等に扱う

べき人たちなのです。こういった人たちというの

は。そこを安上がりの行政という形で、まごころ

サービスでありませんけれども、そういった言葉で

全部片づけてしまうという、あなたたちのその考え

方、僕は納得いかないというふうに思います。それ

で改善を求めます。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ４番米沢委員の御質問に

私のほうからお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

 今、発達支援センターの非常勤、嘱託職員等の臨

時職員を含めて、処遇のお話がございました。以前

から、委員からはいわゆる町の全てのそういう臨時

的な職員の処遇改善について御指摘をいただいて、

御意見をいただいている観点から、総体のお話を少

し私のほうからさせていただきたいと思います。 

 資料にもございましたが、いわゆる正規職員以外

のいわゆる一般事務職も、事務筆耕も含めさまざま

な職種の時給単価が定められております。また、一

方、１年を通して職員の４分の３勤務、地方公務員

法に定めのあるいわゆる非常勤嘱託職員、そういう

区分けの中でさまざまな方々を、職員を補完する立

場として採用、雇用をしているところであります。 

 したがって、行政運営にはさまざまな人手が必要

になってきますが、その働き方についてはそれぞれ

一定の基準をつくって、募集をして、その希望者に

雇用をお願いしているというような経過であります

ので、全てを正規職員にするというのは非常にハー

ドルが高い分野でも、行政コストのことを考えます

と、そういう分野で時代に合ったそれぞれの賃金、

報酬体系を今後もとってまいりたいというふうに考

えております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） 米沢委員、よろしいで

すか。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） １０７ページ、３款１項３

目の一番上です。高齢者事業団育成費ということで

ございます。 

 １９節で高齢者事業団運営補助ということで、４

２４万円計上されています。それで主要事業調書で

見ますと、高齢者事業団の運営等に伴う人件費に対

する補助ということの説明になっております。それ

で人件費の範囲というのは、どこまでを含めている

のかということで、まずお聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） ７番中村委員

の高齢者事業団の人件費の補助の範囲ということで

お答えしたいと思います。 

 人件費につきましては、事務局長及び事務員の２

名に対しての給料、手当、共済費等々の人件費の補

助対象といたしまして、その８０％以内を補助する

というような規定になっておりますので、御理解願

いたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 事務局長、それから事務員

の人件費の８０％以内ということですけれども、現

実に平成２０年から２７年の予算まで４２４万円で

すね、現実に事務局長や事務員の給料等も若干ずつ

上がっております。そうすると、平成２０年から４

２４万円、その前は道から出ていただのですね、３

８万円か４０万円、その前は８０万円ということ

で、これは訪問開拓員の費用ということで、道から

補助出ていました。 

 したがって、平成２０年からこれまで同じ４２４

万円というのは、どういうことなのかということ

で、非常に疑問を思うし、今、主幹の話では８０％

ということになると、その間も給料がある程度上

がっているはずなのですが、その点どう掌握をし

て、そのまま８０％以内ということにしているの

か、ちょっと確認したい。 

○委員長（長谷川徳行君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） ただいまの中

村委員の御質問ですが、確かにここ数年４２４万円
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というような計画で、高齢者事業団には補助をして

いるような現状でございます。その中で人件費につ

いても、総額は把握している状況でございます。 

 高齢者事業団につきましては、給料は一定程度決

まっているのですけれども、手当という形で、その

年によって増減があるというふうに認識しておりま

す。それであくまでも８０％以内ということで、４

２４万円ということで、定額ということで実は事業

団のほうとも調整させてもらって、この額でここ数

年補助を行っているような現状にあります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） その答弁はちょっとね、現

実的でないですよ。８年間も４２４万円でいること

自体がおかしいのだし、それから給料の実態等も含

めれば、非常に安い給料でやっているというような

ことですから、これはやっぱりある面で８０％とい

うことを保守するのであれば、現実を見てやってい

ただきたい。 

 特に、事業所開拓だとかいろいろな作業先を一生

懸命選択して、今、５,０００万円ぐらい収入的に

はあるのかな、そんな感じで高齢者の特技を利用し

ながら、また高齢者の皆さん方が生きがいを求めて

働いているわけだから、それをサポートする局長や

事務員に対して、もうちょっとある面で今後考えて

いくべきだと思うのですけれども、その点いかがで

しょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ７番中村委員の御

質問にお答えいたします。 

 ここ数年間ずっとこの定額で、結果、定額の補助

になっております。これにつきましては、先ほど主

幹のほうから答弁させていただきましたように、高

齢者事業団につきまして、事務局長の給料はずっと

同じになっているというふうに思います。事務員の

方につきましては、ここ数年は同じ方が続けられて

おられると思いますので、ちょっとずつ事業団の補

助も、少しお給料をちょっとずというようなことも

あろうと思いますが、あと夏冬のボーナスが事業

団、その年によって変動しているような実態にあり

ますので、それで毎年度補助金の算定をするときに

事業団と協議をして、昨年と同額で、給料、手当に

ついても情報をいただきますけれども、こういう形

でよろしいですかということで協議をさせていただ

いて、ということで結果、定額になっているという

ことで御理解をいただきたい。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） いずれにしても８年間、４

２４万円ということで、高齢者事業団の皆さん方の

自己努力もありますけれども、しかし、十分判断を

して考えていただきたいと思います。 

 それから、委員長、関連でよろしいでしょうか。

（「はい」との発言あり） 

 今回、子どもセンターの煙突のあれがちょっと出

ていましたのですが、同じ家屋の中で高齢者事業団

の玄関の軒先が、雨や何かまともに落ちてくるので

すね、１回、僕は、課長に話ししたと思うのです。 

 私も何回かあそこへ行ったら、氷で固まってひど

い状況になっているので、あれをこういう形でつ

くってもらうか、あの傾斜をやって、特に冬の間は

余り高齢者事業団の方多く来ないですけれども、夏

の間は来るし、雨があれすればまともにあれします

から、その点何とか、あそこの子どもセンターの関

係で、改修等を検討していただきたいと思うのです

けれども、いかがでしょう。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ７番中村委員の御

質問にお答えいたします。 

 委員のほうから、去年の予算委員会だったか決算

委員会だったか、私も忘れましたけれども、そのよ

うな状況をお聞かせいただいたので、即、事業団の

ほうに行きまして、事業団の事務局長と協議をさせ

ていただきました。入り口部分が、屋根がこういう

ふうになっているので、水なり雪なりが分かれるよ

うな、そういうようなことが必要であれば、既存の

予算の中ですぐ対応できるものであれば対応したい

し、もし一定程度ある程度の金額がかかるものであ

れば、新しい年度に予算も要求しなければならない

のでいかがですかということで、事業団の事務局長

とも御相談をさせていただきました。 

 事業団のほうでは、いやいや特にそんなに困って

いることではないので、気にしないでくれというよ

うなお答えでありましたので、そのようなことで特

段、町のほうでは対応するような考え方を持ち合わ

せなかったところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） それでは、今後も考えない

ということでしょうか。それとも今後、検討して改

修をするという方向に行くのか、考えないのか、そ

の点、二者択一で答弁願います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） 入居されている高

齢者事業団のほうから、実はこういうことで困って

いるのだという、ほかのことでも例えば寒くて困っ

ているだとか、ここがこういうふうになって困って

いるというようなものについては、施設の改修等を

含めながら、事業団が入所している部分についても

必要な改修を進めてきておりますので、事業団のほ
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うから入り口部分が困っているということであれ

ば、それは町のほうで検討したいというふうに思い

ますけれども、私の受けとめとしては、局長とお話

をさせていただいたときには、余り困っていないの

で、お金をかけるほどのことではないというような

ことでありましたので、特に町のほうでは積極的

に、それらの改修を考えていなかったところであり

ます。今後、困っているというようなことがあれ

ば、必要に応じて必要な改修はしなければならない

ということで理解をしております。 

○委員長（長谷川徳行君） 高齢者事業団育成費に

ついての関連質問はありますか。 

      （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） では、次に進みます。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １１９ページ、ファミリー

サポートセンター事業合同委託負担のところでござ

います。 

 これ昨年と全く同じ予算５０万円でして、ここは

人数もふえてきたり、それからいろいろと取り組ま

れて、活動一生懸命やっていらっしゃると思うので

すけれども、ここの２６年度の事業評価はどのよう

にされたのでしょうか、ちょっとお尋ねします。 

○委員長（長谷川徳行君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（安井民子君） ３番村上委員

の御質問にお答えします。 

 ２６年度の登録会員は、２月現在で７２名になっ

ておりまして、活動実績は７１件になっています。

これは昨年度よりも多い状態になっていますし、事

業の評価としては十分高い評価をいたしているもの

と思っています。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ですから、ことしは当然、

私、予算が５０万円からふえるなと見込んでいたの

ですよね。全く同じ予算なので、しかも今度、子ど

も・子育て新制度もできましたし、先ほどは緊急保

育の確保の国から来ているお金もありますし、そう

いったこともあって、ここは当初は９人、１０人で

始まったのですけれども、だんだんふえてきており

まして、私もたまに行かせてもらっているのですけ

れども、だからどういう評価されたのか、全く同

じ、去年と同じ予算なのでここの部分を私は恐らく

増額になるなと、見込んでおったのですけれども、

どうなのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（安井民子君） ３番村上委員

の御質問にお答えします。 

 活動の実績はふえているのですけれども、この予

算に係る部分というのは、実際の活動の中で発生す

るお金ではなくて、そこをコーディネートする部分

になるのですけれども、なのでそこにかかっている

人件費ですとか、経費というのは実際大きくふえ

る、担当者の方が忙しくなるという部分はあると思

うのですけれども、そのために経費が大きく膨らむ

ということはありません。 

 それと、国の補助金の率が上がっていますので、

実質的には町の額はふえてはいないのですけれど

も、それに対する費用としては、少しふえているよ

うな形にはなっています。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） そういったところをひとつ

活用していただいて、頑張っておられますので、ひ

とつよろしく検討していただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） １番佐川委員。 

○１番（佐川典子君） １２１ページの子どもセン

ターの施設に関してなのですけれども、施設の利用

者の方からの意見なのですけれども、子どもさんた

ちが利用している以外に、あいた日にグループで利

用させていただいているらしいのですね。それで、

お座布団があった、以前には改修前はあったのが、

なくなったもので、すごく使いづらいなという意見

が出ているというのですけれども、それ等は聞いた

ことありますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 子どもセンター施設

長、答弁。 

○子どもセンター施設長（吉田泰子君） １番佐川

委員の質問にお答えさせていただきます。 

 別の日に使っている団体というのが、たんぽぽさ

んかと思われるのですが、座布団は変わらずござい

ます。そして、何かあるときには声をかけていただ

いているので、そういうようなことは、私のほうで

は聞いてはいないのですよね。 

○委員長（長谷川徳行君） １番佐川委員。 

○１番（佐川典子君） それから、高齢の方が利用

していらっしゃいます。それで座布団のすぐ利用で

きないにしても、座椅子だとか、そういったものを

今後ちょっと小さいものでも施設の利用者の多様化

ということを考えた場合に、検討していただけるも

のかどうかも含めて伺いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） 基本的には、子ど

もセンターですので、今現在、たんぽぽさんは定期

的に行政外の目的外利用ということのルールに基づ

いて定期的な御利用をいただいておりますので、基

本的にたんぽぽさんのほうでは、そのようなお声か

けは、今のところ私ども聞いておりませんけれど
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も、不特定多数の例えばそういうような利用にある

施設ではないということは、まず御理解をいただき

たいというふうに思いますが、もし、たんぽぽさん

たちのほうで、そういうようなふだん定期的に利用

しているときに、足の悪い方で座布団に座るのが窮

屈な方等があれば、それはまた、たんぽぽさんのほ

うでそういうものを用意するのか、私たちのほうで

用意しなければならないものなのかは、ＮＰＯさん

とも協議をした中で検討させていただきたいという

ふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） １番佐川委員。 

○１番（佐川典子君） 利用する方からの意向とい

う形でお話を伺っておりますので、もしそういった

ところの施設を管理しているのが子どもセンターと

いうことですので、お借りしているわけですから、

それは多分、当然わかりますけれども、多様な利用

者ということも今後あるかもしれませんので、そう

いった意味において広範囲に要望を聞き入れてくれ

るのかどうかという、その辺はどんな考えでしょう

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） 座布団につきまし

ては、子どもセンターの御利用をいただいているお

母さんたちも使っておりますので、基本的に子ども

センターの備品といいますか、消耗品という形での

座布団を宅老の事業においても活用いただいている

ということでありまして、宅老所を実際に運営して

おられるＮＰＯ法人のほうで必要なものについて

は、自分たちで用意したものがあそこの機材庫とい

いますか、物品庫にも宅老所で買ったものとかも入

れてありますので、宅老所さんのほうで座椅子や何

かが必要だということであれば、宅老所さんのほう

でも御準備をされるのではないかなというふうに理

解しております。 

 町のほうで座椅子等をそろえるような、今、直接

そういうような考え方は、今のところ持ち合わせて

いないところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） １１７ページの委託費で、

一時預かり事業という形で６９１万９,０００円

のっておりますが、この事業内容等、積算内訳等は

どういうふうになっているのか、お伺いいたしま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 子ども・子育て担当課

長、答弁。 

○子ども・子育て担当課長（吉岡雅彦君） ４番米

沢委員の御質問にお答えいたします。 

 ここは保育所が年間の単価で１４７万３,０００

円、それの３カ所分で４４１万９,０００円であり

ます。それから、あと幼稚園の一時預かり、今年度

からこれが私ども所管で入りましたので、そちらが

２５０万円、合計で６９１万９,０００円でござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 今年度から保育料金等の基

準が変わります。そうしますと、現在、入所申し込

みされているという形で新年度から始まるかという

ふうに思いますが、短期の時間を利用される方とい

うのは実際いらっしゃるのかどうなのか、その点お

伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 子ども・子育て担当課

長、答弁。 

○子ども・子育て担当課長（吉岡雅彦君） 現在の

ところの申し込みにおきまして、短時間保育の認定

は１件もありませんでした。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 短時間、一時預かりという

ことで非常に利用される方もふえてきております。

一方で緊急にどうしても預けなければならないとい

う形で、ファミリーサポートを利用される方もかな

りいるのかなというふうに思います。 

 そうしますと、やはりこういった事業というの

は、これからも引き続き充実しなければならない事

業だというふうに思いますが、この利用時間の設定

というのはどのようになっているのか、お伺いして

おきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（安井民子君） ４番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 一時預かり事業の幼稚園型ではないほうの保育所

のほうで実施する一時預かり事業については、４時

間未満と４時間以上の二つの区分に分けています。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） そういう４時間未満という

ことになれば、料金どこかに書いてあったと思いま

すけれども、料金体系はどういうふうになります

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（安井民子君） ４番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 ４時間までが１,５００円で、４時間以上が３,０

００円になっています。 
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○委員長（長谷川徳行君） 米沢委員、よろしいで

すか。 

 １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） １１１ページ、成年後見

制度の利用助成ありますが、この利用助成とは直接

関係ないのですが、市民後見人の関係で若干お聞き

したいと思います。 

 前、私、一般質問もさせていただきましたが、そ

のとき、これからは認知症だとか知的障がい、ふえ

てくると、そして市民後見人を養成することはすご

く大切なことである。それで近隣町村や何かとも養

成講習会など、そして社会福祉協議会とも打ち合わ

せをしながら進めていきたいのだという御答弁をい

ただいたような記憶をしています。 

 そこで今回２７年度や何かは、うちではそういう

養成講習会や何かは、今のところ考えていないのか

どうかをお尋ねします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） １０番中澤委員の

御質問にお答えいたします。 

 町のほうで後見人の養成講座、後見制度の市民後

見人の養成講座については、２７年度に実施の予定

はございません。 

 先般、中澤委員のほうから一般質問で出たときに

も、町のほうでは後見制度についての町民との皆さ

んとの学習の機会も、まだなかなか持ち合わせてい

ないそういう段階でありましたので、以降、出前講

座のメニューに新たに後見制度についての学習のメ

ニューを出前講座の中に追加をさせていただいて、

２７年度もちょうど今２７年度の出前講座のメ

ニューの取りまとめの時期にもなっておりますの

で、２７年度においても出前講座のメニューに追加

をさせていただいて、対応していきたいということ

で考えているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） 実はこの間、新聞で目に

したのですけれども、富良野では富良野デザイン会

議暮しステーションの中で、約３０名を対象に、こ

の市民後見人養成講座が行われた。また、同じよう

に旭川でも近隣８市町村を対象に、この養成講座が

行われているというふうにお伺いをしています。 

 そんな中で、できればうちの町も、旭川は遠いで

すけれども、富良野や何かがやるときには、何とか

何人かを受け入れてもらうとか、そういうようなこ

とも前向きに考えていただけると、養成していける

のかなとそんなふうにも思いますので、これも予算

にというよりも要望になってしまいますが、ぜひそ

んなことを御検討いただければと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） １０番中澤委員の

御質問にお答えいたします。 

 旭川につきましては、旭川市を中心に８町で貢献

センターを立ち上げておりますので、そこが主体の

研修が実施されているというふうにお聞きしていま

す。 

 一般質問をいただいたときにも、なかなか私たち

のような小さな町で、上富良野町だけでの研修会を

実施するというのは、なかなかハードルも高いなと

いうことで、できれば富良野圏域の中でそういう研

修会ができればというようなことも御答弁をさせて

いただいた経過に、そのように私も理解しておりま

すので、近隣の５市町村の中で、今、富良野市がそ

のような情報を私のほうも耳にしておりますので、

本当はもっと事前にそういうことがお互いに情報交

換ができればよかったのでしょうけれども、そうい

う広域の中で何とか研修会ができるというようなと

きに、私たちの町からも参加できるような、私たち

のほうとしても上富良野町民にＰＲできるように、

そんなことができればというふうに考えております

ので、今後もぜひ検討させていただきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

      （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、３款民生費

の質疑を終了いたします。 

 ここで説明員が交代しますので、少々お待ちくだ

さい。 

 次に、４款衛生費の１２４ページから１３９ペー

ジまでの質疑に入ります。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １３５ページ、中央共同墓

地の造成のところです。 

 今回６３区画、墓地の造成をされるのですけれど

も、平成１０年にしてから今回３メーター３メー

ター、同じようなつくりで、少しどうなのでしょう

か、全く同じ面積で、平成１０年に造成された区画

のつくり方で臨むのか。 

 今、何というのでしょうか、コンパクト化いうの

でしょうか、家族のあり方も納骨される方、墓地を

持たない方、いろいろ出てきておりますけれども、

あそこはだんだん山を削っていきますと、奥のほう

になっていきまして、まさか町の真ん中に墓地をと

いうのも難しい話ですけれども、どんどんと坂が越

えていかなければいけない。造成そのものは平らに

なっておりまして、きれいに整地されて造成されて

いるのですけれども、そこに至る道のりというので

しょうか、そういうのをもう少し坂を削るとか、そ
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れからコンパクトに、同じような平成２７年度から

はあるというのはどうなのですか、そういう考え方

はどうですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（狩野寿志君） ３番村上委員の

御質問にお答えします。 

 まず３メーター３メーターの区画についてです

が、毎年何件か墓地の造成とかやっていまして、そ

の中で狭いとか大きいとかという苦情ございません

し、平成１０年と同じような区画の３メーターで計

画をしているところでございます。 

 だとすると、道のりといいますか、今年度、造成

する予定でございますが、今年度に木を伐採しまし

て、ある程度の切り盛りを若干行いまして、それほ

どの高低差がないような形で、造成したほうに行け

るような形で設計を進めているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 少し考えていただくという

ことで、その年度年度で造成するときに変わっても

いいと思うのですよね。だから、至るまでのところ

をバリアフリー化、こういったことも考えていただ

きたいと思うのですけれども、どうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（狩野寿志君） ただいまの３番

村上委員の御質問にお答えします。 

 今ある造成している墓地から真っすぐ造成させて

いきますので、そのままスロープで上がっていくよ

うな形になっておりますので、階段がつくとかそう

いうような設計にはなってございません。ですか

ら、そのままスロープで上がっていけるというよう

な設計で計画をしております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 結構急ですよ、高いです

よ、今できているところ。それはあれでしょうけれ

ども、前お参りに行かれた方はわかると思うのです

けれども、やっぱり今までと同じようなつくり方し

なくても、造成のあり方もいろいろ考えていただき

たいなと。墓地だから、同じようにつくらなければ

いけないというものでもないでしょうしということ

で、今の形に合ったコンパクト化とかバリアフリー

化とか、そういったことも考えていただきたいと、

こういうようなことを言っているのですけれども、

いかがですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ３番村上委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 今、担当主幹のほうからもお話させていただきま

したが、その造成についてはだんだんお参りに来ら

れる方も高齢になりますので、傾斜とか配慮しなが

ら今後も組み立てていきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） そして１区画、借地料が１

０万円というのは、そういう金額的なものは変わら

ないのですが、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） まだ正確には出し

てございませんが、平成１０年度の造成の時とほぼ

同程度の造成費になりますので、一つの計算式の中

では、そういうものを用いまして設定をさせていた

だこうと考えてございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ６番徳武委員。 

○６番（徳武良弘君） １３１ページ、健康かみふ

らの２１推進事業なのですけれども、今回、講師を

呼んでやられていたものですけれども、次回あたり

何をやっているか、そういう計画があるのでしょう

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（杉原直美君） ６番徳武委員の

御質問にお答えします。 

 ２７年度の健康かみふらの２１の報償費として上

げさせていただいているのは、２７年度は具体的に

解決の道の１番である食について、少し１年を通し

て確認をしながら学習活動をして、最終的に健康の

まち宣言をしました記念日に、再度、食の学習を目

的とした講演を予定しているところです。具体的な

講師の選定とかはまだしておりません。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番徳武委員。 

○６番（徳武良弘君） それ以降、何か御予定はあ

りますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） その都度、健康課

題に応じてテーマを設定しながら進めていきたいと

いうふうに思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ただいまの１３１ページの

健康かみふらの２１にかかわる関連で質問なのです

けれども、最終的に来年の２月ですか、健康のまち

宣言したときに、食にかかわる講師を求めるという

で、これはまた異論がございません。 
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 ただ、同僚委員が執行方針の中の質疑において、

いわゆる健康のまち宣言をして、その中においてさ

まざまな幅だし事業等々も考えているという答弁が

たしかあったというふうに記憶しておりますが、そ

れらの予算化というのがここのいわゆる衛生の予防

費の中では、具体的なものはあらわれてきていない

のですよね。強いて言うならば、予防の中の今年度

の小児の任意予防のワクチンというものがあるかも

しれませんが、基本的に健康のまちづくり宣言をす

るに当たって、ただいま主幹のほうで、食にかかわ

るところということを通年を通して勉強していきな

がら講師を呼ぶと。 

 だけれども、本来であれば町民をもう少し巻き込

んでいくような予算化というものが必要であって、

また、食によってさまざまな例えば塩害であったり

ですとか、それから食に伴うことによる肝腎疾患、

そこから重度化していくこととかというものあると

思います。それらを本当に予防していくというので

あれば、もちろん保健師の皆さんがそういった知識

を勉強していって、それらを適切に町民に伝えてい

くということも、それは特定健診の受診率の向上プ

ラス特定指導において、それらを啓発していくとい

うことは、全く否めるものはないのですが、やはり

本来であれば町民の皆さんが、それに参画するべく

仕組みというものをつくっていかなくては、本来の

健康のまち推進には、宣言した事業にはつながって

いかないというふうに考えますが、これは講師の謝

金だけで十分なのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ５番金子委員の御

質問にお答えいたします。 

 予算に計上しております健康かみふらの２１の推

進費については、講演会をやるための経費というこ

とであります。健康のまちを一昨年度させていただ

きましたけれども、健康のまち宣言をしたことの推

進費が、健康かみふらの２１推進費ということだけ

ではなく、健康に取り組む全てのもの、全ての事業

を含めてが健康のまちづくりを進めていくためのも

のになっておりますので、当然、国保で言えば特定

健診であったり、母子保健、栄養指導の経費等を含

めてが、健康づくりに向けての私たちの所管であれ

ばそういうものになりますし、それからスポーツ振

興等含めたそういうものが教育委員会の予算の中の

一部も、健康のまちづくりに向けたものだというふ

うに思っています。 

 委員おっしゃるように、町民の皆さんが健康づく

りに積極的に参加していただくような、そういう仕

掛けづくりがまだまだ足りないのではないのかとい

う御指摘については、これまでもいろいろなやりと

りの中でしてきた経過にあるというふうに思ってい

ますが、私たちのほうではまず既存の仕組みをしっ

かりと整えていく。その中で健康というものは、当

然、私たちの所管だけが担っているものではありま

せんので、町長においては、健康ということをテー

マにしたときに、町のそれぞれの課が担うべき部分

というものは、どういうものがあるのかということ

を積極的にまず出し合って、当然、町立病院であれ

ば予防医療についてどうあるべきか、これまでも事

例で出していただきましたけれども、例えば歩道の

整備にあっても、もう少し例えばジョギングをしや

すかったり、ウオーキングをしやすいようなそうい

う歩道の整備のあり方を考えていくだとかそういう

ことを含めて、これから時間をかけながら、そうい

う取り組みをしていこうということで理解をしてい

るところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ですから、多分、繰り返し

になってずっと平行線になるかもしれないのですけ

れども、健康づくり推進のまち宣言ということは、

非常にすばらしいことであり、私たちも本当にいい

ことだということは、これは町長も議会も思いは同

じだと思うのですけれども、やはり何度もそれ所管

でも言っているのですよね。横断的なきちっとした

予算づけをやりましょうよと、それが２７年度でさ

まざまなところにおいて、そういうものが具現化さ

れてないのですよね。 

 ですから、せっかくこういうすばらしい宣言をし

たのであれば、それに魂をきちっと入れるべく、職

員の皆さんの学習会は当然必要なことですよ。ただ

し、これが今、課長がおっしゃったようなこととい

うのが、具体的に出ていないではないですか。 

 例えば、先日の同僚委員の一般質問においたっ

て、例えばジョギングをもっとやりたいのであれ

ば、冬期間の間のそういった開放時間を長く取ると

か、そういう政策も今回あらわれてないですよね。

多分、そういうところを皆さんが感じているところ

があるのですよ。 

 課長がおっしゃる理想はここに置く、そこに向

かって一歩ずつ歩いていく、これはみんなわかりま

すよ。でも、そういうのは本来であればきちっとし

ていかなければならない、もう時期になっていると

思うのですよ。我々議員として、さまざまな提案い

ろいろな場所でしてきていると思います。本来であ

れば、それぞれの住民会にそういった健康指導をす

るような推進員を置くべきであったりとか、例えば

一部ではありますけれども、今、本当に町として抱

えている腎疾患が多いというのであれば、食生活に

おいても減塩をきちっとお助けするようなそういっ
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た民の力を活用するようなそういう組織づくりとか

というところが、具現化された予算が上がってこな

いと、本当の形ではないと思うのですけれども、そ

の辺はいつやるのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番金子委員の健康づくり

に関します御質問に、総括的な私の方針についてお

答えをさせていただきますが、私が目指しておりま

す健康づくりを推進するまちというのは、それぞれ

その時々にテーマを設けてイベント的な事業に取り

組んだり、あるいはそれを起こしたりというような

想定は、頭の中で描いているわけではございません

でして、本当に健康体をつくってほしいにもかかわ

らず、気持ちを仕事に紛れてなかなかそこへ足が向

かない、気持ちが向かない、そういった底上げをし

なければならない要素が、まだまだあります。 

 ですから、健康に関心を持っておられて、既にそ

ういったことに日々思いをいたされて思っておられ

る方々には、少し背中を押してあげれば、さらにそ

れが加速していきますけれども、まずスタートライ

ンに着いていただきたい方がいっぱい内在しており

ます。そういった方々の日々の健康事業を通じて、

そういった方々の底上げをしていって、上富良野全

体の町民の皆さんが健康になって、そしてさまざま

な健康にかかわる財政支出も軽減していくようなこ

とが、私の目指している健康づくりでございまし

て、さまざまその時々に事業を起こすというような

ことを想定した健康づくりでないということをまず

少し御理解いただきたいなと思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ただいま町長、丁寧に答弁

ありがとうございます。 

 町長が考えられている理想の姿というのは、漠然

とした形で、これは思いは同じだと思うのですよ。

やはり町民誰しもが健康で長生きをして、さらに健

康寿命というものが延伸されることによって、医療

費も抑制される、介護度の重度化も抑制される、ひ

いてはそれがさまざまな財政に好転をする、医療費

も下がる、介護保険も安くなるということ、それも

わかるのですよ。私たちも重々わかるのですけれど

も、そろそろイベントがどうとかということではな

く、まさしく町長がおっしゃっている健康認識の高

い人は、上富良野のどれぐらいの数を把握している

のとか、それから健康に本当に結びつけなくてはい

けないような底辺の人たちというのを、では健康な

気持ちにさせる％の割合は、いついつまでに何％ま

で上げるのだとかというそういう具体的な方策を

ローリングでやっていかないと、いつまでたっても

健康な町民がたくさんふえればいい。 

 これは思いは同じだと思うのですけれども、やは

りそこは課を横断していきながら、いろいろな知恵

を出し合って、さらにやっぱり何といってもそれに

参加する住民の気づきの度合いを上げなくてはいけ

ないと思うのですよね。それらの予算化というの

は、ちょっと残念ながら２７年度でも小さいという

か、イベントばっかりではないですよ。そういった

ものが見られないものですから、もうそろそろそう

いう具現化するような事業費というのは、やはり予

防のところで上げるべきだと思うのですけれども、

その点はいかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ５番金子委員の御

質問にお答えいたします。 

 委員の御質問と私の答弁が、もしかみ合わなけれ

ば御指摘をいただきたいというふうに思いますけれ

ども、町のほうで、特に私たち保健福祉課のほうで

の立場のお答えになると思いますけれども、今回、

私どものほうでデータヘルス計画を作成をさせてい

ただきました。 

 その作成経過の中で、今、町長が答弁させていた

だいたように、まだまだ私たちがかかわっていかな

ければならない、本当にかかわっていかなければな

らない人たちの部分というのが、だんだんだんだん

あぶり出されてきておりますし、そういう人たちに

どうアプローチしていかなければならないのかとい

うことで、そこに力を入れていかなければならない

ポイントが、だんだん絞られてきておりますので、

そういうところにこれから私たちが力を入れていく

部分なのだろうというふうに理解しておりますし、

どうしても体のことでありますので、努力をして

も、私たちが努力をしてもなかなかたどり着けない

部分も当然あります。 

 端的に言いますと、がんにおいても今よく早期の

発見、早期の治療が可能ながんということで五大が

んについては、検診を一生懸命受けてくださいとい

うことで奨励をしておりますけれども、現実問題が

んの発症については、がん１００のうちの五大がん

の発症者は３割です。７割の方は別のがんといいま

すか、大変厳しいがんの別の部位のがんということ

で、発見されたときにはかなり進行が進むとか、そ

ういうがんであるのが現実でありますので、そうい

う中でもやはり早く発見して、早く治療をすること

で回復の見込めれるがんとか、そういうものについ

てはしっかり取り組んでいかなければなりませんの

で、そういうふうに今回データヘルス計画を作成す

る過程の中で、より健康課題の高いところ、高いと

ころといいますか、低いところというと、我々が集

中することで、もう少し町の医療費の抑制等につな
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がるようなことということもある程度具体化されて

きたので、そういうところに少し力を入れていかな

ければならない。 

 おかげさまで委員おっしゃるように、私たちの町

は特定健診高い比率になっておりますので、一定程

度の多くの町民の方が健康意識が高く、みずから私

たちの特定健診指導においても、そういう中で積極

的に食生活の改善に具体的に取り組んでおられる町

民の方たちがたくさんいらっしゃいますので、そう

いうことが今私たちが、これまで長年取り組んでき

た成果でもあると思いますし、そういうことをしっ

かりと継承していくこととあわせて、今、たどり着

いていない町民の皆さんにアプローチしていくこと

が、私たちの課題だというふうに受けとめていると

ころであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ありがとうございます。 

 基本的には今、課長おっしゃっている推進してい

くという方向性は、私たちも応援する立場にありま

すし、やっぱりまして五大がんについては、本当に

抑制しなければならないし、上富良野としても、そ

の検診率というのをまだまださらに向上していかな

ければならない課題であると思うのですね。 

 それで、要は、今までの町が取り組んできた事業

というものの上に推進をする、健康の推進のまちの

宣言をしましたけれども、やはりまだ道半ばなので

すよね。最終的にはまだ目指すところの高いところ

に、まだまだ向かっていかなければならないという

ことですね。ですから、最終的に私、何が言いたい

かというと、もうちょっと住民会とかそういったと

ころを巻き込みながら、住民とともに健康づくりを

していくその足かがりになるべくシステムという

か、そういったものをまずつくらないと、行政主導

ばっかりでいつまでやったとしても、それは悪いこ

とではないですよ。ただ、もっともっと効果と成果

を出すようにするとすれば、もっと住民の思いとい

うか、乖離しないような形で進めていく政策が早い

段階で予算化してほしいなというふうに、所管の委

員長でありますけれども、強く思いますので、ぜひ

そのような推進を進めていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ５番金子委員の御質問に

私の立場から少し答弁させていただきたいと思いま

す。 

 今、聞いていましたら、委員各位と私たちの将来

の思いは、共有されていることは理解をしておりま

す。その方法論のお話ですが、決して私たちうがっ

た見方、自信満々に言うつもりはありませんが、い

わゆる住民が、私、健康になりたいというふうに気

づかない限りは、誰かが、看護師さんが積極的に２

４時間監視しているわけにはいきませんから、まず

食べること、運動すること、動くこと、それが重要

だというふうに、健康づくりには重要だと。 

 そういう意味では、住民の方々が気づいて、みず

から行動を起こさない限り、この成果は出ないとい

う思いからすると、例を挙げれば特定健診と特定保

健指導、対象者の保健検診は７割以上、そして保健

指導を受ける方は８０％、全国でも非常に珍しいそ

ういう住民みずからが学習をしようという、そして

行動しようと。全ての１万１,５００人のことでは

ありませんが、３,０００人余りの分野ですが、そ

ういう思いでいると、住民を巻き込んだ健康づくり

というのは、何年もかけて上富良野町は実績をある

程度出してきたというところは、少し御理解をいた

だきたいと思います。 

 それと、具体の予算の話がありましたが、先ほど

保健福祉課長が述べましたように、さまざまなとこ

ろに仕掛けをしてございます。例を挙げれば「かみ

ふっ子健診」、これは全国でも多分珍しいと思いま

す。小さなころから生活習慣病が発病していること

をとらえて、子ども５年生と中学２年生対象です

が、例えば、かみふっ子健診をする費用、あるいは

いしずえ大学の高齢者が生きがいを持って行うさま

ざまな事業、そういう保健予防の３款の話だけでは

なくて、例を挙げれば、そういうところを何年もか

かって、そういうところに思いをいたしている。 

 一方、委員が今おっしゃったように、地域に健康

を守るそういう住民組織があってもいいのではない

かと、いわゆる食生活環境推進員さんがいますが、

そういう住民を挙げてのそういうのは今後の課題だ

というふうに思います。それが一番いい形になるの

だろうというふうに思います。 

 思いは少し、委員の立場から少し歩みは遅いので

はないかという御指摘があるのかもしれませんが、

それも含め私どもも、将来のあるべき姿を議論させ

ていただきたいというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 １番佐川委員。 

○１番（佐川典子君） １２５ページの保健衛生関

係全般に対する質問なのですけれども、今まで保健

福祉課の健康づくりに関しましては、本当に目に見

えないような努力をされてきているというのがわか

りますし、今後においてもデータヘルス計画です

が、それで充実していくのだなというふうには理解

しているのですけれども、本当に角度を変えて目に

逆に見える形はどうかなというふうに私は思ってい

ます。 

 というのは、先進地として保健福祉課に対して町
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外から研修に来られる方がたくさんいらっしゃいま

すね、他町村から、年に何回もありますよね。そこ

で健康づくり推進のまちとして、町の入り口近辺に

大きなある程度の看板をぜひ立てていただいて、私

は健康づくり推進のまちというのが、他町村からみ

えられた方にすぐ理解できるようなそういう町であ

れば、また町民の方もまた文字を通して目で見える

化という形でも自分たちの町なのだということで理

解することもできると思いますので、そこら辺の周

知というか、ＰＲというか、そういうのもしていた

だくと、先進地として訪れた他町村の人たちも、上

富良野は健康づくりのまち推進の町として、こうい

うふうな看板も立てているのだなということで理解

もしていただけるのではないかな。 

 本当に見える、他の見えないところで努力されて

きている部分は理解したのですけれども、逆に見え

る化ということで、そこら辺の考え方をどういうふ

うにお持ちなのか、予算の中で難しいとは思います

けれども、参考にしてはどうかなというふうに思っ

ているのですが、どうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） １番佐川委員の御

質問にお答えします。 

 委員のほうからもぜひ参考にということでありま

したので、貴重な御意見として参考にさせていただ

きます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 同僚の委員からもいろいろ

出てきています。町長の言わんとすることというの

は、細かな歯科検診から始まって、こういった予防

医療を充実するということの話だと思います。 

 それは相当、担当される職員の方が力量ありまし

て、町長が思うほどにぐっと深く潜行して、細かく

分析しています。そうしますと、町長は、その上に

立って何をすべきかという話だと思うのです。皆さ

んしているのは。そこなのですよ、やっぱり聞きた

いのは。その地域に、そういった健康推進員配置す

るだとか、看板を立てるだとか、そういうソフトと

ハードで言えば、ハードの部分をどうするのかと。

町長の求められている事業の展開の仕方としては、

そういうものだと思います。 

 冬場であれば、歩ける道路だとか、ジョギングで

きる道路だとか、歩道をつくるだとか、体育館にそ

ういう無料期間を設けるだとか、いろいろな仕掛け

をつくってこそ、今、職員のやられている方のあの

努力も実りますし、町長のされようとしている努力

も実るわけです。そのことを町長はしっかりと受け

とめて、こういう予算の中にも位置づけたりとか、

僕はすべきだというふうに思いますが、この点、町

長、どのようにお考えですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ４番米沢委員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 目標・目的をどのような形で短い期間、短い時間

で成果として出していくかということは、これはさ

まざまな方法はあろうかと思います。いろいろな現

場の皆さん方から、日々、町民の皆さん方と接する

中で、望まれる形、望まれるもの、そういったもの

が成熟してきた中で、私どもが予算を持ってハード

事業として求めらるのか、ソフト事業として求めら

れるのかは定かではありませんけれども、さらに加

速させるという意味でのアクションは、これは必要

であれば当然起こしていく私は責任を持っていると

いうふうに考えています。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） その実行を皆さんが言って

いるので、町長、そこら辺をきちっと、私が言うま

でもなくわかっていらっしゃると思います。そこを

予算の中にきっちり位置づけてどうするのかという

ところを、やっぱり示すべきだというふうに思うの

ですよ。そこが示されないから、議員の皆さん方、

町民の方もどうなのでしょうかというような疑問を

抱いているというふうに思います。 

 そのことを申し上げて、この受診率の向上という

形で、いろいろとちょっと古いかわかりませんけれ

ども、読んでいますと、やはり対策として保健指導

率だとか、保健実施率７０％、８０％、維持すると

いうのは本当に苦労で、恐らくもう大分ぎりぎりの

ところまで来ているのかなというふうに思います。 

 そうすると、やはり保健実施率の６０％未満達成

の４０歳だとか５０歳だったり、そういったところ

の底上げをしないと、だめだというふうに書かれて

いるわけですね。こういうことを職員の皆さん方が

わかっていて、きっちりと今後対策を打って、小さ

い時からの健診含めた歯科検診も含めてなのです

が、手だてを打っているというふうに思います。そ

のことを今後、特定健診のさらなる充実をしていく

上では、一層この点の展開等が求められていると思

いますが、担当の方、ちょっとお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（杉原直美君） ４番米沢委員の

御意見と御質問合わせてお答えさせていただきま

す。 

 健康に関しましては、個人の生き方に大きく影響

します。とても大切なものですが、今、自治体の保
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健活動している私として、何を一番大事にするかと

いうと、健康格差です。経済的な状況だとか、社会

的な不遇な方たちが、自分の病気を知らないうちに

病気になってしまう、もしくは早世になってしま

う。その証拠が、検診という結果の中で、もし知ら

されないでいるのであれば、そこは格差を埋めなけ

ればならないというふうに思っています。 

 ７割の方が、国民健康保険の方が受けていただい

ています。データヘルス計画で医療も受けていらっ

しゃらない方が１７５人おります。検診も医療も受

けていない１７５人をいかに検診、少なくとも自分

の体を診る機会を得るというふうにしていくかとい

うことが、もう具体的にレセプトの情報が入るよう

になりましたので、データヘルス計画で総論をまと

めましたので、今後、各論として確実にそこをふや

していきます。 

 御指摘にありましたように、若年者の方たちの受

診率も、確かにまだまだ低い状況です。ポイントを

上乗せすることで、自分の検診を受けるというよう

なことではなく、自分がそれに見合わないぐらいの

高価な健康というものを得られるような、そういう

働きかけを一緒に住民の方と学びたいというふうに

思いますし、上富良野町の住民の方はとてもそのこ

とを理解していただけていると思っています。 

 １７５人をいかに、検診も何も受けていらっしゃ

らない方たちをどういうふうに診ていくかというこ

とが、最新の判断ですけれども、診ていきたいとい

うふうに思っていますので、御意見として伺いなが

ら、具体的な活動に役立てていきたいと思っていま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 細かい話聞きますけれど

も、１７５人という方というのは、いろいろとデー

タ的には恐らく生活的な困難、あるいは本人の性格

等も加味される部分があるかというふうに思います

が、恐らく生活の大変さ、あるいは何らかの問題を

抱えながら、生活せざるを得ないというそういう人

たちが多くあるのかなというふうに思いますが、こ

の点はどういうような１７５人というのは、環境に

置かれているのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ４番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 今、委員おっしゃるように、私たち今データヘル

ス計画を策定していく中で、これから一番集中しな

ければならないというふうに課内で議論をさせてい

ただいているのが、１７５名ということでありま

す。 

 今、委員おっしゃるように、医療とか予防だけの

問題ではなくて、福祉的な問題を同時に抱えている

というような人たちが、ここになっているというふ

うに理解していますので、今、私の立場としては、

健康推進班と福祉対策班、それから高齢者支援班の

ほうで、それを少し分析する職員を担当させて、３

班の中でこういった１７５人に対してのアプローチ

の仕方をどういう仕方がいいのか、どういう課題を

抱えて、今、こういうことになるのかということを

少し分析作業を新しい年度からしていきたいという

ふうに考えているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ここまで至った背景には、

長野とかいろいろと行きましたけれども、やはり本

当に誰もが生きる権利だとか、健康であるというの

が当然求められていますし、否定するものではな

い、そこだというふうに思います。ぜひそういった

部分でのきちっとした、これから進められると思い

ますので、期待しておきたいと思います。 

 委託料の１２９ページの予防、インフルエンザ等

の接種の問題で、ここには医療費の抑制等につなが

るというふうに書かれております。また、それは健

康にかかわる問題で、小さい時から予防を受けなが

ら健康であり続けるということもそうだと思います

が、この予防医療につながる、こんな機械的な質問

をして申しわけないのですが、どのぐらいの効果が

あるか、わかれば。わからなければいいです。 

○委員長（長谷川徳行君） お諮りいたします。 

 本日の会議時間は、議事が５時１５分以降に及ぶ

ことが考えられますので、あらかじめ延長したいと

思います。 

 これに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、本日の会議時間は、あらかじめ延長する

ことに決しました。 

 健康推進班主幹、答弁。 

○健康推進班主幹（杉原直美君） ４番米沢委員の

御質問にお答えします。 

 金額は、ちょっと把握しておりませんが、任意の

予防接種で一番医療的に御負担かかるのはインフル

エンザだと思います。近年、インフルエンザのワク

チンもウイルスですね、インフルエンザのウイルス

が形を変えまして、ワクチンにきかない新しいウイ

ルスも出現していますので、予防接種を受けたとし

てもインフルエンザにかかるということも多いので

すが、学童含めて高熱が出て入院含めての医療は、

どうしてもかかるということを考えますと、効果的
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ではないかというふうに思います。 

 また、任意の予防接種の中では、Ｂ型肝炎ワクチ

ンを新たに拡大しました。Ｂ型肝炎は、昭和６０年

に直接的な母子感染の対策が打たれる前の方たちが

キャリアとしていらっしゃいますので、６０年以降

のお子さん以外は、お父さんからお子さんがもらっ

て、お子さんが小さい時にかかると、キャリアのま

ま大きくなって大人になってから肝炎・肝硬変・肝

がんになるという確率が高くなってくるのがわかり

ましたので、産まれてすぐの状況のときにＢ型肝炎

ワクチンを打つというのは、目に見えない医療費に

はなりますが、将来大きく影響するというふうに判

断しております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） １２５ページの乳幼児医療

費の問題で、いわゆるこれを同列した場合どうなの

だろうと、いつも僕思うのですけれども、こういっ

た部分も医療費の予防効果につながる、また、つな

がってきているというふうに、他の自治体のを聞き

ましたら、そうです。そういったものを段階的に無

料化につなげるということも必要ですし、ただ、財

源云々かんぬんということで話になりますが、そう

いった面では、予防医療効果、医療費の抑制に乳幼

児医療費も、つながっているということで理解して

よろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ４番米沢委員の御

質問にお答えいたしますが、この予防接種を子ども

たちに予防接種をしっかりと接種してもらうという

ことは、当然、お子さんの特に子どものうちにかか

るようなおたふく風邪であったり、またウイルス等

に伴っての胃腸炎等については、当然、子どもの医

療費にもいい影響が与えるものというふうに理解、

そういう判断から病気にかからないための支援を

しっかりしようということで、今回こういう任意の

予防接種の支援の拡大をお願いしているところであ

ります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） そういうことを乳幼児医療

費の拡大にもつなげていけたら、どんなにかいいの

だろうというふうには思っています。その点は、ど

うでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ４番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 私どものほうでも昨年度作成させていただきまし

た、子ども・子育て支援事業計画を策定するに当

たって、親御さんたちからアンケート等をいただい

たときに、小児医療に関する御要望はたくさん寄せ

られたところであります。そのような経過の中で、

昨年度、町民生活課のほうにおいては、小児医療の

医療費の助成の拡大、それから私たちのほうからは

小児の予防接種の費用の助成事業の拡大等を政策調

整会議の中にお諮りしながら、議論を進めた中で、

当然、財政が許せばいろいろなものが実施できれば

一番ベターだということは理解するところでありま

すけれども、今現在、私どもの町として政策調整会

議の中で判断した中では、まずは我が町としては、

病気にかかってから応援するというのも一つの方法

でありましょうけれども、まずは病気にかからない

ために、そういう応援の仕方がまずスタートだろう

ということで、まずは小児の任意の予防接種の助成

事業をスタートさせたいということを御提案させて

いただいているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 予防接種については、かね

てからこういった問題について、負担軽減するべき

だということで提案もしてきました。やはり分け隔

てなく、区別するのではなくて、この乳幼児医療費

の無料化もきっちりと拡大すべきだというふうに

思っています。 

 町長は、なかなかこういった点では、従来の子育

て支援だとか充実するというだけで、本当にそこか

ら足を一歩踏み出すということはなかなかおっくう

でされていない、されないという状況になっている

というふうに思います。私は何回も言いますけれど

も、しつこく私は実現するまで、町長、これどうす

るお考えですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ４番米沢委員の御質問に

私のほうからお答えをさせていただきます。 

 この間、何度も議場でも議論をさせていただきま

したが、決して医療費の無料化が子育て支援をして

いるかいないかの判断基準にないというふうに私ど

もとらえております。 

 このたびの予算を上程させていただいた内容は、

先ほど担当課長から申し上げましたように、任意の

予防接種、事業費で８００万円程度になりますが、

医療費の無料化に向かうのが先なのか、いわゆる健

康を維持する、病気にならない体をつくり上げると

いう観点が先なのかという究極の選択をした中で、

予防接種のほうに、それが効果あるだろうというふ

うにしております。 

 それとまた、不足しているいわゆる小児科、ある

いは産婦人科ドクターの御意見等も聞く機会が町長

からもお聞きしておりますが、いわゆる医療費を、

中学校まで医療費を無料にしますというようなケー
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スも多々聞いておりますが、いわゆる無料したから

こそコンビニ受診がふえるような、そういう傾向も

一方ではあるということも私どもも聞いておりま

す。 

 決してやらないということではなくて、乳幼児の

医療費の無料化は北海道の給付事業にプラスして、

上富良野町は小学校入学までも医療費の無料化と合

わせて、小学生の入院時の医療の応援をさせていた

だいているところであります。 

 それ以上の拡大が、さらに必要な時期が来れば、

また検討をさせていただきたいというふうに思いま

すが、このたびの仕組みは予防接種８００万円程度

の事業化をさせていただいたという内容でありま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 今、言われたことわかって

いるのですよ。わかった上で質問していますので、

次、問題ちょっと変えたいと思うのです。 

 これだけの予防医療で充実した制度をとりなが

ら、職員の方も頑張っています。私、前にも言いま

したけれども、やっぱり健康づくり課という一つの

課を設置して、担当の課長を配置して、この組織再

編成もしながら健康づくりを推進していく町にふさ

わしい体制づくりをやるべきだというふうに思いま

すが、この点についてもなかなかはっきりとした明

確な答弁が返ってこない。そういうことから健康づ

くりというのは始まりますし、町長の言うように、

そういった今されていることをさらに先の課題を探

りながら充実するということ合わせて、やっぱり

セットで充実する体制をつくるべきだと思います

が、この点、町長どうですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ４番米沢委員の御質問にお

答えさせていただきますが、その時々の時代、ある

いは将来を見据えた中で行政組織を含めて、施策も

含めて町民の皆さん方と向き合いながら、最善・最

良の方策を構築していくということは普遍でござい

ますので、そういったトータルで御理解をいただき

たいというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 何回聞いても足を踏み出そ

うとしないし、本当に町民の皆さんの思っているこ

と、議会の思っていることがなかなか伝わってこな

い。恐らく狭い領域の中でしか、物事を考えておら

れないのかなというふうに感じているところです。 

 それで、今、１２９ページの委託料のがん検診と

いうことで、子宮頸がん等については任意の接種と

いう形だというふうに思いますし、積極的にアプ

ローチはしないという形だという。 

 いろいろ聞きましたら、接種を受けて、ちょっと

体調が悪くなって、今でも学校に行ける日と行かれ

ない日があるという形であります。そういった場合

の治療費の補助等々というのは、現状ではどうなっ

ているのかということと、大体何名、上富良野にそ

ういう方がいらっしゃるのか、その実態についてお

伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（杉原直美君） ２５年の６月か

ら、子宮頸がんワクチンの予防接種については、積

極的な勧奨をさせていただいておりません。それ以

降、それ以前に受けて回数が残っていた方は受けま

したが、２６年度もどなたも受けていない状況で

す。 

 国のほうも積極的な勧奨をするという方向性は、

まだ出しておりません。症状も不特定ですし、痛

み、それから歩行も含めた障がいも広範囲にわたる

という副作用も出ている状況の中で、研究成果を進

めています。 

 国は、都道府県に１カ所、最低でも１カ所の専門

の病院を指定させておりまして、北海道にもその旨

ありまして、過去に１例の方の御紹介をさせていた

だきました。 

 あとは、国の対策になりますので、その方たちは

北海道の保健所のほうの担当になりまして、医療費

含めて相談窓口も全て対応しているところですが、

その後、特段大きな医療費の問題とかというのは、

無料というふうに伺っている状況です。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

      （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、４款衛生費

の質疑を終了いたします。 

 以上で、本日の日程は、全部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午後 ５時２５分 散会  
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午前 ９時００分 開議  

（出席委員 １３名） 

─────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） おはようございます。

御出席御苦労に存じます。 

 ただいまの出席委員は１３名であり、定足数に達

しておりますので、これより予算特別委員会第２日

目を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の審査日程について、事務局長から説明させ

ます。 

 事務局長。 

○事務局長（藤田敏明君） 本日の審査日程につき

ましては、さきにお配りいたしました日程で進めて

いただきますようお願い申し上げます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） １日目に引き続き、議

案第１号平成２７年度上富良野町一般会計予算の歳

入歳出予算事項別明細書の歳出、５款労働費の１４

０ページから７款商工費の１７３ページまでの質疑

に入ります。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １４１ページ、富良野広域

通年雇用の促進協議会負担５１万３,０００円でご

ざいますけれども、今、富良野市も就職フェアをこ

れからやるところなのですが、なかなか上富良野も

雇用の場が若い人がないということで、そういった

こともありますので、上富良野も何とか企業に呼び

かけて、富良野市と一緒にやったりするということ

はどうでしょうか、そういうお考えできませんか。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ３番村上委員のただ

いまの御質問にお答えいたします。 

 行政のほうも準参画というような形で、富良野地

方の物産協会、物産振興会が昨年設立されまして、

当町の事業所さんも入った中で、そういう商品ＰＲ

等を広域的に行っている状況にありまして、そのあ

たりの活動がこれからますます盛んにはなってくる

と思いますけれども、側面的にではございますけれ

ども、行政としてもかかわっていきたいというふう

に考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 人材開発センターというこ

とで、運営費の負担金になっておりますが、この内

訳等と実際に上富良野町からいろいろなパソコン教

室だとか、いろいろなやられているかと思いますけ

れども、利用状況等はどのようになっているのか、

まずお伺いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（深山 悟君） 米沢委員の御質

問にお答えさせていただきます。 

 富良野人材開発センターなのですけれども、上富

良野町の会員としましては、まず正会員で２３の事

業者様が会員として届けているところでございま

す。 

 全体としましては、上富良野から占冠まで２０７

の事業者様が富良野地方人材開発センターの会員に

なっていろいろな講習等に参加していただいている

という状況にあります。 

 上富良野の状況なのですけれども、訓練的には認

定職業訓練とか、求職者の就職訓練とか人材育成、

運転免許等々ございまして、富良野沿線の中では延

べ人数としましては４万４,２９７の方々がいろい

ろな講習会に参加している実態でございます。 

 上富良野町はそのうち１,３９５名の方々が今、

申し上げました８種類程度の講習会に参加して、ス

キルを上げているというような状況でございます。 

 以上です。 

 失礼しました、御答弁が漏れていましたので補足

させていただきます。 

 負担金なのですけれども、現在、富良野市から占

冠まで８２４万４,０００円という負担金を自治体

のほうで出しておりまして、そのうち上富良野町が

５１万３,０００円ということで予算に掲げている

ところでございます。 

 それにつきましては運営の一部経費ということ

で、国勢調査の人口に係数を乗じて過去設立時代

は、平成８年なのですけれども、国勢調査人口に１

人頭４５.６円を乗じた額、そういったもので積算

されていたところであります。 

 上富良野町は当初、６０万円だったのですけれど

も、行革等々の絡みで一律カットいうような時代を

踏まえして、今の５１万３,０００円ということ

で、全て先ほど申し上げました職業訓練等々、８項

目程度の訓練のスキルアップ事業等々に応分の負担

ということで、人口割りで上富良野町も負担してい

るというような状況でございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 内容的にはスキルアップ事

業も含めて、新たにそのスキルアップして、技術を

身につけて、就職を求めるという方というのは実

際、この利用されている方、いらっしゃるのかどう

か実態、わかればどういう形でそれが仕事に結びつ

いていっているのか、わかれば、わからなければよ

ろしいです。 
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○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ４番米沢委員のただ

いまの御質問でございますけれども、確かにそうい

う研修に参加される方自体が既に働いている方もい

らっしゃるのですけれども、無職の状態で参加され

ている方もいると。 

 毎年の事業報告の中ではごく何名かですけれど

も、ただ単にその就職というか、会社に行くという

よりも正社員としてちゃんと就かれる方もいらっ

しゃるというふうに聞いております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １６５ページ、新規開業等

支援事業補助のところでございます。２６０万円と

いうことで、昨年、３件ぐらいでしたか、これはこ

としは２件ぐらいどう見込まれているのか、何か

ちょっとこれはなかなかこういった補助も予算づけ

しているのですけれども、何かどういったあれなの

でしょうか、やはりむハードルが少し高いのでしょ

うか、それとも去年始めたばかりの事業ですので、

まさかことし内容的に直すというのも難しいのかも

しれませんけれども、どういったことが考えられる

のか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ３番村上委員のただ

いまの御質問にお答えをさせていただきたいと思い

ます。 

 事業のハードル的にはそんなに高いものだという

ふうには認識しておりません。ことし２６０万円と

いう数字を計上させていただいておりますが、その

想定は１件の認定申請があって、フルに設備の補助

１５０万円を限度としますので、その１５０万円

と、あとは雇用助成と家賃助成もやっておりますの

で、そちらのほうもその１事業に対して満度に補助

金が交付されれば２６０万円ということで、そうい

う内訳でこの数字を上げさせていただいているとこ

ろであります。 

 実際に今の段階でも具体的に２７年度において、

この事業を活用して行おうとする方１名、相談を受

けておりまして、あとはまだちょっと具体的には

なっていないのですけれども、一応こういう形でや

りたいのだという相談も受けているような状況でご

ざいますので、今の事業の要綱の中でもそういう活

用は見込めるというふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） こういった補助事業がある

ということも知らないという方もいらっしゃって、

それで１件は見込めるのだということですけれど

も、問い合わせなどはどのような状況ですか、余り

ないのですか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工振興担当主幹、答

弁。 

○商工振興担当主幹（北 創君） ３番村上委員の

御質問にお答えいたします。 

 相談につきましては、随時受け付けておりまし

て、年に数回、いろいろな方々から相談がございま

す。 

 ただ、実際に申請にまで至る方たちが少なくて、

平成２６年度におきましては、今までのところ申請

は１件あっただけでございまして、ただその１件に

つきましてはただいま審査中ということでございま

す。 

 それから平成２７年度以降に向けましては、先ほ

ど課長が答弁いたしましたように相談が何件かある

という状況でございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ８番谷委員。 

○８番（谷 忠君） 農林業費の１４８ページから

１４９ページにかけてです。 

 ここで１点お伺いしたいのですけれども、猟友会

の助成については、この中山間の中で支払いをされ

ているというふうに理解をしておりますけれども、

間違いございませんか。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ８番谷委員のただい

まの御質問でございますが、委員御発言のとおり中

山間のほうから猟友会のほうに助成をしている状況

でございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ８番谷委員。 

○８番（谷 忠君） 今の猟友会の会員というのは

何名ぐらいおられるのかちょっとお聞きしたいので

すけれども、実はシカ柵を計画をしていたというよ

うな状況にありますけれども、それが頓挫したとい

うようなことで、いまだかつてはシカの農作物の被

害が私どもの耳に入ってまいります。 

 その中で、上富良野で猟銃を所有しておられる方

の人数、それから１人で２丁持っているということ

はないのだろうと思いますけれども、もしあるとし

たらそういう方の銃の台数も教えていただきたいな

というふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ８番谷委員のただい

まの御質問にお答えいたします。 

 ただいま、現時点で猟友会の方は２５名いらっ
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しゃいます。この２５名の方、ほとんど全員にいろ

いろと町の駆除活動については御協力をいただいて

いるところでございます。 

 あと銃の所持状況でございますけれども、わなの

取得免許だけで猟友会に入っている方も２名ほどお

りまして、あとの２３名の方につきましては、ライ

フルか散弾かの内訳はちょっとわからないのですけ

れども銃を所持して、駆除活動に御参画をいただい

ているという状況になってございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ８番谷委員。 

○８番（谷 忠君） 実は国のほうでことしから、

１５年度から銃を所持しているだけで税がかかって

いると、税金ここに賦課されているのはご存じだと

思うのですけれども、これを見直そうと、こういう

動きになっています。 

 ところで、これはレジャー用で所有していると、

レジャー用だというふうで届け出すると税がかかる

のです。ところが、これ有害獣の駆除だということ

で届ければ４分の１にしようと、税をですよ、そう

いう見直しが今行われております。恐らく１５年度

からなるだろうと、こういうことなのだそうです。 

 これで上富良野で猟友会に入っている方、どうい

うふうに届けられるのか、この辺をちょっと教えて

いただけませんか。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ただいまの８番谷委

員の御質問にお答えさせていただきたいと思います

が、大変申しわけないですけれども、その猟銃にか

かる税の課税というような情報をちょっとまだ把握

してございませんで大変申しわけないですけれど

も、銃の税という今、お話がありましたが、駆除に

携わっていただいていることで更新講習とかが一部

免除になる制度もございまして、それらも町のほう

でそういう駆除に参加していますよという証明書を

発行する中で、そういう更新時講習のときの軽減と

いいますか、そういうものも現在も行っているとこ

ろであります。 

 あと、当然、要するに銃も更新時期迎えるといろ

いろと経費もかかってきますので、その辺も含めて

この税も含まれるかというふうに思いますけれど

も、その辺も含めて猟友会に対する助成の中で賄っ

ていただければというようなことで考えておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ８番谷委員。 

○８番（谷 忠君） これは各市町村との首長から

任命されれば、これ４分の１ぐらいに減額される、

こういう制度を取り入れよと、ということはいかに

農作物の被害が、シカの被害が多いかということな

のだそうです。 

 それで、上富良野町はレジャーに登録しているの

か、あるいは猟銃用に登録しているのか、そのこと

によって税が４分の１にされるということですか

ら、どのぐらいかかっているかというと、散弾銃あ

たりで１万五、六千円かかっているようでありま

す、税金が。 

 それから、空気銃になると５,０００円かそこら

だそうです。そういったことを町長として、もし上

富良野で農作物の被害がたくさんありますから、そ

ういう申請があれば町長としてそれを申請を上げる

か、そういう気持ちがあるかどうか確認したいので

すが。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ８番谷委員のただい

まの御質問ですけれども、当然にして害獣の駆除に

つきましては直接的に農作物の被害減少につながり

ますので、ぜひその辺は町としても積極的に対応を

図っていきたいというふうに考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） その中山間の話から猟銃

の話になっていったのですが、需要と供給の話では

ちょっと違うかもしれませんけれども被害がありま

すよね、その先ほど２５名と言われましたけれど

も、それで損害を軽減できるだけの成果が出ている

のかとか、まだひょっとしたらもっと猟銃会員等を

必要としているのか、そこをまずお聞きしたいと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） １１番今村委員のた

だいまの御質問にお答えいたしますが、ここ数年、

やはり被害額というのは相当なものでございまし

て、低くても３,０００万円以上、大体、通年は５,

０００万円前後の被害状況が発生しております。 

 例年、毎年、大体８０頭から１３０頭ぐらいの間

で、ここ三、四年は駆除がされているわけでござい

まして、単純になのですけれども、駆除されている

ということは一定程度の被害防止につながっている

というふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 私も何年か前に現職自衛

官も猟銃を持ってそういうことができるということ

を知ったわけでございますけれども、現在、今何名

ほどおられるのか、あるいはせっかくそういった射

撃になれていることもありますから、彼らをふやし

て駆除をもっと効率的にやるとか、そういう発想と

か、試みは行っているのかどうか。 
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○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） １１番今村委員のた

だいまの御質問でございますが、現在、私のところ

で把握している方で現職自衛官の方１名いらっ

しゃったかなというふうに記憶してございます。 

 あとは委員おっしゃるように自衛官の方、そうい

う射撃の訓練等もやってございまして、積極的な猟

友会とか、駆除活動への勧誘をということでござい

ますけれども、特別自衛官の方を対象にして猟友会

のほうに入っていただいて、駆除活動に携わってい

ただくということは特段考えておりませんので、御

了解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） １４３ページの農業委員会

関係で、農地等のこの資料見させていただいており

ますけれども、比較的土地柄のいいところ、当然、

作物の収量の多いところというのは価格も比較的高

い売買でされるという状況になっています。 

 一方で低いところはその逆だというふうになって

おりますが、近年、中富良野町から見ても比較的上

富良野町というのは農地がちょっと売買の状況がか

なり農地自体が低くなっているというような話も聞

かれます。 

 中富良野においても、よく話を聞いたらその土地

によっては当然、そういう実態も見受けられます

が、他の町村から見て上富良野町のこの売買の実

態、この価格というのは極端に低くなっているかど

うか、そこら辺等についてまずお伺いしておきたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業委員会事務局長、

答弁。 

○農業委員会事務局長（北越克彦君） ４番米沢委

員の農地の価格等についての御質問にお答えいたし

たいと思います。 

 資料にお渡ししたのは田んぼと畑の最高の価格に

ついて資料を提出したところでございますけれど

も、委員御指摘のよその町から見て上富良野は低い

のではないかといったような意見でございますが、

田んぼ地帯につきましては今の東中地区で基盤整備

事業が進んでいるところでございますけれども、過

去、数十年にわたりまして上富良野では昭和４０年

後半に富原地区で補助整備事業が行われたところで

ございまして、それ以降、土地改良事業がなかなか

田んぼ地帯では進んでこなかったという状況があり

ます。 

 中富良野のほうでは、全田んぼ地帯にわたりまし

て補助整備等々の土地改良事業が行われてきており

まして、１枚の圃場の区画の大きさですとか、排水

ですとか、農道の整備ですとか、上富良野との中富

良野比較しますと、やはり中富良野のほうが事業的

に進んでいたといったような状況もございまして、

田んぼ地帯については上富良野のほうが若干、価格

が低いといったような状況にあると思っています。 

 また、畑等々につきましては上富良野の畑につい

ては傾斜が急であったり、排水がよくなかったり、

いろいろな状況もありますので、よその町と比較す

るとやはり幾分、低いのかなといったような状況だ

というふうに認識はしております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 当然、基盤整備等の条件、

いろいろな条件がありますから、そうだというふう

に思います。 

 もう１点お伺いしたいのは、近年、生産法人等の

企業が入ったきたりだとか、そういう法人等の取得

がふえてきているという状況があります。 

 そうしますと、今、担い手が少なくなってきてい

る状況の中で、やはり農地を買い求める農家の方が

比較的条件のいい近隣には買い手はあるのかもしれ

ませんけれども、そういったほかの地域、なかなか

引き受け手がないという状況の中で、やはりそこで

やはり生産法人等が入ってくると、そういったとこ

ろにやはり価格設定の売買が若干、価格が下がるだ

とかという、そういう現象というのはあるのでしょ

うか、ちょっとお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業委員会事務局長、

答弁。 

○農業委員会事務局長（北越克彦君） ４番米沢委

員の農業生産法人と農地の価格についての御質問が

ございました。 

 離農跡地につきましては、農家の方々がどなたか

が継承していただく場合を基本的には想定しており

ますけれども、農家戸数がだんだん減少していきま

すと農家だけでは跡地が見つからないといったよう

な場合には、当然として農業生産法人も視野に入れ

ながら農地の流動化を図っていかなければならない

状況になっております。 

 現に上富良野におきましても畜産関係の農業生産

法人の方が畑を求められていただいているような状

況もありますけれども、この場合におきましても農

業委員会がかかわれる部分においては地域の斡旋と

いうことで、地域の改善組合等の中で価格を提示し

ていただきまして、その価格に基づいて売買、価格

が決まっていっているような状況であります。 

 法人だから高くなった、安くなった、地域の農家

だから高くなった安くなったという実態にはありま
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せんということで答弁させていただきます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 米沢委員、よろしいで

すか。 

 １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） １６９ページの観光誘致

事業の件でございます。 

 また、資料の４１ページもちょっとお開きしてほ

しいと思うのですけれども、まず確認したいのは１

６９ページにシャトルバスの運行というふうに載っ

ていますけれども、資料のほうの２７年度、ちょっ

と空欄になっていますけれども、ミスプリントなの

かどうか、ここをまず確認したいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（深山 悟君） １１番今村委員

の御質問にお答えさせていただきます。 

 当初予算につきましてはシャトルバス運行という

ことで１１万９,０００円の予算を計上している、

ただ、予算要求資料の中でシャトルバスの運行費が

実績としてないということの実態の質問だというこ

とだと思うのですけれども、一応、町のほうで町営

バスを保有していまして、そのバスのほうの担当と

調整していきながら、町バスが使えるときには町バ

スを運行して委託経費の実績はゼロというような実

態がこの二、三年続いているというような形でござ

います。 

 今、バスにつきまして、なかなか北海道内でバス

が少ないという実態と、運転手も少ないという実態

も踏まえながら、町バスについてはいろいろな子ど

もたちの行事とか等々、いろいろな行事で使われる

ということもありますので、当初予算では委託も踏

まえた中で計上させていただいて、あとは実際にバ

スの運行の担当のほうと調整して、町バスが運行で

きる場合には委託経費を減額補正して、そして町バ

スを運行しているということの実態でございます。 

 ことしも今後のバスの、町営バスの運行実態とい

うのがわかりませんので、当初予算ではバスを運行

委託というようなお金を当初予算で計上していると

いうことで御理解していただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） それでは、質問の観点を

変えまして、駐車台数、備考欄で参考資料としてつ

けていただいております。 

 あれで、年々駐車台数がふえてきて、定着しつつ

あるような感じがします。その人たちにアンケート

をとったら、あるいは意見を聞いたらという話にな

ると思うのですけれども、距離が結構ありますね、

元自衛隊の官舎のところを駐車場にしますので、そ

の人たちの利便性とか、そういった物の意見という

のは何か確認していることはございますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（深山 悟君） １１番今村委員

の御質問にお答えします。 

 実際に東町のお借りしている土地の駐車場のアン

ケート調査はしていないのが実態でございます。 

 こちらのほうで資料の４１番で掲げさせていただ

いている駐車場の利用台数につきましては、満車に

なった段階でカウントができないので、それで満車

時でとまっているというような実態でございます。 

 本年度につきましては、午前中、１１時ぐらいの

ときに満車になりまして、それから数台が若干この

ローテーションをしていきながらカウントした数字

が１,１６０台ということでございまして、実際に

こちらのほうに来てとめられなくて近隣の空き地

等々に今、とめられている方々も実態としてはある

ということは把握していることでございます。 

 ただ、もうこの数年、東町の駐車場も定番化して

いますので、町民はもとより、外から来られる町外

の方々にも認知度が高く、迷うことなく誘導してい

る、迷うことなく駐車場まできていただいている実

態でございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） それで町長にお聞きした

いのでございますけれども、平成２１年度から２７

年度に見積もりまで入れて９１４万でお金がかかる

ようになっていますよね。 

 そのお金は幾らかかっていても臨時の駐車場を借

り上げてやっている話で、あとは道路だとか、照明

装置とかもそうですね。絶えず毎年、借り上げて

やっているわけです。 

 自分のものに全然なっていないわけです。だか

ら、こんなことをいつまでもやっていたら、そのう

ち本当に町民の恥になってくると思うのです。 

 やはり原点に戻って、どこかに、近くに駐車場を

町として備え付けて、恒久的な町の財産として私は

やっていくべきだと思っているのです。 

 今後の町長の考え方として、それらも含めてどう

なのかと、今後どのような考え方を持っておられる

のか、そこをお聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番今村委員の御質問に

お答えさせていただきますが、私の心境といたしま

しては平成２１年度に皆さん方に私の考えをお知ら

せした気持ちは現在も一つも変わっていない状況で
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ございます。 

○委員長（長谷川徳行君） 今村委員、いいです

か。 

 １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 毎年聞いて、私は町長の

考え方理解できるのでありますけれども、あれから

もう５年ぐらいたっているのですか、議員も変わっ

ているわけです、もう一度提出すればいいではない

ですか、通るかもしれないですよ今度は。 

 私はそういった意味も含めてやはり頑張って、町

の財産にしないと、つまり定着していて、あそこの

駐車場から来る車台数もふえていますから、それで

だんだん理解してきているかもしれませんけれど

も、先ほど言いましたあれは町の財産ではないので

す。町の財産にするためには、やはり町がどこかを

借り上げて町の駐車場をつくるということが私は大

事だと思うのです。 

 またぼちぼちそういう話もいいのではないかと思

うのですけれども、いつも言われていますけれど

も、もうちょっと誠意のある話をお聞きしたいと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番今村委員の御質問に

お答えさせていただきますが、基本的な考え方とい

うのは一つも変わっているとは思っておりません。 

 ただ、それから大きく状況が動いてきた、客観的

な環境は変わってきているということは理解してお

りますけれども、今村委員は大変そういうことで背

中を押していただいておりますけれども、もう少し

私といたしましては、そういった全体の町民も含め

てそういった動きをしっかりと自分の肌で感じられ

るような、自分なりに判断できる時期を見きわめて

次のステップに進むことが必要かなということは認

識しているところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 駐車場整備については観光

振興においても非常に重要な位置づけになっていま

す。 

 この観光振興計画の中にもどの程度なのかわかり

ませんが、道路、駐車場等の整備は前期３年目の位

置づけに設定されているかというふうに思います。 

 どれだけの精度だかわかりませんが、その後、後

期４年から６年目についてはないという状況であり

ますが、やはりあれだけの集客力、お客様が来て、

やはり駐車場というのは必要な場所であります。 

 やはり町長自身はやはり観光振興計画も当然認め

ておられて、町の重要な産業の一つとして育てたい

という話でありますから、同僚委員も言われるよう

に町長も認識されているとは思いますが状況は様変

わりしてきています。 

 やはり、そういう時期にきちんとした打ち出し方

をすべきだというふうに思います。この点について

町長の考え方をお伺いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ４番米沢委員の御質問にお

答えいたします。 

 基本的な認識は全く同じでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 基本的認識は同じだという

ことで、それでは財政面ではどうかと。今、行政の

効率化という形で求められています。 

 そうしますと、本来であれば町の財産を取得す

る、その部分については当然、取得費だとかかかり

ますが、永遠にこういったことが続けば財政の効率

化だとか、経費の削減という点でも成り立たなく

なってくるのではないかなというふうに思います。 

 そういうふうに考えた場合には、やはり一定時期

に早くに決断をして、やはり土地を取得するなどの

対策をとって、安心して観光客がこの上富良野町に

来て十分楽しんでもらうという立場から、そういう

立場からの観光振興でもありますし、駐車場の整

備、土地の確保という点でもあるというふうに思い

ますが、その点は町長どのようにお考えですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ４番米沢委員の御質問にお

答えさせていただきますが、考え方、望み方につい

ては平成２１年の気持ちを現在持ち続けております

ことと、財政的に申し上げましても当時の原資と予

定いたしました開発公社の解散に伴う原資をそのま

ま積み立ててありますので、２１年の状況を今でも

維持できているというふうに考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 町長、なかなかやはり町長

のこの気持ちがよくわからないです。というのは、

議会が過去にそういって反対したから、だから私

は、僕自身ですよ、踏み出さないのだと、議会にも

責任があるのではないかと、それを否決した議会が

あるから私はせっかく堂々と提出したのになぜそん

なのを否決するのだと、だから私はそういった前進

させるような方向でこの取得にも乗り出せないのだ

というような答弁にしか私は聞こえないのですが、

やはり私はここで町の振興、産業の振興でどうある

べきかという立場からそういうものを論じなければ

ならないし、そういう時期だと思います。 

 いつまでも過去の問題に触れて、それがあるから

ということで前に進まないというのでは行政の進歩

もないでしょうし、町に来ていただけるお客さんに
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対する点についても私は失礼だと、町のあり方とし

てもそう思いますが、この点どうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ４番米沢委員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 内面的なものについてのお答えは差し控えさせて

いただきますが、いずれにいたしましても先ほど１

１番の今村委員にもお答えさせていただきましたよ

うに、総合的に判断いたしまして、そういう時期だ

というような私の思いが固まったときには、そうい

う判断をさせていただきたいというふうに思ってお

ります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 担当者に聞きますけれど

も、駐車場の整備は今の整備も含めてあるのだろう

というふうに思います。 

 だけど今後、やはりこういう観光振興する上で現

状の体制の中でこれだけの投資をして、効率化とい

うことが恐らく２割カットという形で今年度の新年

度予算も掲げられて、それぞれの課でしているわけ

ですから、そういう立場から財政の効率化という点

から見てもやはり問題があると思いますが、その

点、今後の観光のあり方としてきちんと用地を確保

したほうがいいかどうか、そこら辺については言え

ない部分もあると思いますが、町長の判断される部

分もあると思いますので、そういうものも含めてお

伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ４番米沢委員のただ

いまの御質問に担当のほうからお答えをさせていた

だきたいというふうに思いますが、一つの大きな町

の拠点となる観光施設もございますので、観光施設

全体の総合的な整備を図る観点から、そういう駐車

場等の整備についても必要であろうということにな

れば、あくまでも一体的な、総合的な判断の中で進

めていくものと考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） 関連ありますか。 

 よろしいですか。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 臨時駐車場ということで約

９１０万円というお金が使われて、これは同僚委員

が言ったように近い将来何とかしなければならない

というのは、もう委員の共通の認識でないかなと思

います。 

 たまたま２１年の段階で、その前に農地法違反が

あって、これではだめだと一旦戻して、それを今度

は新たにということでされたのだけれども、以前の

駐車場は８,０００平米ぐらいで、今度は１万２,０

００ぐらいになると、その段階で３,０００平米以

上の奥のほうですね、これが利用の対応がきちんと

していなかった、それから値段が高いのでないか、

そういうようなことも含めてある面で町長提案のあ

れが否決された経緯があって、私は賛成した立場で

ありますけれども、ただいずれにしましても、その

とき町長が今後どうするのかというと、ある面で議

会の構成が変われば考えるというような含みを残し

た答弁をされています。 

 そうすると、あれから１回選挙が終わって、今度

はまたその後、ことし選挙ということであるから、

できれば僕はやはり早い時期に上富良野町の商工観

光の振興のためにもぜひそういう準備態勢を整え

て、この農地買収についてやはり取り組んでいって

いただきたいなという気がするのですけれども、そ

の点、町長の判断をお伺いしたい。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ７番中村委員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 日の出公園を一体的にさらに利便性がよく、しか

も多面的に使えるような仕組みにしていきたいとい

う思いは一つも変わっておりませんし、むしろそう

いう思いが強くなっていると申し上げてもいいかと

思います。 

 今回の予算の中でも調査費等を計上させていただ

いておりますけれども、頂上への車の通行の利便性

をさらに高めたいというような思いも持っておりま

すし、日の出公園を拠点とするさまざまなイベント

開催の頻度も高くなっております。 

 さらに、新しいイベントも加わってくるなど、非

常に多くの皆さん方に利用されているような状況を

踏まえますと、やはりさらに使い勝手がいいような

状況につくっていきたいという思いを非常に強くは

持っておりますが、私の気持ちの中でなかなか整理

がつかない部分もあるということも御理解いただき

たいと思いますし、面積的にも平成２１年度に皆さ

ん方に御相談申し上げましたスペースはしっかりと

使い切れるというふうに今でも思い続けております

ので、そういったことが客観的に見て中村委員から

お話がありましたようなことも十分、私の胸にとめ

ておりますので、これから最終的には上富良野町の

町民の皆さんが上富良野が活気を取り戻して、町民

の皆さん方が喜んでいただけるようにすることが最

大の眼目でございますので、それは忘れないでいき

いたというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ２番小野委員。 

○２番（小野 忠君） １５５ページ、古い話なの

ですけれども、ちょっとしろがね改良土地改良問

題。 
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 これ、もう十何年もなるのですけれども、このし

ろがね改良の問題につきまして、これは以前に全て

議会で議決しているのですよね、議決しているので

す。 

 ただ、私が思うのは地権者が１０１件の人が全く

お金を払わないで、これを今、町が全部負担してい

るわけです。そして、不満なのは抵当権を設定した

人、これ今現在、五、六名はまだ残っております。

その方たちは土地があるから、その土地を農業委員

会の許可を得て小作をしていると、そのお金はこっ

ちに入ってくるでしょう、小作料は。 

 それが今現在、この負担者がなぜ負担をさせない

のか、これが１０１件、事業実施者は１０１件あっ

た。これが全く全然、そういう離農者が２７件、ほ

ぼ２７件あったわけ。その２７件の離農者は土地を

抵当権設定していると思います。農協の、それは農

協が合併するときにもういいのだと、あとは町に任

せると、このようになっているはずです。 

 それが、全く全然払っていないでしょう。相当の

金額の人もいます。その方々払ってないのです、そ

れで町が大きな金額で、これは毎年１億何ぼ払って

いかなければならない、これはなぜなのだろうと、

これは私は十何年、議席をもらってここまでおりま

したけれども、不満で仕方ない。 

 ですから、これはどうして収入を上げないのか、

この１０１件の農家の方の事業費をどうしていただ

いていないのか。そして、抵当権設定した人ばかり

が土地を抵当にして、今、使用権あるでしょうま

だ、残っていると思います。 

 それで、その人たちだけ払って、このほかの人た

ちは払わないで、大きな金額に上っていますよ、名

前も知っていますよ、これは今こんなところで言え

ません。これを全部、町が今、こうやってしろがね

土地改良事業、これは何年までも払わなければなら

ないでしょう。１億何ぼ払っている、毎月。それに

対してどうしてなのだろうということを今まで不満

を感じてきたわけなのです。 

 そして、この問題については昭和５８年のころ、

１２月２８日に原案、議会で議決しているのです

よ、これ。払いますよ、もらいますよと、議決して

いるのです。ここに議決書ありますよ。それが絶対

に守られていない、そして農家の人たちは全くどう

して払わないのだと私、聞いたのです。そうした

ら、これは町が始めた仕事なのだから払わなくても

いいのだということなのです。そうしたら、その人

は得だったけれども、抵当権設定した人たち、農協

が抵当権設定してあった、その分だけは入ってきて

いる、不公平なのです。大きな金額もありますよ。 

 これらをどのように今、お考えになっているの

か、それをちょっとお聞きしたいなと。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、わかる

部分でいいですから。 

○産業振興課長（辻 剛君） ２番小野委員のただ

いまの御質問にお答えをさせていただきますが、

ちょっとわかる範囲でということで申しわけござい

ません。 

 今回、予算計上させていただいておりますこのし

ろがね土地改良区助成費の１億２,３５２万８,００

０円につきましては、このしろがねの土地改良事業

にかかわりまして町が負担する部分を償還する額を

予算化しているということで御理解をいただきたい

というふうに思いますし、この額の中には例えば今

まで滞納されて支払えなかった農業受益者の方の肩

がわりというようなお金は一切入ってございません

ので、その辺御理解いただきたいというふうに思い

ます。 

 あと、委員おっしゃるとおり、例えば農業受益者

の方が何らかの理由で離農等をした場合に、その債

務を履行できなくなった、そういう場合については

その行政が最終的には負担するのだよというような

取り決めになっているというふうに私のほうも理解

しておりますけれども、一昨年の平成２５年度の３

定だったと思うのですけれども、その当時、そうい

う滞納分については２００万円ほど補正で予算を上

程させていただきまして、一度、精算をさせている

状況でございまして、その以降については滞納と

か、そういうものについては発生していないという

ことで、町のほうで多分、そういう措置をするよと

いう議決のことだったと思うのですけれども、それ

を履行するといいますか、という形で町のほうで実

際に農家受益者の方の負担をしたのは、先ほど言い

ました一昨年の９月の３定のそのときに補正をし

て、支出予算を補正させていたものに限るというふ

うに認識しておりますので、御理解をいただきたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番小野委員。 

○２番（小野 忠君） でもね課長、それちょっと

私は納得できないのです。今、抵当権設定した

方々、これおります、何名かわかりますから。今現

在、５件か６件残っているはずです。その方たちは

毎月、一応、宅地料、小作料払ってやっておりま

す。 

 そうして全くそのほかの人たちはどうして払わな

いのだと聞いたら、払うことないというの、こんな

もの。何で払わなければならない、そういう問題は

何十年も続いたのですよ。 

 もうぼちぼち言おうか、言おうと思って毎年考え

ていたのです。全然、そういうチャンスがない、も
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う少し折を見てみようと思ったのですが、今まで出

したお金、これすごいですよ、２２年から２９年度

の１０億７,８００万負担、年間１億３,０００万円

ですよ、これ。その額を今、町が負担しているので

すよ。 

 それは金利もこのときに金利の上昇も低額なあれ

に上げて、その金利は前町長のときに金利は別な会

社から借りて払った状態があります、これはわかる

でしょう。書類を見たらわかると思います。これら

を払います、何をしますと金利まで下げたのです

よ、農家の方々に。それが払っていない、それはこ

こで理由言っても理屈にならないのだわ。 

 そうしたら、抵当権設定している人たちがただ一

生懸命やって、その年の終わった人間をその土地は

どのようにするのと、まだこれだって決まっていな

いでしょう。返すのか、返さないのか、もう地権者

が年とって死んでいない人もいる、その方々には相

続権とかというのがいろいろあるから、簡単に登記

はできない、もし誰かに売るとしても。 

 これら、こういうことは全部、全て、もう十何年

もたっていますから、５８年ですから、このときに

議会は議決している、これ議決書です。これは、こ

のときにもらった。だから今、町長さんが御苦労な

さっている、だからこのときにも散々今の仕事です

か、このしろがねかんがいがあるから、まず上富良

野町ちょっと待とうと、山間地帯も林業も、それで

上富良野町は山間地帯の仕事は一応、あのときとめ

たはずなのです、これはわかるでしょう。 

 そうしてきたのですけれども、これどうして僕、

ただ思うのはどうして…… 

○委員長（長谷川徳行君） 小野委員、もっと簡潔

にお願いします。何を求めているのか、よろしくお

願いします。 

○２番（小野 忠君） それで、なぜこれを集めな

いのかということをお聞きしたいのです。これ、問

題は。それを聞かせてください。 

○委員長（長谷川徳行君） 小野委員、ここに出て

いる１億２,３５２万８,０００円のあれは、町で国

が何ぼ、道が何ぼ、町が何ぼ、受益者が何ぼといっ

て決まっていた町の持ち分を払っているということ

で今、説明ありましたので、それはわかっていると

思いますので。 

 暫時休憩いたします。 

────────────────── 

午前 ９時５２分 休憩 

午前１０時１５分 再開 

────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、会

議を再開いたします。 

 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ２番小野委員の御指

摘に対するお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

 まず、しろがね土地改良区助成費の１億２,３５

２万８,０００円につきましては、先ほど申し上げ

ましたとおり、この事業において道路等の町が負担

すべき点についての金額を予算化して例年支払って

いるものということで、まず御理解をいただきたい

と思います。 

 あと、いろいろと小野委員のほうからお話があり

ましたが、農業者個々の事情によるものということ

で、ここでこちらからの答弁はすべきではないとい

うふうに考えておりますが、今後もあと償還、２

７、２８、２９年度までございまして、あと３年間

ございます。 

 現在まで先ほど申しましたように２５年の算定に

おきまして、そういう案件につきましては整理をさ

せていただいた経過にあり、その後については皆さ

ん、きっちりと完納いただいている状況でございま

すので、あと３年間、そういう収納対策、引き続き

しろがね土地改良区と連携を図りながら、そういう

滞納のような状況が出ないように努力してまいりま

すので、御理解をいただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番小野忠委員。 

○２番（小野 忠君） 課長からいろいろと御説明

いただきましたけれども、私はこれ長年に見ていた

現状ですから、ただ、言いたいのは先ほど言いまし

たとおり、払っている人と払っていない人ととの差

を言っているだけで、これらが努力して集めてくだ

さい、お金。そして、完全に登記ができるよう努め

ていただきたい、これは相続財産になって本人もい

ない人も大分おりますから、その人たちのことも考

えて、そして今後やってください。 

 私は、ごんぼう掘ったのではない。ただ、説明が

長くなりますけれども、ただ払っている人と払って

いない人の意見、そしてこういう書類をいただいて

ものだから、これらを対象にしてしかわからないで

しょう、もう１０年もたっているのですから。もう

私だって１５年いるけれども、これは１０年前の話

なのです。 

 ですから、きょうはこれでとめて、あとは今残っ

ている六、七件の方々はやっていただきたいと、あ

とは町でお話するのですから私は何も言う必要はな

いから、そういう人たちがいますよということを

きょうは訴えたのであって、いろいろと課長、考え

てください。 

 これで私は終わります。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 
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○産業振興課長（辻 剛君） ２番小野委員の御質

問といいますか、御指摘でございますけれども、引

き続きこの負担については公正を期すよう、事務に

努力していきたいというふうに考えていますので御

理解をいただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番徳武委員。 

○６番（徳武良弘君） １６９ページのかみふらの

十勝岳観光協会運営費補助なのですけれども、資料

でいいますと５５ページ、この中で特別キャンペー

ンに１５０万円拠出していますけれども、これは何

に使うのですか。どういったことに使われますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（深山 悟君） 徳武委員の御質

問にお答えしたいと思います。 

 資料で提出しています誘致事業の特別キャンペー

ンでございますけれども、東京首都圏キャンペーン

で５０万円、友好都市提携でありますが、関西方面

の位置づけなのですけれども、津祭りに５０万円、

サッポロビール絡みのイベントで代々木のほうでイ

ベントがありまして、そこに５０万円ということ

で、合わせて１５０万円で補助をしようとして計上

しているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） １４９ページの６次産業化

ネットワークづくり支援事業補助という形に２３９

万３,０００円ついておりますが、この内容と事業

等の目的等を教えてください。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ４番米沢委員の６次

産業化に関します予算の御質問にお答えさせていた

だきたいと思います。 

 この６次産業化ネットワークづくり支援事業保持

ということで、うちの町で６次化を目指している方

といいますか、既に認定を受けている事業者さんな

のですけれども、国の事業の制度を活用いたしまし

て行うものでありまして、間接補助的なものでござ

いますけれども、事業対象経費の３分の２を補助金

として交付されていくということで、その金額を計

上させていただいております。 

 この事業の活用の目的でございますけれども、６

次産業化ですので、あくまでも中心が農業者という

ことになりますが、やはり他事業種の方との連携を

図りながら商品開発でありますとか、販路の拡大で

ありますとか、そういうことを目的としてこの事業

の活用を行うものでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 非常に他の地域においても

こういう取り組みがされています、 

 私はこういう産業の取り組み、これだけではあり

ませんけれども、地域の皆さん方がいろいろな事業

の展開するときにやはり意気込みだとか意欲だと

か、そういう新しいものを求めて、またさらに自分

の実利と地域の活性化になればということの声がた

くさん聞かます。 

 そういう意味では、非常に大切に取り組みであり

ます。その上で、多くの課題としてはやはり販路の

獲得だとか、やはり販売先含めて商品開発、いかに

一定程度の利用者の、あるいは消費者のニーズに

合ったような商品を価格設定も含めて提供できるか

どうかという点で非常に苦労しているという実態が

あると思います。 

 そういう意味で、ここにかかわってその認定者の

方も努力するわけですけれども、この販路の獲得だ

とか、販売だとか、そういう意味での連携というの

は現在、取り組みの課題なのかも相当あると思いま

すが、そこにかかわる町の関わり方とあわせてお伺

いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ４番米沢委員のただ

いまの御質問にお答えをさせていただきたいと思い

ます。 

 多分、委員おっしゃるとおり、行政だけでは単発

的なＰＲでありますとか、そういういろいろな出店

の支援でありますとか、例えば食材であればホテル

への提供でありますとか、そういう単発的なことに

ついてはできるというふうに思うのですけれども、

それが継続した業としてなかなか販路の拡大であり

ますとか、そこに結びつけていくという部分では、

本当にバイヤーさんとのそういう商談機会等の情報

提供等にとどまっているということもありますし、

現時点でできるものは、その範囲かなというような

認識もあります。 

 ただ、今、予算計上させていただきましたこの事

業につきましては、今、委員がおっしゃるように商

品開発も含め、販路の拡大についてもそういうプロ

フェッショナルの業種さんとのつながりを研究をす

る、そういうソフト事業になっておりますので、ぜ

ひこういう事業の活用を事業者さんには積極的に

図っていただいて、こういう事業の活用がしっかり

できるような、そういう情報提供でありますとか、

窓口的な機能ですとか、そういう部分を行政のほう

では強化をしていきたいというふうに考えておりま

す。 
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 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 本当にかかわり方だとかと

いうのは本当に認定される方、業者の方がみずから

計画、目標を持たない限り動き出さない部分がある

というふうに思います。 

 やはり今、商品化したものを展示する、販売す

る、そういった場所、ブースだとか、そういうもの

がなければならないのだというふうに思います。 

 ただ、上富良野町の場合はいろいろな地域に出て

商品紹介などしているケースもありますけれども、

やはりこういった上富良野の商品ですよという形

で、こぞってやはり試食販売も兼ねた、それがどう

なるのかちょっとわからない部分ありますけれど

も、有効であればそういったものを持って、やはり

他の町に出掛けていって、恐らく大都市になるのだ

ろうというふうに思いますが、仕掛ける、そういっ

た展開も今、必要になってきていると思うのです

が、こういった点では可能性と課題という点ではど

うでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ４番米沢委員の御質

問にお答えさせていただきますが、現に大都市圏で

ありますとか、道内であれば札幌等の老舗のデパー

トと、そういうようなところにいろいろと機会を通

じまして出店をさせていただいたりというような活

動は取り組んでいるというような現状でありまし

て、大体、年間そういう機会が今のところ２回、３

回というような形で設けさせていただく中で、行っ

ている現状にございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 恐らくこういった上富良野

会だとか、いろいろな会、あるいは上富良野と結び

ついた人に案内して、やはり広くそういった人に来

ていただいて、やはり上富良野のよさも知ってもら

うという形になれば、上富良野町に定住、移住促進

の項目もありますし、やはりそれが最初はなかなか

効果が上がらない、だけど地道にやってくれれば、

今まで担当の課長もおっしゃったように一定の成果

出でいる部分もありますし、そういったものを持っ

たのを、視点をちょっと変えて対象者も含めてかえ

る必要もあるのではないかと思いますが、お願いい

たします。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ４番米沢委員の御質

問にお答えしますが、例えば札幌であれば上富会も

ございまして交流担当の担当課と調整した中で、町

の特産品等については持っていって、そこで試飲を

していただくとか、そういうような取り組みも進め

ているところであります。 

 先ほど言いましたように一方で、全く民の事業と

して商品開発でありますとか、販路の拡大、そうい

う大きいものもやるのですけれども、今、委員が言

われた地道なそういう町のＰＲを兼ねてその商品を

売り出す、そういうことに結びつくような活動につ

いては、引き続き積極的に取り組んでまいりたいと

思っておりますので、御理解をいただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 済みません、ちょっとペー

ジがまたいでしまうので関連でなかったらお許しく

ださい。 

 今のこの６次化の部分というのは国の直接的な事

業で、これはもう対象者が農業者ということであり

ます。 

 この間、例えば商工会においても、たしか平成２

３年度からだったと思いますけれども、町長の特段

の御配慮の中において、いわゆる自主財源に相当す

る部分というのを手厚く補助していただいたおかげ

で、いわゆる全国商工会連合会主催に、これも国の

事業になるのですけれども、そういった全国展開事

業というものにさまざま取り組むことができまし

た。 

 御承知のように昨年、小規模基本法が制定された

ことによって、総体の枠の予算というのが国におい

ても非常に拡大されている現状にあるのです。 

 ただ、残念ながら商工会議所と違いまして、商工

会議においてはその事業主体というのが個々の経営

者ではなく、あくまでも商工会が主体となって運営

をしていかなくてはいけないということから、その

自主財源に当たる部分というのは商工会として拠出

しなくてはいけない状況にあります。 

 残念ながら、現況の商工会の財政状況を見ますと

そこに大きな財政投資をするだけの余力が今ない状

況にあって、平成２５年まで町長が配慮していただ

いた後については、現状が滞っている現況にあるの

です。 

 この１６５ページにも上富良野町の地場産品普及

事業でまるごとかみふらのビールに関するところで

１００万円等々の運営補助もいただいております

が、今、同僚議員もおっしゃったように非常に上富

良野恵まれた財産といいましょうか、特産品の宝庫

でございます。いま一度、こういったものを商品化

をしていくのに農商工連携であったり、全国展開事

業であったりとかいう、いわゆる商工会枠の中で広

めていきながら、大消費地への消費の喚起であった

りとか、それから上富良野ブランドの販路拡大で
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あったりとかという事業に、またこの時期だからこ

そ参画すべきだと思いますが、そういった予算づけ

というのは今後においてどうなのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ５番金子委員の御質

問にお答えさせていただきます。 

 そういう斬新な将来、大変期待の持てるような事

業展開、そういうものは期待できるというような判

断をいたせば、当然、そういう提案に対しては真摯

に対応させていただきたいというふうに思います

し、個別でただ商工会の運営そのものに補助ではな

くて、個別の事業として判断をする中で必要であれ

ば、町のほうとしても積極的にかかわっていきたい

というふうに考えています。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） まさしく３年間の時限立法

でやっていただいたとき非常に成果も出ました。ま

た、広く上富良野の特産品というものを２次加工を

いたしまして、もちろん町内の方はもとより、今ま

で例えば札幌圏域であったり、東京等の首都圏でま

だまだ上富良野という名前、また上富良野の隠れた

産品というものをＰＲできなかったことは、非常に

国の３分の２にわたるお金を使ってやることができ

ましたので、非常に意欲を持ってやる気のある商業

者もたくさんおります。 

 ただ、残念ながらこの上富良野においては販路の

持っていき方がわからないとか、やりたいのだけれ

ども資金が足りないという、そういう事業者がまだ

たくさんおりまして、商工会としてもそういったも

のを非常にバックアップするようにしておりますの

で、いずれかの機会にしっかりとした予算づけとい

うものを考えていただきたいと思いますけれども、

いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番金子委員の御質問にお

答えをさせていただきます。 

 将来の上富良野活性化、あるいは若者、若い人た

ちが期待を持って、希望を持って事業活動に取り組

んでいただけるようなきっかけが、町が背中を押す

ことによってできることについてはしっかりとタイ

ムリーに成果が上がるように取り組んでいくことは

全く、町が成すべき第一義の仕事でございますの

で、いろいろ御提案をいただきながら事業に結びつ

けていけるように私も取り組んでまいりたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １６７ページ、観光振興計

画ワーキング推進事業、ここのところですけれど

も、これは上富良野の魅力を再発見しようというこ

とで、そういった事業で昨年から始めた事業でござ

いますが、昨年と同じ１１２万２,０００円予算づ

けになっております。 

 これは、どうなのでしょう、何か町民から６０名

ぐらい公募してとかというようなお話だったと思う

のですけれども、その状況につきましてちょっとお

尋ねしたと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（深山 悟君） ３番村上委員の

御質問にお答えします。 

 観光振興計画ワーキング推進事業の多分、実績と

いう部分の御質問だと思うのですけれども、１年次

目は２５年につきましてはＩＴを利用した観光情報

の発信、受信とか、あとおもてなし向上とか、そう

いったようなセミナーという部分を開催するととも

に、町民から公募をいただきまして二、三時間の、

短時間の周遊してお金を上富良野町で使っていただ

けるような掘り起こしというようなワーキング等を

実施しているところでございます。 

 ２６年度におきましては、おもてなしセミナーは

町自体の観光力を上げるという部分で継続して開催

したことではございますけれども、ワーキングとし

ましては継続して二、三時間滞在という部分で商品

化できるような形というような部分でさらにブラッ

シュアップして、関係者等々の皆さんと協議して

ワーキングを開催しているところでございます。 

 またひとつ、おもてなしスタイルということで、

要は観光客の皆様が満足度を持って上富良野町にま

た訪れていただけるような、そういった上富良野独

自のおもてなしスタイルをちょっと検討するという

ようなワーキングを実施しているところでございま

す。 

 基本、町民の皆様、あと観光事業者の皆様実際に

ホップとか、サガリとか云々とかそういったことは

言えるのですけれども、実際それがホップが例えば

何とかのアサ科の云々で毬花を乾燥してやったやつ

とか、あとサガリについては豚の横隔膜の云々で、

豚から二、三百しか取れないとか、そういったよう

なちょっとうんちくという部分をおもてなしスタイ

ルとして皆さんに浸透していただければ、町民がそ

ういったことを答える、観光事業者が答える、する

とそこに訪れた人たちがさらにこの町に満足度が上

がるというような形で観光入り込み数を上げるよう

なちょっと手法を考えているところでございます。 

 ２７年度に計上した部分におきましては、観光振

興計画、３０年度までの６カ年計画で中間地点で折

り返しということで、目標値も入り込み数９０万人
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という数値設定もございますし、あと今後の後期の

計画の部分の中間評価という部分が一つ、あとは実

際にこのおもてなしスタイルと二、三時間の滞在の

部分のワーキングをやりましたので、今度はもっと

今までは座学的なもので結構、中でやっているよう

な事業でありました。これ見える化ということで、

ちょっとモニター的に町民の皆さんとか、実際にそ

ういったエージェントとかで企画しているところに

売り込んで、ちょっと見える化というような形を

ちょっととりたいなということで検討しているとこ

ろでございます。 

 いずれにしましても、観光振興計画の基本目標に

掲げます四つの項目、観光入り込み数の増、そして

観光消費額の増ということで、この町の知名度を上

げて、さらに町民自体がこの町の地域力というか、

地域の情勢ですね、そういったものを上げるための

施策をまた継続して取り組んでいきたいという形で

今回、同額の予算を計上しているところでございま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 二、三時間のバスツアーで

終わってしまってはちょっとあれですので、また改

めて上富良野の魅力を再発見してもらおうというこ

とで、やはり集まっていただいた方にそのワーキン

グ、やはり魅力を引き出して、魅力を話していただ

いて、そこを聞かせてもらって、それで３年か４年

前に大分に研修に行きましたけれども、そこは熟年

女性をターゲットに、それで十勝岳の温泉に入ると

お肌がつるつるになってすてきよとか、そういう

ターゲットで非常に魅力を大分、熊本の魅力を引き

出しているというのを研修してまいりまして、これ

は上富良野のいいところをもう一度再発見してもお

うといって始めた事業ですから、やはりもうちょっ

と集まって参加していただいた方にいろいろな魅力

を引き出して、そしていろいろ語っていただいて、

そして上富良野の魅力につなげていっていただいた

らどうかなという感じ持っているのですけれども、

具体的に効果を上げていくような感じでお願いした

いと思いますが、いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ３番村上委員の御提

言に対するお答えをさせていただきます。 

 今、主幹のほうからも申しましたように二、三時

間寄りませんかについては、今ちょっと４コース設

定しておりまして、歩くコースが一つと自転車で

回っていただくコースを今、想定してございます。 

 そのコース内にはいろいろ観光施設でありますと

か、飲食ができる場所でありますとか、そういうお

金が落ちるような、そういう施設等も勘案しながら

コース設定をしてございまして、バスですうっと

回って、物見遊山的なものではなくて、しっかりそ

の辺の経済性のことも考えた中で設定をしていると

ころでございます。 

 さらに商品化という点では、実際に２７年度から

この事業の中で、それがモニターツアーになるの

か、本格的な商品として旅行会社に販売するのかと

いうのはちょっと別なのですけれども、要するに商

品化に向けて具体的な動きをさせていただきたいと

いうふうに思っていますし、先ほど委員がおっ

しゃっておりました大分の話ですけれども、そうい

う地域の人材の方にかかわっていただくことも重要

だというふうに思いますので、そういうこともいろ

いろと考慮しながら進めていきたいと思っておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 商品化するというのは本当

に非常に大切だというふうに思います。 

 去年もそれぞれ自転車でスタンプラリーだとか参

加させていただいて、休憩所だとか、食べ物のそう

いったところで休んだりとかして、食べ物だとかい

ろいろ食べさせていただきました。 

 やはり、そういう体感することによって、一定程

度やはりそういう食べ物だとか見る場所、自転車な

ら自転車を置ける場所だとかというのがあって初め

て、そういったものが生きてくるのだというふうに

思います。 

 今、担当課長が言われた４コースというのは恐ら

くそういう企画設定の中で具体的に今回、動き出す

内容だというふうに思いますし、当然、そうします

と今後、やはり駐車場の整備だとか、やはりいろい

ろと安心して回ってもらうような休憩できる場所だ

とか、そういった一定程度の整備も当然、必要に

なってきますし、この観光振興計画の中にもそうい

う項目がしっかり植えつけられているというふうに

思います。 

 そういう意味では今後、そういった展開という点

でやはりまだ具体的でないですから失礼な聞き方を

するのですけれども、いつも申しわけないのですけ

れども、本当にそういう課題を押さえた中で展開す

るというふうに思いますが、その点をお伺いしま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ４番米沢委員のただ

いまの御質問にお答えさせていただきたいと思いま

す。 

 商品化については、ぜひ積極的に進めたいという
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ふうに思っておりますが、完璧な体制でそれに対応

できるかというと、それほどまだ自信もございませ

ん。 

 いろいろとそういう試行といいますか、モニター

ツアー等を通じまして、そこで大なり小なり、課題

というのが見えてくると思いますし、その中で例え

ば整備が必要なものであったり、そういうものが出

てきた際には必要な予算化をして整備を図るという

ことも出てくるだろうというふうに思いますので、

そういう形で積極的な対応に心がけたいというふう

に考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 関連で、今の観光振興計画

のワーキング推進、私も知るところによると先ほど

課長おっしゃった自転車で回るようなコースとかい

うのは、既に圏域の中で進めていきながら、その中

において非常に上富良野がロケーションですとか、

それから先行性にすぐれているというところで、

コースの選択も他の自治体よりも先んじているこの

件にかかわって昨年度から始まりまして、町長の配

慮等々でも第１回目の十勝岳のヒルクライムレース

が大成功したりとか、また町内の事業者において先

ほど同僚委員が言ったようなスタンプラリーによっ

て、そこから一つ、もう少し商業振興にもつながる

観光と商業を組み合わせた事業等々も行われてきて

おります。 

 ぜひ、この今まで富良野、美瑛の広域観光であっ

たりとか、それから上川地方の観光連盟負担、それ

からパークボランティア、それからはなびと街道、

いろいろな地域連携で執り行っているところにおい

て、まだまだやはり上富良野の潜在的な能力という

ものが前に出ておりませんので、こういったところ

をぜひ上富良野にイニシアチブをとれるように、昨

日のジオパーク構想についても、やはりこの山を生

かしたこの風光明媚な景観、そして歩いたり、自転

車乗ったりするというところに非常に恵まれている

バックグラウンドがありますので、ぜひここは町長

のリーダーシップを発揮していただいて、ぜひこの

機会に我こそは上富良野は、本当にそういう健康と

エコに携わる、自転車であったり、それから健康

ウォーキングであったりするところの、本当に特区

というか、先んじた動きをやってほしいと思いま

す。 

 昨日の定住、移住でも、今年度の２６年度の補正

で地域先行型の補正が入るというふうに聞いており

ますので、町内において先ほど言ったいろいろなイ

ベント等々も企画もありますので、ぜひそういった

ときには町として手挙げをして、この観光の中にお

いてもちょっと他とはグレードの違うものをやって

いただきたいというふうに考えますが、ちょっと２

６年度補正の話になって申しわけないのですけれど

も、そういったものもまだまだ考えられると思いま

すが、その辺はいかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ５番金子委員の御質問に

私のほうからお答えをさせていただきます。 

 今、観光の分野においては、さまざま今、新しい

取り組みが進みつつあり、またそのいい感触が要素

として出てきていることは御案内のとおりかと思い

ます。 

 観光分野に限らず、それが農業につながって、農

業と連携することで農業の振興が図れる、結果、そ

れが定住や移住につながってくると。一つの切り口

というよりも、その切り口がさまざまな効果が発現

できるような、そういう取り組みをぜひしていきた

いものだと。 

 それについては戦略を持って予算化すること含

め、そういうところにつなげていきたいなというふ

うに考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） １６５ページ、地場産品

普及推進事業負担ということで１００万円というこ

とで、前年度の資料もいただいておりますが、プレ

ミアムビール、今回はどういった計画をお持ちかお

聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） １２番岡本委員の特

産品予算にかかわります御質問にお答えさせていた

だきます。 

 その中でもプレミアムビールの件ということで、

基本的枠組みにつきましては昨年度の取り組みとそ

う変わるところはないのですが、ただ瓶製品につき

ましてはよりちょっと積極的に活用しようというこ

ともございますので、昨年、一昨年とビール瓶につ

きましては３,０００本の製造だったのですけれど

も、今回、１,０００本増量いたしまして４,０００

本と、あと残った部分については町内の飲食店、観

光施設等での活用であるとか、町民の皆さんに集

まってきていただいて毎年やっていますビアガーデ

ンですとか、そういうような活用ということで考え

ております。 

 得に瓶ビールの１,０００本増量につきましては

町内の観光施設の方が旅行会社と連携する中で、そ

ういう体験型の観光も組み合わせた中で、そのお客

様が大勢来られるという中の一つのメニューとして

瓶ビールを活用いただけるということになってござ

いまして、そういう意味も含めてまして瓶ビールを
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ふやした中で２７年度は展開していくということに

なっています。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） 今回は１,０００本ふや

す、瓶の部分を１,０００本ふやすということで、

最初からオーダーが事前にあってのという部分だと

思いますが、感触としては今後、増量を見込めるぐ

らいの需用はあるのかという、需用があれば供給も

していかなければならない部分もありますし、今、

副町長も先ほど観光の件おっしゃいましたけれど

も、そういったところでこれは今年度の予算でいい

のですけれども、今後、どういう感じを持っておら

れるか、ビールの部分ですね。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） １２番岡本委員の御

質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 ビールの醸造に当たりまして御案内かと思います

けれども、サッポロビールのほうの開拓史ビール醸

造所というところにお願いしてございます。 

 何せかんせラインに乗ったビールではございませ

んで、手づくりでございまして、うちの町では例

年、ここ数年は３,７００リットルぐらいの醸造量

となってございます。 

 やはり醸造所のほうでは他の地域からもいろいろ

と地域の特徴あるビールの注文を受けているという

ような状況で、なかなか上富良野だけで占有すると

いうことにもなりませんので、今の状況の中ではこ

れ以上、醸造量をふやすというのはちょっと厳しい

のかなというふうに思っています。 

 今後の展開でございますけれども、一応、この実

行委員会を組織してやっているわけですけれども、

活動の目標といたしましてはやはりブランド化で

あったり、あと平素の地元での商品活用であった

り、あとやはり地元で取れた原料１００％というこ

とでございますので、農業に対する理解の深化とい

うような三つの一応、目標といいますか、目的とい

いますか、こういうものを年頭に置いた活動してい

るわけでございまして、今後、通常の事業みたいに

どんどん売ってもうけるということは想定はしてご

ざいませんけれども、今言った三つのことをより達

成するためにといいますか、継続するために活動に

ついては継続をしていきたいなというふうに考えて

ございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） ビール好きの仲間が通年

通してつくってしまえばどうだというようなことを

おっしゃる方もいて、小さい釜を上富に一つつくっ

て農商工連携でも６次でもいいのですけれども、そ

ういった小さいけれども継続してつくれるような施

設があれば年中飲めるということで、ちょっと通風

気味な人なのですけれども、ということで、時期が

時期でまち・ひと・しごと地方創生ということで、

そうなれば雇用の場もできるし、ブランド化もでき

るしみたいな話もそれこそビールを飲んだときにそ

ういう話になったりもするのですが、そういった方

向、町長の地方創生の話もあらあらお聞きして、い

ろいろ大体の構想は何となくわかってはおります

が、あえて聞かせていただきたいと思いますが、こ

ういったようなツールを合わせ技として将来、行く

行くそういったような考えは視野にはあるかどうか

ということをお聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １２番岡本委員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 先ほど金子委員のほうからもお話がございました

けれども、私は地ビール、ビールについて言えば今

はクラフトビールブームが起きておりまして、まさ

しくそういう状況ですけれども、さまざまなうねり

ができて、うずが巻いてくるような感じで多くの業

態、業種の人たちがそのうずの中に入ってきていた

だけるような仕組みというものはやはり今、少し

ちょっと不適切ですけれども、いつでしょう、今で

しょうみたいな感じで、まさしく地方創生がうたわ

れております。 

 これから、そういうさまざまな仕掛けを広く町民

の皆さん方から御意見をいただきながら、今、岡本

委員がお話ししておりましたような、そういうこと

が一つの起爆剤になれば、それはもう先行投資はあ

りだと思いますので、研究させていただきたいと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） １７１ページから１７２

ページにかけた十勝岳温泉地区の振興対策費という

ところでございます。 

 まず、１７３ページのほうの登山コース及び冬季

コースの整備というふうにございますが、これは具

体的にどのようなことをしているのかということか

らお聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（深山 悟君） １１番今村委員

の御質問にお答えいたします。 

 登山コース及び冬季コース整備ということで、上

富良野十勝岳山岳会のほうに委託しまして、現状を

把握して登山コース、要はササが伸びているところ

とか、若干、水が走って洗掘しているようなところ
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というのは、現状を踏まえながら整備をしていただ

いているという部分が夏の登山コースの整備でござ

います。 

 冬季スキーコースの整備につきましては、スロー

プコースの中で枝があったりとか、滑走するときに

邪魔になる小枝ですね、そういったものの伐採等々

をしていただいているという部分ということでござ

います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 予算的にもそうだろう

と。十勝岳の警戒レベルが２から１になりましたけ

れども、御嶽山の例をとるまでもなく、水蒸気爆発

いつ起きるかわからないですよね。この予算はもう

少し例えばふやして、避難小屋みたいな大々的なも

のはもちろん国とか支援がないととてもできない

し、美瑛町との連携もあると思うのですけれども、

例えば一番怖いのは火山弾が飛んでくるやつですよ

ね。そういったものを防ぐようなものの整備もあわ

せて早急にやる必要があると私は思います。登山者

の生命を守る必要があると思うのです。そういった

計画は将来的にはどうなっているのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） １１番今村委員の十勝

岳の防災にかかわることであろうかと思いますけれ

ども、登山道にかかわって。 

 まず避難小屋の整備につきましては、かなり街の

ほう側にある避難小屋についてはかなり老朽化が進

んでいるということも既に御承知だと思いますが、

これにつきましては道のほうにも強く早急な整備を

していただくように要請をしているところでありま

すし、また昨年の御嶽山の爆発に伴ってそれぞれ避

難シェルター、避難ごうの設置についても大きく話

題になっておりまして、街のほうではすぐ１１月に

ですか避難ごうの設置要望について、国の関係省庁

等に美瑛町とともに要請等を行っているところであ

りますので、早急な整備についてこちらのほうも国

の敷地なものでありますから、これからも強く要請

をしていきたいと思っておりますので、御理解をい

ただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） その避難小屋、１キロ以

上離れていますよね、先ほど言いましたけれども美

瑛町との連携もあるし、上級の支援等も必要であり

ます。 

 そこら辺は、では今後、具体的な整備計画、そう

いうのはめどがたっているのかどうか。ヘルメット

とかはもう備えつけたという話は聞いていますけれ

ども、そこまだわからない。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） １１番今村委員の御質

問にお答えしたいと思います。 

 今、こちらのほうも避難小屋の整備、また国のほ

うには避難ごうの設置等について要請活動をしてお

りますが、具体的なスケジュール等についてはまだ

まだ未定でありますが、それにつきましても今、こ

のような火山の状況でありますことから、早急な整

備について再度、強く要請活動してまいりたいと考

えておりますので、御理解いただきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） そこでまだこちちらに戻

ると思うのですけれども、主たるところは総務課か

もしれませんけれども、コースの整備等をやってお

られますから、火山弾というのが、ああいうのが非

常に怖いですよね。ああいったものはどうやったら

防げるか、地形的に防げるものは簡単につくるよう

なことで、緊急避難的な場所を設けることは案外で

きるのではなかろうかと思うのですけれども、例え

ば切り通しをつくるとか、横穴を設けるとか、そう

いったことはできないのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １１番今村委員の御質問

にお答えをさせていただきます。 

 あそこは法の規制がかかっておりますので、木を

１本切ることも、石を動かすことも基本はできない

ものになっております。 

 したがいまして、そういう横穴や何かがなかなか

難しいかと思います。ただ、先ほど総務課長が言い

ましたように、去年１１月に町長、中央要望かけた

際に、ちょうど御嶽山のあの悲惨な災害の直後でし

たので、環境省がやるのか、国交省がやるのか、総

務省がやるのか、これまで位置づけが全くなかった

という予算等をどうしたらいいのだろうという、国

もそういう頭に至っていなかった時点でしたので、

まだどこの省庁が窓口になって予算化をするのかと

いうのはまだ不明ですが、少なくてもこの活火山十

勝岳は、非常に全国的にも注目されている火山であ

りますから、そういう安全対策を早急に整えるとい

う手応えは非常にあったというふうに考えておりま

すので、すぐに来年度完成するかというと、なかな

か難しいかもしれませんが、そういうものを少し見

えてきた段階でぜひ情報提供もさせていただきま

す。 

 その間、引き続きこの登山道の整備というのは、

先ほど言いました既存の避難小屋の整備と十勝岳の

登山コースの抜本的な整備については北海道にこれ

までも強力に要望をかけておりますので、それはそ
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れで引き続きやっていきたいというふうに考えてお

ります。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） １６５ページの人材アカデ

ミー事業についてお伺いいたします。 

 この間、３回、昨年でしょうか実施もされてきま

して、それぞれいろいろな評価も出てきています。 

 今回の広報の中にも参加した方々から前の学校の

授業みたいで短めにいろいろと感じることができた

し、また上富良野でこういうかかわりが持てたこと

に対して、いろいろと評価もされている部分であり

ますが、今回、この予算の中で事業実施等について

はどういった内容になるのかお伺いしておきたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ４番米沢委員の人材

育成アカデミーに関する御質問にお答えいたしま

す。 

 ２５年、２６年、一応、座学を中心に行ってきま

した。また引き続き、２７年度についてても必要な

座学は進めようということで思っておりますが、ま

たちょっと違った展開で、ぜひちょっと街を出て道

内になるかと思うのですけれども、いろいろこれか

ら行って研修に大変有効な場所を選出する中で、そ

ういうような取り組りも３年目となる平成２７年度

においては行っていきたいなというふうに思ってい

ますし、どちらかというと今まで２５年、２６年に

つきましては受け身の講習という形だったのですけ

れども、決して行政側からあれやれ、これやれとい

うような、そういうような誘導はしませんが、何か

せっかくいいか悪いかは別として、メンバーも多少

固定してきているというようなこともありまして、

その中で交流が深まっているという点もございます

ので、ぜひそういう今までのそういうものを生かし

た中で何かちょっと新しい展開につながるようなこ

とができないか、皆さんそれぞれ産業は違いますけ

れども、それぞれ経営されていたり、積極的にその

業にかかわっている方でございますので、そういう

ような取り組みにつながればいいなというようなこ

とも思いながら研修を行っていきたいというふうに

考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 研修の中身で言えば、１回

程度なのか、２回程度なのか、財源の内訳も含めて

お伺いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ４番米沢委員の御質

問にお答えいたしますが、一応、座学について３回

ということと、あとは研修を１回予定をしていると

ころでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 本当にいろいろな形の中

で、この観光振興を取り組んできました。 

 それで、こういう人材アカデミーも含めて、観光

振興ワーキングも含めた感じでちょっとお伺いした

いのですが、前期の観光振興計画等において、いろ

いろとどちらかというソフト面が多かったのかなと

思いますが、そういった意味ではハード面のほうを

若干整備しなければならないという部分もあったか

と思いますが、これからそんなに一遍にできる話で

はありません。当然、予算が伴っていきますし、そ

ういった意味では前期の折り返し地点という形の中

で、課題だとか、いろいろなものが見えてきている

かというふうに思いますが、その点、ちょっとお伺

いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ４番米沢委員のただ

いまの御質問にお答えさせていただきます。 

 委員おっしゃるとおり、ワーキング等を通じた中

で、例えば町の資源が顕在化していないかだとか、

まだ見つけられいない資源があるかだとか、機能が

あるかだとか、そういうような課題はそのワーキン

グの中でも顕在化しているところでございます。 

 それらの話も含めまして、やはり魅力の掘り起こ

しというか、そういうことも同時にそのワーキング

等、いろいろな作業を通じてお話をしていただく中

から、それを解決、あるいは改善、そしてさらによ

くするためにはどうするかという議論を行っており

ますので、そういうことを中心にいろいろと大きな

ハード事業というところには直接結びつかないかも

しれないですけれども、先ほどの質問で委員おっ

しゃっていた駐車場とか道路の整備でありますけれ

ども、例えば挙げればその八景とか、それだけ町で

も十分なそういう滞留の機能、駐車場スペースなど

の滞留機能がないということもありますので、その

辺のハードといいますか、例えなのですけれども、

そういうことに結びついていくような形で今後進め

ていきたいというふうに考えています。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 町長にお伺いいたしますけ

れども、いろいろ課題はあります。何でもいい面と

悪い面がありますから、一緒くたにはできない面が

あります。 
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 やはり、そういった課題が見えてきた時点で、や

はりこれをぐっと前に押し出すという政策も必要だ

というふうに思います。 

 やはり今回、そういうものがハード面だとか駐車

帯だとかいろいろありますから、そういう予算をや

はりある程度、思い切ってこういったところに投入

するだとか、そういう中で一定の財政投資をもっと

やる必要があると思いますが、それは限られた財政

の中でやりますから、どの部分をやるのかというこ

ともはっきりさせながら、本当に一つ一つやってい

く必要があると思います。 

 そのためには用地の確保だとか、地権者との対応

だとかいろいろ出てくるのだというふうに思います

が、そういう意味では今回の予算編成を見ますとな

かなかそういった部分のところが出てきておりませ

ん。 

 含めて言えば日の出公園もその一つに入るといえ

ば、その一つでしょうけれども、やはり普段の駐車

帯、お客さんに聞いてもやはりもうちょっとここ駐

車スペースがあったらいいとか、よく聞きます私

も。やはりそういうことが、やはり今、必要な設備

投資だというふうに思いますが、この点、お伺いい

たします。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ４番米沢委員の御質問にお

答えさせていただきますが、予算の効率的な執行、

さらには将来につながるような投資、そういったも

のの見きわめは常にしていかなければならないと

思っているところでございます。 

 そういう中で、議員から御意見ございましたよう

に、しっかりとそういったことの判断をおくれるこ

となくするとともに、予算のめりはりもやはりそう

いう中で酌み取っていただけるような配慮もしてい

く必要があると思います。 

 いずれにいたしましても、町の勢いが失われるこ

とがないように、あるいは停滞することがないよう

にすることが一番大事だというふうに思っておりま

すので、これからもいろいろ御意見をいただきなが

らめりはりはつけていきたいというふうに考えてい

るところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） あとは実行に移るかどう

か、あるいはそこら辺だというふうに思います。 

 ぜひ実行に移していただいて、やはり前進の芽を

摘むことなくやっていただきたいというふうに思い

ます。 

 今回、１６５ページの街なかにぎわい拠点整備と

いう形で何回か聞きましたが、いろいろな整備する

という形になっております。 

 地域の中でそういうみんなが来てにぎわう、やは

り交流できるということは、やはりそれに基づいて

やはり地域に出ていって、やはり食べてみようかと

いうような結びつきがこういったものに求められて

きているのだというふうに思います。 

 そういう意味では今後、やはりこういう拠点づく

りという点では非常に大切だというふうに思います

し、あわせてこういう拠点の中でウィンターサーカ

スだとかという形で見晴台、行っている母体が違う

からあれなのですけれども、上富良野の中にやはり

こういうにぎわいという形で流れてくるルートをつ

くったりだとか、いろいろとする必要があるという

ふうに思いますが、この点についてお伺いしたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ４番米沢委員の御質

問にお答えさせていただきますが、私も同様にそう

いうような仕掛けについては必要だというふうに

思っていますし、いろいろと実際に実行するという

ことになれば場所的な制約でありますとか、いろい

ろあると思いますけれども、そういう拠点といいま

すか、人が集まるような場所、そういうものをつく

ることには力を注ぎたいと考えておりますので、御

理解をお願いします。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 町の活性化という形で、よ

く小規模基本法の制定という形で自治体で今、多く

取り組まれています。 

 その中には、やはり地域の活性化を目的とした

り、中小の企業を育成するという形になっている内

容であります。ただ、いろいろな課題もあります

が、この点、上富良野町でこの基本法を活用できる

要素があるのかどうなのか、それに基づいて活用す

ればその振興計画もつくらなければならないという

位置づけがされているかというふうに思いますが、

その点、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ４番米沢委員のただ

いまの御質問にお答えいたしますが、小規模基本法

ができまして、それに伴いまして創設された小規模

店舗の開所等にかかわる事業、これは商工会のほう

で中心になりまして全道でもかなりのシェアを占め

る割合の採択を受けて整備を図っているというよう

なことで承知をしてございます。 

 また、その法の活用によりまして、町のほうでと

いうことでございますけれども、ちょっと今のとこ

ろまだちょっと深く検討に入っていない状況であり

ますが、よく法の趣旨を熟知した上で商工会、関係

機関といろいろと連携を図りながら必要なものであ
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れば積極的な活用に努めたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 米沢委員、よろしいで

すか。 

 ５番、金子委員。 

○５番（金子益三君） 関連。今の同僚委員のは小

規模基本法ですが、いわゆる今、答えられた部分は

持続化の補助金だと思います。上限５０万円で３分

の２の補助金、この枠については、ことし１００

億、全体国でふえております。 

 ですから、商工会の能力というのちょっと逸脱す

るぐらいの多分、件数が上がってくる可能性という

のは見込まれるのです。 

 ぜひ、ここは町も積極的に関与して、今いる定住

にかかわることにもなりますので、今いる商業者が

少しでも活性化するように、またあわせて新規開業

支援ですが、こういったものももう少し幅広くする

ことによって、今、商工会も経営改善普及事業に中

心を置いていたものから、経営改革に少し軸足をず

らしているふうに国全体の動きがなっておりますの

で、例えば業種転換をするとか、また全く今まで

やっていたものとは違い業態にオーナーが移ってい

くということも全道、全国的に進んでおります。 

 また、この上富良野地域においても、そのような

志を持っている後継者というのはたくさんいる現状

ですので、ぜひ、ここは町と商工会とタッグを組ん

でいただいて二人三脚で中小零細企業をバックアッ

プしていく体制をこの機会にぜひとっていただきた

いと思いますので、その辺、いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ５番金子委員の御質

問にお答えさせていただきます。 

 先ほどの小規模基本法につきましては、私、さ

らっとなのですけれども、例えば地元の商工会であ

りますとか、そこの運営に携わります指導員さんだ

とか、そういう方々なり組織の求められる役割とい

いますか、そういうものが大変、非常に重くなって

いくと今後、そういうことで理解しております。 

 そういう中にあって、やはりその商工会、商業団

体が行うべきもの、行政が行うべきもの、またそれ

はフィフティー・フィフティーで一緒に取り組んだ

ほうが効果が上がるものということで、その場面場

面でそれぞれの効果の出方というのは違いますの

で、当然、商工関係団体の皆さんといろいろと協議

をさせていただきながら、その役割分担を明確にし

た中で、より有効な形で事業や活動が進むように

行ってまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 今の若干、関連するのです

けれども、１６７ページ、７款１項１目商工振興事

業補助、１,９７７万５,０００円の関係でお尋ねを

したいと思います。 

 今回、要求資料で出された商工会補助に対する商

工活動計画に基づく実績見込みということで、資料

ナンバー３９、ページ数で言えば５１ページありま

す。 

 それで、今、同僚委員が一生懸命商工振興活性化

と言っていますけれども、この中の商工振興事業

費、まちづくり推進事業費５４万５,８５０円、こ

れが実績見込みが１４万９２７円ということで、７

４.２％が残っているという。 

 それから、その下の商店街活性化活動費１８０万

円、これが１０３万が実績見込み、７７万円が残っ

ている、これはもう５７.２％です。 

 それで、とりあえず今はこのまちづくり推進事業

費と商店街活性化活動費のこの内容について、なぜ

こういうことで事業が推進できなかったのか、予算

がついているのになぜできなかったのかということ

で、一生懸命同僚委員が活性化、活性化というと現

実にこうやって町で予算づけをしているのに、こん

な形で余っている、この２件で１１７万４,９２３

円も残っているのです。 

 ですから、その点ちょっと減額実績がこういう状

況だということの内容についてわかれば教えていた

だきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ７番中村委員のただ

いまの御質問にお答えをさせていただきたいと思い

ます。 

 こちらの資料３９の中のまちづくり推進事業費と

商店街活性化活動費の予算の執行状況についての質

問かというふうに思いますが、まちづくり推進事業

費につきましては、当初、予定しておりました商工

会自主開催の研修会でありますとか、あと研修機関

への自己派遣の事業が当初予算の中では盛り込まれ

ていたのですけれども、その辺がちょっと未執行に

なっているという状況で把握してございます。 

 また、商店街活性化活動費につきましては、商店

街単位の、あるいは複数の商店さんによるイベント

の開催でありますとか、お店のキャンペーンのＰＲ

活動ですとか、活動に対する補助制度だというふう

に認識してございますが、取り組みの件数が少な

かったというような結果がこの数字だというふうに

思っています。 

 補助金を出していますこちら行政側といたしまし

ても、予算の編成の精度及び効果につながる適正な

執行について、商工会のほうには今後、さらにそう
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いうようなことで助言をしていきたいというふうに

考えてございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番、中村委員。 

○７番（中村有秀君） 現実に予算に対して１６２

万２,０００幾らが残っているうちの二つの事業で

１１７万円ということで、やはり積算の誤りなの

か、それともそうやって予算をつけたけれども、商

工会自体の活動の停滞なのか、一生懸命活性化と

いってもこれだけ予算つけているのに、何でという

ことに私は疑問を感じるのです。 

 したがって、今回、予算を見ますと１,９７７万

５,０００円ということは、一応、２６年度の実績

見込みをして算出をされているような感じが受ける

のです。その点でちょっとお伺いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ７番中村委員の御質

問にお答えをさせていただきます。 

 予算の見積もりに関しては、ことしはこういう状

況でありますけれども、２７年度においては要求の

あった予算の範囲で事業が執行されるという見込み

の中で商工会からは申請をいただいているというこ

との判断で、その額を予算計上させていただいてい

るところです。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） それでは、今回、予算に対

して７４.２％、５７.２％と残ったこの事業費、平

成２７年の予算がどういう位置づけになっている

か。まちづくり推進事業費はことしは何ぼ、それか

らその下の商店街活性化は幾らかということで、積

算してのトータルで１,９７０万円になっていると

思うので、その内訳を教えていただきいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（深山 悟君） 中村委員の御質

問に私のほうからお答えいたします。 

 ２７年度の商工振興事業補助金なのですけれど

も、まちづくり推進事業費については計上ゼロとい

うことで組んでおります。 

 商店街活性化活動費につきましては、２６年同

様、１８０万円で計上しているところでございま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） そうすると、僕はトータル

的に前年度の実績、平成２６年の実績見込みは１,

９７９万７,０００円ということなので、大体それ

に似ているのだけれども、それであれば特にこれら

を含めて、今、まちづくりのほうはゼロということ

でございまして、言うなれば５４万５,８５０円と

いうのがあるのですけれども、それはどこにふやし

たのか、それとも実績があれなので、その点は得に

大きくふやした箇所があるのであれば、この資料ナ

ンバー３９の中でちょっと教えていただきたいと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） 中村委員のただいま

の御質問にお答えをさせていただきますけれども、

全体の運営費補助でも２,０００万円近い額になっ

てございます。 

 やはり、その中には人件費でありますとか、そう

いう運営に直接かかわるものも入ってございまし

て、それの積み上げとして最終的な数字が上がって

おりますので、例えば今、御指摘ありましたまちづ

くり推進費が５０万円、当初予算で減ったというこ

とになりましても、それをどこに持っているのだと

いうのはなかなか明確には答えられませんで、全体

の中の積み上げで、トータルでそういうふうにこと

しの予算要求額になっているということで御理解を

いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） それでは、この１,９７７

万５,０００円の予算の組み立ての資料を予算特別

委員会の中に提出をしていただきたいです。 

 それぞれ個々でどういう状況になっているかとい

うことをちょっと、私としても確認したいと思いま

すので、当然、それらがあると思いますのでよろし

く、委員長、配慮お願いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 後ほど副委員長と協議

して、出るか出ないかはあれですが。 

 ほかにございませんか。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） １６５ページの企業振興補

助という形で、資料を見ましてもかみふらの牧場等

やプラスコと工房等の補助という形になっておりま

す。 

 投資額等にも書かれております、雇用者人数につ

いても書かれております。実際、雇用されている上

富良野として、この税収等について効果等はどうい

うふうになっているのか、わかればお伺いしておき

たいというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ４番米沢委員の御質

問にお答えさせていただきます。 

 こちらの資料の表で成果として雇用の人数を上げ

てございますが、これは全て雇用助成の対象になっ

ている人数ということでございまして、その条件と
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しては町内の方の雇用ということでございますの

で、こちらに出ている数字が町内雇用がなったとい

うことで御理解をいただければといいと思います。 

 あと、ちょっと税収については、どれほどの税収

があったかというところはちょっと私どもでは把握

してございませんので、御勘弁をいただきたいと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 非常に企業という形で雇用

も生まれます。町長も既存の企業に対する雇用枠、

あるいは新規の事業の展開をお願いしているという

話、よく聞かれますが、当然、これは相手があるこ

とですし、また経済的な要素もあってなかなかそれ

以上、企業は出てこれないだとか、いろいろ要素は

あるかというふうに思いますが、やはりこれから上

富良野が一定程度の人口を確保する、あるいは若い

人たちを確保するということになれば、こういう企

業誘致というのは欠かせないというふうに思いま

す。 

 他の事例を見ますと一定、新たに地域に企業を起

こしたい、あるいは進出したい、そういったところ

ターゲットを絞って、直接行って交渉するなど、こ

ういう自治体もあります。 

 それとて、簡単なものではありませんけれども、

既存の枠も当然、必要でありますが、それ以外の枠

を超えて、既存の枠を超えて、やはり企業誘致とい

う形でされてきたのかどうなのか、この点、お伺い

しておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ４番米沢委員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 いろいろ試みだとか取り組み、御説明申し上げる

べきところでしょうが、一つだけ具体的に感じてい

ただけるものがあるかと思いますが、かみふらの工

房さんが１０億を投じて規模を拡大していただきま

した。３年も４年も私、戸をたたいて尋ねていっ

て、お願いしてきました。 

 そういった上富良野の思いが通じて、そういう結

果が生まれたということで考えておりますので、大

変、大事な取り組みだというふうに考えております

ので、これからも力を注いでまいります。 

○委員長（長谷川徳行君） 米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 確かにそういう努力の経過

だというふうに思いますが、やはりそういった意味

でこの間の、去年ですか見せていただいたけれど

も、やはり人材の確保がなかなか困難だという話も

聞かれまして、それなりの確保はされているという

話でもあります。 

 それ以外にも積極的にぜひお願いしたいというふ

うに思いますし、また、こういう上富良野町に専門

学校だとか、そういうこれは単に話だけではありま

せんけれども、そういう位置も視野に入れた中でや

る必要があると思います。 

 あわせてお伺いしたいのは、こういう加工する施

設ありますけれども、やはりそういう観光と結びつ

けた体験工房という形で、この業者の方に協力して

もらって、ソーセージづくりだとか、いろいろなこ

とを考えて、夢を膨らませるというのですか、大し

た夢ではありませんけれども、例えばそういう形で

加工施設を生かすだとか、もっと事業展開をやる必

要あると思います。 

 僕なんかいつも感じるのですけれども、豚だと

か、確かにサガリだとか食べていますけれども、し

かしそれが身近に感じられるかというと、なかなか

そうではなくて、やはりそういうものを通じて観光

体験をしてもらうだとかしながら、やはりこの企業

観光に少しでも流れを変えていく、弾みをつけてい

くという、そういった政策も必要ではないかなとい

うふうに思いますが、この点、どうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ４番米沢委員の御質問に

私の立場でお答えをさせていただきます。 

 今、委員おっしゃった部分については私どももぜ

ひ、そういう夢を描いていきたいなというふうに

思っております。 

 ただ、なかなか行政が専門分野に職員も含めて対

応できないという点は否めないかなというふうに思

います。 

 したがいまして、例えばこれは全く例えばの話で

聞いていただきたいと思いますが、先ほどのプレミ

アムビール等、これが例えばサッポロビールの試験

圃場が展示圃場ができ上がりましたから、例えばそ

ういうところでサッポロビールさんが直営のその

ビールを提供してくれないだろうかとか、広報のこ

とも含めそういう条件整備に例えば町が一定程度応

援をしますと、まさにそういう戦略を持っていずれ

にいたましても町のすばらしい自然景観と環境を生

かした企業イメージが恐らくあると思います。 

 そういうのをぜひ膝つき合わせて、そういう展開

にならないものだろうかということを産業振興課中

心に模索してまいりたいというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 米沢委員、よろしいで

すか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） １６７ページの商工振興補

助金にかかわるところで、この間もいろいろ何度か

お伺いというかしたことがあります。 

 先ほどの私の質問の中にもありましたように、平
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成２３年からの一定程度の期間においては補助体系

も若干、暫定的に変わったことがあるのですが、ほ

かの組織と大きくその商工会というのは違って、い

わゆる自主財源を求めるには会員からの会費と若干

の経営指導にかかわる手数料の中でしかやっていけ

ないという体系にあります。 

 その中において、人件費の占める割合というのは

非常に大きく、その人件費をいわゆる国といいま

しょうか、道の補助率というのをその職域によって

また大きく異なるわけでございます。 

 いろいろ商工会としても本来、本来業務をやらな

くてはいけない中において、やはり自主財源という

ものをしっかりとそこで用いていかなくてはいけな

いのですが、現況、今のこれは上富良野町だけはな

いと思うのですけれども、全道ほとんどの地域の商

工会において、いわゆる基金を消失しながら、それ

が運営のほうではなくて、いわゆる人件費等々、ま

た経営改善普及事業費のほうに使われていきなが

ら、地域振興の予算の原資となるところを生み出せ

ない状況にあります。 

 今年度においても１,９７７万５,０００円の中に

おいて、固定費にかかわる部分も非常に大きい現状

にあると思うのです。 

 上川管内の中においても、数カ所の商工会におい

ては人件費部分において町が道からの補助金の差額

分をしっかり補填をする中において、本来の商工会

業務であるところに重きを置いた事業をしていただ

くような自治体もあります。 

 もちろん、商工会としても内部努力をすることに

よって人件費の抑制というものを図らなくていけな

いのですが、やはりこのままでいくと恐らくかなり

近々の近い将来の中において、そういったものが拠

出できなくなるという恐れがあるというふうに聞い

ておりますので、この点についていわゆる商業振興

補助に置く人件費割合について、どのようにお考え

かお聞かせください。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ５番金子委員の御質問に

お答えをさせていただきます。 

 基本の話と前段させていただきたいと思います

が、まず基本的には商工会の設立のねらい、商工会

法に基づく設立のねらいをまず順守することが、順

守というのは第一義的に考える必要があるかなとい

うふうに思います。 

 この間、平成２３年から３年間、５００万円程度

の資金援助もさせていただきました。これについて

は、人件費に充ててくれということではなくて、さ

まざまな事業展開をすることで、その個店がもうけ

ていただくというか、事業展開をするためのリスク

を回避するために町として３年間、応援をしてきた

経過にあります。 

 それは、引き続き町としてもさまざまな事業展開

の中でお手伝いをすることはさせていただく、その

人件費に特化して、その町の浄財をつけることがい

いのかどうかというのは、今、ここではなかなか言

えないですが、そういうさまざまな事業展開をする

手がないということであれば、逆にその関連で人件

費等を応援する、間接的にというか、直接的にそう

いうことがあることはもちろん可能性がありますけ

れども、いずれにいたしましても個別に商工会さん

と十分この間、さまざまな協議をさせていただいて

おりますので、その人件費等も含めて新規事業も含

めてぜひ意思統一を図ってまいりたいというふうに

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 本当に丁寧な御答弁ありが

とうございます。 

 似たような団体ありますよね、町内においても。

一方では非常に収益的な事業をあげることによって

自主財源の確保、もちろん全部が団体の努力だけで

はなく、そこに自主財源を獲得できるものに対する

町としての大きなバックアップがある中において、

一方ではそういった収益を上げられる団体と、また

この商工会のように完全に本当に商工会という組織

がもうけるのではなくて、会員さんがもうけていた

だくための指導を行う組織においては、同じ人件費

の組織に対する比率においても若干、その内容とい

うのは大きく異なると思うのです。 

 ぜひ、そういう中で、もちろんこの間、商工会組

織においても非常にいろいろな混乱もあった時期も

あります。その中において、会員の減少というのも

本当に大きく、著しく近年、進んでおります。 

 その中において、商工会本来業務であるところま

で手が及ばずに、先ほど同僚委員からあったと思う

のですけれども、継承がされないがために、例えば

いろいろな頑張ってきた経営者が亡くなってしまっ

て、その後、息子さんがこの事業を継げずにそう

いった事業展開が大きく滞ったりするという例も実

際あります。 

 やはり、上富良野の商店街というのは、やはり上

富良野の顔にもなりますので、これをしっかりと支

えていく大きな大切な組織が商工会であるというふ

うに私も認識しております。 

 これは会員、それから役員、役職員、真剣に改革

をしていかなくてはいけませんが、やはり本当に先

ほど申したように先立つものが本当に今、商工会に

ない状況に聞いておりますので、例えば一定程度の

しっかりした骨太になるまでの期間というか、そう
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いった中において本当に青天井ではないのですが、

年々、年々増嵩していく人件費の比率というものを

少しでも是正して、商工会本来業務がはかどる、そ

ういう体制を１日も早く町にとっていただきたいと

思いますので、その辺、もう一度確認させてくださ

い。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ５番金子委員の御質問に

お答えをさせていただきます。 

 さまざま人件費等の補助については、社会福祉協

議会、観光協会、高齢者事業団等々も含めて、尺は

半分にしたり、収益事業がありますから、事務局長

の話ですけれども、あと８０％高齢者事業団等が８

割、いずれにしろ収益が見込めるために、そういう

パーセントにこれまでもしてきたと。 

 一方、その商工会は収益事業がなかなか規制があ

りますから、そういうことも含め、これまでそうい

う補助の基準になってきたかというふうに思いま

す。 

 ちょっと繰り返しになるかもしれませんが、資金

が消滅することで少なくなっていくことで、人件費

にパーセントを上げるということではなくて、結

果、そうなったとしてもぜひそれに伴う、先ほど言

いました少なくなってきたこの個店を何とか食いと

めるためのさまざまな仕掛けですね、そういうこと

を町と一緒に共有できることを前提として、結果、

そういう人件費の見直し等もあり得るのかなという

ふうに思いますので、ぜひお金がなくなったので人

件費にということにならないような議論がぜひ前向

きな議論をしていきたいものだというふうに思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 課長及び副町長、町長副町

長も本当に御存じだと思いますけれども、商工会全

国組織になっております。特にこの北海道商工会連

合会において、いいか悪いかはこれはまた全道の話 

になるから別なのですけれども、いわゆる職員のモ

デル規定というものがあって、上富良野町だけで例

えばＡという職員のお前は今、財政が厳しいから悪

いけど２割カットだと、しばらくの間、当面の間、

給料を下げてもう少しみんなでしっかりやろうとい

うことはできない組織なのです。 

 これは、全道、この職員が例えば人事交流という

システムの中で、同じ職員が単会に長くいないよう

になっております。もちろん、記帳専任職員から補

助員、補助員から経営指導員というふうにどんどん

上がっていきながら、全道ぐるぐる回っていく仕組

みでございます。 

 先ほど申されたように、高齢者事業団であったり

とか、観光協会であったり、そういったものにおい

ては独自の内規によって厳しいときにおいてはみん

なで我慢しようということができると思うのですけ

れども、残念ながら商工会の中においては、この上

富良野の中だけでそういったことができない状況に

ありますので、その辺もお酌み取りをいただきなが

ら、こういった商工振興全体の考えの中で、先ほど

副町長言っていただいていること、私も重々理解い

たしますが、その辺も一応、判断基準においていた

だきたいというふうに考えます。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） 金子委員の御質問です

が、少し繰り返しになるかもしれませんが、まず個

店の数によって経営指導員の数等も決まってくるこ

とも理解をしております。 

 また、一方でこの間、さまざまな団体においても

そうですが、この人件費を抑制する仕掛けづくり、

どういう人を配置するかも含め、そういう一方の努

力も必要かというふうに思います。 

 申しわけございません、さまざまそういうお互い

可能な努力を重ねても、今の運営に継続できないと

いうようなことがあれば、ぜひ協議もさせていただ

きたいというふうに思います。 

 いずれにいたしましても、商工業、観光業も含め

て、先日、申し上げましたように町づくりの大きな

柱でありますことから、その中心となる商工会が苦

労を重ねているという部分については、必要なお手

伝いをぜひさせていただきたいということが町長の

思いだということで御理解をいただきたいと存じま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） １４７ページの上段のほう

でございますけれども、農業後継者対策として４８

万円ということで、例年を見ますとこの経費は縮小

されているなと感じるわけでございますけれども、

この農業後継者対策についての実績と活動内容につ

いてお答え願いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ９番岩崎委員の御質

問にお答えいたします。 

 この農業後継者対策費の実績ということでござい

ますけれども、この担い手サポート奨励補助という

ことで後継者さんに対する奨励金を交付していると

いう内容の事業でございまして、平成２１年度から

この制度を発足して事業を行っています。 

 今までのこの事業を活用いただいた事業の認定者

につきましては２２名というような状況になってお

りまして、こちらで挙げている４８万円という数字

につきましては、継続の方２名の分を２７年度予算
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として計上しているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） この農業後継者対策につい

ては、学校終わって就農している方と、街へ行って

他産業で経験を積んで帰ってきたＵターン生、こう

いうのもいるわけでございますけれども、最近、や

はり農業の魅力に取りつかれてＵターンして就農し

ているという農業後継者も多分にいるわけでござい

まして、これら今の実績、２２名と聞かせていただ

きましたけれども、まだまだ農村には適齢期といい

ますか、そういった状況にある若者がいるわけでご

ざいまして、何といっても農業は二人三脚でありま

して、やはり伴侶を求めなければ定着できないとい

うようなことがありまして、これらの出会いの場を

どのようにして確保しているのかお聞かせ願いたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業委員会事務局長、

答弁。 

○農業委員会事務局長（北越克彦君） ９番岩崎委

員の農業後継者のパートナーの関係についての御質

問であります。 

 農業委員会としましては、アグリパートナー協議

会というものを設置してございまして、町と農協で

実施をしております町のアグリパートナー協議会、

それと富良野沿線プラス美瑛町での農業委員会で組

織しております富良野地方アグリパートナー協議会

の中で結婚の花嫁対策といったような事業を進めて

いるところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） ただいま農業委員会の事務

局長から御報告がありましたけれども、これらが内

容はわかりますけれども、富良野とか、それから上

富良野町と共有してやってる、開催している、その

内容はどうなのですか。内地のほうからそういうの

を募集というか、呼びかけをしているのか、道内で

も若者だけでやっているのか、その辺ちょっとお聞

かせください。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業委員会事務局長、

答弁。 

○農業委員会事務局長（北越克彦君） 事業の内容

についての御質問であります。 

 富良野地方のアグリパートナー協議会では、夏と

秋にイベントを実施しております。夏につきまして

は７月のラベンダーのお祭り時期になりますけれど

も、募集範囲は全国からということでございます。 

 昨年については７月１９日、７月２０日に開催い

たしまして、男性１２名、女性５名で富良野地方で

サマーフェスティバルということで実施をしており

ます。 

 成果につきましては、女性５名とちょっと少な

かったのですけれども、マッチングの組数について

は４組マッチングしているところでございます。  

 それと秋の行事につきましては、１０月２５日と

２６日に南富良野町のログホテルラーチを中心にい

たしまして、男性１０名、女性８名で、これは大

体、北海道内が多かった、女性については道内の関

係者が多かったのですけれども実施をいたしまして

３組マッチングしたところでございます。 

 平成２７年度につきましては、夏のイベントにつ

きましては上富良野町で実施をしようということで

富良野ホップスホテルさんを予約をしているところ

でございますけれども、全国から女性を集めて、男

性については富良野沿線と美瑛のほうから全体で１

５名程度集めましてイベントを実施しようという予

定でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） またことしもラベンダー時

期にそういうイベントを行うということで心強く

思っているところでございまして、成婚率が上がる

ように、今後とも努力していただきたいなと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業委員会事務局長、

答弁。 

○農業委員会事務局長（北越克彦君） 夏のイベン

トと秋のイベント、富良野地方アグリパートナーで

実施をしてございます。 

 夏の行事につきましては今、去年とおととしと中

富良野の森林公園のリフトを上がっていった上にバ

ンガローみたいなキャンプ場があるのですけれど

も、そこでバーベキューをいたしまして、花火の日

にバーベキューをしまして、バーベキューは上富良

野から豚サガリを持ち込んで実施をしているところ

でございまして、そこは女性に非常に人気が高い

と、そしてバーベキューした後は中富良野の花火を

上から見下ろすということでポイントが高いのかな

というふうに思っております。 

 秋の行事につきましても、いろいろなものを組み

合わせながら開催をしているところでありまして、

まずはイベントをつくり実施しまして、まずマッチ

ングをするというのが先決なのですけれども、マッ

チング後のデートに行きますとなかなか別の難しい

問題があるところでございまして、今、マッチング

の後の次の段階にちょっと苦慮しているような状況

で、そこら辺の対策を２７年度は進めていきたいと

いうふうに思っているところでございます。 

 岩崎委員おっしゃいますように、何としても成婚

率を高めていきたいというのは皆さんも私どもも
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願っているところでありますので、そういったいい

結果になりますように頑張っていきたいというふう

に思っているところであります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） １７１ページの一番上の

道道吹上上富良野線のラベンダー等の管理でござい

ます。 

 昨年は旭野市街地あたりまでやりましたよね、こ

んな小さなやつですね。あそこはよく町民の方も

ウォーキングのコースで使われるし、あそこはあれ

からずっと温泉まで上っていく観光客も何人か見た

こともあるのですけれども、非常に人気のあるコー

スなのです。上富良野の観光の目玉の三つぐらいを

網羅できますよね、ラベンダーを見れる、上に行っ

たら温泉に入れる、景観も要所要所で見られるます

よね、非常に私も好きなコースなのですけれども、

よく昨年見たのは枯れかかったのは、去年植えたや

つがありました、そして毎日のようにかんかん照り

のときは水をやっておられた方もおります。日の出

も１年目も水やった、２年目やらなくてもいいとい

うわけではなくて、一生懸命皆さん水やってくれま

した。 

 それと同じように、ことしは２年目だから、あそ

この枯れたやつをまた補植しなければいけないと思

います。水も、あそこもまた次のところではなく、

あそこもまた水をやらなければいけないと思うので

すけれども、そういったところでこの１２０万何が

しの予算の内訳というのですか、どのように考えて

いるのかお聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） １１番今村委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 道道吹上上富良野線のラベンダーにつきまして

は、本路線につきましては十勝岳温泉に通じる重要

観光道路というふうに位置づけております。 

 昨年につきましては、町は和田牧場から東４線ま

で、そして土現のほうが東４線道路から旭野方面に

向かって６００メートルやっております。 

 本年度につきましては、町はラベンダーの植えか

えはしません。土現のほうが今、町のほうから要望

しておりますので、予算的には５００万円ぐらいつ

けてもらえそうな雰囲気ではございますけれども、

昨年は２００万円で土現のほうは実施しております

ので、現在、今、５００万で要求するというふうに

聞いております。 

 ここの今、１２３万８,０００円につきまして

の、この内訳につきましては、高齢者事業団に委託

をしておりまして、草取りとか、その後、ラベン

ダーの終わった後の刈り取り、それから豆リンゴと

いう木がありまして、それの剪定とか、そういう部

分の委託を管理を行っている委託費でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） わかる範囲でなるという

ような感じの質問になるのですけれども、あの間、

道が管理しているところの、どれぐらいのラベン

ダーが枯れてしまって、ことしまた補植しなければ

いけないとか、きれいになっていれば非常に見栄え

もいいです。 

 そういうところはわかります、どれぐらいの数が

やられて、それは全体の去年植えた全体の何％まで

だというようなところ。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） １１番今村委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 枯れた本数については数えてはおりませんが、相

当、ひどい状態であります。 

 また、雑草も根も張って、相当なかなか上をかっ

ちゃいただけでは、なかなかきれいにならないよう

な状態ですので、今、土現さんのほうにも建設管理

部のほうにもお願いしているのはしっかりと下の根

も取って、土の入れかえをするぐらいの気持ちで

やってほしいというふうに要望を上げております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、５款労働費

から７款商工費までの質疑を終了いたします。 

 昼食休憩にしたいと思います。 

 再開時間を午後１時といたします。 

────────────────── 

午前１１時５５分 休憩 

午後 １時００分 再開 

────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 昼食休憩前に引き続

き、会議を再開いたします。 

 次に、８款土木費の１７４ページから１９３ペー

ジまでの質疑に入ります。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １８６ページから１８７

ページにわたりまして、公園費の中の公園管理、こ

このところの日の出公園管理費とか、児童公園管理

費とか出ておりますけれども、今、上富良野町では

緑地公園が３０カ所ぐらいあるかと思うのですけれ
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ども、住民会で管理をするというのは何カ所かあっ

たと思うのですけれども、現在はどれぐらいのわか

る範囲で結構ですけれどもなっているのか、ちょっ

とお尋ねしたいと思います。 

 それから、しらかば公園の遊具の改修撤去ですけ

れでも…… 

○委員長（長谷川徳行君） 村上委員、一問一答で

す。１回聞いてから。 

○３番（村上和子君） 聞いてからですね、はい。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ３番村上委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 現在、公園緑地広場につきましては、全体で２５

カ所ございます。街区公園４カ所、コミュニティー

２カ所、緑地広場１９カ所ございます。 

 そのうち、住民会にお願いしているところが１１

住民会にお願いしているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 余り進んでいないのではな

いでしょうか。大分早くに１０カ所ぐらいだったか

と思うのですけれども、何か問題ございますでしょ

うか、その管理につきまして、どうなのでしょう

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） 大変済みません、

全部で２５カ所は管理をお願いしてやっていただい

ております。 

 この管理につきましては、各住民会４カ所とか５

カ所とかいろいろございます。 

 それで、その住民会で１３住民会でお願いして委

託をやっていただいております。ですから、２５カ

所は実施しております。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） では次に行きます。しらか

ば公園の遊具改修、撤去のところです。７５０万、

これらは交付金でやるということですけれども、危

険な遊具撤去するだけでなくて、あそこはたしか飛

行機みたいな形の遊具があったかと思います。大分

さびれておりまして、ちょっと危険だなと思ってお

りましたけれども、今回、改修されるということで

よかったなと考えております。 

 それであそこは社教が近いものですから、小学生

のお子さんですとか、それから子どもさんについて

来られたお母さん方ですとか、大勢あそこを利用さ

れておりまして、その遊具撤去するばかりではなく

て、そこの公園を撤去の後、少しどのように改修さ

れるお考えをお持ちなのか、ちょっとお尋ねしたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ３番村上委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 しらかば公園につきましては、地区の公園として

子どもたちもたくさん遊びに来ますし、そしてまた

体育館に遊びに来られる方が帰りに寄って遊ばれる

公園として利用度は高いと位置づけております。 

 現在、老朽化が激しいことでありますので、遊具

を撤去しまして、新たに７５０万円掛けまして地域

の子どもたちにも声かけましてどういう遊具がいい

かというのを検討していただいて、設置したいと

思っております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 新たに遊具、またあれする

ということですけれども、あそこまさに本当にあの

地域のイベントですとか、憩いの場になっておりま

して、非常に活用されているところでございます。 

 それで、何かちょっと東屋風の何かありませんで

したか。ちょっと何かそんなふうな、あれはトイレ

でございましたか、何かちょっと何というか新しく

遊具つけるばかりでなくて、しらかばの木が鬱蒼と

していたのですけれども、あれは切っていただきま

したよね。たしか切っていただいたと思うのですけ

れども、木陰ですとか、ちょっと東屋風、それから

ベンチもちょっと地域の方が座られるようなスペー

ス、ベンチなどもちょっと置いていただいたらどう

なのかなと考えるところですけれども、それらにつ

いてはどうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ３番村上委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 現在、トイレはちょっと忘れましたけれども、何

年か前に整備済みでありますので、立派になってお

ります。 

 木陰ということでありますけれども、住宅街に囲

まれていますし、周りに木もございますので、東屋

とか、そういう部分については検討はさせていただ

きますけれども、今のところ必要ないかなとは思っ

ていますけれども、あとベンチ類は設置することは

考えていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 日の出公園の今回、巡回路

設計という形になっておりますけれども、これは計

画表を見ますと、これは何年計画になるという、一

応２９年までの計画という事業費が載っております
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が、ここら辺は何年計画、ことし設計して来年なの

か、そこをお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ４番米沢委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 日の出公園の巡回路の設計につきましてはことし

予算化させていただきまして、事業につきましては

１年でできるように、次の年ですね、２８年に完成

できるように進めていきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） よく道路ができたという形

になりますと、雨水が通って迷惑をかけるだとか、

いろいろなことの現象が起きるかと思いますが、そ

ういうものも含めて道路の整備計画は成り立ってい

るのだというふうに思いますが、その点は構造上、

問題ないのかどうか、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ４番米沢委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 設計につきましてはこれからでございますが、当

然、この公園につきましては雨水で相当、被害が起

きているところでございます。 

 やはり排水整備も側溝もしっかりつけて、できる

だけ被害のないような形で水を下に流末させたいと

考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 日の出公園の管理費という

形で２,６５３万円が計上されております。 

 これはスキー、リフト等の改修等も載っているか

というふうに思いますが、その他の公園管理費も

載っているかと思いますが、設置リフト等について

はどういう改修がされるのか、ちょっとお伺いした

いなと、わかる範囲でお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ４番米沢委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 今現在、リフトは冬のみ使用しております。リフ

トの改修等につきましては教育委員会の部分でござ

いますので、御説明を控えさせていただきたいと思

います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） 今、米沢委員の関連にな

りますが、日の出公園の巡回道路設計の部分でござ

います。 

 道路なのですが、これからということで上がった

ほうにおろす道路というイメージで聞いていたので

すが、ちょっと前はうわさですけれども、向こう側

のキャンプ場におろすみたいな感じのこともなるの

ではないかみたいな話もちょっと周り回って聞いて

いたりもしますが、今のところどういうような予定

でおられるのか、どっちの道路におろすのかという

のがわかれば、今の段階で。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） １２番岡本委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 当初といいますか、何案かございまして、キャン

プ場のほうの東２線道路のほうにおりる部分も考え

てはみたところですが、やはり勾配が相当きつく、

掘り割りもなくて景観上、相当よくないという部分

も判断しております。 

 今回、計画しているのは上る道路はあります。上

まで、展望台まで行きまして、そこから今度、下に

おりる道路、ラベンダーの本当に真っ直ぐ下におり

て、それからラベンダーの畑の中を一部通って、旭

日道路という道路がありますので、そちらのほうに

おりるように計画しております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） 車上げるということで、

我々若かりしころ、ラベンダー結婚式とか等をやら

させていただいたときにも、そういったお願いをし

ておりましたが、何せ行革の折で１００億から６０

億程度に規模が縮小になるという前提で、行革の嵐

ということで、そこまで手が回らないと、前町長

だったのですけれども、ということでこれは仕方の

ないものだということで、やっと今、こういった形

で観光に関する部分の道路、車を上げるという部分

で考えていただいているのですが、上に滞留させる

構想というか、少し駐車場のスペースとしても何十

台も何百台もとめるスペースはないと思っているの

ですが、何台かとめられるスペース、１０台か１５

台かなのですけれども、そこら辺の整備という、構

想というか、トイレの横あたりも少し整備していれ

ばとめられるかなと思っていたりもするのですけれ

ども、どういうような車の回し方というか、お客さ

んの回し方を考えているのか、今の段階では教えて

いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） １２番岡本委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 日の出公園の展望台の駐車場につきましては、既

存の整備済みの部分が身障者２台、普通乗用車９台

の合計１１台とめられるようになっております。 

 そのほか、整備はされていませんけれども、後ろ

側に広場がございますので、何十台かは、１０台近



― 93 ― 

くはとめられると思います。 

 今後につきましては、あそこの一帯をトイレも古

くなっている部分もございますが、あそこの一帯を

整備するという計画を今後、立てていきたいと思っ

ております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） ピーク時、相当上がって

こられる方もいると思うのですけれども、そのさば

きなどというのも少し考えていると思われますが、

上がってきてもとめられなくてというようなのもあ

りますが、今だったら警備員が立っていて、上げ

る、おろすを上と下で連携とっていますが、そう

いったところの考えはどうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） １２番岡本委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 現在、ラベンダーシーズン、７月ちょっと前ぐら

いだと、７月の１カ月期間だと思いますけれども

ガードマンがついて上げたり、下げたりしておりま

す。 

 今後については整備ができた場合の話ですけれど

も、やはり上に駐車する台数というのは決められま

すので、やはり観光シーズンになると相当な数が上

がっていくと思いますので、その辺をどのようにさ

ばくかというのが高齢者のみ上げるとか、またはい

ろいろ工夫も必要と思います。 

 ただ、やはりガードマンは上と下は必要かなと思

います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １８９ページ、町営住宅管

理人８人のところです。 

 ここの手当が１６万３,０００円、金額的にはそ

んな大きな金額ではございませんけれども、この管

理人につきましては窓ガラスが割れましたとか、い

ろいろ雪の問題ですとか、いろいろそれなりに役割

はあると思うのですけれども、一生懸命やっておら

れる方と、ある団地、公営住宅ではどなたが管理人

なっているか知らないと、そういう方に言おうと

思ってもわからないので役場へ電話しましたという

ことをおっしゃるのですけれども、この任期という

のはそれぞれの公営住宅で選ばれておりますけれど

も、何年ぐらいをめどにしていらっしゃるのか。 

 それと、そのその役割のそういう指導、こういう

いったことをしてくださいよとかという、そういう

指導などはしていらっしゃるのでしょうか、ちょっ

とお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（狩野寿志君） ただいまの３番

村上委員の御質問にお答えしたいと思います。 

 まず、管理人の任期ですが２年任期というふうに

なっております。 

 主な仕事といたしましては、主に大きいのは団地

内の整備、草刈りですとか、除雪ですとか、そうい

うのを役所と管理人の中で打ち合わせをしながら、

そして例えば除雪であれば車の移動とか、そういう

のも管理人さんにお願いして地域の環境整備のほう

にお手伝いとかお願いをしているところでございま

す。 

 また、そのわからないとかという方もいらっしゃ

るかと思いますけれども、入居のときには管理人の

方、それから町内会長の方、この方に挨拶をしてい

ただくようにこちらのほうからも指導をさせていた

だいております。 

 今後も管理人の方が誰なのかわかるように入居者

の方には説明していきたいと思っておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 確かに一生懸命やってい

らっしゃる方と、ちょっとそうでない方とというこ

とになっているのですけれども、それで町営住宅の

管理は町でやっていらっしゃるわけですけれども、

ずっと将来的にこういう管理人制度でずっとやって

きましたけれども、今後についてもこういう形で管

理人さんを置いてやっていくということをお考えな

のでしょうか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ３番村上委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 公営住宅の管理に確かになかなか高齢化の部分も

ありまして、なり手がないという現状も今、ござい

ます。 

 私どもの職員が今、担当主幹も申しましたとおり

除雪や何かいろいろ御相談をさせていただいてござ

いますけれども、今後はそういう部分について、い

わゆる高齢化の部分でなり手がいない部分について

は何らかの手法も考えていかなければならないかな

というふうに認識しているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 何らかの高齢化もあって、

何らかの方法をおっしゃいましたけれども、ある市

町村ではこういう町営住宅管理人さんをなくして、

違う形で今、課長も何か考えていらっしゃるようで

すけれども、そういった形で考えていくような、手

当にしましても今、８,０００円ですから本当に心

付けみたいな感じでございますけれども、やはり管
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理人さんを置いている以上は、やはりそこの町営住

宅を管理していただきたいなと、そう思う気持ちも

あるものですから、今後については高齢化に伴っ

て、こういった制度を考えていただきいたと思いま

す。よろしくお願いします。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） １８９ページで入居選考委

員という形で設定されております。 

 これにかかわって、町のほうで入居申し込みがあ

るかというふうに思います。恐らく年２回ぐらいの

設定で選考されて入居するかどうか判断されている

のかというふうに思いますが、そうしますと申し込

む方にとってはなかなか申し込んだけれどもすぐ対

応してくれないというような、しているのですよ、

ちゃんとしているのだけれども、印象としてそんな

ふうにお持ちの方もかなりいらっしゃいますし、仮

に空いている住宅があれば早目に入っていただい

て、空いててもいいか悪いかはありますが、一概に

言いませんけれども、やはり埋めていくという方法

もあるかと思いますが、そういう現行の体制でそこ

ら辺は十分かどうか、そこの点、お伺いしておきた

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（狩野寿志君） ただいまの４番

米沢委員の御質問にお答えしたいと思います。 

 現在、公営住宅の入居に関しましては、一般公募

という形で広くこの団地が空いていますよというこ

とで公募をさせていただいております。 

 ２６年度につきましても、３回の公募をいたしま

して延べ１８戸の公募をいたしまして、４５の応募

がありました。 

 今、入居に関しましては住宅困窮度、点数制で入

居者を決定してございます。家族構成、点数等同じ

であれば抽選という形で入居者のほうを決定させて

いただいているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 十分、現行で足りているか

というふうに思いますが、過重の使用がないという

ことですね、現行制度で十分、対応できるというこ

とですね、わかりました。 

 次、お伺いしたいのは、１９１ページの町営住宅

の建設にかかわって入居申し込みの保証人等につい

てお伺いしておきたいと思います。 

 現在、保証人等については２名、最低でも必要だ

というふうに思っておりますが、例えば住宅局長の

通達という形で入居決定と同時に収入を要するもの

等については保証人を連盟等を必ずしも必要としな

いというような指示文書があったかなというふうに

思います。 

 そうしますと、これはどういうところから出てい

るかというと、この人、Ａという人は必ず払える状

況もあるし、あるいは高齢でなかなか保証人を探し

ても、なかなか保証人になっていただけない、最近

は特にそこら辺がもう厳しいような状況があるかと

いうふうに思いますが、上富良野ですらまだ緩やか

なのかなというふうに思いますし、仮にそういう通

達というのは文書としてあるのか、そこら辺ちょっ

と確認しておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ４番米沢委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 委員おっしゃられております入居者に伴う連帯保

証人ですけれども、町の条例においてもその特別な

事情がある場合ということで、管理者が認めた場

合、免除しているという部分の規定ございます。 

 過去にそういう通知文書来ております、かなり前

だというふうに認識しておりますけれども、そうい

うものは通達は来ております。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） では、現行の中ではまだこ

ういった適用された方というのはいないと、もしも

そういう方がいるとすれば、機械的に連帯保証人を

求めないという形でよろしいでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ４番米沢委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 町の条例に特別な事情がというふうに書いてござ

いますので、それに本人の事情聴取でございますの

で、それが合致して何らかの理由が認められれば、

そういう対応を図りたいというふうに考えておりま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 米沢委員。 

○４番（米沢義英君） では次に、公営住宅の整備

計画等についてお伺いいたします。 

 町では基本的に２階建て、あるいは平屋という形

で今回の南団地等についても設定されているかとい

うふうに思います。 

 近年、価格等のことについてもお伺いいたします

が、やはり高齢者もそうですが、一般の方に至って

もやはり平屋というのは一定住みやすい環境だとい

うふうに思います。 

 そうしますと、コストの関係で２階建て、あるい

は移動等の関係で２階建ての建設という形の設定に

なっている部分もあるのかなというふうに思います
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が、平屋で建設するのと２階建てという形でした場

合のコスト的に変わるのかどうなのか、その点、わ

かる範囲でよろしいです。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ４番米沢委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 平屋建てでありましたら木造となると思います。

２階建ては今、ＲＣでございますので、やはりＲＣ

のほうが安いということで建設しているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 一定部分、そういうものも

含めて判断されたのだというふうに思いますが、そ

ういう要素も今後やはり展開する必要があるのかな

というふうに思います。 

 それで、それとやはり今後、まちづくりという形

で言えば、やはりこのコンパクトにまとめればいい

というものではありません、やはり地域の事情も考

えながら地域に公営住宅を残すという計画的な判断

というのもあるというふうに思います。 

 今後、まちづくりという形であればにぎわいだと

か、いろいろな形で、やはり用地等の確保が求めら

れますけれども、地域の中に街の中にもそういった

公営住宅的なものを配置するだとか、そういった形

で住環境の整備、あるいはことが必要な部分もある

のではないかというふうに思いますが、この計画を

見ますとなかなかそこら辺はちょっと見受けられな

いのですが、考え方の一つとしてどうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ４番米沢委員の公

営住宅の建設に伴い、今後もそういうまちづくりと

いうことでございます。 

 委員の言われるとおり、街中に公営住宅を持って

きている自治体さんとか、高齢化されているのでそ

こに若い世代を入れるとか、いろいろなさまざまな

まちづくりを基本とした考えてやっている自治体も

あります。 

 私どもの町、建てかえについては、やはりそこで

長く暮らしている方がその地がいいということで、

ほかの公営住宅の団地に行ったりという、そういう

希望がなかなかない、病院が近いとか、駅が近いと

か、いろいろさまざまあるというふうに認識してご

ざいます。 

 用地の問題もありますし、街の中に公営住宅を

持ってきてという部分も御意見としては確かにある

のかなというふうに思っていますけれども、今現状

の中では団地の中で建てかえというふうに考えてご

ざいますので、しかしながら高齢化、少子化の部分

についてはこれからもまた考えていかなければなら

ないのかというふうに思っておりますので、御理解

賜りたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） いろいろな角度から一概に

言えませんので、それも一つの方法かと存じます。 

 それで家賃の問題なのですが、他のいろいろな国

の政策にあって民間住宅での家賃補助事業というの

があるかというふうに思います。 

 上富良野でこの家賃補助住宅というのは適用でき

るような環境にあるのかどうなのか、一定、国のほ

うもこれは民間住宅の空き戸数が多くなったという

ことでの一つの手段になっております。上富良野の

場合は、比較的そこら辺は潤沢に入っている部分は

あるのですが、同時にやはり若い世代の人、お年寄

りの人、障がいを持った人、こういう人たちを中心

にしてその家賃補助をして、民間の住宅に入ってい

ただくというような政策をしているところもありま

す。 

 実際、これが上富良野に合うかどうかというのも

検討しなければなりませんし、また、公営住宅もコ

スト的に建てかえるお金が大変だということであれ

ば、手法としてそういった部分の活用もできるので

はないかなというふうに考えているところで、こう

いった部分についてはどうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ４番米沢委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 民間に入った場合の家賃補助という部分で、そう

いうことを行っている自治体さんの実例も聞いてお

りますし、我が町においてもそういう新しい公営住

宅入って、自分の住んでいるところを貸したいのだ

とかという、そういうお話をしていただける町民の

方もいらっしゃいますけれども、現状の中では公営

住宅としては提供させていただいている部分、それ

と民間住宅を借りるとした場合、町としてその保証

人になる云々という部分、またその住宅両云々の設

定のもの、あと低所得者、その他もろもろのことを

考えた中で、現状の中ではどうするかという判断は

まだできているものではございません。 

 ただ、先ほどもちょっとお話させていただきまし

たとおり、地域コミュニティーがなくなると、これ

はまた大変なことでございますので、そういうもの

を含めた中で今後の中でも検討させていただきたい

と思いますので、御了承いただければと思います。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 今後、この予算書を見てい

ますと解体作業、建設という形の予算が設定されて
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おりますが、この予算が通った後、入札も当然、行

われると思いますが、工事の工程というのはどのよ

うになっていますか、予定として。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ４番米沢委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 まず、４月に入りますと交付決定が来ます。その

後、入札となりますが、まず解体の発注等がありま

す、それと建築、電気設備等の発注もやるように予

定しております。 

 工期につきましては２月いっぱい、もしくは３月

の頭ぐらいまでというふうに工期を設定していきた

いと考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 昨年度も問題になりました

けれども、工事の建設に至って工事記録等の整備等

がやはり問題になりました。 

 一定程度、やはり規則、そういったうたわれてい

る以上、やはりそういったものはきちんと完備し

て、どういう過程の中でどういう指示をされたのか

ということも含めて、当然、残さなければならない

部分があるというふうに思います。 

 細々言いませんけれども、昨年の教訓も踏まえて

そういった等の整備等、あるいはチェック体制等と

いうのが今回、新年度に当たってどういうふうな体

制をとられているのかお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設班主幹、答弁。 

○建設班主幹（佐々木玄典君） ４番米沢委員の御

質問に答弁したいと思います。 

 今年度の建設のほうの工程管理といいますか、現

場管理につきましては、昨年度のそういう部分を踏

まえまして全体工程会議であるとか、各工程的な電

気と設備と建築、おのおのの業者さんとの工程管理

を密にいたしまして、その中でなるべく定期的な全

体工程会議も開催しまして、きちんとした指導と

か、記録のほうも進めていきたいというふうに考え

ております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） そこでもう一つ、いろいろ

と感じているところあるのですが、今の現場監督さ

れている方と指示される方、二通りいるかと思いま

す。 

 実際、現場監督される方の現行の体制で目が行き

届くのかどうなのか、それぞれのたどってきた経験

もありますから、そういう意味で複数体制、あるい

は何人かでやはり進捗状況も含めた管理体制の見直

し、やはり人の配置がどうなのかというところも含

めた体制の見直しをして対応というのもあるのでは

ないかというふうに考えておりますが、現行の体制

で十分だというふうにお考えでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設班主幹、答弁。 

○建設班主幹（佐々木玄典君） ４番米沢委員の御

質問にお答えしたいと思います。 

 現在、今回、工事の工程管理につきましては、私

たちの建設班の建築の担当者、今、２名いますが、

その中の１名が工事の現場監督員として現場のほう

の総括といいますか、指示を行う予定となっていま

す。 

 もう１名につきましても、その支援といいます

か、サブといますか、その形でなるべく２名の体制

でそういうすきといいますか、順調に進めるよう

に、進めていくように考えています。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ぜひそういったところを

きっちりと、恐らく現場担当する方にとってはやは

り相当負担になっている部分だとかあるのかなとい

うふうに思いますし、やはりきちんとした管理体制

というところをやはりとって、初めて成果品として

利用者の方にも提供できるわけですから、それは工

事を請け負う方にとっても当然、やはり責任を果た

していただくということになりますし、やはり全て

の工程をお互い話し合いながら、やはり見るという

形の中で、やはり十分な商品として提供できるとい

うことでありますから、請負業者の人にとっても安

心という形になりますので、ぜひその点を十分、昨

年の教訓も生かしながら進めていただければという

ふうに思っています。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） １８５ページ、中央コミュ

ニティー広場の管理、８款４項３目の修繕料１５万

円計上されています。 

 この１５万円の内訳はどういう形で計上されてい

るか、まず確認をしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 公園担当主幹、答弁。 

○公園担当主幹（角波光一君） ７番中村委員の質

問にお答えします。 

 中央コミュニティー広場には乗用タイプの草刈り

機があります。それがかなり古くなってきていて、

カバーと中の消耗品を交換しなければいけない時期

になっていますので、その交換を見ております。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） あそこの中央コミュニ

ティー広場の駐車場の利用者心得看板というのが

あっちこっちはげてて、言うなれば非常に見苦しい

状態になっております。 
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 あのフェンスは曲がったまま、一昨年、塗りかえ

ていただきまして少しは見栄えがよくなったかなと

いう気がしますけれども、利用者心得の看板が方向

によっては見えたり、見えなかったり、そんな状況

になっていますので、できれば観光シーズン前に何

か措置をしていただきたいなというのがあそこの地

区の人たちも何だこの看板ということで、私にも直

接言われましたので、その点でちょっと配慮いただ

きたいと思いますが、その点はいかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 公園担当班主幹、答

弁。 

○公園担当主幹（角波光一君） ７番中村委員にお

答えいたします。 

 既存のこのコミュニティーの消耗品等々の予算あ

る中で、見栄え良く手づくりでできる範囲で修繕で

きるものはしようと思います。現予算の中で修繕し

ようと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員、どう

ぞ。 

○７番（中村有秀君） １９３ページ、今回、南団

地の２号棟１３戸ということで理解をしておりま

す。 

 それで、この移転補償の関係なのですが、１６８

万円計上しております。２６年度は同じ１３戸だけ

れども２２０万円を計上しておりました。 

 したがって、この１６８万円の積算の内訳どうい

う形になっているのか確認をしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ７番中村委員の御

質問にお答えしたいと思います。 

 移転補償につきましては１４戸、１戸当たり１２

万で計算をしてございます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） そうすると、平成２６年度

も同じ戸数だったのですか。２２０万円計上してい

るということで、基準的には同じ、年月がたてばあ

れですけれども、たたない段階で２６年度はそうし

たら２２０万円計上というのは、どういう理由なの

かちょっと。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（狩野寿志君） ただいま７番中

村委員の御質問にお答えします。 

 ２６年度につきましては緊急通報システム、高齢

者とか世帯にあります緊急通報システムの移設のお

金を見ておりました。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） １８１ページの橋梁の修繕

事業という形で予算が計上されております。 

 それで、５カ所と２カ所修繕という形になってい

るかというふうに思いますが、どことどこを修繕の

対象、どこの橋とどこの橋を改修と修繕になるのか

お伺いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ４番米沢委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 まず、委託実施設計でございますけれども、実施

設計につきましては吹上翁橋、中の沢橋、広瀬橋、

黄田橋、吉富橋でございます。 

 このうち、吹上翁橋と中の沢橋の修繕工事を行う

予定しております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） この実施計画では、総体で

３６年までの計画になっているかというふうに思い

ます。 

 当面の計画では２９年という形で載っております

が、この点、全体事業費は３億２,０００万円です

か、３億２,０００万円になっているというふうに

思いますが、この点、財源の確保についても道の補

助、あるいは国庫補助という形の裏づけがあって、

財政を確保しながら橋梁の長寿命化という形になっ

ているかと思います。 

 それでお伺いしたいのは、修繕部分と改築等にな

りますと、補助率と補助単価とはどのように違うの

か、わかる範囲でお伺いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設班主幹、答弁。 

○建設班主幹（佐々木玄典君） ４番米沢委員の御

質問にお答えしたいと思います。 

 修繕事業の全体事業費、私たちのほうで今、試算

しておりますのは全体で２８橋で、単年度で８,５

００万円の全体で８億５,０００万円ということで

予定をしているところです。 

 それで、この財源につきましては、国のほうの社

会資本整備総合交付金というものを充てる予定と

なっておりまして、補助率というか、交付率は６５

％を予定しております。 

○委員長（長谷川徳行君） 米沢委員、よろしいで

すか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） １９２ページ、１９３ペー

ジにかかわります泉町南団地にかかわるところなの

ですけれども、今年度、完成したところがいわゆる

地面から水が出てくるというふうに聞いております
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けれども、今回建てるところについてはどのような

今、現況になっているか調査等々はされているかお

聞かせください。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ５番金子委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 この地域は地下水位が高くて、やはり１号棟につ

きましてもポンプアップして水かえをしているとこ

ろでございますが、今回の２号棟につきましても同

じくコンサルとも打ち合わせいろいろしましたので

すけれども、やはり高さ的によけ切れないというこ

とで、ポンプは利用させていただきます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） もし必要なら補正をかけて

でも抜本的な土壌改良といったらちょっと極端過ぎ

るかもしれないですけれども、せめて全面積とは言

わないですけれども、建つ周辺あたりを排水できる

ような、下の準備をした上に建てたほうが長くまた

使えるかなというふうに、ちょっと素人考えですけ

れども、そういうことというのはどうなのでしょう

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ５番金子委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 いろいろと工法的にも考えておりますが、例えば

基礎を１メーター上げるとか、そういう部分も考え

ましたけれども、やはり直工で１,０００万円から

１,５００万円プラスになったり、いろいろ工事的

にも上がりますので、今回もポンプアップして排水

に道路側溝なりに落とすような形になりますけれど

も、そのポンプ自体もあくまでも水がたまるまでは

電気は使わないのです。ボールがついていまして、

それが上に上がってくると、一定の高さになると電

気がぱつっと入って、くみ上げるという形で、また

水が下がればボールも下がってきますので、それで

電気が消えるというような仕組みになっておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 課長いいのですけれども、

電気代がどうとか、そういう小さいことではなく

て、やはり建物として問題はないということです

か、例えば住んでいる人に対しての湿気だったりと

か、建物を傷めてしまうような湿度だったりとかと

いう、そこまで極端なことにはならない、ポンプ

アップしてやるから、それが無駄だとかということ

ではなくて、そういうこと自体がどうなのかとい

う。水が上がってしまうことが入っている人に対し

て、住居者に対しての悪影響というのはないのです

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ５番金子委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 水が上がる、そういう部分については問題ないと

いうふうに判断しております。基礎の部分でもビ

ニール引いたりして湿気は上がらないような工夫と

か、いろいろ工夫しておりますので問題はないとい

うふうに判断しております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 今の関連でありますか。なければ次へ進みます。 

 次の質問。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 同じ関連になるのですが、

もし入札にかかわることであって、構造的なものが

ここの場で答弁できなければしなくて結構なのです

けれども、２号棟以降のボイラーにかかわるところ

で、先日、担当主幹からお伺いしたところによりま

すと、今の建物の形では単なる電気温水器というの

は補助から対象を外れてしまうということで、電

気、ガス、灯油を用いたいわゆるエコなものであれ

ばいいですよという中だったのですけれども、それ

についてランニングばかりでなく、今、日進月歩で

いろいろなものが大変よくなっているというふうに

聞いておりますが、そこに住む人が高齢者等々も多

いのですけれども、そういったものに配慮した設備

を考えられているのか、もし可能であれば教えてい

ただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（狩野寿志君） ただいまの５番

金子委員の御質問にお答えさせていただきます。 

 委員おっしゃっているとおり、単なる電気温水器

では許可取れないということで、２号棟につきまし

ては灯油型の高効率型の給湯器のほうを考えており

ます。 

 高齢者に優しいかどうかちょっと難しいところな

のですけれども、ちょうど危険性とかそういうのが

なく、高効率でお湯を沸かして、スイッチ一つで湧

かせるようなタイプになっているというふうに伺っ

ております。 

 今年度は町のほうでも新しく初めて使う機器では

ございますけれども、高齢者にも優しいものだと考

えて、そちらのほうを契約してございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、８款の土木

費の質疑を終了いたします。 

 ここで説明員が交代しますので、少々お持ちくだ

さい。 

 次に、９款教育費の１９４ページから２４３ペー

ジまでの質疑に入ります。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １９７ページ、上富良野高

等学校振興対策費のところでございます。 

 ことしは何名ぐらい入学予定ございますか、まず

それをちょっと聞きたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ３番村上委員の来

春というか、今春というか、３月今回卒業しました

４月の入学予定者ということで、今、願書を受け付

けしまして３０名ということで入学願書が提出され

ております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ３０名だということをお聞

きしてほっとしているところでございますが、これ

は９２４万３,０００円、一般財源、これ振興対策

等いろいろ考えてやっていっても、いつかは限界が

来るのではないかというような怖い感じでいるわけ

ですけれども、来年以降、１,０００万円を超えて

くるのではないかなといろいろ考えて、野球だった

り、それから高校の後援会サポーターだったり、地

域挙げて皆さん、一生懸命応援しているところなの

ですけれども、これは普通学科でなくて学科を変更

するとかという、そういったことについてはどうな

のでしょうか。やはり魅力ある高校にするために、

こういう振興対策わかりますけれども、これも必要

だとは思っているのですけれども、そこら辺の学科

変更とか、そういった将来を考えた場合にそういう

ことをお考えにならないでしょうか、ちょっとお尋

ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ３番村上委員の御質問に

お答えをしたいと思います。 

 上富良野高校の学科の変更についての御質問かと

思いますけれども、基本的に道立の高等学校であり

ますので、簡単なものではないというふうに押さえ

ておりますし、北海道においては高校の適正配置を

行うに当たって、全道のアンケート調査を１０年ほ

ど前に行っております。 

 そのリサーチの中で、普通科という位置づけが必

要だと、逆に職業科については数を減らしていると

いうような状況でして、これらの考え方が変わらな

ければなかなか難しいのかなというふうに考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 上高を卒業しましてから、

緑峰高校の農業科というところの研修に入られる方

が結構いらして、やはりの農業をやってみようかな

と、農業後継者なってみたいなという方が行かれて

いるようでございますけれども、やはり先生の指導

力、これも大変やはりいかにして魅力ある野球部で

いました大矢先生ずばらしい先生がいらっしゃいま

して、やはり指導力って違うなと考えているのです

けれども、そういった指導力のあるすばらしい先生

を呼んでくるということについてはどうですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ３番村上委員の高校の先

生の指導力についての御質問にお答えをしたいと思

います。 

 魅力ある先生は上富良野高校、現在でもたくさん

いらっしゃいますし、それぞれの持ち分の中で一生

懸命頑張っていただいているというふうに認識して

おります。 

 特色のある取り組みの中で指導力を発揮する先

生、何をどんな科目をどういうふうにやっていくの

か、また高校をどんな特徴ある高校にするのかとい

う中で、それら来ていただく先生だとか。そういう

部分についてはうちのほうから要望するという形は

可能なのかもしれませんけれども、現段階におい

て、それらのその特色ある部分の取り組みというも

のが残念ながら決まっておりません。 

 したがって、それらの部分というのはなかなか難

しい、ただ、現在においても上富良野高校の先生方

は一生懸命生徒のために頑張っていただいていると

いう、そういう認識であるということを御理解いた

だきいたと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 富良野高行ってらっしゃる

方、それから緑峰高校、いろいろな近いですから交

流などもありまして、それで何人かの御父兄の方に

こういう振興策もやらせてもらっていますので、助

かっているという話も聞かせていただきました。 

 ですけれども、教科書が全然違うのだそうで、四

大に行くときになかなか受験で苦労すると、教科書

がかなり雲泥の差だということをお聞きしたので

す。 

 ただ、そこら辺の教科書選定というのもどのよう

に考えていらっしゃるかちょっとお尋ねしたいと思

います。 
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○委員長（長谷川徳行君） 教育長。答弁。 

○教育長（服部久和君） ３番村上委員の高等学校

の教科書についての御質問ですけれども、それぞれ

高校としての基本的な部分を押さえるという部分

で、選定されている教科書であります。 

 例えば、富良野高普通科でありますと、単位制の

導入ということで、選択という部分が、生徒がどの

教科を選択するという中で、新しい制度の運用をし

ております。 

 残念ながら、上富良野高等学校においては１クラ

スということから、そういう部分、まず１間口しか

ないときには先生の張りつけというのは最低限の張

りつけであります。 

 一方、体制の導入、総合学科等については新しい

形の高校については先生の数が圧倒的に違います。

そういうことから、子どもたちも自由に選択をし

て、進路に合わせた教育を受けられると、そういう

特徴的なものがあります。 

 最終的にしたがいまして、上富良野町高校におい

てはそれらのことができないことから、教科書が違

うこともやむを得ないといふうなことであります。 

 まして、町の教育委員会でそこの部分どうのこう

のという部分では決してないということを御理解い

ただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 一生懸命取り組んでいらっ

しゃる、よくわかります。 

 一部の何人かの御父兄の、その話ばかり全てでは

ないとは私は思っております。 

 それで、やはり近隣市町村の高校生との交流がす

ごい情報交換というのでしょうか、非常にそういう

のがありまして、やはり魅力ある高校をつくってい

ただけるようによろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ３番村上委員の御質問に

お答えいたします。 

 道立ですので、あくまでも協議だとか、お願いだ

とか、要望だとかという形で、現在も魅力ある高校

づくりということで、一緒に協議をさせていただい

ております。 

 さらに引き続き、今後においてもそういう魅力あ

る高校づくりという観点でお話のほうはさせていた

だきたいなというふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） １９５ページの学校教育ア

ドバイザーについてお伺いいたします。 

 今、この教育課程及び新学習指導要綱に基づいた

学校への指導、土日ですか、学習意欲を高めるため

の勉強会なども土曜日、あるいは休みの授業として

やっているかというふうに思いますが、現在、アド

バイザーのこの設置されて相当、実績面でも一定部

分、積んで来たのかなというふうに思いますし、そ

れを含めてこの予算の内訳等についてはどのように

なっているのかお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ４番米沢委員の学

校アドバイザーの件でございます。２３年には配置

しまして５年目ということで、実績はということで

ございますが、特に実績を数字化するものではなく

て、学校現場に参観日等出向くですとか、今のいじ

め問題、幅広い部分ですね。不登校問題を含めて学

校との間に入って適切な指導の中では専門的な以前

の校長という経験を生かした中で活躍をしていただ

いておりますので、教育委員会としては有効な活用

を図っていると考えているところでございます。 

 あと、費用面については、この報酬のということ

で、これ以外について本人に支払うものはここに掲

げてある報酬だけでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 同じところなのです、申し

わけないですけれども。 

 実績を積み重ねているかどうかというところで

は、恐らく実績も上がってきているのだというふう

に思います。 

 ちょこっと学習だとか、いろいろ学校行って現場

指導もされているわけですから、そういう意味での

実績で、私は一概に上がった、上がらないで評価す

るものではありませんけれども、そういう状況の中

で変わりつつある状況というのも教育委員会として

当然、掌握されていなければならないし、そうある

べきだというふうに思いますので、この点、どうい

うふうに理解されているのかお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ４番米沢委員のこ

の制度の実績等ということの中で、今、ちょこっと

学習のお話も出ました。 

 教育委員会としましては、学校とアドバイザーが

主体となって、町の児童生徒に対しまして平成２４

年度からことしで３カ年を迎えまして、教育委員会

が独自にアドバイザーが企画し、学校に呼びかけて

児童に学習の機会を与えています。 

 土曜日、それと長期休業中ということで、夏休

み、冬休みそういったことで２６年度は７回で、合

計１１日間、１３２名の児童の方に学習の場を機会
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を提供するとともに、その学習の機会において支援

ボランティア、中学生、高校生、旭川、場合によっ

て札幌から教育大の大学生が来て、普段の先生とは

違う、そういう支援体制の中で子どもたちが幅広く

学べる機会を設けてやっておりますので、そういっ

たことについては子どもたちの学力、確かな学力を

身につける面では。大変有効に働いているともそう

いうような状況なっております。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番、済みません、ま

た同じところですか。 

○４番（米沢義英君） 同じですけれども、だめで

すか。 

○委員長（長谷川徳行君） いや、よろしいです。 

 違う項目に行くのでしたら、関連あるかもしれな

いので。同じアドバイザーですか。 

 ちょっと待ってください。 

 ４番米沢委員、同じアドバイザーのことで。 

 １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 関連質問です。この補足

資料のところにも新学習指導要領に対する各学校へ

の指導をやると。学校アドバイザーですね。予算説

明資料、ページ３４ページの一番上ですね。ここに

先ほど同僚委員も言っていました。 

 そのアドバイザー、新学習指導要領に基づいて指

導しているということに、ここにも明確に事業内容

のところにうたわれております。 

 その新学習指導要領は、これは第１次安倍政権の

ときにできて、何年かの猶予期間をおいて、今、小

学校、中学校で３年、２年になりますね。 

 その新学習指導要領のねらいというものはどのよ

うに理解しているのか、お聞きしたいと思いしま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） １１番今村委員の

新学習指導要領に対する学校アドバイザーの働き方

だと思いますが、新学習指導要領につきましては、

小学校が平成２３年度、中学校が平成２４年度に新

学習指導要領が改定され、教科書等もそれに基づい

てやってございます。 

 そういった観点から１０年に一度、新学習指導要

領変わる大きな節目の中の中で今、言いましたよう

に学校教育アドバイザーについては今、平成２３年

度から、ちょうど新学習指導要領に切りかわった小

学校のときから、その新しくなった部分について適

宜適切に指導を行っていまして、改定の内容につい

てはそれぞれ国が決めたゆとり教育の脱却ですと

か、そういった大きな観点の中で町の教育委員会と

しましては、それらの学習指導要領に基づいて学校

教育アドバイザーの力をかりて、現場に赴いていた

だいて、そういった指導を行っているところでござ

います。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） それは当たり前の話で

す。私はだから、その新学習指導要領のねらいはど

う理解しているのかという話を聞いているわけで

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） １１番今村議員の新学習

指導要領のねらいについて、お話をさせていただき

たいと思います。 

 まず、先ほど課長のほうから申し述べましたよう

に、ゆとり教育からの脱却というのがございまし

た。結果、単位数、学校で授業を受ける時間が大幅

にふえたところであります。 

 なぜ、そういうふうにしなければならなかったか

と申し上げますと世界の学力の比較するものが試験

が、調査がありまして、その結果、日本の子どもた

ちの学力が低下しているという実態がございまし

た。 

 なおかつ、その日本人が海外に出たりしていく中

で、若干、心が弱いだとか、そういう部分も一方で

指摘される状況でありました。 

 これらのことを解決するために知徳体という部分

がバランスよく発達することが望ましい。 

 結果、それによって社会に出て、ひとり立ちでき

る、人を育てようと、そういう目的で今回の学習指

導要領が作成されたというふうに認識しているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 急な質問でなかなか返答

も難しいというふうに理解しますけれども、この新

学習指導要領のねらい、いろいろな観点から見方あ

ると思いますけれども、やはり戦後の教育で日本人

らしさを取り戻そうというところで武道の教育を中

学校１年、２年で必須科目とすると、ダンスもあり

ますよね、あれは国歌君が代、これについては教え

るだけでなく歌えるように教えましょうと、そうい

う話。 

 要するに武道とかそういったものを通じて日本人

の本来持っていた忘れかけているものを取り戻そう

というところに大きな狙いがあると私は理解してい

るのです。 

 そういったところを理解してやっておられるの

か、あるいはそのアドバイザーの方がそこを理解し

てやっているのかで全然見方が違ってくるわけで

す。 

 そういったねらいで上富良野の子どもたちが健全
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に私は育っていってほしいと思っています。 

 だから、そういったところをどうなのかなという

ふうに思って質問いたしました。なぜかというと、

いろいろ私も今までの人生で経験しているのですけ

れども、国歌とかそういうのなかなか歌えないので

す、自衛隊入隊してきても何しても。だから、何と

いうのですか、当たり前の世界ではないですか。だ

から、そういったものを当たり前のように指導要領

が変わって、新学習指導になったのだから教えてい

るかどうかという着眼を持ってアドバイザーは指導

をしないといけないと思う。 

 そこら辺をどういうねらいを持ってやっているの

かということを私、確認したかったのです。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） １１番今村委員の御質問

にお答えをしたいと思います。 

 私のほうから抽象的なお答えをさせていただいた

ところでありますけれども、それぞれねらいはたく

さんございます。最終的には知徳体のバランスいい

発育というのがねらいでありますけれども、その中

で日本の国を愛するだとか、郷土愛だとか、そうい

う道徳的観点を強く持っていくこともねらいの一つ

であります。そのために国歌をしっかり歌う、きょ

うも卒業式ありましたけれども、これからは入学式

ありますけれども、その中で国歌についてはきっち

りと歌ってくれると思っていますし、きょうも大変

すばらしく大きな声で国歌斉唱を終えたところであ

りますので、その部分を学校、ことし去年と国歌の

授業についても私とアドバイザー出向きまして状況

を見ておりますけれども、ぜひ入学式のとき見てい

ただきたいなと、このように思います。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ただいまの学校教育ア

ドバイザーに対しての関連ありましたらお受けいた

します。 

 次の質問。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 同じページの１９７ページ

の教職員の健康診断にかかわるところで、２３歳以

上の男女について風疹の予防接種というのを受けさ

せたほうが非常にいいということで、先天性風疹症

候群の赤ちゃんが生まれる可能性を持つ教職員の方

がいらっしゃるとは思うのですけれども、そういう

対応はされているかどうかお聞かせください。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ５番金子委員の風

疹の予防接種の部分ですね、これについてはこの中

に入っておりません。基本項目のみということで

なっております。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 上富良野町において、教職

員の風疹の予防接種というのは現在、予算化をされ

ていないということですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ５番金子委員の御

質問で予算化しておりません。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 同僚議員や私も前の一般質

問や前回の予特、決特で、多分言ったと思うのです

けれども、やはり２３歳以上の女性は特に自分が罹

患してしまうと、そのことを知らないうちに妊娠を

すると赤ちゃんが心臓の疾患を持って生まれたり、

白内障であったり、難聴になったりとする可能性の

リスクが非常に高いですし、妊娠初期に胎児が罹患

をしますと、それを直す薬は現在、世界中どこを探

してもありませんので、これはもちろん御主人であ

る人がキャリアとして持っていても大変なことにな

りますし、一番おっかないのは知らないうちにも

らって、それを家族に移してしまうというケースが

非常に多いと言ったらおかしいですけれども、そう

いうケースがあるというふうにも聞いておりますの

で、これは早急に対応することが望ましいと考えま

すがいかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ５番金子委員の今

の健診の実施に向けての部分でございますが、教職

員の共済組合というところで健診等を取りまとめて

いるところでありますが、町独自となると少し調査

研究が必要かと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 特に風疹の単体のワクチン

ではなく、済みません名前をちょっと忘れました、

麻疹等々の混合ウイルスが約１万２,０００円程度

かかるのです。それを町の対応と、ちょっと保健福

祉課の話になるかもしれないですけれども、でも特

に学校の教員というのはそういう罹患するケースが

非常に高くなりますので、子どもたちと接しますの

で、多くの自治体において例えば保育士さんはそう

いうのは義務づけたりしているとかという例も聞い

ておりますので、やはり上富良野町の教職員につい

ては一財において早急に手配する必要があるとは思

いますが、いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ５番金子委員の御

質問の部分にお答えいたします。 

 それらについて、他の町村の例を含め予防医療の

観点から予防接種の部分について研究をしてまいり

たいと思います。 
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○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） １９７ページの９款１項２

目１９節の関係でお尋ねをしたいと思います。 

 先般の教育行政執行方針の中で、確かな学力の向

上ということがうたわれて、その中に教員の先進校

の視察研修ということで実施をするということは言

われています。 

 したがって、これらの視察研修のとりあえず予定

という基本的な考え方はどう思っているのかという

ことでまずお聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ７番中村委員に対

する教員の視察等に関することでございますが、こ

れにつきましては２５年度、２６年度ということで

２カ年実施しまして、今年度３カ年目ということで

福井県のほうに２名の教員を予定するということ

で、この負担金の中で予算措置をしてございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） それでは、２５年、２６

年、それぞれ２名ということの理解でいいのかどう

かわかりませんけれども、その視察研修の状況と結

果的にはどのような形での成果、効果があったと教

育委員会では掌握しているのか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ７番中村委員のど

のような成果ということでございます。 

 教員行きましたら、その都度、結果報告というこ

とで教育委員会にもその視察の報告が上がってまい

ります。その報告を校長会、教頭会を通じて皆さん

で共有するような各学校における先生が、そういっ

たことで何が確かな学力に結びついているのか、そ

ういったことをきちんと成果を踏まえて、各学校に

指導を行ってございまして、その中においては学校

教育アドバイザーを活用した中でそういったことの

活用を図って、確かな学力向上につなげているとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） ２５年、２６年はどこの所

属の学校の先生なのかということと、もう一つはこ

れらの旅費等はどこの項目で支出をされているのか

ということで確認したいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ７番中村委員の行

き場所等でございますが、私のほうから、後ほど担

当のほうから細かな行き先あれしますが、一番最初

は秋田県ということで、全国の学力が一番高いとこ

ろに派遣をしてございます。 

 あと、基本的な項目でどこからかというお尋ねで

ございますが、学校教育振興協議会に町のほうから

負担をしておりまして、そこの中でことしについて

は、平成２７年度は１人８万円の２人分の１６万円

を予算計上してございます。 

 なお、年度ごとの派遣先については担当主幹のほ

うからお答えいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 学校教育班主幹、答

弁。 

○学校教育班主幹（及川光一君） 中村委員の御質

問にお答えいたします。 

 平成２５年から道外研修ということで３カ年、順

番で言いますと上富良野西小学校、そして２６年が

上富良野中学校、そして２７年度が上富良野小学校

の教員で２名ずつの研修ということで予定をしてお

ります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 私は秋田県行った経過の中

の報告書は読みました。 

 それで、２５年は秋田だけれども、２６年はどこ

なのですか、ことしは福井というお話だったのです

けれども、再度確認します。 

○委員長（長谷川徳行君） 学校教育班主幹、答

弁。 

○学校教育班主幹（及川光一君） 中村委員の御質

問にお答えいたします。 

 ２５年度が秋田県でありまして、２６年度が上富

良野中学校で福井県でございます。２７年度におき

ましては申しわけありません、まだ未定ではありま

すが学力の取り組みの先進地ということでこれから

選定して、上富良野小学校で実施の予定をしており

ます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） それでは１人８万円で２人

分１６万円ということで、８万円で福井県、秋田県

はまだ近いからいいのですけれども、福井県の場合

の旅費的な形での計算では渡しきりということで

やってしまうのか、その点、確認したいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ７番中村委員のた

だいまの旅費の関係の額の積算関係でございます

が、基本的に８万円の渡しきりということで、今の

交通網の中でも航空賃については距離的な部分では

値段の部分の安さもあって、そういったことから距

離は遠いかもしれませんが、今言った８万円の上限

ということで支出を予定してございます。 
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○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 状況はわかりました。 

 それで、いずれにしましても２７年度はどこに行

くかまた、今度は上小ということで担当の先生やア

ドバイザーと協議をしてということになってくると

思いますけれども、いずれにしても報告書は厚生文

教委員長あてにでも一部出していただいて、こうい

う角度で先進地はやっているのかということの参考

にしたいと思いますので、そういう点で配慮いただ

きたいのですが、いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ７番中村委員の報

告書の見解の関係でございますが、そういった方向

で委員会というか、委員長とも協議した中で進めて

まいりたいと思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） ただいまの関連であれ

ば、お受けいたします。 

 次の項目。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ２１１ページ、中学校管理

運営費の中の委託料のところでございます。 

 ここのところの温風暖房器点検清掃、これが昨年

１１万５,０００円でしたのが、ことしは１万２,０

００円となっております。それから、重油タンク漏

えい検査及び清掃、これは昨年１３万５,０００円

でしたが、今回５万２,０００円と、ちょっと余り

にも金額が違うものですからどうしてなのかなと

思って、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ３番村上委員の委

託料の関係の年度によって金額違う部分でございま

すが、法定点検等ということで２年に一度の部分

で、その年に該当する部分については値段が上がる

ということで御理解ください。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 上富良野小学校の学校の外

構整備という形で予算がついております。 

 これを見ますとフェンスは生徒でなくて、校舎

横、あるいは先生が入る玄関前のフェンスという形

で載っておりますが、駐車場側、あるいは体育館側

については既存のフェンスを使うという形になるの

か、その点、まずはお伺いしておきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ４番米沢委員の

フェンスの場所の問題でございますが、委員御指摘

の駐車場の部分につきまして歩道の高さと同じ程度

にのり面を下げますので、したがって駐車場から一

段下がったところにのり面を設けて、実際に歩道と

同じような高さに芝生を張るということで、そう

いった高さがなくなることからフェンスの設置を予

定していないということでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 内訳等でありますが、駐車

場の整備あるいは国旗等の整備、外構排水整備、校

門の整備だと記念碑だという形の中で載っておりま

すが、この内訳等はどのようになっているのでしょ

うか、わかる範囲でお知らせいただきたい。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ４番米沢委員の費

用の内訳ですが、後ほど整理しましてお答えしたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 済みません、今の関連

でありましたら。 

 次の項目でお受けします。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 先般の厚生文教委員会でも

お話申し上げましたけれども、駐車場と歩道の関

係、それから排水の関係ということでお話を申し上

げました。 

 したがって、その中では特に旧校舎の段階では、

あそこの道路排水、旧松屋製パンのあそこから、上

から上中のほうから水が流れて千葉整骨院や、それ

から富山さんのところにずっと行くと、その解消に

昨年の議会の中でお話申し上げた。結局、用地が富

山さんのところの用地は３人おられてどうにもなら

ないというような話の中から、今回、この問題を厚

生文教でお話ししたら、一応、反対側のほうの広川

呉服店のほうに行くということで、今、歩道とのり

面と同じ高さにするということになると、場合に

よっては流れていく可能性があるのか、もしくは絶

対大丈夫だということで確認をするのかということ

なので、その点、大丈夫ということでよろしいで

しょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ７番中村委員の今

の排水の問題点でございますが、建設水道課の技術

の部分については広川呉服店に流れるということで

設計段階で確認しておりますので、そういったこと

で御理解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 駐車場の高さと、それから

のり面のところの前に、言うなれば水のといみたい

な区切りのちょっと高いものがあれしていけばこっ

ちのほうに流れていくのかと、そういうような気も

するので、歩道と同じ高さということでのり面のあ
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れがなると、ちょっとそういう点が危惧されるの

で、それが１点ですけれども、大丈夫だということ

を信頼しておきますけれども、ただ現実の問題とし

て副町長、町長は聞いてほしいのですけれども、現

実にあそこはもうあれだけの傾斜があるから、道路

へ降った雨が全部、千葉整骨院や富山さんに、結

局、あそこは自己防衛で、自分たちで土のうを用意

しているのです。去年の９月もそうです。台風が来

るといったら千葉整骨院のほうは、もうあそこは土

のうを積んでいるのですよね。そんな自己防衛をせ

ざるを得ないような状況が平成２３年のときも大変

でした。 

 ですから、そういう点でやはり考えてはどうかと

いったら、結局、地主の関係があるので無理だと、

そうすると道路排水が途中の側溝の中に、水溜めに

入ってくるような方法をするということですけれど

も、具体的な動きがないと、そうすると千葉整骨院

の前のあそこのセシリアの前の道路のところにグ

レーチングが何かあれして、ある程度、そこの水が

あっちへ流れないような方法等含めてということ

で、直接、今、質問の中関係ないのですけれども、

学校のあれがもう絶対出ないということになると、

それの対策ということになってくるのかなという気

がいたします。 

 それで、それこそ富山さんに聞いたらうちも土の

うはちゃんと用意しているのだと、それも自己防衛

をせざるを得ないような形は２３年からも４年たっ

ていますから、何とかそういう方法をまず考えて、

答弁はいいですよ、考えてくださいということで、

この質問は終わります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ７番中村委員の全体の排

水の関係の御質問に私のほうからもお答えをさせて

いただきたいと思います。 

 委員、今、御発言にありました、特に平成２３

年、２４年もありましたが、地形的に中学校の校門

からの傾斜でまともに千葉整骨院の前に大きく集中

的に水がたまってしまうという点については、私た

ちも何とかあそこを解決すべくさまざまな可能性を

探ってきた中に大きな雨水の排水路が富山さんのと

ころにありますので、それに直接抜くことが可能か

どうかの調査をやっているときに、不在地主が３人

ほどおられるので、あそこを直接抜くのがかなり厳

しいだろうと。 

 そういう中で、あの中学校の校門前の水を真っ直

ぐ落ちてくるのではなくて、途中でさまざまな例え

ば松屋さんのところから、国道側に抜けないかどう

か、そういう分散をすることで時間的に少し余裕を

持つような分散方式がとれないだろうかという点

で、この今、広川さんのお話が出てきましたが、こ

こを１点、こうやって方向を変えることで少し改善

がされるのではないかというような具体の取り組み

を今させていただきました。 

 流れの勾配は逆でしたので、それは逆でしたとい

うか、ごめんなさい中学校のほうに流れてくるもの

を逆に引っ張るということで時間差が図れると。 

 同じように、もう少し東側でそういうことができ

ないのかということも含め、対応策をさまざまな検

討しているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ４番米沢委員に対

します先ほどの小学校の外構工事の主な工事という

ことで、全体に諸経費がかかっておりますので直接

工事費でおおよその金額ということで申し上げます

が、駐車場関係が約３,０００万円、外構の排水関

係が約１３０万円、記念碑等の移設が２０数万円、

フェンス等の設置が約１５０万円、水道設置等が７

４万円で、主な工事でこのような中で直接工事費を

見込んでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） 米沢委員、今の回答の

質問はよろしいですか。 

 それでは、ほかにございませんか。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） １９９ページ、９款１項３

目１３節教職員住宅周辺環境整備の関係で、１７万

２,０００円が計上されております。 

 それで、２４年が１１万４,０００円で予算で、

それから２５年も１１万４,０００円、それから２

６年度が１７万２,０００円ということです。  

 それで、現実の問題としてこの処理の関係、委託

費が１１万４,０００円が今度は１７万２,０００円

ということで上がって、５万８,０００円の増でご

ざいます。 

 それで、この教職員住宅の空き教員住宅、入って

いる教員住宅を含めてやられるのか、特に周辺住民

からやはり適切な管理をしてもらわないと困るとい

う苦情がありますし、それから移住・定住の準備住

宅の関係等もバランスの関係もあります。 

 そんな関係で、この費用の範囲は空き教員住宅も

含めて入っているのか、それらを確認したい、 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ７番中村委員の今

の管理の部分のどこまでかという御質疑かと思いま

す。 

 空き教員住宅も含めて草刈り等、年３回行ってご

ざいます。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 
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○７番（中村有秀君） 今、年３回ということでお

話がありました。 

 そうすると、現在教員が入っているところもやる

ということですか。一般的に言えば自分の周りは自

分たちでやるということで、何も教員だけが町費で

使って、環境整備をやることは基本的には僕はない

と思うのです。 

 空き教員住宅はいたし方ありませんけれども、そ

うすると現在、３月で教員住宅何戸で入居者何戸と

いうことで、ちょっと数字を教えていただきたい。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ７番中村委員のた

だいまの御質問の部分でございますが、確かに入っ

ているところについては一般であれば自分でやると

いうのが一般的かと思います。 

 教育委員会としましては、入退去ということから

含めて、それら御自分でやられる方も、きれいに花

を植えた方もおられます。 

 そういったことは当然しませんが、うちのほうで

管理指導の中でどうしても見苦しい、周辺環境に影

響を及ぼす部分については、それらを含めてやって

いるのは現実でございまして、今現在４１戸の管理

戸数を持ってございます。 

 今現在、約半分程度、月によって移動があります

ので二十二、三戸が入ってございます。そのような

状況でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 管理戸数が４１戸で、入居

されているのは２２から２３、若干、変動は出てく

ると思いますけれども、そうすると約半分近くの空

き教員住宅があって、そこの管理もやっているとい

うことで、空き教員住宅はいいですよ、だけども入

居している２２戸ないし２３戸は、やはり自分の周

りは自分たちでやるということをしていかないと、

町が何でもかんでもという形に僕はなってくると思

うのです。 

 だから、その点で今後、入居者に対する指導とい

いますか、やはりやってもらわないと困るなという

感じはするのですけれども、その点はどう入居され

ている教員の皆さん方に指導されるか。 

 例えば、教頭だとか校長住宅だって、やはり自分

たちでやっているのですよ。それと同じ理屈になっ

てくるのかなと気がするのです。 

 教員住宅は並んでいるから、土地と隣が空いてい

ればあれだという感じもしないでもないけれども、

やはり基本的には自分の周りは自分でやると、校長

も教頭もやはりそこへ入っていればちゃんとやって

いるわけだから。その点ちょっと、今後の指導につ

いてお尋ねしたい。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ７番中村委員の今

後の部分を含めまして、今、教員によっては温度差

がありましてきちんとやっている教員ももちろんお

りますので、それらさらに指導の徹底を図ってまい

りたいと考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ２１３ページの上富良野中

学校の整備という形で、今年度から予算がつき、改

築、あるいは耐震補強という形になっております。 

 財源の内訳等については載っておりますので、今

後、予算が通った後の入札、あるいは仮校舎等の建

設等というのは最終的には２年間で建設が完了する

という形になっておりますが、工程としてはどうい

うふうになるのか概略お願いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） 概略的な部分とい

うことで今、お尋ねでございます。 

 先般、御説明した中で同じような部分でございま

すが、まず着工に当たっては契約をしなければなら

ないということから、契約の時期、入札含めて６月

を予定してございます。 

 現場に入れるのはそのすぐ後ということで工事が

開始されるわけでありますが、まず最初に仮設の校

舎を建設いたします。それとあわせまして今回、行

います１期工事の管理普通教室等ということで、職

員室等含め児童生徒の校舎の部分に建設に取りかか

ります。 

 今回においては耐震補強という部分で窓枠含めた

補強工事、それと内部の工事、それと外部の工事と

いうことで、大きな工程がございます。これらを約

１年かけて翌年の５月までにそれらを終わらせた中

で仮設校舎から児童等が引っ越しを行って、１期工

事については終了と。 

 ２期工事においては、２８年度において同じく６

月以降において一部改築になる校舎あわせて改修の

校舎と、その二つの校舎を同時並行的に行いまし

て、最終的には１２月をめどに終わらせまして、３

学期からは新しい校舎で学べるような概略工程を

今、考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） よく工事等においては騒音

だとか、いろいろなことが予想されますので、こう

いった点についてはきちんと管理をされて対応され

ると思いますが、この点、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 
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○教育振興課長（野﨑孝信君） ４番米沢委員の周

りへの影響の部分でございますが、上富良野小学校

の例にもありまして、そういった部分で一部御指摘

もありましたが、それらの経験も踏まえて周辺環境

に影響が及ばないような万全の体制で工事を進めた

いと考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） ２０７ページ、９款２項２

目１１節小学校学習活動費の中の需要費、印刷製本

１７３万９,０００円の関係でお尋ねしたいと思い

ます。 

 これは恐らく郷土学習の副読本なのかなという感

じは受けておりますが、一応、前回の発行年度、そ

れから印刷数についてわかれば教えていただきたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ７番中村委員の今

回の編さんにかかる部数でございます。７００部と

いうことで予定……(発言する者あり) 

 前回、５年前ということで、平成２２年度に同じ

く７００部を発行してございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） ７００部は、これは対象は

４年生ですか、５年生ですか。副読本を活用すると

いう学年は。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ７番中村委員の御

質問にお答えします。 

 活用するのは３年生と４年生ということで御理解

ください。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） そうすると、この７００部

印刷すれば、最低４年か５年はそのまま活用できる

範囲ということで理解してよろしいですね。うなづ

いたからよろしいです。 

 それで、次に１９節の中にある副読本編纂委員会

の補助ということで１０万円計上しております。し

たがって郷土学習資料の委員会の構成メンバーと、

一つは１０万円の内訳の関係をちょっと確認したい

のですが。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ７番中村委員のこ

の編纂委員会の補助の関係でございます。 

 現在、編纂委員会、準備段階でございますが、今

月中に準備委員会を開催する予定でありまして、事

務局含めて１０名を予定してございます。 

 そのような中で、今後、作業に当たっての予算の

中で今、１０万円を予定してございまして、これら

については資料費であるですとか、作成の材料費で

あるとか会議費であるとか、これらをこの費用に充

てる予定を進めてございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 教育委員会を含めて準備委

員として１０名ということで、学校別に何名何名と

いうことの割り振りというか、そういうものは今、

決まっているのかどうか教えていただきたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ７番中村委員の学

校別の関係でございますが、江幌小がなくなり４校

ということから、そういった部分で平均２名という

ことで今、考えてございますが、中学校については

今１名枠でということで内部では検討しております

ので、その部分は小学校、中学校になる部分は１名

増ということで８名ということで考えてございま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ２１７ページの中学校の学

校図書費の問題についてお伺いいたします。 

 学校図書については、交付税措置が行われ２０１

６年度までだと思いますが、整備する費用が交付税

という形で地方自治体に来ているかと思います。 

 それに基づいて整備はされているのかなというふ

うに思いますが、現在、中学校及び小学校等につい

てはそれぞれ学校図書等については何冊ぐらい整備

されているのか、まずはお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ４番米沢委員の学

校ごとの図書の数については後ほどお答えさせてい

ただきます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 交付税措置という形で一定

部分、来ているかというふうに思いますが、どのよ

うになっているか、交付税額。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） 交付税額につきま

しては、基準財政需要額にそれぞれ小学校費、中学

校費が算定されておりますが、そういった中で個別

の図書費が学校ごとに幾らというふうな算定には

なってございませんが、今ある中で後ほどお答えさ

せていただきます。 

○委員長（長谷川徳行君） 後ほど答弁いたさせま

すので、ほかにありましたら。 

 ７番中村委員。 
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○７番（中村有秀君） ２１１ページの９款３項１

目１４節の中学校管理運営費の関連で質問させてい

ただきたいと思います。 

 この１４節で使用料及び賃借料ということでＡＥ

Ｄの借り上げ５万９,０００円とあります。それ

で、ほかの小学校の管理運営費を見たら、言うなら

ば上小、西小、東中小学校の中にＡＥＤの計上がな

いのですけれども、これは設置されているのか、そ

れとも設置されていないのか、ちょっと確認したい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ７番中村委員のＡ

ＥＤの関係でございますが、基本的には各学校に設

置されていますが、寄附をいただいた部分というこ

とで、借り上げでないことから予算には載っており

ませんが、今言っていることで設置はしておりま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） そうすると３校も全部寄附

ということで理解してよろしいですね。はい、わか

りました。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹、答

弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） 先ほど４番米沢

委員からありました小学校費にかかわります交付税

上の図書の費用ということでございますが、今、数

字のほうちょっと資料で調べさせていただいている

ところなのですけれども、ただ図書費として幾らと

いう部分での計算にはなりませんで、いわゆる交付

税、小学校費の中の金額の中に図書分としてこれだ

け計算をしていますよというような数字があるとい

うことで御理解をいただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹、答

弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） 単位費用につき

ましては今、調べている最中ですので、後ほどお答

えいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） ２１３ページの９款３項１

目外国青年招致事業の関係で、１節報酬３８５万

９,０００円が計上されています。 

 したがって、任期２年というと２年前も同じく３

８５万９,０００円と出されて、２５年の決算を見

ると３８２万８,０００円ということになっており

ます。 

 それで、この報酬の算出基準は２５年度の予算と

今年度と同じなのですけれども、この基準について

お尋ねしたい。 

○委員長（長谷川徳行君） 学校教育班主幹、答

弁。 

○学校教育班主幹（及川光一君） 中村委員の御質

問にお答えいたします。 

 今のＡＥＴの報酬基準でありますが、一月３１万

３,２００円の単価を持って基準としているところ

であります。 

 さらに今回、２年おきの交代期といいますか、そ

の中で退職手当報償金ということで１０万円の額を

計上しております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） わかりました。報酬はそう

いう基準で出しているということでわかりました。 

 同じ関係で次の８節に移ってよろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいです。 

○７番（中村有秀君） それでは関連で８節報酬費

の関係、この中で外国語指導助手通訳謝金というこ

とで１万５,０００円用意しているのです。実際に

日本に来て指導する、上富良野へ来て指導するのな

ら要らないのではないかという気がするのです。 

 ２５年の決算見たら１万５,０００円そのまま計

上して、決算はゼロになっている。ですから、わざ

わざ日本へ、上富良野へ来てあれするということに

なると通訳の謝金なんていうのは、とりあえず用意

をしておいたほうがいいよということで用意をされ

たのか、その点ちょっと確認したいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ７番中村委員の通

訳の関係でございますが、外国から来られて日本語

がある程度できる方、全くできない方、そういった

ことでどなたが来るかがまだ未定ということから、

そういった外国から来られるＡＥＴが日本語を話せ

ない場合、そういった部分を想定してこの報償費を

あらかじめ予算化している部分でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 現実の問題、ここへ来て同

じ教育効果を上げるのであれば、ある程度の日本語

ができて、そして英語の指導をするというのならわ

かりますけれども、言うなれば来てみなければわか

らないということの人選というか、指導員の要請な

のでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ７番中村委員のあ

らかじめそういった日本語が話せるかどうかという

部分でございます。 

 この選考に当たっては友好都市のカムローズとい

うところにお願いしまして、日本、上富良野に来て
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英語指導できるかどうか、そういったことの希望を

とった中で行うということで、前提となる日本語の

部分が話せれば一番いいのですけれども、そういっ

たことを考慮してでも今言ったような日本語はなか

なかできないという部分を含めて、これについては

来た早々、落ち着くまでの間ということで、その後

は日本語の研修ということで札幌のほうにも研修で

行きますので、ある程度、基礎的というか、初歩的

な部分の会話をマスターした中で学校等に出向くよ

うな、そういった準備を行ってございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 一つは一般的に考えて英語

指導助手ということで日本へ来るのであれば、ある

程度の日本語はあれしないと、すぐ活用できないわ

けでしょう。今、課長の言うのであれば、また札幌

へ行って研修を受ける必要がある人かない人かはま

だわかりませんけれども、できればやはりそういう

点を確認しながら招致をきちんとしたほうがいいの

ではないかという私の考え方なので、お聞きをいた

だきたいと思います。 

 それから委員長、次、９節に関連で移ってよろし

いですか。 

○委員長（長谷川徳行君） はい、よろしいです。 

○７番（中村有秀君） ９節旅費の関係です。８９

万６,０００円が計上されております。 

 したがって、平成２５年度は７１万８,０００円

計上されていて、実質的に６６万３,２４８円とい

う決算であります。 

 したがって、この方がカムローズから来るのか、

一旦、日本にいてどこかのあれに出て、またこちら

へ来るのかという経路によっても変わります。前回

の２５年のときも私、質問いたしました。とりあえ

ず、上富良野から帰るけれども、どこへ帰るかとい

うのは本人次第で、とりあえずカムローズへ帰ると

いうことで旅費を計算しているということなのです

けれども、この８９万６,０００円の計上も基本的

にはカムローズから来て、上富良野へ来ての旅費と

いうことで理解してよろしいでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 学校教育班主幹、答

弁。 

○学校教育班主幹（及川光一君） 中村委員の御質

問にお答えいたします。 

 今の旅費の計上の関係ですが、カムローズ市から

の新しいＡＥＴさんの来日の分も予定しています

が、今いるＡＥＴの帰国の旅費も計上しておりま

す。 

 あと、長期研修ということで来てからの旅費も１

５万円計上しているところであります。今、８９万

の額ですが、前回よりも円安部分、またその時々の

航空会社の金額もまだ未確定な部分もありますこと

から、若干、前回よりも多く見ております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） この８９万６,０００円の

中には研修の１５万円も含んでいると、そういうこ

とで理解をして、実質的な旅費というのはこの８９

万６,０００円から１５万円を引いた７４万６,００

０円ということで理解していいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 学校教育班主幹、答

弁。 

○学校教育班主幹（及川光一君） 中村委員の御質

問にお答えいたします。 

 研修旅費も含めた金額になっております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） それでは関連で、１８節の

備品購入費です。これが１０万円、施設備品費とい

うことで設けられております。 

 この備品費は、恐らく向こうから単身赴任して、

いろいろな生活品が足りないというようなことで、

ちょっと私なりに理解をしております。 

 したがって、平成２５年度のときは６万円用意し

て２万７,８８０円の決算になっています。そうす

ると、１０万円というのはとりあえず来てから対応

ということなのですけれども、それであれば２５年

度に来た人が帰るときにこの６万円の備品というの

はどういう形になるのかということで確認したいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ７番中村委員の今

の使っていた中の主に電化製品、例えばテレビ、冷

蔵庫、炊飯ジャー、それらのものについて、その本

人が帰国する際に処分というか、置いていきます。

そのものが今度、新しく来られた方がそのまま使え

れば、本人が希望する場合はそのまま使いますけれ

ども、使わない場合、または本人がそれ以外のもの

を望む部分もございますので、それら含めて１０万

円という経費を予算化しているところでございま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） テレビ、冷蔵庫、電気炊飯

器といえば、２万７,８００円では済まないのです

よ、２５年の決算を見ると。２５年の予算の中で支

出の決算を見ると。 

 ですから、あくまで１０万円は来る人によって必

要なものをあれすると、そして残ったものを本人が

持ってくるのですか、それとも処分をするのか、そ

れとも次に後任した人にあれするのか。 
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 結局、今回も同じ部屋かどうか私はわかりません

けれども、そういうような引き継ぎを考えているの

か、新たに購入してあげるということで考えている

のか、その点、確認をいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ７番中村委員の中

の使用するものでございますが、基本的には置いて

いくこと等含めて、その置いていったものについて

は使えるものについては本人の了解のもと使ってい

ただく、その中で足りないものがあれば、その費用

の中で支出をすると、こういう基本的な考え方で進

めたいと考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） ただいまの項目につい

て、外国青年招致事業について関連ありませんか。 

 学校教育班主幹、答弁漏れを答えてください。 

○学校教育班主幹（及川光一君） 米沢委員の先ほ

どの図書の蔵書の数の関係の御質問にお答えしたい

と思います。 

 学校別に図書の冊数を２６年度末でお答えいたし

ます。 

 上富良野小学校９,６６６冊、上富良野西小学校

８,８０８冊、東中小学校３,８０３冊、上富良野中

学校１万２９２冊、合計しますと４万２０冊になる

ところであります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 学校教育班主幹、答

弁。 

○学校教育班主幹（及川光一君） 訂正をお願いし

ます。 

 合計いたしますと３万２,５６９冊です。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 米沢委員、これに対す

る質問はよろしいですか。 

 暫時休憩いたしたいと思います。 

 再開時間を３時２０分といたします。 

────────────────── 

午後 ３時０３分 休憩 

午後 ３時２０分 再開 

────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、会

議を再開いたします。 

 ９款の教育費の質疑を受けます。 

 先に、先ほど交付金に含まれる図書費の説明をい

たさせます。 

 企画財政班主幹、答弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） 先ほど漏れてお

りました、４番米沢委員からありました交付税にお

ける学校図書費の費用ということになります。 

 なお、今回、報告といいますか、数字につきまし

ては実額というよりは論理的計算上の数字というこ

とで参考までにということで押さえておいていただ

きたいというふうに思っております。 

 小学校費の交付税につきましては、それぞれ児童

数、それと学級数に応じてというふうになっており

ますが、そのうち学校図書にかかる経費につきまし

ては学級数に応じて算定される交付税の中で見てい

るというふうになっております。 

 図書分として幾らという部分の分はないのですけ

れども、おおむね計算上、算定されたうちの３.７

％が学校図書分というふうに計算ができるように

なっております。 

 参考までに２６年度の交付税算定で計算をしてお

りました小学校費の学級数に応じた金額ということ

で６,２６２万５,０００円あるのですが、このうち

の約３.７％ということで２３０万円程度が学校図

書費分ということで算定がされているのかなという

ふうに思っております。 

 なお、これは需要額ですので、実際に交付をされ

ていますのは、これから基準財政収入額を引いて

入ってきておりますので、実際の交付税は全体予算

の中の３分の１というぐらいの押さえになりますの

で、これの３分の１の金額、約７０万円から８０万

円程度が交付税として入ってきている数字だという

ふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ただいまの答弁に質疑

はありませんか。米沢委員、よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） ２２５ページ、９款５項１

目の青少年国内外交流派遣事業のことです。 

 これから見ますと特別旅費が２２万円、それから

派遣事業補助が２３６万円ということになっており

ます。 

 それで、まず一つお聞きしたいことは、教育長の

教育行政執行方針の中で姉妹校交流推進事業という

ことで、その中に１８年目を迎えて本年度は物的交

流を行い、継続した取り組みを進めてまいりますと

いうことになっています。 

 一般的に物的ということは農、もしくは畜産の物

を持っていってということなので、そういう予定で

あわせて派遣をするということで理解をしていいか

どうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 学校教育班主幹、答

弁。 

○学校教育班主幹（及川光一君） 中村委員の御質

問にお答えいたします。 

 今の執行方針概要の中の物的交流の文言の部分で
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ありますが、これについては上富良野西小学校が三

重県津市の安東小学校との姉妹校提携を結んでおり

まして、２７年度におきましては物的、いろいろな

手紙の交換だとか、特産品などの物的交流を行うと

いう内容になっております。 

 ３年ごとにお互い訪問し合ったりもしているので

すが、２７年度には物的交流の年に当たるところで

あります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 僕はもう少し大胆的な物的

交流かなと思ったのです。 

 普通は派遣をするというのなら人的交流だけれど

も、そういうことで物的交流ということで大きく出

ているものだから、一体この言葉遣いはどうなのか

なということだけれども、やはり派遣事業というこ

とになると先に人的交流があって、物的にはこうい

うものがということがあるのであれば、まだわかる

けれども、物的交流でほかの予算書を見ても物を

持っていって、向こうで物産展をやるとか何とかと

いう商工費の中にもないようなものだから、一体ど

うなのかということで、とりあえずはそれは理解い

たしました。 

 やはり言葉の表現にはやはりちょっとあれしたほ

うが物的が先に来ているからということで今、質問

させていただきました。 

 派遣事業の内容については一応、小学校４年生か

ら６年生で４０名、３泊４日、実行委員会を設立す

るということで、６０％補助で４０％自己負担とい

うことですけれども、この特別旅費の２２万、この

引率職員の分だろうと思います。もしくは看護師さ

んか何かも入れて、この２２万円のは何人分でどう

いう方が行くのかと今の予定をちょっと尋ねたい。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主幹、答

弁。 

○社会教育班主幹（鈴木真弓君） ７番中村委員の

御質問にお答えいたします。 

 青少年国内交流事業派遣事業特別旅費、２２万円

の内訳でございますが、職員の引率旅費として２名

分を計上しております。 

 上富良野町から三重県津市、津市ほかの施設研修

も含め３泊４日の研修旅費を計上させていただいて

おります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） そうしたら、職員が行くと

いうことで理解をしております。 

 それで、この対象は安東小学校と西小の関係のあ

れなのですけれども、西小だけに限るのか、そのほ

かの小学校の４年生から６年生まであれされている

のか、その点はどうなのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主幹、答

弁。 

○社会教育班主幹（鈴木真弓君） ７番中村委員の

対象者の学校についてでございますが、これは上富

良野町の子どもを対象とした事業として実施するこ

とから、全町の小学校３校の小学校４年生から６年

生を対象とし募集したいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 私はぜひ西小に限ってとい

うことではなくて、ぜひやってほしいなと。という

のは、上小も東中小学校もいずれにしても三重県か

ら入ってきて、そちらに移った方もおられるし、じ

いちゃん、ばあちゃんがこっちの出身だというよう

なケースもあるから、ぜひそういう形で実施をして

いただきたいと思います。 

 それで、実行委員会を構成するということで、こ

の参加団体は今の段階の構想ではどういう参加団体

が実行委員会に計画しているでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主幹、答

弁。 

○社会教育班主幹（鈴木真弓君） 平成２７年度の

事業計画につきましては、これから十分協議してま

いりたいと考えておりますが、これまでの実行委員

会の構成としましては、各校長会から１名、教頭会

から１名、町Ｐ連から１名、子ども会から１名な

ど、あと関係学識経験者の一環から社会教育委員も

入れまして、この実行委員会を組織した経過がござ

いますので、それを十分踏まえた上で組織化してい

きたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ただいまの関連であり

ませんか。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） この事業は大変、僕も１回

ちょっと参加したことがありまして、その中で子ど

もたちのいろいろな気づきだとか、助け合いだとか

が生まれてきて、本当に地域のこの中で見られな

い、やはり見えていかなければならない、そういっ

たいろいろな風景だとか、その動きだとか見えて大

変いい内容かというふうに思います。 

 それで、派遣される人については実行委員につい

ては子ども会、ＰＴＡだとか校長会、教頭会という

形になっておりますが、実際ここに行くという、随

行する方になりますと子ども会のそういった育成会

のかかわりで派遣の中に入っているのか、現状では

どうなのかお伺いいたします。 
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○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主幹、答

弁。 

○社会教育班主幹（鈴木真弓君） ４番米沢委員の

御質問にお答えします。 

 平成２７年度の事業については、先ほども申し上

げましたとおりこれから事業の組み立てを立て、実

行委員を組織し、この実行委員との中で御審議を賜

るところでございますが、これまでの事業の実施の

経過から申し上げますと、職員の引率につきまして

は特別旅費で措置し、この実行委員会負担金の中で

は、実は引率旅費も見てございます。 

 前回の引率者としましては、学校の教員を２名を

つけさせていただいております。その以前につきま

しては、米沢委員御質問のとおり子ども会育成協議

会のほうからも引率で同行していただいた経過もあ

りますので、その辺も踏まえ引率者についての人選

については実行委員会の中に図っていきたいと考え

ております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 米沢委員、よろしいで

すか。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ２０９ページ、西小学校の

学習活動費、これは昨年より５４万２,０００円ふ

えておりますけれども、江幌小学校７名の方はどう

いうふうに、１人は上中に行かれるということで、

江幌小学校が廃校になりましたので、江幌小学校の

運営費で５０３万３,０００円ございました。それ

と江幌小学校の活動費が６５万円ございました。 

 こういった金額というのはどこに振り向けられる

のか、７名のお子さんというのどんな状態で、上小

に行かれるのか、西小に行かれるのか、上中か、

ちょっとそこら辺お尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ３番村上委員の江

幌小学校７名ということで、２名は卒業し中学校へ

上がるわけですが、残る小学校５名については西小

学校２名、東中小学校３名というふうなことになっ

てございます。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） 予算の部分につき

ましては各学校ごと吸い上げるという方式ではなく

て、全体予算の中で一定の計算式をもって各学校に

配分しておりますので、それらの差し引きというこ

とにはなってございません。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 私は西小にもう少し、２人

行かれるわけですから、西小の学習活動費５４万

２,０００円だけ上乗せになっているものですか

ら、そういったことはどうなのかなと思ったので

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ３番村上委員の西

小の部分でございますが、当然、学校の配分予算の

中には児童数というのを基本に考えておりますの

で、それらも含めた中の予算をしておりますので、

御理解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ２２１ページなのですが、

放課後子ども教室ということで新しい今回から展開

になるかというふうに思います。 

 内容もいろいろと充実されたということで、文書

など読みますと指導員の配置と、あるいは勉強等の

部分でも一定、できる環境があるというふうに書か

れておりますが、この点、以前と違って今回、変

わった点等々というのはどういった部分が変わろう

としているのか、職員の配置基準もあると思います

が、大まかに伺っておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ４番米沢委員のど

のように変わるかということでございますが、これ

につきましてもさきの委員会等でも御説明いたして

おりますが、条例ができたことによりまして面積、

人員、体制的な部分についてはそういった法的な部

分をクリアした中で整備するとあわせまして、中身

をどのような運営するかについては今回、１年生か

ら６年生までに対象範囲が広がったことから、１年

生については１年生のクラス、２年生から６年生ま

でのクラスということで、基本的にクラスを分けた

中でその程度に応じて学習を含めた中で学びと生活

の場、このような観点から指導員の体制におきまし

ても責任者を設け、その下に指導員、そして指導員

の助手という、そういった組織体制を設置して運営

に当たるという基本的な考え方で現在、進めてござ

います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） そうしますと指導員等の賃

金体系も変わった部分があるというふうに思います

が、その点はどの部分が賃金体系というのがどうい

うふうに変わったのかお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主幹、答

弁。 

○社会教育班主幹（鈴木真弓君） 米沢委員の放課

後事業における指導員の処遇についての御質問に対

してお答えいたします。 

 放課後クラブの指導員は、放課後児童支援員とい
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うことで時間単価を８９０円に定めてございます。

その補助員として、児童支援補助員を配置しました

場合は、この方については１時間単価８００円とい

うことで定めさせていただこうと考えています。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） ２２９ページの９款５項２

目の１１節の関係で分館管理費、修繕料２０万円と

いうことでございます。 

 先般の一般質問では、日東会館、花ござをじゅう

たんにするということで、これはいつ張りかえが終

わるのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主幹、答

弁。 

○社会教育班主幹（鈴木真弓君） ７番中村委員の

御質問にお答えします。 

 先般、一般質問で御質問いただきました日東会館

の花ござをじゅうたんへの取りかえは本年度２６年

度予算をもって執行したく、先日、張りかえのほう

を終了いたしました。 

 当日、張りかえにつきましては住民会長立会のも

と張りかえさせていただきましたことを御報告申し

上げます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主幹、答

弁。 

○社会教育班主幹（鈴木真弓君） 大変申しわけご

ざいませんでした、７番中村委員の日にちについて

の御質問にお答えします。 

 昨日３月１２日に取りかえのほう完了しておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 花ござをじゅうたんにす

る、これはいいことなのだけれども、ただ私の一般

質問の中で年に２回住民会長及び分館長主事会議を

開催し、その中で地域からの要望を取りまとめする

など地域と協議を進めながら、施設修理等の予算を

計上し適正な維持管理に努めているところでありま

すということで、２０万円修繕料を持っていれば、

こういう要望がいつ出てきたのか私は存じませんけ

れども、今、２６年度、あと１２日にやったら１８

日か１９日しかないです。 

 演習場周辺のときも申しましたけれども、せっか

く予算を持っているのであれば、早い時期にそれを

やるべきだということを申し上げて、私の住民会に

一時かかわったことがあるので、こうなったと報告

はしたいのだけれども、やはり予算の執行上、やは

り恐らく余ったからやろうと言ったのかという、そ

んな感じも受ける、結果的に。３月１２日で、あと

１９日ぐらいしかないのにという感じがするのです

けれども、その点で執行がこういう時期というのは

どうなのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ７番中村委員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 まず、予算の成り立ちといいますか、予算という

のは予定して置いておくもの、もしかしらすぐに急

に壊れるかもしれないから、ある程度予定しておく

もの。分館については１３施設ございます。 

 したがって、当初予算では既に壊れていて直さな

ければならないものプラスの予算を計上していると

ころでございます。 

 今回の日東会館のじゅうたんの取りかえについて

は、予定していたものが必要以上に結果として余っ

た部分を最終的にぎりぎりの時期に、もう壊れるこ

とがないなという中で予算を執行したものでありま

す。 

 最後までぎりぎりまで残していく部分と、そうで

ない部分、予算の執行上、こういうこともあるとい

うことを御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） そんな苦しい言いわけしな

くても、現実にこんな３月年度のぎりぎりというの

は偽ざる皆さん方の言葉です。 

 ですから、できれば緊急にやれば緊急はまた別な

形で補正等の道もあると思うので、こんな３月１２

日ということでは非常に私としては納得のできな

い、予算の執行上、いろいろな理由づけはするけれ

ども、理解をできないということです。 

 それで、この日東会館はそういうことでわかりま

したけれども、もう一つは旭野分館、私は校門の調

査でずっと回ったら、旭野の玄関の前に手すりがあ

ります。これはこんなに曲がっているのです、これ

は直されたのかどうか、それとも現状を確認してい

るかどうか、ちょっと御答弁を願います。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主幹、答

弁。 

○社会教育班主幹（鈴木真弓君） ７番中村委員の

旭野会館の玄関前手すりについての御質問にお答え

いたします。 

 私ども地域の方たちとは住民会長並びに分館長主

事会議を年２回ということで開催し、昨年の１２月

にもこの会議を開催し現地での施設の維持の状況、

管理の状況、今後の修繕希望についての要望を伺い
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ながら対応させていただいております。 

 旭野分館につきましても、この手すりについては

ちょっと曲がっているということはお伺いしており

ますので、次年度、平成２７年度の予算で対応して

いこうということで今後、確認をしていこうと思っ

ておりますが、４月に新たにまた会議を開催し、そ

の内容については２７年度の予算の中で各地域とも

話し合いをしていこうと考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ７番中村委員の御質問に

若干、補足をさせていただきます。 

 まず、基本的に住民会のほうから年２回、住民会

と協議をしているというお話、前もさせていただき

ました。 

 なおかつ、住民会が日々利用されているものです

から、うちのほうもそういう部分では住民会から適

時、状況を報告して壊れたら連絡をくださいという

ことを申し上げているところであります。 

 残念ながらその辺が管理の仕方で若干、うちのほ

うに連絡が遅かったりすることもあります。私たち

が見る視点と、その施設を管理されている方の視点

が違う場合もあります。 

 これら、なるべくそごのないようにしたいとは思

いますけれども、またそこに利用する方が加わりま

す。利用する方が施設の管理を委託している先にこ

ういうところはどうなのということを言っていただ

ければ、我々のほうにも話が伝って、そのようなこ

とはスムーズに修繕等、維持管理が図れるというふ

うに思っておりますので、それらの部分を御理解を

いただきたいと、そのように思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 現実にそうなったのは僕は

大分前かなという感じはいたしております。 

 ただ、教育長の言うように２回も年間やって何も

こなかったということも一つの言いわけになると思

いますけれども、とりあえず旭野は昭和５５年なの

です、だから非常に３５年もたっているということ

で、いずれにしても年に１回ぐらいそういう施設、

分館の施設の関係の巡視というか、視察というか、

それをやはり１回やったほうがいいような気がしま

す、年に１回でも最低。 

 そして、やはり状況を確認して、必要であれば分

館長や地域とも協議をしながらと、こういう方向に

していかないと、誰も言わなかったからそのまま放

置した。足は完全にコンクリートに入っているか

ら、すぐ倒れる状況ではないのです。ただ、もう斜

めになっているから、これは早く直したほうがいい

のになと、そのうち分館のほうからか教員委員会の

ほうで感じて直してくれるかなと思っていたのです

けれども、現実はそういう状況になっていますの

で、せめて年に１回ぐらいやはり担当者が巡視する

ということでやっていただいたほうがよろしいかな

と思いますけれども、その点で教育長、どうです

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ７番中村委員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 基本的に最低でも１回は現場のほうは、年に１回

以上は行っております。 

 ただ、今、御指摘のあった部分や何か現実に改善

されていないという実態もあります。そのようなこ

とのないように適宜回数をふやして施設の管理を適

正に行っていきたいと、そんなふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） ９款６項体育施設、これの

社会教育総合センターの管理費の中で提案したいと

思いますけれども、今の気軽にできるスポーツして

フロアーカーリング、毎週火曜日に協会主催で練習

試合をやっております、私も参加させてもらってい

ます。 

 そういった中で、各種目についてはバドミントン

だとかテニスだとかは、ちゃんと白線とか色つき線

を引いて常時、試合ができるような状況が生まれて

いるのですけれども、このフロアーカーリングにつ

いては試合のやる朝、会員が行って一回一回はかっ

て白テープを張って練習試合とか本試合をやってい

るわけなのですけれども、これはみんなの声で、１

回に８０人ぐらい大体練習に朝、集まるのですけれ

ども常設したテープとか、ペンキとかで試合の囲み

をつくっていただきたいという要望でございます。 

 それを１回、現場見ていると思いますけれども、

赤い印でつくったのだけれども、右と左のバランス

がとれなくて、その赤印のところは使えなくて、５

０センチぐらい右だったか、左だったか忘れたけれ

どもずらして６ホールから一斉に試合ができる状況

をつくっているわけなのですけれども、それがテー

プで毎回、張って、終わったらはがしてというので

なくて、皆さんの使う競技と色違いでもって囲って

ほしいという要望ですけれども、これについて

ちょっと状況を聞かせてもらいたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ９番岩崎委員のフ
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ロアーカーリングの関係かと思います。 

 確かにフロアーカーリング、今、多くの方に御利

用いただいている部分で、教育委員会としましても

１０コート分の四つ角、ライン出しの部分の印をつ

けてございます。 

 そういったことで今、御意見のある四つ角以外に

全ての線を引くとなると、ほかとの競技の混同か

ら、バドミントンなどもそうですが角とラインの隅

つけ程度ということでやってございますので、現状

においてはそういったことの１０コート分の四隅の

隅出しを行っているということで御理解いただきた

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） それは全部を引くというこ

とは難しいということですけれども、せめて今、先

に申し上げましたけれども赤い印、これだけは基本

としてやってほしいなと、いやこれはワックスがけ

のときに取れないものかなとみんな心配しているけ

れども、やはり管理している教育委員会が率先して

それを測量して、１０コートなら１０コート分の起

点といいますか、基礎となるところをきちんとやっ

ていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ９番岩崎委員の御

指摘の細かい部分かと思いますが、いずれにしても

フロアーリングを始めるときに協会のほうの御意見

も聞いて設置した経緯もございますので、そういう

細かい点で御指摘があれば、うちのほうとしても確

認をするなど進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、９款教育費

の質疑を終了いたします。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

 次に、１０款公債費の２４４ページから地方債に

関する調書の２５６ページまでの質疑を行います。 

 ございませんか。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） ２４７ページ、共済費があ

りまして、その下に再任用職員７８万２,０００円

ということで計上されています。 

 この再任用職員はどこの所管に配置をして、もし

わかればどなたかということで教えていただきいた

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ７番中村委員の再任用

にかかわる質問でありますが、２名につきましては

今３月３１日に定年退職を迎える２名の職員であり

まして、今の会計管理者並びに子ども・子育て担当

課長の２名であります。 

 また、配置場所については、まだこれからの人事

の職員の異動もありますので、あわせて決定される

ことだというふうになっております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） はい、わかりました。 

 ただ、できるだけ適材適所で、言うなければ前の

仕事があれして、今後、町のいろいろな場面で活躍

する場を設けていただくということをお願いしまし

て、何とかそういう形での活躍の場を広げていただ

きたいと、以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） ２５３ページの昇給の件

でちょっとわからないところがあるから教えていた

だきたい。 

 まず、前年度は比率でも１００％になっていて、

２号級はおられますよね、本年度は２号級と６号級

の昇給は対象者がいないというふうに思うのですけ

れども、また比率が８８％になっていますよね。そ

ういったところの、わからないから聞いているか

ら、ここら辺をちょっと説明してほしいなというふ

うに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） １１番今村委員の昇給

にかかわる質問でありますけれども、昨年度、一昨

年の年前に条例改正を給与条例の条例改正したとこ

ろでありますが、人事院勧告によりまして５５歳以

上の昇給停止という制度が入ったということで、昨

年度はそれがなかったということで延伸の部分だけ

で２号級と４号級という差がございますが、今年度

につきましては５５歳以上の昇給停止職員がいると

いうことで、今回、昇給する率が８８％ということ

でなっておりますので、御理解いただきたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） わかりました。 

 もう一つ、これも確認なのですけれども、２号級

というのは、４号級が普通の定期昇給だと思うか

ら、２号級というのは要するに半年おくれになると

いうことで理解してよろしいのですか。あれには６

号級というのは昔であれば乙の特昇、８であれば甲

の特昇、こういうので理解してよろしいのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 
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○総務課長（北川和宏君） １１番今村委員の昇給

にかかわる再質問でありますが、まず２号級の部分

につきましては５５歳以上は延伸ということでなっ

ておりまして、通常であれば４号級でありますけれ

ども、延伸職員の部分については２号級という形に

なっておりますので、御理解いただきたいと思いま

す。 

 ８号級につきましては特別昇給の４号級が加わり

ますので、４号級が二つということで８号級でござ

います。 

 普通昇給プラス特別昇給で８号級という形になり

ます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、１０款の公

債費から地方債に関する調書までの質疑を終了しま

す。 

 これをもって、議案第１号平成２７年度上富良野

町一般会計予算の質疑を終了いたします。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会します。 

 

午後 ３時５５分 散会  
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平成２７年上富良野町予算特別委員会会議録（第３号） 

 

平成２７年３月１６日（月曜日） 午前９時００分開会  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第 １号 平成２７年度上富良野町一般会計予算 

議案第 ２号 平成２７年度上富良野町国民健康保険特別会計予算 

議案第 ３号 平成２７年度上富良野町後期高齢者医療特別会計予算 

議案第 ４号 平成２７年度上富良野町介護保険特別会計予算 

議案第 ５号 平成２７年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算 

議案第 ６号 平成２７年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算 

議案第 ７号 平成２７年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算 

議案第 ８号 平成２７年度上富良野町水道事業会計予算 

議案第 ９号 平成２７年度上富良野町病院事業会計予算 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１３名） 

   委 員 長       長谷川 徳 行 君   副 委 員 長       岡 本 康 裕 君          

   委 員       佐 川 典 子 君            委 員        小 野  忠 君         

   委 員       村 上 和 子 君            委 員        米 沢 義 英 君         

   委 員       金 子 益 三 君            委 員        徳 武 良 弘 君         

   委 員       中 村 有 秀 君            委 員        谷   忠 君         

   委 員       岩 崎 治 男 君            委 員        中 澤 良 隆 君         

   委 員       今 村 辰 義 君             

   （議長 西村昭教君 （オブザーバー）     ） 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町 長         向 山 富 夫 君     副 町 長         田 中 利 幸 君          

 教 育 長         服 部 久 和 君     会 計 管 理 者         菊 池 哲 雄 君          

 総 務 課 長         北 川 和 宏 君     産業振興課長         辻     剛 君 

 保健福祉課長         石 田 昭 彦 君              町民生活課長         林   敬 永 君 

 建設水道課長         北 向 一 博 君     教育振興課長         野 﨑 孝 信 君 

 ラベンダーハイツ所長         大 石 輝 男 君     町立病院事務長  山 川   護 君 

 関係する主幹・担当職員 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長         藤 田 敏 明 君     次 長         佐 藤 雅 喜 君          

 主 事         新 井 沙 季 君
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午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １３名） 

─────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） おはようございます。 

 御出席、御苦労に存じます。 

 ただいまの出席委員は１３名であり、定足数に達

しておりますので、これより予算特別委員会第３日

目を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の審査日程について、事務局長から説明させ

ます。 

 事務局長。 

○事務局長（藤田敏明君） 本日の審査日程につき

ましては、さきにお配りしました日程で進めていた

だきますよう、お願い申し上げます。 

○委員長（長谷川徳行君） これより、議案第２号

平成２７年度上富良野町国民健康保険特別会計予算

を議題といたします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許します。

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、説

明を終わります。 

 委員の皆様、質問ありませんか。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ２７１ページの地区診断ア

ドバイザー報償費３０万円、これは昨年は予算化し

ていなかったのですが、地区とは上川地区、どう

いった、これは個別分析というか、傾向を知るとい

うか、そういったことでことしこの予算づけして傾

向指導ということでやると思うのですけれども、こ

の地区とはどういうところを指しているのかちょっ

とお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（杉原直美君） ３番村上委員の

御質問にお答えします。 

 地区診断アドバイザー報償費という名目ですが、

上富良野町の国民健康保険の地区の分析ということ

で、今年度データヘルス計画を２６年度に策定いた

しました。そのアドバイザー料ということになって

おります。 

 講師の選定につきましては、平成１１年の新寝た

きり予防計画から１５年の健康かみふらの２１の第

１次、それと１６年の健やか親子かみふらの、２０

年の特定健診特定保健指導の計画及び健康かみふら

の２１二次の全ての計画に携わっています熊谷勝子

先生の講師ということで、年間通していろいろなア

ドバイザーの報酬ということになりました。 

 実際には２月１６、１７日で集中的な計画策定と

いうふうになっている次第です。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） それでは、医療費抑制とい

いますか、その目標の数値をつくるためのアドバイ

ザーを置いたということですか。そういうことでよ

ろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（杉原直美君） ３番村上委員の

御質問です。 

 そのとおりです。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） それでは、次に２８７ペー

ジの特定健康診査等事業費のところでございます。 

 特定健診の受診率は非常に高く、受診率は大変頑

張っていただいて努力されていただいております。 

 ですが、超高齢化によりまして後期高齢者がどん

どんふえてきております。そういったことで、やは

り増加が重くのし掛かってきている状況もありまし

て、それで特定健診の検査項目の後期高齢者になり

ますと眼底検査と心電図検査、これが項目から外れ

ます。それで、今、いろいろと眼底検査も白内障

だったり緑内障だったり、いろいろそこから見つけ

ることもできまして予防にもなるわけなのですが、

それで住民の声もありまして、要望もありまして自

己負担でも結構ですので、自己負担を負担金を払っ

てもらって男性の前立腺がんの検査２,０００円で

今やっておりますけれども、そういった状況で項目

を追加してやっていただけないか、そういうことを

考えていただけないかと思うのですが、いかがで

しょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総合窓口班主幹、答

弁。 

○総合窓口班主幹（水谷つね君） ３番村上委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

 特定健診につきましては、国民健康保険に加入し

ていらっしゃる４０歳から７４歳までを対象として

います。 

 委員御質問の後期高齢者につきましては、北海道

の後期高齢者連合のほうで健診を組んでおります。

そちらで示されております基本項目に、上富良野町

では血液検査、アルブミン等の詳細な検査を追加し

て実施させていただいているところです。 

 連合のほうで示されております健診項目の中には

心電図、眼底検査は入っておりません。眼底検査に

つきましては、７５歳を過ぎますとかなり多くの方

が白内障の手術をされていたりしておりますので、
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白内障の手術されている方は眼底検査しても白くし

か映りませんので、かかっていらっしゃる医療機関

のほうで心電図のほうもあわせてお受けいただくよ

うにお勧めはしているところであります。 

 心電図のほうも医療機関のほうで受診していただ

くようにお話を勧めているところです。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） オプションで構わないので

すが、自己負担していただいて希望であればとい

う、希望の方だけということ、そういうことを何か

町民ポストにも入っていたということですけれど

も、いろいろなそういう要望がありまして、ここも

正直、超高齢化時代になっていまして、後期高齢者

がどんどんふえている状況もありますし、そういっ

た声もありますし、特定健診で早期に病気を発見す

ることもできておりますし、非常にオプションであ

れば、そういった希望することも大分、大勢いらっ

しゃいますので、何とかそういうことも考えていた

だきたいなと思うのですけれども、国保財政の安定

のためにも、医療費抑制になりますので、そういっ

た心電図もこれオプションでどうかなと思うのです

けれども、今、公務員の方も再任用制度ができたり

しまして、主人も公務員でしたけれども、共済があ

れですよね、２年任期であれだったのですけれど

も、今度は再任用でだんだん年齢も高齢化して、６

０定年というわけにはいかなくなりましたので、公

務員の方もそういう年齢が高くなってくる状況もあ

りますし、どうでしょうか、お考えいただけないで

しょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総合窓口班主幹、答

弁。 

○総合窓口班主幹（水谷つね君） ３番村上委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

 国民健康保険が特定健診を行うのは、あくまでも

４０歳から７４歳までの方を義務づけられておりま

すので、ここをメーンに実施しているところであり

ます。 

 本来、心電図、眼底につきましても詳細な検査と

いうことになっておりますので、医師が判断して必

要な方にということにはなってはいるのですが、国

民健康保険としては受けていただく方全員に実施を

している実情にあります。 

 ７５歳以上の後期高齢者医療にかかられている方

につきましては、町のほうに健診の義務ではありま

せんので、現在のところ特定健診をこなすスタッフ

ですとか、健診機関の方々機材の問題ですとかあり

ますので、現状のところではまだ入れる余裕はあり

ません。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ４０から７４歳まではわ

かっております。７５歳からそれがありませんの

で、何とかオプションでも結構ですから、住民の声

も多いですからやっていただけませんかということ

を申し上げているのです。一考していただけません

か。考えていただきたいと思うのですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ３番村上委員のた

だいまの御質問にお答えさせていただきますが、先

ほどうちの担当主幹も申したとおりでございます。

国保会計の中ではそういう形をさせていただいてお

りますので、ただ委員が言われましたそういう実態

等々があるという、町民ポストにも確かにそういう

投函もございましたので、我が方として回答させて

いただいております。 

 また、そういうものを含めた中でこれからの医療

について検討させていただければと思いますので、

御了承願えればと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） 関連なのですが、健診項

目で今年度から腹部エコーが多分入ったのだと思い

ますが、２７年度も腹部エコーやることになってい

るのでしょうか、まずはそこ。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（杉原直美君） １０番中澤委員

の御質問にお答えします。 

 今年度も腹部エコーの対象数を２６年、実際は１

１７人実施させていただきました。オプションで御

希望の方ということにさせていただいたのですけれ

ども、随分お断りを健診の人数の枠の中でお断りを

した実態もありましたので、２７年はもう少し枠を

広げて実施を予定しております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） 今、聞こうとしていたと

ころをお答えいただきましたけれども、かなり希望

というか、私も腹部エコー受けたのですが、前後の

お母さんたちが私、受けたかったのだけれども対象

にならなかったとか、結構、そういう声をお聞きし

ました。 

 多分、時間の制約だとか、予算の制約や何かでか

なり難しい点はあろうかと思うのですが、ぜひ前向

きに検討してほしいのと、この効果や何かはどんな

ような感じで押さえているのかをお聞きしたいと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（杉原直美君） １０番中澤委員
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の御質問にお答えします。 

 平成２６年１１７人の方に実施させていただきま

した。６０代の方が主に多く、有所見７３％ありま

した。実際、生活習慣改善の一つの目的のために内

臓脂肪の確認をするということだったのですけれど

も、脂肪肝以外にもいろいろな病気の疑いも出まし

て、適時、必要な医療機関に御紹介させていただい

ています。 

 ２６年度は２次健診という形の中で、予算化の中

でモデルということでさせていただいたら、希望が

すごく多かったということで、２７年度は１次健診

の中に別枠で腹部エコーというふうに予算化させて

いただきました。 

 実際には胃の健診、大腸のがん検診とあわせて早

朝にさせていただくということなので、意識の高い

方たちをどんどんふやして全ての健診、セット健診

という形の中で腹部エコーも入れ込むような形を健

診機関と今年度はベッド数もふやして健診機関も協

力の中でさせていただいているところです。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ２０６ページの国保税の税

収の点についてお伺いいたします。 

 近年、高齢者医療という形で出る方、あるいは入

る方いますけれども、実質、所得等によってなかな

か税収が見込めない、あるいは営業等によって業績

が落ちるという状況になっております。 

 今年度に至っても昨年度から比べて４,０００万

円ばかりマイナス要因となっておりますが、この点

についてお伺いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ４番米沢委員の国

保税のほうの収納予算について御質問にお答えさせ

ていただきます。 

 国民健康保険税でございますが、各被保険者の

方々に幅広く負担していただき、今年度、約４,０

８３万５,０００円の減ということで、これにつき

ましては委員がおっしゃるとおり国保に多く加入さ

れている方々が農業の方たちでございます。 

 その方々の農業収入、所得というのが大きくその

年によって変動がある。２７年度におきましては、

２６年度の見込みを立てながら２７年度に反映をさ

せていかせていただきたいということで大幅な減を

見込んでおります。 

 これは、あくまでも予算でございますので、今後

の状況によりましてそれぞれ変わることかと思いま

すけれども、できる限り精度の高い予算のほうに組

まさせていただきたいというふうに思っております

ので御理解賜りたいと存じます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 内容的にはよくわかりまし

た。確かに所得そのものは景気、あるいは影響され

るかというふうに思います。 

 今後、こういう傾向等が続く場合も考えられま

す。ぜひ、収納の確保という点で、ぜひお願いした

いと思います。 

 次に、これにかかわって…… 

(「関連」と発言する者あり) 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） ２５０ページの関係で、

４,０８３万５,０００円ということで、健康保険税

が前年度と比較して減ということです。 

 したがって、町税と同じように課税対象額が幾ら

で、そして今年度の収納予定額が何％か、それに

よって３億７００何万ということになったというよ

うな経過の中身が全然わからないのです。 

 だから今、言葉の中で農業所得の方が減少だから

と聞いたけれども、とりあえず課税対象の総額が幾

らで、収納率を何％と見込んでいるかということで

お尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 税務班主幹、答弁。 

○税務班主幹（斎藤 繁君） ７番中村委員の御質

問にお答えいたします。 

 ２６年度につきましては、現年につきましては３

億２,０００万円ほどの見込みとなっております。

予算書には約５,０００万円ほどマイナスとなって

おりますが、前年度の予算から比べて５,０００万

円ほどマイナスになっておりますが、実際、２６年

度の見込みにつきましては３億２,０００万円ほど

の上程となっておりまして、それに対して収納は約

９０％を超える程度となる見込みでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ７番中村委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 町税の対象額というのは１８億で２７年度予算を

計上してございます。収納率につきましては、それ

ぞれ今、担当主幹のほうも申しましたが医療分、一

般分それぞれ考えておりますが大体９８％程度の収

納見込みを立てさせていただいております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 私ども全道の議員研修会に

行ったときに、上富良野の国保料というのは国保税

というのと町村によってあれだけれども、それでは

全道で第５１位で、９７.３３％ということで、



― 123 ― 

今、主幹の言う９０％という、２６年度ね、これは

確定数字ではないけれども今、予算を立てている２

７年度は９８％ということで、ある面では我々が全

道研修会でもらった資料と似たような若干上目の形

だけれども、２６年度は９０％台になってしまうの

かどうか。 

 今、９０％という話だから、だから僕は予算特別

委員会だから、やはりある面で２６年度はまだ確定

はしていないけれども、暫定で今どのような状況に

なっているということぐらいは出せて、それによっ

て２７年度がこうなのだという形の説明がいただか

ないと、なかなか我々理解ができないし、その点で

もちょっと確たる答弁をお願いいたしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ７番中村委員の国

保税の徴収の関係でございますが、２月末時点にな

ります。２月末時点で国民健康保険税収納率現年分

が１２カ月たってございません中での２月末現在で

一般被保険者分で８３.６％という形でございま

す。 

 今現在、徴収のほうにつきましては力を入れてお

りますので、そうした形の中で予算の組み立てをさ

せていただいているというふうに御理解賜ればと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） それでは、主幹のお話を平

成２６年度９０％というのは２月現在末で８３.６

％、これをその後の収納で９０％台なのか、それと

も今、２７年度は９８％ということであれば、大体

それに近づく数字になっていくのかどうかちょっと

確認をしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 税務班主幹、答弁。 

○税務班主幹（斎藤 繁君） ７番中村委員の御質

問にお答えさせていただきます。 

 ２月現在の数字が８５.８％ですので、あと３

月、４月、５月と現年分は収納していきますので、

その中で前年度、または２７年度予算に近い９０％

の後半になるかと考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） 暫時休憩します。 

────────────────── 

午前 ９時２３分 休憩 

午前 ９時２４分 再開 

────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、会

議を再開いたします。 

 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ７番中村委員の御

質問に申しわけございません、ちょっと正確に答え

られなくて申しわけございませんが、今、うちの担

当主幹が申しましたのは一般分と退職者分を合わせ

た率でございます。先ほど私８３.６％というのは

一般分の現年分というだけでございますので、御理

解を賜りたいと思います。 

 それと、収納率ですが、今、８３.６％も年度途

中の形でございます。結果、２６年度決算を迎える

のは９７％台プラス滞納繰越分が例年２５％程度で

ございますが、それが４０％以上超えておりますの

で、そういうものも含めた中で２７年度の当初予算

の国保税の収納を見込んでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） その前段の一般分がこうな

のだ、それから主幹の言うのは一般と退職者含んだ

という、その前段の前書きがないから、数字だけ言

われれば一体課長言うのと主幹言うのとどうなのだ

という疑問がわいてくる。 

 それから今、課長の報告から滞納分が従来２５

％、４０％になるということで、非常に努力を僕は

可としたいし、そういうことでまた頑張っていただ

きたいと思いますけれども。 

 ただ、この論議をするということは、何もなくて

４,０００万円ぐらい減だということだから、でき

れば町税と同じように付属資料でもいいし、何か

で、そういうことで課税調停分何ぼ、それに対する

収納率何ぼというような形の具体的な数字は出して

いかなければ、こういうことのかみ合わないような

状況がなくなると思うので、これは来年の予算の絡

みであるかなと思いますけれども、そういう点で措

置をできたらお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ただいまの質疑に関連

はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 新たな項目として、質

疑をお受けいたします。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 収納にかかわってなのです

が、資格証明書、短期証明書、この発行状況等につ

いてはどのようになっているか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総合窓口班主査、答

弁。 

○総合窓口班主査（三好正浩君） ４番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 

 現在、資格交付世帯について、２６年度について

はゼロ件となっております。２５年度３件の資格交

付がありましたが、全額納付、あるいは計画的な納

付が見込めるということで、資格交付世帯について
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はゼロ件となっております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） そうしますと、既にもう、

本来、あるいは滞納だとかという形でとめ置きだと

か、そういった状態はないという形になりますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総合窓口班主査、答

弁。 

○総合窓口班主査（三好正浩君） ４番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 

 とめ置きの保険証については一切ございません。

以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 次に、２６０ページの財政

調整交付金のことについてお伺いいたしますが、こ

れは一定、自治体の財政基盤によって収納調整、い

わよる財政力を調整するという形の金額の交付金額

になっているかというふうに思います。 

 それで、上富良野の場合はこの何％ぐらい、この

財政調整基金というのは交付金というのは来ている

形になっているのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総合窓口班主査、答

弁。 

○総合窓口班主査（長谷川千晃君） ４番米沢委員

の御質問にお答えいたします。 

 こちらの調整交付金につきましては、道、国とそ

れぞれ医療給付にかかる部分の９％という率で決

まっております。 

 以上となります。 

○委員長（長谷川徳行君） 次の項目でよろしいで

すよ。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 先ほどちょっと申しわけな

いですけれども、地区アドバイザーの報償費という

形で載っております。 

 今後の助言をいただくという形になっているかと

いう答弁でしたが、課題を持って臨んで町としては

こういう分析もお願いしたいという形の提起もされ

ているかというふうに思いますが、そういう実態と

はどのようになっているのか、お伺いしたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（杉原直美君） ４番米沢委員の

御質問にお答えします。 

 今年度につきましては、先ほどから申しましてい

るようにデータヘルス計画の策定になります。これ

は、国のほうが各医療保険全ての計画化を進めてい

る内容になっておりまして、上富良野町におきまし

ては画期的に診療報酬のレセプト、介護の認定書及

び健診のデータ、それらが一括全てわかるようにな

りました。これは全国、全て同じ様式でわかるよう

になりましたので、市町村国保の比較ができるよう

になりました。 

 データヘルス計画基本は予防できる、病気を予防

する、そのために医療分析をして、上富良野町にお

ける一番課題になるところに効果的に、効率的に保

健指導、保健事業を展開するという内容になってお

ります。 

 上富良野町は７０％、国民健康保険の受診率を

誇っております。そのことがどのように医療費に影

響しているかということでまず１点見ました。デー

タヘルス計画の一番の目標である重症化を防ぐとい

うことであれば、脳血管疾患、心血管疾患、そして

慢性腎不全、この３点につきましては画期的に平成

１７年から２５年度の比較をしましたら、脳虚血で

は２２３人が９３人、２０％が１０％と半減してお

ります。 

 虚血性の心疾患につきましても２０１人が１０７

人と１７％が１１％に減っております。ただ、慢性

腎不全、人工透析に関しましては、なかなか減って

いる様子が見受けられません。ここが上富良野町の

課題として、ほかの市町村と比較してもここが残っ

てきている状況です。 

 この中長期的な目標を達成するためにデータヘル

ス計画では短期の目標ということで、生活習慣で改

善できる高血圧、それから脂質、コレステロールで

すね、糖尿病、それらを解決をしましょうというこ

でなっていまして、確実に高血圧は人数的にも減っ

てきています。 

 ただ、やはり糖尿病とかコレステロール、脂質の

問題はなかなか解決してきてなく、そのことが中長

期的な慢性疾患のほうに行っているのではないかと

いうふうに判断しています。 

 医療費分析につきましては、大きく高額の医療が

どのぐらいの病気が上富良野町にかかっているのか

というのをまず医療で見てみました。 

 特徴的なのは、ほかの町と比較しては医療費の全

体の半分近くが入院にかかっています。これは物す

ごく件数が低い、３％近くの外来に比較すると件数

なのに医療費が半分かかっている、ここは何なのだ

ろうかというのをまず見てきました。 

 そして、高額医療１００万円以上、１件当たり１

００万円以上かかる病気、そこが生活習慣をかかわ

る、予防できる疾患だったらそこから学び、私たち

は保健指導として保健事業に展開していくというふ

うな形にしていきましたが、まず高額な医療の３割

ががんでした。残りの多くがその他の疾病でして、
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その他の疾病をより細かく分析すると筋・骨格系、

関節の手術が大きく上がってきました。 

 ここは、高齢化社会に向けてやはり大きな生活習

慣だけではなく、生活の質としても重要な点かとい

うふうに判断しました。 

 また、先ほど申しました入院に関しましては９割

が長期入院です。これは本当に特徴的な上富良野町

の状態で長期、６カ月以上を長期というふうに判断

するのですが、３０年、４０年の入院の方もいま

す。９割は精神疾患です。これを国も大きな課題と

して地域に戻すというふうに、ベッド数を減らすと

いうふうな医療計画を立てていますが、ここはもう

介護と、高齢になっておりますので介護保険との連

携をしなければならない、先ほどの関節のこともそ

うですが、前段、保健福祉課長が申しましたように

保健福祉課として、今後、プロジェクトを組んで福

祉と医療と保険との連携をした課題解決に向けてと

いうふうに考えていかなければならないというふう

に思っております。 

 慢性腎不全は、糖尿病性の生活習慣病から来る人

工透析はごくわずかです。なので、糸球体腎炎など

学校保険とかで尿検査をした、それから社会保険の

中の尿検査、やはりその辺が詳細が検査されていな

い方たちが働けなくなって国保に来るというような

結果になっておりますので、国保が最終的な砦とし

て守れるようにあわせて医療保険の中で健全化を目

指したいというふうに判断しています。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） そうしますと国保は最後の

砦という形になります。社会保険等に加入している

働き盛りの人が本来でしたらそこら辺のところで予

防がかなりなされていれば、多少なりとも国保等に

入る段階においても医療費の負担が軽減できるとい

うような状況もあるのかなというふうに思います

が、現行の制度の中では保険制度そのものが若干違

いますので、なかなかやりとりというのは難しいか

というふうに思いますが、現行では限界あるので

しょうか、そういった点のほうからひとつ。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（杉原直美君） ４番米沢委員の

御質問にお答えします。 

 社会保険の特定健診、それから職場健診の事後の

特定保健指導を上富良野町の保健師が上富良野町住

民の方をできるという、委託を受けるという方策も

考えながら広報もさせていただいています。 

 札幌の社会保険の事務所にも問い合わせたのです

が、やはりなかなかそこは壁が高い感じでした。な

ので次を考えまして、特定健診の開催の中で扶養者

の方、社会保険の方の実際させていただいておりま

す。問診もとらせてもらったりとかして、結果につ

いては私たちは把握できませんので、出たらいつで

も相談日に来てくださいというふうにお話をさせて

もらって、町の住民の方たちの健康管理、それから

２６年度につきましては企業に対して職場健診の事

後指導という形で入らせていただいております。 

 ２７年度以降につきましても被扶養者の健診の中

で町独自にせめて尿検査、潜血が先ほど言いました

糸球体腎症は尿検査の潜血が大きなポイントになる

のですが、入っていないのです社会保険の中には。

そういうものを町独自で自己負担でもできるような

形をとっていかなければ、本当に慢性腎症を守るこ

とは不可能かなというふうに考えて展開しようとい

うふうには思っております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 関連、もしくはほかの項目でございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、議案第２号

の質疑を終了いたします。 

 次に、議案第３号平成２７年度上富良野町後期高

齢者医療特別会計予算を議題といたします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 説明がないようですの

で、これより歳入歳出を一括して、１２ページから

１４ページ及び３０７ページから３１７ページまで

の予算全般の質疑に入ります。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、議案第３号

の質疑を終了します。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、議案第４号平成

２７年度上富良野町介護保険特別会計予算を議題と

いたします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れより歳入歳出を一括して１５ページから１７ペー

ジ及び３２１ページから３４８ページまでの予算全

般の質疑に入ります。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ３３１ページ、医療サービ

ス等給付費のところの施設サービス費のところでご

ざいます。 

 これは、昨年１０月に小規模多機能型ができまし
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て補正予算化いたしましたが、ここの施設サービス

費が３億４,４９６万１,０００円と計上されており

ます。 

 これは、町長の執行方針でもありました認知型の

グループホームですか、これを整備のほかという執

行方針いただきまして、これは町としてはグループ

ホーム考えてはいないけれども、民間の方がグルー

プホームをやりたいということになれば、それを支

援していきたいということでしたが、そのことしそ

ういう認知症グループホームができるとすれば、そ

れを見込んでいるこれは予算になっているのでしょ

うか、この施設サービス費のところですけれども、

そこをちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） ３番村上委員

の施設サービスの給付費の御質問なのですけれど

も、実はグループホームについては、その上の段の

地域密着型サービスということで、そちらのほうに

グループホームの分については一定程度見込んでい

る状況でございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） それでは、既にそういう認

知症型のグループホームがことし少しふえるという

ことを見込んでいるということですね、確認させて

ください。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ３番村上委員の御

質問にお答えいたします。 

 今、主幹のほうが答弁したようにグループホーム

についてはこの地域密着型のサービス費になってお

りますけれども、地域密着型、特にグループホーム

の関係については、２７年度からの６期計画の中で

一定程度民間事業者の御協力をいただきながら整備

をしたいという計画を持っておりますので、いつ事

業化できるかというのはなかなかわかりませんの

で、他の給付費については一定程度、国の試算のも

とに平均的に各サービスが３％ぐらいずつは伸びて

いくだろうというようなことで、それぞれ給付費を

見込んでおりますけれども、グループホームについ

ては施設の整備を予定してございますので、町とし

ては一応５％程度の伸びを見込んで３年間を計算し

たところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ３２２ページの介護の保険

料についてお伺いします。 

 今回、改定される部分等があるかというふうに思

いますが、今後の介護の利用にかかわる経費等を見

込んだ料金設定というふうに理解しておりますが、

いずれにしても今回の制度の改正の中では１０段階

という形で、低所得の１段階においては軽減が設け

られるというふうになりました。 

 しかし、いずれにしても消費税やあるいは公共料

金等、食料品等が上がるという状況の中でもう少し

下がらなかったのかと、単純に私思うのですが、仮

に１,０００円ぐらい下げるとしても基金の一般財

源からの繰り入れを行うなどすれば十分、可能だと

いうふうに思いますが、この点はどういう設定に

なっているのか、まずお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ４番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 このたびの改定の提案につきましては、５期から

６期に向けて５５０円、１３.９％という大きなお

願いをしているところであります。 

 当然、高齢化等、認定者の増加、それから重度化

ということはなかなか避けられないものになってく

るのだろうという見込みの中で、給付費等を見込ん

だところであります。 

 そして、今、委員のほうからありますように年金

財政もかなり厳しいような状況にあって、かなり高

齢者、特に低所得の高齢者等の生活実態というのは

大変厳しい中にあるということも見込まれる中で、

国においては特に低所得階層の保険料についても一

定程度軽減をする仕組みをこの改正の介護保険法の

中で持ち込んだところでございますけれども、消費

税の増税が少し先延ばしになったということで、当

初の見込みよりは軽減幅が小さい状況になっている

ところであります。 

 町においても、できる限り何とか保険料の上がる

ことは仕方ないなという思いはあったのですけれど

も、上がり幅を少しでも小さくしたいというような

ことと、当然、この６期に向けての１号被保険者と

あわて７期、８期、９期、将来の高齢者についても

責任あるものにしていかなければなりませんので、

そのようなことから町のほうのこれまでの基金の対

応も最大限の努力をしたつもりでありますし、その

ようなことで今回の保険料を設定させていただいた

ということでぜひ御理解をいただきいたと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） いろいろ努力もされている

ということはわかります。 

 しかし、いずれにしても老齢年金、あるいは８０

万円を超えたとしても、以下の世帯等においても年
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額３万５,１００円という形になっております。 

 そうしますと、やはり年金額でいけば６万とか、

そのぐらいの人でもやはり全体の２割から３割ぐら

い払わなければならないというような形になりま

す。 

 確かに健康、あるいは介護を維持していく上で必

要だというふうには考えますが、ただ国の指導では

一般会計からの繰り入れについては特段、これは規

定はなく、制限というか、だめだというような指導

は来ていないというふうに思います。 

 そうしますと、恐らく３００円、２００円のわず

かな金額の軽減ですけれども、あの上富良野町の一

般会計からの財源を繰り入れれば、その程度の財源

の抑制を可能だというふうに思いますが、この点、

国の指導はどのようになっているのか、お伺いいた

します。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ４番米沢委員の御

質問にお答えしたいと思います。 

 介護保険会計に保険料の軽減を目的とした一般会

計からの法定外の繰り入れというものは基本的にそ

れは慎むように国のほうからの指導といいますか、

原則的な指導がございます。 

 基本的に一般会計では介護保険の給付費の１２.

５％を定める、負担すること、それと今回、６期で

あれば１号被保険者が２２％を負担することが法定

で定められている内容でありますので、これが基本

的には法律の根拠となるものがそこになると思いま

す。 

 基本的に、一般会計から法定分以外の繰り入れを

禁じるための法律上の既定と具体的な規定というも

のはあるわけではありませんが、基本的に原則とし

て国が指導しているのは当然、２号被保険者が２８

％を負担するわけでありますので、一般会計で１号

被保険者の２２％を負担する部分に対して一般会計

からの繰り入れをするということは、それは２号被

保険者とのバランスを考えたときに、２号の被保険

者がしっかりと御理解をいただける内容であれば、

そのことも対応が可能なのかもしれませんけれど

も、国保の会計等もそうでありますが、国保の方、

違う保険者の方がいる中で町が判断することになり

ますので、基本的にはそのようなことから１号被保

険者が２２％御負担いただくと、その原則に基づい

て保険料を設定するのか私たちに求められている努

めただというふうに理解しております。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 答弁の中にもありましたよ

うに特に規定はないということでありますから、ぜ

ひこの点、町長やはり食料品や消費税とが３％上が

りましたし、実際は確かに軽減、低所得者に対する

軽減という形ではあります。 

 しかし、それ以上に今、まだ負担が加入者にとっ

ては求められているという形で、やはり軽減世帯は

前から言っていましたけれども、当然、これはやら

なければならないことでありましたけれども、私は

そういうものも含めて中階層やそういったところに

また負担が重くなっているという状況を見た場合

は、介護保険への一般会計からの繰り入れを実施す

べきではなかったのかなというふうに思いますが、

この点、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ４番米沢委員の御質問に

私のほうからお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

 今、詳細については法的な解釈も含め、担当課長

から御答弁させていただいたとおりであります。 

 以前から申し上げておりますが、超高齢社会を迎

える、医療も介護もその負担が重くなっていること

は私どもも受けとめているところであります。 

 ただ、性格上、総合扶助制度でありますから、国

と都道府県と市町村と、さらに１号被保険者と２号

被保険者の、その負担のあり方については法的にこ

のようにというふうに決まっているところでござい

ます。 

 したがいまして、その保険料を軽減するために一

般財源を投入することは以前からお話ししているよ

うに考えておりませんが、ただ、結果として上富良

野町の特徴的なところは、先ほど議論ありました

が、いわゆる十数年前から取り組んでいる医療費の

抑制のための健康づくり、あと介護予防事業です

ね、さまざまな、それらのことで今、５期の全国の

保険料の平均は４,９７０円余りになっているかと

思いますが、上富良野町は出現率が非常に少ないこ

ともあって３,９５０円で介護保険料を運営してい

るというような内容であります。 

 このたび４,５００円の設定を想定しております

が、国においては全国の平均でいいますと５,００

０円をはるかに超えて６,０００円を超える、７,０

００円に近いという市町村もあろうかと思います。 

 上富良野町の特徴は繰り返しになりますが、一般

財源を投入して、いわゆる予防にシフトをした結

果、この介護保険料においては上富良野町の住民の

皆様にはその負担を軽減しているという内容である

ことも御理解をいただきたいというふうに思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 繰り返しになりますけれど

も、介護保険の世帯状況を見ても、国保にしても所
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得の少ない方やいろいろな方がおられます。後期高

齢者医療にしても負担が求められるという状況に

なっておりますので、ぜひその点、考えていただき

たいというふうに思います。 

 次に、３２８ページの要介護認定調査委託費とい

う形で今回、５０万７,０００円ありますけれど

も、これは内容等については恐らく認定における審

査会等の予算化だというふうに思いますが、この

点、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） ４番米沢委員

の要介護認定調査委託の関係の御質問ですが、これ

については、認定調査については基本的に保険者が

実施するわけでございますが、遠いところに入って

いる施設の方とか、そういう方に対して調査の委託

ということでここに計上させていただいておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 今回の制度の改正が部分的

に行われるのかなと思いますけれども、制度の改正

で認定調査の聞き取り調査だとか今までやられてき

ましたけれども、そういった部分はちょっとわから

ない部分があるのでお伺いいたしますけれども、

チェックリストによって認定だとかというのが変わ

るという話になって、なかなか飲み込めない部分が

あるので、今回の制度の中ではそういうものが適用

されるのかどうなのか、お伺いいたします。 

 要支援だとか、地域支援だとか、そういった人た

ちに対する、あるいは介護認定を受けようとする人

たちに対して、この人は要支援ですよ、この人は５

ですよだとかという形で、そこら辺、ちょっとわか

ればお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 地域包括支援センター

主任保健師、答弁。 

○地域包括支援センター主任保健師（星野 章君） 

４番米沢委員の御質問にお答えします。 

 認定調査のほうなのですけれども、地域支援事業

のほうは従来どおり、基本チェックリストという厚

生労働省が決めた一律の項目があるのですけれど

も、そちらのほうで地域支援事業の介護予防対象事

業者のほうは、そちらのほうで認定というか、決定

いたします。 

 介護認定のほうの調査のほうですけれども、介護

認定の調査は、従来どおり、今までどおり何も変わ

りはありません。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ３３５ページ、包括的支援

事業、ここは最も高齢者がふえてきております。そ

れで考えていかなければいけないところだと思いま

すけれども、昨年と比べまして２４５万３,０００

円増になってはいますけれども、もう少し予算を上

積みしてもいいのではないかと思いますが、この高

齢者保健福祉計画、介護保険事業計画いただいてお

ります。 

 ２７年度から２９年度まで、ここの３８ページで

すね、ここに認知症施策の推進、生活支援サービス

の体制整備など、新たに支援事業に位置づけられた

ことから、これら事業、これには３０年度と書いて

ありますけれども、２９年度からでないかと思いま

すが、それでここに認知症対策、これも予防と早期

発見が大事だと思うのですけれども、この介護予防

支援員というのは何人見込んでいらっしゃるので

しょうか。報酬３９１万２,０００円でしょうか計

上されておりますけれども、ちょっとお尋ねしたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） ３番村上委員

の御質問にお答えいたします。 

 ここで予算計上させていただいております介護予

防支援員については２名でございます。 

 これについては、従来、賃金のほうで計上させて

いただいたところなのですけれども、今回、その業

務の特殊性ということで、新たに報酬ということで

今回、２名分計上させていただきました。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ２７年度は８３０名ぐら

い、訪問介護にしましても生活支援サービスです

ね。それが２年後ぐらいになりますと、もう１,２

００何名ですから４００名ぐらいふえますし、それ

と今、新聞でもテレビでも認知症のことが毎日のよ

うに記載されております。 

 それで、上富良野も３８４名ですか、隠れ認知症

の方を合わせると７００人か８００人おられるとい

うことで、一般質問でも認知症の早期発見というこ

とで申し上げておりますけれども、ここのところを

もう少し、認知症の人が家族による介護だけで地域

でも本当に暮らしていくのは大変なのです。 

 だから、ここの包括支援センター事業というの

は、本当に私は大事だと考えているのですけれど

も、ここのところをもう少し充実したものに、認知

症対策というのも進めていただきたいと思うのです

けれども、いかがでしょうか。 
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○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ３番村上委員の御

質問にお答えいたします。 

 思いは委員と一緒でありますので、我々もそうい

うふうに努力をしていきたいというふうに思ってお

ります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ３３５ページの委託料とい

うことで、お元気かい生きがいデイサービスという

形でなっております。 

 これは、地域の介護の予防医療にとっても大切な

中身になっているかと思いますが、この委託等の内

訳等についてはどのようになっているのか、まずお

伺いしたいと思いまい。 

○委員長（長谷川徳行君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） ４番米沢委員

の通所介護予防事業、生きがいデイサービスの事業

の内訳についての御質問だと思いますが、今、生き

がいデイサービスについては週１回ずつ、２カ所で

実施しているところでございます。 

 各事業所、ラベンダーハイツさん、デイかみんさ

んでやっているのですけれども、それぞれ定員が２

０名と２３名、そういうような定員で１年間、５２

週するということで、そのようなことで予算計上を

させていただいております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番予米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 現行では従来より今般の予

算が変わっていないのですが、いろいろと経費等が

ふえたりなどして、十分な予算という点では載って

いるから十分なのでしょうけれども、どうなのかお

伺いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） ４番米沢委員

の御質問にお答えいたします。 

 予算については昨年度とほぼ同額ということで計

上させていただきました。 

 その理由として、生きがいデイサービスについて

はとても有効的な介護予防事業だと認識していると

ころなのですけれども、ただ相手方の受ける人数が

一定程度ハイツさん、デイかみんさん決まっていま

すので、ここら辺の受けるキャパが決まっているよ

うな、結果的に前年度同額というような計上をさせ

ていただきました。 

 それであわせて通所介護予防事業の中にもお元気

かいという項目がありますので、まだ、その生きが

いデイサービスまでに至らない方については、そこ

で対応することになっていきますので、そこら辺の

事業についても検討して充実を図っていきたいとい

うような考えであります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、議案第４号

の質疑を終了いたします。 

 次に、議案第５号平成２７年度上富良野町ラベン

ダーハイツ事業特別会計予算を議題といたします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れより歳入歳出を一括して１８ページから２０ペー

ジ及び３５１ページから３７３ページまでの予算全

般の質疑に入ります。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ３６１ページ、ラベンダー

ハイツ事業費、ここのところ昨年より１,０３５万

ふえておりますけれども、介護報酬が２.２％です

か、削減されまして、しかもその介護職の改善を見

ながらやっていかなければならないということで、

本当にラベンダーハイツとしてはどのような処置を

お考えで、大変だとは思いますけれども、給食は民

間にあれしましたけれども、どのように考えておら

れるか、といいますのは他町村で社会福祉協議会が

やっていらっしゃるところが多いのですが、そこが

拡大なり、何か考えていたのだけれども、新しくと

思っていたのも撤退したいと、なかなか厳しいと、

やっていくのは厳しいということが出ておりました

けれども、こういう状況にありまして本当にどのよ

うに今後、やっていかれる考えでいらっしゃいます

か。ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） ３番村上

委員の御質問にお答えいたします。 

 今回の介護報酬の減額ということで、平均２.２

７％ということで、特別養護老人ホームにおきまし

てはかなり大きなダメージを受けている状況にござ

います。 

 それを受けまして、平成２７年度におきましては

ショートのほうのベッドの有効利用とか、デイサー

ビスにおいては現在、短日を、日にちを使っている

方は例えば複数にするとか、それからお元気かいの

方をもっと確立するとか、いろいろな周知をして、

利用者の確保に努めていきたいと考えておりまし

て、当然、歳入のほうが落ちますので、歳出のほう
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の人権費の部分につきましても、当然、余儀なくさ

れる部分ございまして、今回、かなり縮小した形で

予算編成はしているところでございますが、現状、

２７年度経過する中で、もし改善する部分がもしあ

れば、賃金等もまたふやしていきたいなというふう

には考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 本当に介護職の方の処遇の

ほう、介護職を確保するというのも、なかなか

ちょっと途中、変わっていかれたり、やめられてい

る人も見受けられますし、それと給食は違うかもし

れませんけれども、西川食品に民間委託いたしまし

たが、パートタイマー、ラベンダーハイツで１名調

理師募集とかと、こういうチラシも入っておりまし

たし、なかなか介護職をとどめておくというのに、

何かどこかに行ってしまうというケースが、何か２

人ぐらいおやめになった方がいらっしゃるかと思う

のですけれども、そこら辺についてどのように考え

ていらっしゃるのか、よろしくお願いします。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） ３番村上

委員の御質問にお答えいたします。 

 最近、退職された方いますが、それにつきまして

は御結婚をされた方と、赤ちゃんができたというこ

とで、そういう理由での退職している状況にござい

ます。 

 そのあと、また募集をいたしまして、その方につ

いても募集は今、現在できておりまして、確かに

今、全体では２２名ということで介護士さんいらっ

しゃるのですけれども、できれば２５名程度確保し

たいと思っているところですが、予算的に歳入の部

分が減額ということで、その部分もちょっといまど

うなるかという微妙なとこございまして、予算的に

は歳出のほう抑制はしておりますが、いずれにして

もそういう人材を確保して、よりよいサービスを提

供するように努めていきたいという気持ちは持って

おります。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ３５３ページなのですが、

この自己負担の収入の点についてお伺いいたしま

す。 

 今年度から恐らく１０月ぐらいからだと思うので

すが、補足給付だとか、いろいろなところが変わっ

てくるのかなと思うのですけれども、ちょっとそこ

ら辺の収入との関係で今回、こういった利用という

のはどういうふうに設定されるのかお伺いしておき

たいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ次

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ次長（進藤政裕君） 米沢委員

の御質問にお答えいたします。 

 自己負担の件でございますけれども、まずは介護

報酬が４月から減額ということになりますので、そ

の部分につきましては大体、自己負担が２０円程度

の減と、１日当たり２０円の減ということになるの

ですけれども、光熱水費相当分の居住費がありまし

て、そちらにつきましては４月から５０円の増とい

うことになりまして、差し引き、自己負担でいいま

すと１日当たり３０円程度ふえるということになり

ます。 

 さらに、特別養護老人ホームの居住費が現在は光

熱水費等としての徴収なのですけれども、それにプ

ラスしまして室料相当ということで４７０円、これ

がプラスになるということになりますので、８月か

ら減免を受けられていない方につきましては、その

４７０円がさらにアップするということになりま

す。 

 ただし、所得によりましては、その室料相当は減

免になるという制度が適用されるということになっ

ております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） ２６１ページの委託料の調

理業務委託費という関係で３,３１６万円計上され

ております。 

 この中身はどういう中身になっているか、まず教

えていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） ７番中村

委員の御質問にお答えいたします。 

 給食業務の委託料の積算でございますが、まず今

の長期継続契約の中で人件費管理費の部分で単価的

に１２６万円という契約になっておりまして、それ

につきまして１２６万円掛ける１２カ月掛ける消費

税８％ということで、人件費管理費としては１,６

３２万９,６００円を予定しております。 

 それから食材費の関係でございますけれども、特

養の部分では４８名の３６６日、それから短期入所

につきましては７.５人の３６６日、デイサービス

につきましては２０人の３１１日ということで計上
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しておりまして、それぞれ積算をして、合計で３,

３１６万円を計上しているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 言うならば業務委託料は管

理費と食事代とで構成されるということでわかりま

した。 

 それで、今、町では災害用の備蓄食を今回、予算

化されています。それで今、ラベンダーハイツと西

川食品の契約の中身を見ますと７２時間分の備蓄食

を用意をするということになっていますけれども、

現在、それらは備蓄されているのかどうか、その点

ちょっと確認したいのですが。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） ７番中村

委員の御質問にお答えいたします。 

 現在、その備蓄している物が何で、どういう量な

のかという部分の確認まではいたしておりません。 

 ただ、契約上、そういう契約になっておりますの

で、もし有事の際におきましては、その部分の供給

をしていただけるものと思っているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 高齢者がいて、万が一とい

うことでございますけれども、あそこはある意味で

高台であるから、ある面では心配はないと思うので

すけれども、言うならば甲乙といろいろな条件が出

てくると、この契約書に書かれている備蓄食７２時

間分は備蓄をするということになって、ただ経費の

問題があります。 

 これは甲乙双方で協議をするということになって

いるのですけれども、いずれにしても町が今回、約

１,０００万円かけてやるということになると、や

はり今、所長のお話では備蓄食のあれは手だては何

もしていない。しかし、備蓄をする場所もないとい

うような話なのだけれども、今後これに対してやは

り５０名以上の入居者がいるということを含めれ

ば、これは絶対不可欠な問題なので、これは今、全

然頭にはなかったけれども、今後やるということ

で、どういう形で進めていくかという考え方をお聞

きしたいのです。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ７番中村委員の備蓄品に

かかわる御質問に私のほうからお答えをさせていた

だきたいと思います。 

 さきに備蓄品の整備については御説明したとおり

でありますが、このラベンダーハイツ、病院もそう

ですが、いわゆる普通食と刻み食、流動食、大きく

はこの３種類になるかと思いますが、これらのいわ

ゆる５年間保存する備蓄品というのは、介護食の備

蓄品というのは今現在ございません。 

 そのようなことから今、ラベンダーハイツの７２

時間の備蓄品というのは考えておりませんが、た

だ、２６年４月にこの調理の委託を実施いたしまし

たが、この災害時もそうですが、例えば不幸にも食

中毒があそこで出たようなケースも含め、あそこで

食事が入所者に提供できなかったときには、西川食

品と委託をしておりますが、西川食品が全国の食品

協会と提携を結んでおりますので、あそこで提供が

できなかったときには全国のこの協定を結んでいる

ところ、例えば中富良野のこぶし園から、あるいは

富良野の老健から、そういうところからその人に

合った食事が提供されるような協定、契約になって

おります。 

 そのような保険がかかっているという点で、これ

ら有事の際の対応は図れるというふうに考えており

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） そうすると、この委託契約

の中での備蓄食の用意というのは、とりあえずラベ

ンダーハイツではしない、町も今の考え方からいう

と、双方協議をするということからもそういう協議

をしているということで、準備はしないということ

なのでしょうか、確認します。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） ７番中村

委員の質問にお答えいたします。 

 契約の中で、そういう双方の確認事項の中にそう

いう備蓄を７２時間分、三日間分準備をするという

契約になってございますので、その辺につきまして

は西川食品のほうとの協議の中で、そういう有事の

際がもしあった場合におきましては備蓄をしてもら

うということで現在の契約上もそうなっております

ので、それはお互いの中の確約でございますので確

保されているものと思っているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 西川食品で備蓄をされてい

るということでいいのか。というのは、備蓄する以

上はお金がかかるのです、当然。そうしたら、今の

予算の契約上の中では管理料と一食何ぼの総体で

トータル何ぼということしか計上されていないわけ

でしょう。 

 そうすると、備蓄分は西川さんが用意をすると
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いっても、西川さんが全部負担をするのかといった

ら、副町長の言うのは西川さんが言えば全国から集

めてくれるから心配ないというような感じのお話

で、ただ、ラベンダーハイツは特殊だと思うので

す。やはり高齢者、病弱者等がおりますから、一般

の健常者が食べるものとは違いますから、またそう

いう緊急時ということになるといろいろなものが発

生してくると思います。 

 したがって、西川食品が準備をしているのではな

くて、言うなれば西川食品がどこからか持ってきて

いるということの理解なのか、その点をちょっと確

認したいのですが。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ７番中村委員の御質問で

すが、私、契約の細部まで確認はしておりませんで

したので、契約書の中には相手、西川食品において

７２時間の備蓄品等の提供を担保することの項目が

あるとことをちょっとわかりませんで、先ほどの回

答になりましたが、一般的には西川食品さんが７２

時間分の備蓄品をどうされるのかというのは相手に

聞いてみなければわかりませんが、一般的にはケア

ハウスもそうですが、食事の委託を受けた福祉施設

の委託を受けた場所については、ラベンダーハイツ

に限らず全国のそういういわゆる一般食ではない専

門食、医療食も含めるのですが、そういうものを提

供するために、全国のそういう食品を提供する福祉

施設の食品等を提供する協会が設けてありまして、

そこから自分の施設ではなくて、そういう第三者契

約をうちも結んでおりますが、そのように、もしく

はラベンダーハイツで有事の際に提供できなかった

場合には違う施設からその刻み食、流動食も含め運

び込む、そういう協定が業界でなっておりますの

で、その業界名の名前が後で所長からあるかと思い

ますが、そのような担保がしっかりされているとい

う点で先ほど申し上げたとおりであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） ７番中村

委員の御質問にお答えいたします。 

 契約の中で備蓄食ということで、受託者を災害時

の備蓄食として患者、入所者等の３日分の食数を備

蓄するということになっています。 

 それで、受託者においては上記の備蓄食の食数及

び内容については委託者と、要するにラベンダーハ

イツ側と随時協議するという項目になっておりまし

て、そういうことが考えられる事態から、例えばそ

の時点で協議するような形になっておりまして、今

現在は備蓄を何をどうするというふうにはなってい

ないところでございますので、そういうことがあれ

ば随時、協議するという内容になっておりますの

で、御理解賜りたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） あのね、そういうことが起

こらないからいいというのではなくて、備蓄という

のは万が一災害があった場合ということを含めて備

蓄するものでしょう、そうではないですか。 

 確かに万が一や想定外のことがあるかもしれない

けれども、現実の問題といったら備蓄するというこ

とは、そういうことを一応想定、視野に入れて準備

をするということで、起こったらどうのこうのとい

うことでは僕は基本的にはないと思うのです。 

 ですから、こうやって契約書の中にうたわれてい

て、それから今、所長の言うように受託者は備蓄食

の食数及び内容については委託者と随時協議をする

ということにはなっております。 

 だけど、ある程度、僕はこうやって受託者が備蓄

食を用意をするという、７２時間分、うたわれてい

る以上はどうなのかなという疑問が僕は湧いてくる

ものですから、その点で確認したかったのです。 

 いずれにしても、受託者は甲乙、言うなれば町の

ほうと協議をするということだから、できるだけど

うするかということを含めてやはり協議を進めて、

ここにいう７２時間の分をどうなのか、もしくは２

４時間分用意をして、あとよそから持ってくる体制

にとるのか、いろいろな手だてがあろうかなと思い

ますけれども、いずれにしても受託者と町とやはり

協議をしないといけないのかなと、その点ちょっと

確認したいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） ７番中村

委員の御質問にお答えいたします。 

 今後、西川食品側のほうとこのことにつきまし

て、再度、調整するように進めたいと思いますので

御理解をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 今、この食材の関係で３,

３１６万円の関係で内容を報告していただきまし

た。 

 それで、町内からの食品類の言うなれば調達は何

％ぐらいになっているのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ次

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ次長（進藤政裕君） 一応、契

約では５０％以上ということになっておりまして、

大体、例えば１月では５０.５％、２月では５５％
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ということで確認をしております。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 私どもはやはり町内業者が

この西川食品がよそから持ってくるということを

セーブするために、やはり地産地消も含めてお米も

北海道産米だということもうたわれていて、町内か

らは５０％以上調達をするということになっており

ますので、その実態がどうかなという気がしました

けれども、今のお話では５０.５の５５％というこ

とでございますので、できるだけ町内から調達品を

やはり５０％以上、６０％台でもできるだけ持って

いくような努力を西川食品を指導しながら、やはり

調達業務をやっていただきたいということを要望し

ておきたいと思います。 

 終わります。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、議案第５号

の質疑を終了いたします。 

 暫時休憩いたします。 

 再開時間を１０時４５分といたします。 

────────────────── 

午前１０時２８分 休憩 

午前１０時４５分 再開 

────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、会

議を再開いたします。 

 次に、議案第６号平成２７年度上富良野町簡易水

道事業特別会計予算を議題といたします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れより歳入歳出を一括して、２１ページから２４

ページ及び３７７ページから３８６ページまでの予

算全般の質疑に入ります。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、議案第６号

の質疑を終了いたします。 

 次に、議案第７号平成２７年度上富良野町公共下

水道事業特別会計予算を議題といたします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れより歳入歳出を一括して、２５ページから２８

ページ及び３８９ページから４０７ページまでの予

算全般の質疑に入ります。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ３９７ページ、ここのとこ

ろですね、汚水管整備工事のところで公設ます新設

工事１５カ所４９０万円と、この計画書をいただい

ておりますが、ことしから５年かけて工事するとい

うことと思いますけれども、しっかりした１年に何

カ所やるとか、そういった具体的な計画について

ちょっとお聞かせいただきたいと思いますが、どの

ようになっているのかお尋ねします。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ３番村上委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 公設ますの新設１５カ所でございますが、これに

つきましては現在、家が建っていないところで家を

建てるとか、そういう方の新たに下水を接続すると

いう部分の大体１５カ所を予算化しているところで

ございます。 

 ちなみに２６年度につきましては１７カ所新設し

ております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 新しく未設置ですから、こ

れから拡大していくところの公設ますの工事だと思

うのですけれども、ことしは７カ所ですか、そして

あと１５カ所ということは１年に幾らという、これ

は今回の新年度分の７カ所分の４９０万円なのです

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ３番村上委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 まず、本年度の公設ます新設につきましては１５

カ所を予定しております。２６年度につきまして

は、現在のところ実績として１７カ所設置済みでご

ざいます。２７年度の新しい新年度につきましては

１５カ所を予定しておりますが、これは家を新築す

るとか、そういうことで数が変動しますので御了承

願いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ではわからない部分もあり

ますね、何カ所になるか、それはわかりました。 

 それでは、そのときにここまでは通っていますの

で、一旦水を分断するとか、そういったことにはな

らないのですか、そういう今、現存の方のところの

状況はどうなるのでしょうか。そういうことであれ

ば工事は大変かと思うのですけれども、そういうこ

とはちゃんと整備きちんとされているのでしょう

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 上下水道班主幹、答

弁。 

○上下水道班主幹（安川伸治君） ３番村上委員の

御質問にお答えいたします。 

 今、既存の住宅の部分に関しましては既に汚水管



― 134 ― 

が設置されておりまして、例えば住宅の建てかえで

すとか、そういった場合については既存にあるます

を使っていただくことになっております。 

 今回、２７年度に新設する部分については主に空

き地ですとかにまた新たに住宅を新築される方につ

いて過去の実績によりまして１５カ所設置する予定

となっております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） 上下水道班主幹、答

弁。 

○上下水道班主幹（安川伸治君） 公設ますについ

ては、既存の道路に埋設されている汚水管から住宅

側に管を接続する中間に町のほうで点検が必要とな

りまして、また住宅の敷地と道路敷地の境界につけ

るわけなのですけれども、この管理区分といいます

か、そういった部分境目につけているますでござい

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ３９７ページの委託料で浄

化センターの改築ということで、実施設計業務、３

２年度までという形になっておりますが、これの細

部についてどういったものが大体対象という形でな

るのか、お伺いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 上下水道班主幹、答

弁。 

○上下水道班主幹（安川伸治君） ４番米沢委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 浄化センターの改築更新事業の実施設計というこ

とで、２７年度に実施設計として今後、２８年から

３２年度までの５年間の長寿命化の計画を策定する

予定となっております。 

 その細部の機械につきましては、これまで２０年

度から開始しておりまして、主な中心的な機械や設

備につきましては初期の段階で改築更新を５年で行

いまして、事業費を平準化するという目的でまだ健

全度が高いものにつきましては後年度に実施すると

いう予定を組んでおりましたので、今回、この実施

設計におきまして主に高圧の電気設備ですとか、運

転が頻度が少ないポンプ類ですとかを更新する予定

となっております。 

 箇所数につきましては、約９１カ所の５年で実施

する予定となっております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、議案第７号

の質疑を終了いたします。 

 次に、議案第８号平成２７年度上富良野町水道事

業会計予算を議題といたします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 補足説明がありません

ので、歳入歳出を一括して２９ページから３０ペー

ジ及び４１０ページから４２９ページまでの予算全

般の質疑に入ります。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） ４２２ページから４２３

ページの関係で、３項１目その他特別損失というこ

とで、前年度予定額１８０万９,０００円というこ

とです。 

 これは、不納欠損の処理ということで４２３ペー

ジの計上概要の横に書いてあります。したがって、

この不納欠損処理の所定の２６年決算はまだ我々ま

だ見ていないので、２６年度の決算の中で１８０万

９,０００円を計上するということで理解してよろ

しいでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 上下水道班主幹、答

弁。 

○上下水道班主幹（安川伸治君） ７番中村委員の

御質問にお答えいたします。 

 特別損失の計上の件でございます。前年度２６年

度の計上されている件でございますが、この金額に

つきましては平成２６年度より公営企業会計の改正

がございまして、この際に賞与引当金と福利厚生費

引当金という制度が発生いたしました。 

 その引当金自体が今年度分の賞与引当金というこ

とで、その期間、６月の賞与引当金につきましては

前年１２月から５月分までの対象期間がありまし

て、支給する際には６月に支給されますので、１２

月から３月分までにつきましては引当金ということ

で充てることになります。 

 今年度からこの制度が適用になりましたので、本

来であれば２５年度に引当金が積まれておりまし

て、その分で６月の賞与が支給されることになりま

すが、２５年度は引当金を積んでおりませんのま

で、特別損失で計上するということで今年度、２６

年度の決算につきましてはこの金額１８０万９,０

００円を特別損失、賞与引当金相当額ということで

計上させていただくことになります。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 経過についてはわかりまし

た。 

 そうすると、２６年度の決算の関係で１８０万
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９,０００円よりふえないということで理解をして

いいのかどうか、恐らくまだ滞納繰越の分がありま

すので、その点、確認したいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 上下水道班主幹、答

弁。 

○上下水道班主幹（安川伸治君） ７番中村委員の

御質問にお答えします。 

 特別損失につきましては今の賞与引当金の相当

額、それと不納欠損の金額が発生してくる予定と

なっております。 

 ただ、今、債権等を精査しまして決定につきまし

ては今年度末ということになっておりますので、そ

の分がもし特別損失が発生する場合につきまして

は、この特別損失のほうで計上させてもらう予定と

なっております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） 来年度、欠損でふえる

のかふえないのか。ふえる可能性はあるのか、ない

のか、これでいいのかということでしょう。それだ

け言って、可能性あるとかないとか。 

○上下水道班主幹（安川伸治君） 不納欠損が発生

した場合には、この金額がふえる予定になっており

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ４２５ページの工事請負費

でちょっとお伺いいたしますが、歳入との関係でこ

の予算書等を見ますと、ほとんど道支出金２万円と

国庫支出金についてはないという状況になっており

ますが、こういった町単独の配水管の布設がえとい

うことになると、全くこの補助というのは当てにな

らないのか、町単独での予算という形になるかとい

うふうに思いますが、この点ちょっと確認しておき

たいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ４番米沢委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 上水の部分につきましては、この工事請負費につ

きましては国の補助等はございません。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、議案第８号

の質疑を終了いたします。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

 次に、議案第９号平成２７年度上富良野町病院事

業会計予算を議題といたします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れより歳入歳出を一括して、３１ページ、３２ペー

ジ及び４３３ページから４５８ページまでの予算全

般の質疑に入ります。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ４４５ページ、看護職の給

与、ここのところ昨年並み、１００ちょっとぐらい

ふえているかと思いますけれども、今、看護職員の

７割の方が慢性疲労だと、こういうような記事が出

ておりまして、それでいつも疲れている、それから

疲れが翌日に残るとかということになっております

けれども、職員手当を見ますと昨年より幾らか減に

なっております。 

 それでここの看護職の給与のところですけれど

も、今、この勤務時間の間隔の確保、どういうふう

な時間帯で何名いらして、どのようなことになって

いるのでしょうか、ちょっとお尋ねしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） ３番村上委員の

御質問にお答えいたします。 

 看護職員につきましては、今現在、３部門で働い

ております。一つは、外来業務、また老健業務、一

般の病棟という３部門で配置しておりまして、外来

業務につきまして、また老健業務につきましては労

働基準法の当直の規定にございますので、週１回の

当直という配置になるような体制で配置しておりま

す。 

 また、一般病床につきましては、看護基本料の１

０対１の基準の中で、７２時間の当直、１カ月、看

護師７２時間の当直が義務づけられておりますの

で、最低でも当直要員を１４名配置するという中で

配置しておりまして、それらの基準につきましては

年に１回の北海道の監査、または４年に１回の厚生

局の監査等においても御指摘を受けておりません。

基準内での配置ということで運営しております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ７２時間ですか、当直をす

るということで１４名を配置したということで、必

要だということなのですが、これはどうなのでしょ

うか、将来的にここのところ１０対１が７対１なん

ていうとまた大変なことなると思いますけれども、

病棟、老人の老健に一部分２８床やりましたけれど

も、患者さんそのものがちょっと高齢化になってき
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ていますし、ちょっと時間的に大変な部分があると

思うのですけれども、この間隔を何とか変えるのは

今の状態でちょっと充足はどうなのですか、看護職

員についてはふやすというのは大変なことですか。

なかなか難しいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） ３番村上委員の

御質問にお答えいたします。 

 病院業務を考えるときに、昼間の業務と夜の業

務、２４時間やっておりますので、中での考え方が

あると思います。 

 特に夜間の部というのが夜勤ということになりま

すから、相当、看護師においては重労働になってく

るというのは認識しているところでございまして、

今の基準内での配置をしていくというのは、その病

院の運営の中での一つの国がつくっている基準の配

置を守っていくというところがルールだと思います

ので、そこについては十分、対応できているという

ふうに認識しております。 

 しかし、昼間については、それは決してその基準

はございませんので、パートの看護師を含め、例え

ば一般病棟であれば１０人の当直のしないパートの

看護師を入れながら昼間を充足することによって、

夜勤者の看護師の勤務環境を整えていくという体制

で、二つある中での組み立ての中で進めておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 夜間２名で本当にてんてこ

まいしています。かなり重症者もいまして、ここの

ところは２.５とか、そんなふうには考えられない

のですか、パートとか、そういったこと充足という

のはならないでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） ３番村上委員の

御質問にお答えします。 

 早出遅出の形でつくっておりますし、看護師の分

ですね。その中での対応をとっておりますので、ど

うしても晩御飯の終わったころ、それから朝御飯に

入る前がかなり内容的にはきつくなってきておりま

すので、それらにあわせましてパートの看護師でも

対応できるものについてはその早出遅出、それから

まだ当直が可能でない一般の職員だとかについても

早出遅出の対応によって現場では軽減をした配置に

しております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） それと、看護師さんに勤務

状態とかいろいろなことでアンケートをおとりに

なったことがあるのかどうか、ちょっとお尋ねした

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） 事務がかかわっ

てのアンケートというのはとっておりません。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 一度とっていただきたいの

です。今の勤務状況につきまして、いろいろと本当

に疲れがとれない慢性疲労だという看護師さん、大

変だなと思っておりますので、一度そういったアン

ケートなども実施していただきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） ３番村上委員の

御質問にお答えいたします。 

 現場を管理しておりますのは看護師長でございま

すので、看護師長と協議しまして検討していきいた

と思います。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ４４２ページにかかわって

医業収入という形で、前回よりも外来収入等につい

ては人員等が減るという状況になっているかという

ふうに思います。 

 総体的に入院患者等、これは相手次第ですから変

わり得るかというふうに思いますが、非常に厳しい

収益の状況になっているかというふうに思います。 

 この外来、いわゆる入院等について今後、これは

今の実数で病院経営が本当に大変な状況になるかな

というふうに思いますが、安定的に来るかどうかは

別としても、このやはり上富良野町は医業収入その

ものが上がらなければなかなかこの厳しい状況があ

ると思いますが、この点についてちょっとお伺いし

ておきたいと思います。現状等について。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） ４番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 

 基本的には外来の患者数の減というのは２５年４

月から実施しております薬の長期投薬、それから内

科診療における２５年７月からの予約診療、それか

ら泌尿器科の２７年２月からの予約診療というよう
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に予約診療をすることによって、また長期投薬する

ことによって外来患者の減となってきているのが現

状でございます。 

 収益的には、一人の単価というのは検査等が絡ん

できますのでふえてくるわけでございますけれど

も、経営的に大変厳しい状況については御指摘のと

おりでございます。 

 しかし、常勤医の疲労といいましょうか、常勤医

の患者さんにおける平準化というのにはどうしても

この予約診療と長期投薬をしていかなければ、うち

の病院の場合は慢性疾患の方が多いわけでございま

して、このような体制を持ちながら医療の本当に限

られた資源といったらいい言葉ではございませんけ

れども、常勤医師を確保しながら病院を運営してい

くという中において、今のような、今回のような御

提案をさせていただきました。 

 外来の患者が減るという中での予算編成を組まさ

れていただいております。大変、厳しい状況ではご

ざいますが、今、このような状況の中で２７年度も

乗り切っていきたいというのが状況でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 今回の予算資料で一般病棟

４４床という形で患者数１万９００人、介護療養型

ということで９,７００人、ほぼ前年度並みの設定

かというふうに思いますが、恐らくぎりぎりの設定

になっているのだろうというふうに思います。 

 これはほぼこういう形でことしも収入の実態とし

ては成り立つということで不安定要素はないのかど

うなのか、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） ４番米沢委員の

御質問でございますけれども、１万９００人という

数字については、ここの二、三年のところまだ到達

していない数値でございますが、やはり積極的な予

算を組んでいくという中においては設定として、こ

の数字を用いさせていただいておりまして、病床稼

働率約７０まで持っていきたいというのが一般病床

の考え方でございます。 

 御指摘の老健につきましては２００名ふえており

ます。２００名ふえております内容としては、大

体、老健の１日の収益というのは１万４,０００円

でございます。今回の改定で３００円の減をという

ことで介護報酬が３００円の減ということになりま

したので、１万３,７００人に対して１億３,３００

万円の収入を上げるにはどういうことかといいます

と９,７００人、ということは１日０.５人ふえれば

いいということでございまして、本件につきまして

は病院の院内の主任者会議等においても、この予算

の中の話というの伝えておりまして、決して乱暴な

数字ではないという中での根拠でございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） この４４０ページの看護師

の奨学貸付金という形で４２０万円になっておりま

すけれども、現状ではこれは利用されている方、実

態等についてお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） ４番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 

 看護師の奨学金は５年間、この方は今、貸し付け

終わったところでございます。５年間貸し付けて、

今、働いている看護師が５年間勤めたときに雑損失

で落とすように経理的になっている。 

 よって、今、２５年３月に卒業した看護師でござ

いますので、５年間はこのような形の経理をして、

勤めたらそこで雑損で落としていくという経理の内

容になっておりますので、このような状況で計上し

ておりまして、今現在、貸し付けをしている看護師

はございません。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） ４５３ページの下のほう

に車両購入とありますが、これは専門的な車両と考

えてよろしいかどうか、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） １２番岡本委員

の御質問にお答えいたします。 

 町立病院には今、車両３台ございまして、１台は

軽トラック、もう１台は訪問、リハ等に使う軽でご

ざいます。 

 今回、更新を予定している車両については病院車

でございまして、平成７年５月の車でございまし

て、それをワンボックスカー、先生の送迎並びに保

育園の事業、または研修等に使うという病院車とし

ての更新を考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） そうしたら今まではワン

ボックスではなくて違う乗用タイプで対応していた

ということでよろしいかどうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 
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○町立病院事務長（山川 護君） 今までは平成７

年のクラウンのＦＲ車で冬も乗れないような状況で

ございましたので、これらをワンボックスにかえて

いきたいという内容でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ちょっと教えていただきた

いのですけれども、４４８ページから４４９ページ

にかかわります医業外費用の消費税、地方消費税に

かかわるということで、いわゆるこれは診療報酬外

の消費税としていわゆる患者さんであったりとか、

健康診断だったりとか、もらった分を、それを納め

る金額になるのかなというふうに考えております

が、今、病院全体としての中の国に納めていくべき

消費税という割合が、この診療報酬というか、もら

えない部分ともらえる部分と何割ぐらいの比率に

なっているのでしょうか、わかれば教えてくださ

い。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） ５番金子委員の

御質問にお答えします。 

 町立病院の消費税につきましては、今、御指摘の

とおり町立病院を運営していく部分においては医薬

品も買うことになります、それから食料品も買うこ

とになります、それらについては全て同じように消

費税がかかってきます。 

 それは、もう消費税として病院が払いっぱなしな

のですが、病院が受ける消費税は診療報酬そのも

の、社会保険料、国保については国の政策で、消費

税はいただけません、これは消費税を導入したとき

に社会保険料に対する基盤であるということを医療

費を上げないという中で、課税しないということに

なっております。 

 よって、病院の中における診療費の売り上げに関

しての５％いただいておりませんので、病院が受け

取るのは文書料ですとか、そういう自由診療といい

ましょうかに入る部分だけしか充用できません。 

 一つの計算式なのですが、そこでいいますと大

体、病院で購入するときに２６年度の決算の予定で

はどのぐらいかというと、病院が買ったときに支払

う消費税というのは約１,８００万円ぐらいでない

かというふうに、ですから４,０００万円の機械を

買っても８％の消費税を支払います。しかし、病院

が受け取る消費税は約１７０万円ぐらいでないかと

いうふうに思います。それの半分を病院として納税

することになりますから、こっちの支払った部分に

ついては全く損税といいましょうか、差し引きとい

うルールがございませんので、パーセンテージでい

うとちょっと今、数字は出ませんけれども１,８０

０万円とその受け取った金額というところでいうと

それだけの差があるというところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 私もちょっとまだ詳しく勉

強していないのですけれども、確かにその自由診療

部分にかかわった消費税というのは全体の中からい

わゆる控除分ということでなるのですけれども、や

はり上富良野としてはいわゆる本来患者さんという

か、サービスを受けた人から預かった分の消費税と

いいましたら１割強ぐらいしかないということでよ

ろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） そのとおりでご

ざいます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 今、国において消費税の引

き上げというのがちょっと先延ばしになりましたけ

れども、そうするとこの部分というのはやはり町立

病院の努力の如何に問わず、こういった租税効果が

上がっていくところによって、非常に病院の本来の

経営を圧迫する可能性というのは非常に大きいとい

うふうに考えてよろしいでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） 御指摘のとおり

でございまして、町立病院の規模でこれだけの税の

負担ということになってきますので、大きな病院と

か、特に建築を伴ったりしたときの投資のあるよう

な病院につきましては何億ということで新聞などで

も報道されているのが事実だと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 今年度においてはまだ８％

ということで、消費税も据え置きになっております

けれども、近い将来、確実にこれが１０％等々に上

がってくるのですけれども、そこでちょっと町長に

聞きたいのは、やはりこういう要因というのは経営

の努力云々によってもどうしようもならないところ

なると思うのですけれども、そういったものという

のはやはり町から医業外収益として出している部分

にある程度、加味していかなくてはいけないと思う

のですけれども、その点はいかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ５番金子委員の御質問に

私のほうからお答えをさせていただきます。 

 病院の経営については特に公立病院の経営につい
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ては、これまでももうけというよりも町民の医療、

安全を守ることを第一義として救急の医療も含めこ

の間、一般会計からの法定内、法定外含めて全面的

に支えてきた経過にございますので、消費税の医療

報酬に転嫁されていないというものについては、私

どもも国に向かってぜひ要望活動もしたいというふ

うに思いますが、そのこれからの町立病院の支える

仕組みというのはぜひ私どもしっかり支えていきた

いものだというふうに考えているところでありま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 先ほどラベンダーハイツで

もちょっと確認をしたところなのですけれども、給

食業務の委託の関係で、病院の関係と老健の関係で

２,８５５万１,０００円ということで、４４７ペー

ジと４５１ページにありますけれども、災害の備蓄

食の関係は契約書の中でどういう形になっているか

ということでまずお聞きをしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） ７番中村委員の

御質問にお答えします。 

 備蓄食につきましては、受託者が災害時の備蓄食

として患者、入所者の３日分の食数を備蓄するとい

うことになっております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） そうすると受託者が７２時

間用意をするということになると、それは一般的な

給食の業務の中で給食がないからその分を用意をす

るということで、予算的にはどうのこうの負担をす

るというのは受託者か、それとも甲乙で、それはど

ういう形になるのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） ７番中村委員の

御質問にお答えいたします。 

 町立病院が委託している業者は日清医療食品でご

ざいます。この件につきましては、日清医療食品の

ほうから提案がございまして、３・１１の東北の震

災のときに自分たちが受けている施設で食料を届け

られなかったのは３日間だったというのが根拠で、

そこでその受託者側のほうから契約の中でこの項目

を入れますと、よって、では予算的にふえるのかと

いうことで確認しましたところ、協議をしましたと

ころ、その備蓄食品の賞味期限が切れる前に、それ

は一般の食料として使えるものを備蓄していくとい

うことでございます。 

 よって、備蓄としての缶詰とか、災害時ですから

その患者さんに本当に適した食事を出せるというこ

とを想定するよりもまだ災害を想定しておりますの

で、メニュー的にはおかゆとか、それからサバの缶

詰とか、そのように受託者会社のほうでそのメ

ニューを持っております。そのメニューの中で、こ

れについては随時、切れるという中で更新していき

ますというのが考え方でございまして、町立病院で

いいますと人数が多く備蓄するというのはなかなか

難しいのですけれども４０人の分の３食３日分を備

蓄して、常に回していくという内容で契約要綱はこ

うですが、協議した内容ではこのように進んでおり

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） そうすると、今現在利用し

ているものの賞味期限をローテーションを回して使

うから、特に大きな支出というものは備蓄をして置

いておくということではなくて、常時で使うものを

ある面でストックしておいて、それを賞味期限前に

ローテーションで配食にするということで理解して

よろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） ７番中村委員の

御質問でございます。 

 会社側でマニュアルがございまして、何を何個残

しなさい、保存しなさいという基準に沿って備蓄食

品の１日目、２日目、３日目というメニューのマ

ニュアルどおりの中で保存しております。 

 よって、何といいましょうか白がゆだけが７０何

食、３日分あるというわけではなくて、おかずも含

めての段取りになって備蓄しているということに

なっております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 先ほどラベンダーハイツの

お話を聞くのと、今回町立病院といったら大手と地

元という大きなものの考え方の違いがあるなという

気がします。 

 そういう点では町のほうもやはり町立病院に準じ

た形で西川食品との対応を協議ということがきちん

とうたわれていますから、その点やはり協議をして

いただきたいなという思いがします。その点、いか

がでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ７番中村委員の御質問に

私のほうからお答えをさせていただきます。 
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 契約書、今、事務長のほうから回答がありました

ので、ラベンダーハイツのほうと契約内容について

は同一の項目があるのだということで今回、確認を

私もさせていただきましたが、ラベンダーハイツの

先ほどの答弁も含め、なかなか西川食品さんと具体

の備蓄品の内容について町立病院のような具体な協

議が進んでいないことも課題として私ども確認をい

たしましたので、ぜひ相手、西川食品さんと具体の

災害時の対応の方法について協議をさせるように指

示をさせていただきたいというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ２番小野委員。 

○２番（小野 忠君） 私も町立病院には５カ月間

お世話になりました。でも、私が思うのは夜の当直

の、あの当直の看護師さんだけが全く間に合わない

ぐらい走って歩いている。 

 だからベルが鳴る、こっちで鳴る、なかなかそこ

へ走れない。そういうことで、もう少し夜の看護師

さんをふやしてあげたら患者の方々はいいのではな

いかなと思うけれども、やはり予算の関係でできな

いのかなと思うのです。 

 今後、そういうことも考えてひとつ患者に恩恵を

与えてください、私はお願いをしてやめます。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） ２番小野委員の

御質問にお答えします。 

 検討させていただきます、よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、議案第９号

の質疑を終了いたします。 

 以上で、本日の質疑を終了し、分科会による審査

意見書の作成を行いますので、一旦、解散いたしま

す。 

午前１１時４０分 延会  
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平成２７年上富良野町予算特別委員会会議録（第４号） 

 

平成２７年３月１７日（火曜日） 午前９時００分開議  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第 １号 平成２７年度上富良野町一般会計予算 

議案第 ２号 平成２７年度上富良野町国民健康保険特別会計予算 

議案第 ３号 平成２７年度上富良野町後期高齢者医療特別会計予算 

議案第 ４号 平成２７年度上富良野町介護保険特別会計予算 

議案第 ５号 平成２７年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算 

議案第 ６号 平成２７年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算 

議案第 ７号 平成２７年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算 

議案第 ８号 平成２７年度上富良野町水道事業会計予算 

議案第 ９号 平成２７年度上富良野町病院事業会計予算 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１３名） 

   委 員 長       長谷川 徳 行 君   副 委 員 長       岡 本 康 裕 君          

   委 員       佐 川 典 子 君            委 員        小 野  忠 君         

   委 員       村 上 和 子 君            委 員        米 沢 義 英 君         

   委 員       金 子 益 三 君            委 員        徳 武 良 弘 君         

   委 員       中 村 有 秀 君            委 員        谷   忠 君         

   委 員       岩 崎 治 男 君            委 員        中 澤 良 隆 君         

   委 員        今 村 辰 義 君         

   （議長 西村昭教君 （オブザーバー）     ） 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町 長         向 山 富 夫 君     副 町 長         田 中 利 幸 君 

 教 育 長         服 部 久 和 君     会 計 管 理 者         菊 池 哲 雄 君          

 総 務 課 長         北 川 和 宏 君     産業振興課長         辻     剛 君 

 保健福祉課長         石 田 昭 彦 君              子ども･子育て担当課長         吉 岡 雅 彦 君 

 町民生活課長         林   敬 永 君     建設水道課長         佐 藤   清 君 

 農業委員会事務局長         北 越 克 彦 君     教育振興課長         野 﨑 孝 信 君 

 ラベンダーハイツ所長         大 石 輝 男 君     町立病院事務長  山 川   護 君 

 関係する主幹・担当職員 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長         藤 田 敏 明 君     次 長         佐 藤 雅 喜 君          

 主 事         新 井 沙 季 君 
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午前 ９時００分 開議  

（出席委員 １３名） 

─────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） おはようございます。 

 御出席、御苦労に存じます。 

 ただいまの出席委員は１３名であり、定足数に達

しておりますので、これより予算特別委員会第４日

目を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の審査日程について、事務局長から説明させ

ます。 

 事務局長。 

○事務局長（藤田敏明君） 本日の審査日程につき

ましては、さきにお配りいたしました日程のとおり

進めてまいりますので、御了承願います。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） これより、平成２７年

度上富良野町各会計予算を一括して意見調整を行い

ます。 

 予算特別委員会審査意見（案）を事務局長に朗読

させます。 

 事務局長。 

○事務局長（藤田敏明君） 予算特別委員会意見書

（平成２７年度予算）（案）。 

 一般会計。 

 歳入。 

 １、ふるさと納税について。 

 自主財源を確保するため、地方創生の視点を取り

入れ、先進事例を参考とし、内容を検討されたい。 

 歳出。 

 １、防災について。 

 ①自主防災組織について。 

 組織の活性化を進めるとともに、各地域の要支援

者名簿を早期に整備し、適切な運用を図り、情報の

共有に努められたい。 

 ②防災士について。 

 取得者の研修や講習等、地域に合った活用支援に

努められたい。 

 ③ハザードマップ、防災ハンドブックについて。 

 作成については、近年の気候変動による自然災害

に対応するよう努められたい。 

 ④災害備蓄品について。 

 細目にわたり計画的に早期整備を図り、適切な更

新を考慮されたい。 

 ２、学校閉校後の跡地利用について。 

 早急に施設の有効な利活用を検討されたい。 

 ３、定住・移住について。 

 引き続き移住準備住宅を有効活用し、ＰＲやさま

ざまな施策も含め雇用の場の確保を図り、移住しや

すい環境づくりに努められたい。 

 ４、演習場周辺地区整備対策事業について。 

 適正かつ早期に事業実施を行い、効果的な執行に

努められたい。 

 ５、住民自治活動推進交付金について。 

 福祉活動対策の増額も含め、内容の見直しを図ら

れたい。 

 ６、市民後見人制度について。 

 高齢者や障がい者、認知症の増加が見込まれる

中、計画的に市民後見人養成を図られたい。 

 ７、健康づくりについて。 

 健康づくり推進のまち宣言にふさわしい具体的な

事業を進められたい。 

 裏面を見てください。 

 ８、有害鳥獣対策について。 

 鹿被害の増加防止のため、猟友会員の銃への経費

の負担軽減対策について検討されたい。 

 ９、６次産業化について。 

 地場産品による上富良野ブランドの確立を図り、

６次産業化への支援を進められたい。 

 １０、観光について。 

 町の観光資源の魅力を生かした独自の観光振興を

進められたい。 

 国民健康保険特別会計。 

 ①医療費抑制のため、データヘルス計画を生かし

た予防に努められたい。 

 ②国保会計は、脆弱な財政基盤の上にあるので、

保健福祉課との連携をさらに深め、病状の重度化を

防ぎ、安定かつ健全な運営を図られたい。 

 病院事業会計。 

 町民の健康と命を守るため、今後においても安定

的な医療スタッフの確保に努められたい。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） これより、審査意見の

調整を行います。 

 項目が多数ありますので、一般会計予算から順に

意見調整を行います。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 漢字の間違いだと思うので

すけれども、裏面の１０番の観光の、「町の観光資

源の魅力を生かした」というのは、「生」ではなく

「活」という字が正しいと思われますけれども、い

かがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） ありがとうございま

す。 

 ほかに。今のあれで、何か、字の間違いとかはあ

りませんか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 済みません。次の、よろし
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いですか、国民健康保険会計に行ってもいいです

か。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですよ。 

○５番（金子益三君） 国民健康保険会計、①の

「データヘルス計画を生かした」も同じ漢字だと思

いますので、お願いします。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかに何かございませ

んか。誤字、脱字。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 裏面の８番、有害鳥獣対策

についてでございますけれども、その途中で「猟友

会員の銃への経費」という言葉があるけれども、従

来の中山間のあれを見ると、猟友会員の銃ばかりで

はないので、「猟友会員の諸経費の負担」という形

で、「銃」というのはとったほうがいいのかなとい

うことで、最初の意見を出された、今、谷委員とも

相談したのだけれども、やはり、銃ばかりではない

という、中山間地の、あの中に入っているから、

「諸経費」ということにしてはどうかということ

で、一応意見を申し上げます。 

○委員長（長谷川徳行君） その意見は、そのとき

にちょっと、済みませんけれども、中村委員、よろ

しいですか。ここに入ったときで。 

 それでは、１番目のふるさと納税について、何か

お気づきの点、御意見。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 そうしたら、次、歳出、防災について。 

 １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） 防災のところの②防災士

についてなのですが、取得者の研修や講習等、地域

に合った活用支援に努められたいと、これ、地域に

合ったというのは、ちょっと、私なりに理解が余り

できなかったのですが、どのようなことだったのか

なと。ちょっと確認をしたいなと思ったのですけれ

ども。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村分科長、お願

いします。 

○７番（中村有秀君） 第１分科会と第２分科会、

それから委員長、副委員長の中で、この文言で整理

をした。その最初の原案は、我々第２分科会から出

たものをまとめたということでございます。 

 したがって、地域に合ったということは、それぞ

れの地域の実情があるので、そういう交流を図ると

いうこともしていかなければ、だんだん、防災士の

格差が出てきたり、地域の活動があれだということ

でこういう文章にしたのだけれども、地域というこ

とがはっきり、もわっとなっているようであれば、

それぞれ、住民会、防災士との交流というようなこ

とを、実態に合った形でやるということで、もう

ちょっと明文化したほうがいいのかなと､今、感じ

を受けています。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） 済みません、２分科会の

中での話で。 

 それで、今のお話を聞いていて、ちょっと提案な

のですが、「講習等、地域に合った」だけではなく

て、「地域の実情に合った」と、「の実情」と入れ

れば理解しやすいかなと思ったのですが。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村分科長。 

○７番（中村有秀君） 私、１回目の答弁の中で入

れましたので、「実情」ということを入れたほうが

適切かなという感じがしますので、もし皆さん方の

同意をいただければ、そういう形で入れていただい

たほうが、なお理事者もはっきりするのかなと思い

ますので、よろしくお取り計り願いたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 今、７番中村分科長か

ら説明と、１０番中澤委員の提言がありましたけれ

ども、委員の皆さん、どうでしょうか。これで、

「実情」を加えて、この文言で整理してよろしいで

すか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） そうしたら、②の防災

士については、「地域の実情に合った」という文言

にしたいと思いますので、御了解願います。 

 ほかにございませんか、防災について。よろしい

ですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 次、２番目、学校閉校

後の跡地利用について。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 次、３番目、定住・移

住について。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 次、４、演習場周辺地

区整備対策事業について。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 次、５、住民自治活動

推進交付金について。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 次、６、市民後見人制

度について。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ７番、健康づくりにつ

いて。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ８番、有害鳥獣対策に

ついて。 

 先ほど７番中村分科長から提言がありましたけれ

ども、皆様どうですか。（発言する者あり）猟友会

員の「銃」のところを「諸経費」という。そうです

よね。（「銃を落として……」と呼ぶ者あり）だか

ら、「銃」のところを「諸経費」と、「銃」がいら

ないということですよね。「銃」をとって、「諸経

費の負担軽減対策について検討されたい」と。 

 よろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 中村分科長、これでよ

ろしいですか。（中村委員「はい」と呼ぶ） 

 次、９、６次産業化について。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） １０番、観光につい

て。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 次、国民健康保険特別

会計について。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 次、病院事業会計につ

いて。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ありがとうございま

す。 

 お諮りいたします。 

 意見調整が終わりましたので、平成２７年度上富

良野町各会計予算についての審査意見は、これで決

定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、平成２７年度上富良野町各会計予算に対

する審査意見は、ただいまの調整のとおりと決定い

たしました。 

 これにて、全体での意見調整を終了いたします。 

 ここで、正副委員長により、町長への審査意見書

の提出のため、暫時休憩いたします。 

 再開時間を９時４５分といたします。 

────────────────── 

午前 ９時１４分 休憩 

午前 ９時４９分 再開 

────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、会

議を再開いたします。 

 済みません、委員各位に申し入れがあります。 

 先ほど予算意見書が作成されましたが、５番の住

民自治活動推進交付金について、少し勘違いと適正

を欠く文言があるということで、１分科長、２分科

長と協議した結果、削除するということで。 

 よろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） これで進めたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

 この後の予定を事務局長から説明いたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（藤田敏明君） この後の日程の予定で

ございますけれども、この後、９時５５分より町長

からの所信表明ということで進めていきたいという

ふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 暫時休憩いたします。 

────────────────── 

午前 ９時５０分 休憩 

午前１０時００分 再開 

────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、会

議を再開いたします。 

 理事者より、所信表明の申し出がございますの

で、発言を許します。 

 町長、向山富夫君。 

○町長（向山富夫君） 皆さん、おはようございま

す。 

 委員長のお許しをいただきまして、私のほうから

所信を述べさせていただきたいと思います。 

 まず、平成２７年度の予算審議につきましては、

４日間にわたりまして、大変皆さん方に慎重に御審

議を賜りましたこと、まず感謝を申し上げる次第で

ございます。 

 これから将来に向けて上富良野町がどのように歩

んでいくかということの意味を含めて、大変重要な

審議を賜ったところでございます。その審議を通じ

まして、さまざまな行政課題がまだまだ多いなとい

うことを私も痛感したところでございます。 

 そういう経過を踏まえまして、先ほど委員長、副

委員長がお見えになりまして、今回の予算審議を通

じて御意見をちょうだいしたところでございます。 

 この御意見を拝見させていただきまして、私も全

く皆さん方と思いを共有できるものばかりでござい

ます。とりわけ緊急性、あるいは重要性というよう

な意味におきましては、全く、どれ一つとっても、

しっかりと取り組みもしなければならないというこ

とで、私も改めて思いをしたところでございます。 

 皆さん方から賜りました意見をしっかりと胸にと

めまして行政執行に当たらなければならないという
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ことを改めて申し上げまして、所信の表明とさせて

いただきたいと思います。 

 大変長時間にわたりありがとうございました。 

○委員長（長谷川徳行君） これより、議案ごとに

討論を行い、採決をいたします。これに御異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、議案ごとに討論を行い、起立により採決

を行います。 

 これより、議案第１号平成２７年度上富良野町一

般会計予算の討論に入ります。 

 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 

 ４番米沢義英君。 

○４番（米沢義英君） 私は、一般会計に対する反

対討論を述べさせていただきます。 

 今、町民の暮らしを守る予算、これを重要視しな

ければならないことは言うまでもありません。地方

の景気が上向かず、町の景気自体も後退し、大変な

状況にあります。 

 また、住んでいる多くの方々にとっては給与、年

金が下がるなど、また一方で食料品や電気料等の公

共料金等が値上がりし、この４月からもさらに上が

るという状況の中で、私たちの暮らし向きは一層大

変な状況に追い込まれ、負担も重い状況になってい

ると言わざるを得ません。 

 そのことを考えたときに、今回の予算編成で問わ

れなければならない問題があります。 

 一つは、自衛隊創立６０周年記念事業に対する補

助金、これは、自前で行うべきであり、実施すべき

ではありません。 

 二つ目には、演習場周辺地区活動奨励事業補助

が、地域の振興を図るとして、補助限度額、補助率

が今年度から引き上げられるという状況になりま

す。地域の振興を図るということを理由にすれば、

今後、際限のない引き上げが行われるという状況に

なり、絶対容認できるものではありません。財源の

効率化、運用からしても、改めてこれを容認すべき

ではないと考えます。 

 限られた財政の中で財源を有効に使う、これが求

められているにもかかわらず、このような青天井そ

のものでは住民も納得できるものではありません。

そういう財源があれば、就学児童がいる２子目の児

童の保育料の軽減に財源を充てるなど、数々の工夫

をし、住民の暮らしを安定させる、こういうことが

今は必要だと考えています。 

 また、三つ目には、介護や子育ての重要性がふえ

る中で、必要な人員の確保では、本来、正規の職員

で対応しなければならないのに嘱託職員や臨時職員

等で対応するという状況にあり、この点でも課題が

あります。 

 例えば、現在、町からいただいた資料では、正職

員が１８６名、また、非正職員が１１７名という構

成の中で町の運営を担っているという、いびつな状

況になっているということは言うまでもありませ

ん。このことを考えたときに、非正規職員の労働待

遇、また、正職員に格上げするなどの対策をとっ

て、安定した、働ける環境づくりをしなければなら

ないということを言わざるを得ません。 

 四つ目には、住民の生活に必要な予算、今回の中

で一部改善も見受けられています。防災機材、備蓄

品の充実や、あるいは任意の予防接種の補助の拡大

など、町単独で、あるいは充実するという方向が見

受けられます。一方で、町独自の活性化や雇用、あ

るいは特色あるまちづくりという点では、若干政策

的に弱い感じがします。 

 また、介護保険料の引き上げが行われようという

状況の中で、今、国民や町民の多くの人たちが新た

な負担は嫌だという状況になっていることは言うま

でもありません。この間、介護保険料の抑制につい

ては多くの住民や国民から押されて、今回、軽減措

置等がされましたけれども、しかし、もう既にそれ

以上の負担を求められるという状況の中で、こうい

う介護保険料の引き上げは、加入者にとっては負担

の限界にならざるを得ない。だからこそ軽減のため

にも一般財源からの繰り入れを行うなど、住民の暮

らし、雇用、福祉の向上のためにも、予算編成に当

たっては十分対応しなければならないと考え、この

点でも反対の討論とさせていただきます。 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、本件に対する賛

成討論の発言を許します。 

 １２番岡本康裕君。 

○１２番（岡本康裕君） 私は、一般会計予算案に

対して、賛成の立場から討論いたします。 

 本年度の予算は、アベノミクスにより経済指標が

景気の上向きを示したものの、引き続き厳しい経済

状況が続き、町税収入では、国家公務員給与の特別

措置の終了等により、個人住民税の増加や地方消費

税交付金についても昨年度より増加になったが、主

要な一般財源である地方交付税は昨年度の当初予算

より減額するなど、歳入一般財源が減収する中、経

常経費の見直しを図るとともに基金からも繰り入れ

し、厳しい財政状況の中、地域経済の活性化や住民

ニーズなどの喫緊の課題に対応するため、昨年より

６.４％増額の約７５億３,７００万円の予算編成内

容となっております。 

 特に、住みなれたこの町で安心して暮らせるよ
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う、真に支援が必要な方々への恒久支援策や、さま

ざまな地域課題や経済対策、少子高齢化対策、近年

の大雨災害に対する恒久的な復旧対策、学校の耐震

化などに目配りされたものとなっております。 

 特徴的なものとして、住環境の整備として、町営

住宅建てかえ、上富良野小学校の整備、上富良野中

学校耐震化、町営墓地造成、老朽化した公共施設等

の改修、長寿命化など、さまざまな課題に振り向け

られています。 

 また、子育て支援として、従来の支援策に加え、

乳幼児健診から発達相談の家庭に、親子グループ指

導や子ども・子育て支援新制度に伴い、保育料を国

の基準の９５％から８０％へ設定したことにより、

低所得者の負担軽減を新たに盛り込み、子育て家庭

の要望に応えております。 

 産業においては、国や道の制度活用による農地の

基盤整備事業に積極的に取り組むほか、まちなかに

ぎわいづくりの拠点施設整備で、昨年新たに中央コ

ミュニティ広場に設置した大型テントの照明設備な

ど環境整備を図り、地域経済の波及効果も図られて

おります。 

 以上のことから、限られた財源の中で、基金から

の繰り入れなど健全財政の確立に向けた課題もあり

ますが、必要性や緊急性を見きわめた本予算は、第

５次総合計画に掲げられている５つの暮らしの実

現、自治基本条例の精神である町民との協働の視点

に立った展望あるまちづくりに向けた予算であり、

さまざまな諸課題がある中で不断に取り組むことを

期待し、賛成討論といたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、本件に対する反

対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。 

 これより、議案第１号平成２７年度上富良野町一

般会計予算を起立により採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２号平成２７年度上富良野町国民健

康保険特別会計予算の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。 

 これより、議案第２号平成２７年度上富良野町国

民健康保険特別会計予算を起立により採決いたしま

す。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３号平成２７年度上富良野町後期高

齢者医療特別会計予算の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れをもって討論を終了します。 

 これより、議案第３号平成２７年度上富良野町後

期高齢者医療特別会計予算を起立により採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４号平成２７年度上富良野町介護保

険特別会計予算の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れをもって討論を終了します。 

 これより、議案第４号平成２７年度上富良野町介

護保険特別会計予算を起立により採決します。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５号平成２７年度上富良野町ラベン

ダーハイツ事業特別会計予算の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れをもって討論を終了します。 

 これより、議案第５号平成２７年度上富良野町ラ

ベンダーハイツ事業特別会計予算を起立により採決

いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６号平成２７年度上富良野町簡易水

道事業特別会計予算の討論に入ります。 
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 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れをもって討論を終了します。 

 これより、議案第６号平成２７年度上富良野町簡

易水道事業特別会計予算を起立により採決いたしま

す。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第７号平成２７年度上富良野町公共下

水道事業特別会計予算の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れをもって討論を終了します。 

 これより、議案第７号平成２７年度上富良野町公

共下水道事業特別会計予算を起立により採決しま

す。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第８号平成２７年度上富良野町水道事

業会計予算の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れをもって討論を終了します。 

 これより、議案第８号平成２７年度上富良野町水

道事業会計予算を起立により採決します。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第９号平成２７年度上富良野町病院事

業会計予算の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れをもって討論を終了します。 

 これより、議案第９号平成２７年度上富良野町病

院事業会計予算を起立により採決します。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 お諮りいたします。 

 本委員会の予算審査報告書の内容について、委員

長及び副委員長に御一任願いたいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 異議なしと認めます。 

 よって、本委員会の予算審査報告書の内容につい

ては、委員長及び副委員長に一任されました。 

 以上をもって、本委員会に付託されました案件の

審議は全部終了いたしました。 

 予算特別委員会の終わりに当たりまして、一言御

挨拶申し上げます。 

 委員会冒頭に申し上げましたように、本委員会に

付託された平成２７年度上富良野町一般会計予算案

並びに８件の各予算案は、ことしの町を運営し、町

民の福祉の増進とＱＯＬの向上、そして町のさらな

る発展に寄与する重要な案件だったと思います。 

 町民から付託を受けた議員として、十分質疑、討

論があった特別委員会だと思っております。 

 我々は、予算執行に向けてチェックをし、それを

見定めていく責務がまだあると思います。理事者に

おかれましては、委員各位の質疑、また、本委員会

の意見を十分踏まえて、無駄のない予算執行に努め

ていただきたいと思います。 

 ４日間にわたる委員会運営でございましたが、理

事者、説明員の皆様の御協力を得まして、無事運営

が終わりましたことに感謝を申し上げます。 

 また、委員長として至らなかったことをおわびを

申し上げ、挨拶といたします。 

 どうもありがとうございました。 

 これをもって、予算特別委員会を閉会いたしま

す。 

午前１０時１８分 閉会  
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